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企業会計は、複式簿記による発生主義会計を採用していますが、地方公共団体におけ

る予算・決算に係る会計制度（官庁会計）は、現金収支を議会の民主的統制下に置くこ

とで、予算の適正・確実な執行を図るという観点から、確定性、客観性、透明性に優れ

た単式簿記による現金主義会計を採用しています。このように、地方公共団体と民間企

業では、採用されている会計制度は異なりますが、はじめに、単式簿記と複式簿記、現

金主義会計と発生主義会計の違いについて解説します。 

 

 

１．単式簿記と複式簿記 

 

 簿記とは、「特定の経済主体の活動を、貨幣単位といった一定のルールに従って帳簿

に記録する手続き」であり、報告書（決算書等）を作成するための技術ですが、記帳方

法により、「単式簿記」と「複式簿記」に区分されます。 

  
 

 

    

上記のとおり、複式簿記では、ストック情報（資産・負債）の総体の一覧的把握が可

能となります。また、複式簿記では、上記記帳と同時に、固定資産台帳に車が１台増加

したことを記録します。これまでも公有財産台帳等において現物管理してきたと思いま

すが、固定資産台帳では「いくらで買ったか」という金額情報もあわせて記録すること

になります。このような金額情報を記録し、会計年度末で資産と負債を一覧表に集約し

た貸借対照表を作成すると、対象項目の貸借対照表の残高と固定資産台帳の残高が一致

するはずであり、互いを照合することで、どちらかの間違いが発見されるといった検証

機能の効果も期待されます。このように、複式簿記は、「ストック情報の把握」ととも

に、「検証機能を持つこと」に意義があります。 
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２．現金主義会計と発生主義会計 

 

 会計とは、「経済主体が行う取引を認識（いつ記録するか）・測定（いくらで記録する

か）した上で、帳簿に記録し、報告書を作成する一連の手続き」をいいますが、取引の

認識基準の考え方には、「現金主義会計」と「発生主義会計」があります。 

 

 

 

 上記のとおり、発生主義会計では、減価償却費等といった見えにくいコストも含む正

確なコストの認識が可能となり、経済的事実の発生に基づいた「適正な期間損益計算」

を行うことができます。例えば車については、複数年の利用が可能である中で、取得年

度に一括で費用を計上するのではなく、利用可能な年度（耐用年数）に渡って費用を配

分することとなります（このことを「費用配分の原則」といいます。）。上記会計手続き

を「減価償却」といいますが、車を例にとると、以下のとおりとなります。 

 

【発生主義会計における減価償却のイメージ（車１００万円、耐用年数５年）】 

 

  ※現金主義会計では、支出年度に１００万円を計上するのみ 
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３．地方公共団体と民間企業の会計 

 

 以上を踏まえ、地方公共団体（官庁会計）と民間企業（株式会社）の会計の主な違い

を以下に記載します。 

 

【地方公共団体と民間企業の会計】 

項目 地方公共団体（官庁会計） 民間企業（企業会計） 

作成目的 住民の福祉の増進 利益の追求 

報告主体 首長 取締役 

報告先 住民（提出先は議会） 株主（提出先は株主総会） 

説明責任 
議会の承認・認定（予算・決算） 

→事前統制（予算）の重視 

株主総会の承認（決算） 

→事後統制（決算）の重視 

簿記方式 単式簿記 複式簿記 

認識基準 現金主義会計 発生主義会計 

出納整理期間 あり なし 

決算書類 

歳入歳出決算書 

歳入歳出決算事項別明細書 

実質収支に関する調書 

財産に関する調書 

貸借対照表 

損益計算書 

株主資本等変動計算書 

キャッシュ・フロー計算書 
 

 

 はじめに記載したとおり、地方公共団体における予算・決算に係る会計制度（官庁会

計）は、予算の適正・確実な執行を図るという観点から、単式簿記による現金主義会計

を採用しています。 

 一方で、財政の透明性を高め、説明責任をより適切に図る観点から、単式簿記による

現金主義会計では把握できない情報（ストック情報（資産・負債）や見えにくいコスト

情報（減価償却費等））を住民や議会等に説明する必要性が一層高まっており、そのた

めには、その補完として複式簿記による発生主義会計の導入が重要です。また、複式簿

記による発生主義会計を導入することで、上記のとおりストック情報と現金支出を伴わ

ないコストも含めたフルコストでのフロー情報の把握が可能となりますので、公共施設

等の将来更新必要額の推計や、事業別・施設別のセグメント分析など、公共施設等のマ

ネジメントへの活用充実につなげることも可能となります。さらに、財務書類の作成過

程で整備される固定資産台帳を公表することで、民間企業からＰＰＰ／ＰＦＩに関する

積極的な提案がなされることも期待されます。 

上記を意識して統一的な基準による財務書類等の作成を進めることが、使える地方公

会計となる第一歩となります。 
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４．統一的な基準による財務書類の概要 

 

 統一的な基準による財務書類は、「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書」

（平成 26年４月 30 日公表）等のとおり「貸借対照表」、「行政コスト計算書」、「純資産

変動計算書」及び「資金収支計算書」の４表又は３表（上記の４表のうち「行政コスト

計算書」と「純資産変動計算書」を結合）としていますが（※）、概要は以下のとおり

です。（企業会計の書類を括弧書きしています。） 

 ※簡略化して説明する観点から、附属明細書は省略しています。 

 

【貸借対照表】（貸借対照表） →略称：ＢＳ（Balance Sheet） 

・基準日時点における財政状態（資産・負債・純資産の残高及び内訳）を表示したもの 

【行政コスト計算書】（損益計算書） →略称：ＰＬ（Profit and Loss statement） 

・一会計期間中の費用・収益の取引高を表示したもの 

  →現金収支を伴わない減価償却費等も費用として計上 

【純資産変動計算書】（株主資本等変動計算書） →略称：ＮＷ（Net Worth statement） 

・一会計期間中の純資産（及びその内部構成）の変動を表示したもの 

【資金収支計算書】（キャッシュ・フロー計算書） →略称：ＣＦ（Cash Flow statement） 

・一会計期間中の現金の受払いを３つの区分で表示したもの 

 

 以上の財務書類４表や３表の相互関係を示すと、以下のとおりとなります。 
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【財務書類４表構成の相互関係】 

 
 

【財務書類３表構成の相互関係】       
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５．統一的な基準における仕訳の考え方 

 

 複式簿記による仕訳処理については、統一的な基準では、それぞれ計上される財務書

類に応じて、よくあるパターンとして８要素の組合せに区分されますが、そのイメージ

は以下のとおりです。 

 
 

【貸借対照表と行政コスト計算書のイメージ】 

 

  ※「行政コスト計算書」は、借方（左側）と貸方（右側）の大きさにより差額が生じます

が、「貸借対照表」は、必ず「資産＝負債＋純資産」となります。（このことを、「貸借平

均の原理」といいます。） 

 
【取引の８要素（よくあるパターン）】          

 

  ※統一的な基準では、効率的に資金収支計算書を作成する観点から、仕訳上は、資産「現

金預金」を同計算書の勘定科目に置き換えて処理することとしていることに留意してく

ださい。 

  ※統一的な基準では、要素として「資産」、「負債」、「純資産」、「費用等（費用、その他の

純資産減少原因）」及び「収益等（収益、財源及びその他の純資産増加原因）」に区分さ

れます。 
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６．統一的な基準の勘定科目 

 

 仕訳処理するに際しては、具体的な名称分類として「勘定科目」という区分により行

うこととなります。統一的な基準における主な勘定科目と、現金収支を伴わない発生主

義会計特有の主な勘定科目は以下のとおりです。 

 
 

【勘定科目の例】 

要素 勘定科目の例 

資産 土地、建物、有価証券、出資金、現金預金、棚卸資産 

負債 
地方債、退職手当引当金(※１)、未払金(※２)、未払費用(※３)、 

賞与等引当金(※１) 

純資産 固定資産等形成分、余剰分（不足分） 

費用等 
職員給与費、維持補修費、減価償却費(※４)、支払利息、補助金等、 

有形固定資産等の減少（固定資産等形成分） 

収益等 
使用料及び手数料、税収等、国県等補助金、 

有形固定資産等の増加（固定資産等形成分） 
 

 
【現金収支を伴わない発生主義会計特有の主な勘定科目】 

※１ 引当金 

・将来見込まれる費用や損失を、あらかじめ計上するもの 

＜種類＞ 

・評価性引当金：資産の控除の性格を持つもので、資産に計上するもの 

 →例：投資損失引当金、徴収不能引当金 

・負債性引当金：将来の支出を伴うもので、負債に計上するもの 

→例：退職手当引当金、損失補償等引当金、賞与等引当金 

※２ 未払金（⇔未収金） 

・特定の契約等により既に確定している債務のうち、その代金を支払っていないもの 

※３ 未払費用（⇔未収収益） 

・一定の契約に従い継続的に受けている役務に関して、すでに提供された役務に対して

いまだその対価を支払っていないもの 

※４ 減価償却費 

・適正な期間損益計算を行うため、固定資産の価値が減少した分だけ帳簿価額を減少さ

せること 
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７．統一的な基準による財務書類作成の流れ 

 

 仕訳処理も含めた財務書類作成の流れは、以下のとおりとなります。 
 

 
【財務書類作成の流れ】 

 

※１ 仕訳帳：取引を仕訳して記録する帳簿 

※２ 総勘定元帳：勘定科目ごとに金額の増減を記録・計算する帳簿 

※３ 合計残高試算表：総勘定元帳の勘定科目ごとの残高と合計額を表示した一覧表 

※４ 精算表：合計残高試算表の残高について財務書類ごとに表示した一覧表 
  
【資金仕訳変換表 ～仕訳候補が複数ある工事請負費（予算科目・節）の例～】 

 
 
 
【現金主義会計（官庁会計）から発生主義会計（財務書類）の変換イメージ】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

従来からの節等による執行 

 

（））（官庁会計） 

本来の行政活動

に関する収支 

固定資産 

に関する収支 

地方債の 

借入・償還等 

業務活動収支 投資活動収支 財務活動収支 

資金収支計算書 

行政コスト計算書 純資産変動計算書 貸借対照表 

-8-



８．統一的な基準における具体的な仕訳例 

 

 以上を踏まえ、仕訳のイメージを以下に記載します。 
 

【取引】                （単位：百万円） 

番号 項目 日付 金額 

①-1 住民税の調定 ２月３日 ５００ 

①-2 住民税の収入 ３月３日 ４５０ 

②-1 道路の建設（検査確認） ３月５日 ５００ 

②-2 国補助金収入（道路関係） ３月６日 １００ 

②-3 地方債発行（道路関係） ３月 10日 ３００ 

②-4 道路の建設（支払い） ３月 14日 ５００ 

③ 職員給与支払い ３月 17日 １５０ 

④ Ａ法人へ長期貸付 ３月 24日  ５０ 

⑤ 財政調整基金積立て ３月 27日  ５０ 

⑥-1 消耗品の購入(納品) ３月 28日  ２０ 

⑥-2 消耗品の購入(支払い) ３月 31日  ２０ 

⑦ 公共施設使用料の収入 ３月 31日  ５０ 

⑧ 退職手当引当金の引当て ３月 31日 ２５０ 

⑨ 賞与等引当金の引当て ３月 31日 ２００ 

【仕訳例】                       （単位：百万円） 

番号 日付 
借方 貸方 

勘定科目 金額 勘定科目 金額 

①-1 ２月３日 [BS]未収金 ５００ [NW]税収等 ５００ 

①-2 ３月３日 [CF]税収等収入 ４５０ [BS]未収金 ４５０ 

②-1 ３月５日 [BS]工作物(ｲﾝﾌﾗ資産) ５００ [BS]未払金 ５００ 

②-2 ３月６日 [CF]国県等補助金収入 １００ [NW]国県等補助金 １００ 

②-3 ３月 10日 [CF]地方債発行収入 ３００ [BS]地方債 ３００ 

②-4 ３月 14日 [BS]未払金 ５００ [CF]公共施設等整備費支出 ５００ 

③ ３月 17日 [PL]職員給与費 １５０ [CF]人件費支出 １５０ 

④ ３月 24日 [BS]長期貸付金 ５０ [CF]貸付金支出 ５０ 

⑤ ３月 27日 [BS]財政調整基金 ５０ [CF]基金積立金支出 ５０ 

⑥-1 ３月 28日 [PL]物件費 ２０ [BS]未払金 ２０ 

⑥-2 ３月 31日 [BS]未払金 ２０ [CF]物件費等支出 ２０ 

⑦ ３月 31日 [CF]使用料及び手数料収入 ５０ [PL]使用料及び手数料 ５０ 

⑧ ３月 31日 [PL]退職手当引当金繰入額 ２５０ [BS]退職手当引当金 ２５０ 

⑨ ３月 31日 [PL]賞与等引当金繰入額 ２００ [BS]賞与等引当金 ２００ 

 ※「財務書類作成要領」等では、同一年度内に処理される未払金や未収金といった勘定科目

は省略していますが、理解を深める観点から、上記では一部記載しています。 
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９．統一的な基準による財務書類の作成例 

 

 仕訳例を基に、以下に財務書類の作成例を示します。 

 はじめに、仕訳帳を勘定科目別に整理します。（総勘定元帳の作成） 

 

【総勘定元帳】 

○貸借対照表関係 

＜インフラ資産・工作物＞                  （単位：百万円） 

日付 勘定科目(番号) 借方 貸方 残高 

３月５日 [BS]未払金(②-1) ５００  ５００ 

＜長期貸付金＞ 

日付 勘定科目(番号) 借方 貸方 残高 

３月 24 日 {CF}貸付金支出(④) ５０  ５０ 

＜現金預金＞ 

日付 勘定科目(番号) 借方 貸方 残高 

３月３日 {BS}未収金(①-2) ４５０  ４５０ 

３月６日 [NW]国県等補助金(②-2) １００  ５５０ 

３月 10 日 [BS]地方債(②-3) ３００  ８５０ 

３月 14 日 [BS]未払金(②-4)  ５００ ３５０ 

３月 17 日 [PL]職員給与費(③)  １５０ ２００ 

３月 24 日 [BS]長期貸付金(④)  ５０ １５０ 

３月 27 日 [BS]財政調整基金(⑤)  ５０ １００ 

３月 31 日 [BS]未払金(⑥-2)  ２０ ８０ 

３月 31 日 [PL]使用料及び手数料(⑦) ５０  １３０ 

＜未収金＞ 

日付 勘定科目(番号) 借方 貸方 残高 

２月３日 [NW]税収等(①-1) ５００  ５００ 

３月３日 [CF]税収等収入(①-2)  ４５０ ５０ 

＜財政調整基金＞ 

日付 勘定科目(番号) 借方 貸方 残高 

３月 27 日 [CF]基金積立金支出(⑤) ５０  ５０ 

＜地方債＞ 

日付 勘定科目(番号) 借方 貸方 残高 

３月 10 日 [CF]地方債発行収入(②-3)  ３００ ３００ 

＜退職手当引当金＞ 

日付 勘定科目(番号) 借方 貸方 残高 

３月 31 日 [PL]退職手当引当金繰入額(⑧)  ２５０ ２５０ 
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 ＜未払金＞ 

日付 勘定科目(番号) 借方 貸方 残高 

３月５日 [BS]工作物(ｲﾝﾌﾗ資産)(②-1)  ５００ ５００ 

３月 14 日 [CF]公共施設等整備費支出(②-4) ５００  ０ 

３月 28 日 [PL]物件費(⑥-1)  ２０ ２０ 

３月 31 日 [CF]物件費等支出(⑥-2) ２０  ０ 

 ＜賞与等引当金＞ 

日付 勘定科目(番号) 借方 貸方 残高 

３月 31 日 [PL]賞与等引当金繰入額(⑨)  ２００ ２００ 

 

○行政コスト計算書 

＜職員給与費＞                       （単位：百万円） 

日付 勘定科目(番号) 借方 貸方 残高 

３月 17 日 [CF]人件費支出(③) １５０  １５０ 

＜賞与等引当金繰入額＞ 

日付 勘定科目(番号) 借方 貸方 残高 

３月 31 日 [BS]賞与等引当金(⑨) ２００  ２００ 

＜退職手当引当金繰入額＞ 

日付 勘定科目(番号) 借方 貸方 残高 

３月 31 日 [BS]退職手当引当金(⑧) ２５０  ２５０ 

＜物件費＞ 

日付 勘定科目(番号) 借方 貸方 残高 

３月 28 日 [BS]未払金(⑥-1) ２０  ２０ 

＜使用料及び手数料＞ 

日付 勘定科目(番号) 借方 貸方 残高 

３月 31 日 [CF]使用料及び手数料収入(⑦)  ５０ ５０ 

 

○純資産変動計算書 

 ＜税収等＞                         （単位：百万円） 

日付 勘定科目(番号) 借方 貸方 残高 

２月３日 [BS]未収金(①-1)  ５００ ５００ 

＜国県等補助金＞ 

日付 勘定科目(番号) 借方 貸方 残高 

３月６日 [CF]国県等補助金収入(②-2)  １００ １００ 
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○資金収支計算書 

＜人件費支出＞                       （単位：百万円） 

日付 勘定科目(番号) 借方 貸方 残高 

３月 17 日 [PL]職員給与費(③)  １５０ １５０ 

 ＜物件費等支出＞ 

日付 勘定科目(番号) 借方 貸方 残高 

３月 31 日 [BS]未払金(⑥-2)  ２０ ２０ 

＜税収等収入＞ 

日付 勘定科目(番号) 借方 貸方 残高 

３月３日 [BS]未収金(①-2) ４５０  ４５０ 

＜使用料及び手数料収入＞ 

日付 勘定科目(番号) 借方 貸方 残高 

３月 31 日 [PL]使用料及び手数料(⑦) ５０  ５０ 

＜公共施設等整備費支出＞ 

日付 勘定科目(番号) 借方 貸方 残高 

３月 14 日 [BS]未払金(②-4)  ５００ ５００ 

＜基金積立金支出＞ 

日付 勘定科目(番号) 借方 貸方 残高 

３月 27 日 [BS]財政調整基金(⑤)  ５０ ５０ 

＜貸付金支出＞ 

日付 勘定科目(番号) 借方 貸方 残高 

３月 24 日 [BS]長期貸付金(④)  ５０ ５０ 

＜国県等補助金収入(投資活動収支)＞ 

日付 勘定科目(番号) 借方 貸方 残高 

３月６日 [NW]国県等補助金(②-2) １００  １００ 

＜地方債発行収入＞ 

日付 勘定科目(番号) 借方 貸方 残高 

３月 10 日 [BS]地方債(②-3) ３００  ３００ 

 ※借方の合計（９００）と貸方の合計（７７０）の差額１３０が「[BS]現金預金」となりま

す。 

 

 次に、総勘定元帳の勘定科目ごとの残高と合計額を一覧に整理します。（合計残高試

算表の作成） 
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【合計残高試算表】                  （単位：百万円） 

勘定科目 
前年度末残高 本年度計上額 本年度末残高 

借方 貸方 借方 貸方 借方 貸方 

BS 工作物（インフラ資産）   ５００  ５００  

BS 長期貸付金   ５０  ５０  

BS 現金預金   ９００ ７７０ １３０  

BS 未収金   ５００ ４５０ ５０  

BS 財政調整基金   ５０  ５０  

BS 地方債    ３００  ３００ 

BS 退職手当引当金    ２５０  ２５０ 

BS 未払金   ５２０ ５２０   

BS 賞与等引当金    ２００  ２００ 

PL 職員給与費   １５０  １５０  

PL 賞与等引当金繰入額   ２００  ２００  

PL 退職手当引当金繰入額   ２５０  ２５０  

PL 物件費   ２０  ２０  

PL 使用料及び手数料    ５０  ５０ 

NW 税収等    ５００  ５００ 

NW 国県等補助金    １００  １００ 

合計   ３,１４０ ３,１４０ １,４００ １,４００ 

 

＜資金収支計算書関係（現金預金の内訳）＞       （単位：百万円） 

勘定科目 
前年度末残高 本年度計上額 本年度末残高 

借方 貸方 借方 貸方 借方 貸方 

CF 人件費支出    １５０  １５０ 

CF 物件費等支出    ２０  ２０ 

CF 税収等収入   ４５０  ４５０  

CF 使用料及び手数料収入   ５０  ５０  

CF 公共施設等整備費支出    ５００  ５００ 

CF 基金積立金支出    ５０  ５０ 

CF 貸付金支出    ５０  ５０ 

CF 国県等補助金収入(投資活動収支)   １００  １００  

CF 地方債発行収入   ３００  ３００  

合計   ９００ ７７０ ９００ ７７０ 
 

 

 以上を踏まえて財務書類を作成すると、以下のとおりとなります。（４表での作成を

例示します。また、一つの会計での例示としていますので、精算表は省略します。） 
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（単位：百万円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債

事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金

立木竹 損失補償等引当金

建物 その他

建物減価償却累計額 流動負債

工作物 1年内償還予定地方債

工作物減価償却累計額 未払金

船舶 未払費用

船舶減価償却累計額 前受金

浮標等 前受収益

浮標等減価償却累計額 賞与等引当金

航空機 預り金

航空機減価償却累計額 その他

その他

その他減価償却累計額 【純資産の部】

建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）

土地

建物

建物減価償却累計額

工作物

工作物減価償却累計額

その他

その他減価償却累計額

建設仮勘定

物品

物品減価償却累計額

無形固定資産

ソフトウェア

その他

投資その他の資産

投資及び出資金

有価証券 -

出資金 -

その他 -

投資損失引当金

長期延滞債権 -

長期貸付金

基金

減債基金

その他

その他

徴収不能引当金 -

流動資産

現金預金

未収金

短期貸付金

基金

財政調整基金

減債基金

棚卸資産

その他

徴収不能引当金 -

780

-

純資産合計 30

資産合計 負債及び純資産合計 780

50

-

-

130

50

-

-

-

-

230

-

50

-

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

- 600

500 △ 570

-

- -

- 負債合計 750

-

- -

- 200

- -

- -

- -

- -

- -

- 200

- -

- -

- 250

- -

550 550

500 300

【様式第１号】

貸借対照表
（平成×年○月△日現在）

科目 金額 科目 金額

詳細は純資産変動計算書を参照
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（単位：百万円）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト △ 570

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他 -

純行政コスト

【様式第２号】

行政コスト計算書
自　平成○年□月◇日

至　平成×年○月△日

科目 金額

-

620

620

600

150

200

250

-

20

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

50

-

-

△ 570

-

-

-

-

-

-
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(単位：百万円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高 - -

純行政コスト（△） △ 570

財源 600

税収等 500

国県等補助金 100

本年度差額 30

固定資産等の変動（内部変動） 600 △ 600

有形固定資産等の増加 500 △ 500

有形固定資産等の減少 - -

貸付金・基金等の増加 100 △ 100

貸付金・基金等の減少 - -

資産評価差額 -

無償所管換等 -

その他 - -

本年度純資産変動額 600 △ 570

本年度末純資産残高 600 △ 570

30

【様式第３号】

純資産変動計算書
自　　平成○年□月◇日

至　　平成×年○月△日

科目 合計

-

△ 570

600

500

100

-

-

30

30

-

【ＣＦ】

投資活動支出のうち

公共施設等整備費支出

【ＣＦ】

投資活動支出のうち

基金積立金支出＋貸付金支出
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（単位：百万円）

【業務活動収支】

業務支出

業務費用支出

人件費支出

物件費等支出

支払利息支出

その他の支出

移転費用支出

補助金等支出

社会保障給付支出

他会計への繰出支出

その他の支出

業務収入

税収等収入

国県等補助金収入

使用料及び手数料収入

その他の収入

臨時支出

災害復旧事業費支出

その他の支出

臨時収入

業務活動収支 330
【投資活動収支】

投資活動支出

公共施設等整備費支出

基金積立金支出

投資及び出資金支出

貸付金支出

その他の支出

投資活動収入

国県等補助金収入

基金取崩収入

貸付金元金回収収入

資産売却収入

その他の収入

投資活動収支 △ 500
【財務活動収支】

財務活動支出

地方債償還支出

その他の支出

財務活動収入

地方債発行収入

その他の収入

財務活動収支 300

前年度末歳計外現金残高 -
本年度歳計外現金増減額 -
本年度末歳計外現金残高 -
本年度末現金預金残高 130

【様式第４号】

資金収支計算書
自　　平成○年□月◇日

至　　平成×年○月△日

科目 金額

-

170
170
150
20
-
-
-
-
-
-

500

500
450

-
50
-
-
-
-
-

600

-

50
-

50
-

100
100

-
-
-
-

前年度末資金残高 -
本年度末資金残高 130

-
-

300
300

-

本年度資金収支額 130
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第１章 財務書類作成の基本事項 

 

Ⅰ 本作成要領の趣旨 

1.  本作成要領は、「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書」（平成２６年４月

３０日公表。以下「研究会報告書」といいます。）に記載された統一的な基準（以下

「統一的な基準」といいます。）に基づく地方公共団体の財務書類を実務的に作成す

るための作成要領です。地方公共団体の会計では、予算を議会による民主的統制のも

とに置き、予算の適正かつ確実な執行に資する単式簿記・現金主義会計を採用してい

ますが、複式簿記・発生主義会計に基づく財務書類を作成することで、単式簿記・現

金主義会計を補完することになります。 

2.  本作成要領は、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」

（平成１８年法律第４７号）第６２条第２項に基づき、「地方公共団体に対し、（中略）

企業会計の慣行を参考とした貸借対照表その他の財務書類の整備に関し必要な情報

の提供、助言その他の協力を行う」ことを目的としています。 

3.  また、「今後の地方公会計の整備促進について」（平成２６年５月２３日総務大臣通知）

において、「「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」を開催して議論を進めてき

ましたが、平成２６年４月３０日に報告書を取りまとめております。この中で、固定

資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成に関する統一的な基

準を示したところです。今後、平成２７年１月頃までに具体的なマニュアルを作成し

た上で、原則として平成２７年度から平成２９年度までの３年間で全ての地方公共団

体において統一的な基準による財務書類等を作成するよう要請する予定」とされたと

ころですが、本作成要領は、かかる「具体的なマニュアル」の一部を構成するもので

す。 

4.  統一的な基準による財務書類は、主に以下のような特徴を有しています。 

①会計処理方法として複式簿記・発生主義会計を採用し、一般会計等の歳入歳出デ

ータから複式仕訳を作成することにより、現金取引（歳入・歳出）のみならず、

すべてのフロー情報（期中の収益・費用及び純資産の内部構成の変動）及びスト

ック情報（資産・負債・純資産の期末残高）を網羅的かつ誘導的に記録・表示す

ること。 

②「経済財政運営と改革の基本方針２０１４～デフレから好循環拡大へ～」（平成

２６年６月２４日閣議決定）において、「各地方公共団体の財政状況が一層比較

可能となるよう、統一的な基準による地方公会計の整備を促進する。あわせて、

ＩＣＴを活用して、固定資産台帳等を整備し、事業や公共施設等のマネジメント

も促進する」とされたことを踏まえ、決算情報（決算分析のための情報）の作成・

開示のみならず、事業や公共施設等のマネジメントの促進をも可能とする勘定科

目体系を備えていること。 
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5.  各地方公共団体が、統一的な基準による財務書類を作成・開示することにより、全般

的な財務状況をより多面的かつ合理的に明らかにすることを通じて、住民や議会等に

対するより一層の説明責任を果たすとともに、資産債務改革や予算編成を含む行財政

改革に積極的に活用され、限られた財源を「賢く使うこと」につながることが期待さ

れます。 

 

Ⅱ 共通事項 

6.  本作成要領の全般にわたる共通事項は、以下のとおりです。 

①統一的な基準が対象とする報告主体は、都道府県、市町村（特別区を含みます。）

並びに地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「自治法」といいます。）第

２８４条第１項の一部事務組合及び広域連合とします。（以下「地方公共団体」

といいます。） 

②地方公共団体は、一般会計及び地方公営事業会計以外の特別会計からなる一般会

計等（地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号。以

下「地方公共団体財政健全化法」といいます。）第２条第１号に規定する「一般

会計等」に同じ。）を基礎として財務書類を作成します。なお、普通会計との関

係を示す観点から、一般会計等と普通会計の対象範囲等の差異に関して注記しま

す。また、公的資金等によって形成された資産の状況、その財源とされた負債・

純資産の状況さらには行政サービス提供に要した費用や資金収支の状況等を総

合的に明らかにするため、一般会計等に地方公営事業会計を加えた全体財務書類、

全体財務書類に地方公共団体の関連団体を加えた連結財務書類をあわせて作成

します。一般会計等、全体及び連結財務書類の対象となる団体（会計）は、【図

１ 財務書類の対象となる会計】のとおりです。 

 

図１ 財務書類の対象となる団体（会計） 

 

 

 

 

 

 

一部事務組合
広域連合

地方独立行政法人
地方三公社

第三セクター等

地方公共団体

一般会計等 地方公営事業会計

特別会計

一般会計 うち
公営企業会計

一般会計等財務書類 

全体財務書類 

連結財務書類 
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7.  統一的な基準の導入初年度において、各地方公共団体及び連結対象団体（会計）は、

保有する資産・負債に関する評価を行い、過去からの含み損、不良資産等を悉皆的に

明らかにすることを通じて、将来に向けたフレッシュスタートを切ることを原則とし

ます。ただし、これまで基準モデル等により保有する資産・負債に関する評価を行っ

ていた場合の取扱いについては、「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」におい

て説明します。 

8.  統一的な基準及び本作成要領は、地方財政制度の改正や企業会計基準の変更等に応じ

て随時改善を重ねていくこととします。 

9.  なお、統一的な基準は、各地方公共団体がそれぞれの創意と工夫により、住民等への

説明責任や行政経営に資する財務書類を作成することを妨げるものではありません。 

 

Ⅲ 財務書類 

10. 地方公共団体の財務書類の体系は、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算

書、資金収支計算書及びこれらの財務書類に関連する事項についての附属明細書とし

ます（【図２ 財務書類の体系（４表）】）。なお、行政コスト計算書及び純資産変動計

算書については、別々の計算書としても、その二つを結合した計算書としても差し支

えありません（【図３ 財務書類の体系（３表）】）。 

 

図２ 財務書類の体系（４表） 

 
４ 表 

様式 

番号 

附属明細

書の数 

様式 

番号 

精算表

の数 

様式 

番号 
注記 

一
般
会
計
等 

貸借対照表 第１号 １４表 第５号１ １表 ※１ 

○ 
行政コスト計算書 第２号 １表 第５号２ １表 ※１ 

純資産変動計算書 第３号 ２表 第５号３ １表 ※１ 

資金収支計算書 第４号 １表 第５号４ １表 ※１ 

全
体 

貸借対照表 ※１ １３表 ※１ １表 ※１ 

○ 
行政コスト計算書 ※１ １表 ※１ １表 ※１ 

純資産変動計算書 ※１ ２表 ※１ １表 ※１ 

資金収支計算書 ※１ １表 ※１ １表 ※１ 

連
結 

貸借対照表 ※１ １３表 ※１ １表 ※１ 

○ 
行政コスト計算書 ※１ １表 ※１ １表 ※１ 

純資産変動計算書 ※１ ２表 ※１ １表 ※１ 

資金収支計算書 ※１ １表 ※１ １表 ※１ 
    

※１ 「連結財務書類作成の手引き」において示します。 
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図３ 財務書類の体系（３表） 

 
３ 表 

様式 

番号 

附属明細

書の数 

様式 

番号 

精算表

の数 

様式 

番号 
注記 

一
般
会
計
等 

貸借対照表 第１号 １４表 第５号１ １表 ※１ 

○ 

行政コスト計算書及

び純資産変動計算書 

第２号

及び 

第３号

３表 ※２ １表 ※１ 

資金収支計算書 第４号 １表 第５号４ １表 ※１ 

全
体 

貸借対照表 ※１ １３表 ※１ １表 ※１ 

○ 
行政コスト計算書及

び純資産変動計算書 

※１ ３表 ※１ １表 ※１ 

資金収支計算書 ※１ 1表 ※１ １表 ※１ 

連
結 

貸借対照表 ※１ １３表 ※１ １表 ※１ 

○ 
行政コスト計算書及

び純資産変動計算書 

※１ ３表 ※１ １表 ※１ 

資金収支計算書 ※１ 1表 ※１ １表 ※１ 

   ※１ 「連結財務書類作成の手引き」において示します。 

   ※２ 第５号２及び第５号３の各附属明細書を作成すること。 

 

11. これらの財務書類の注記については、第３章Ⅴにおいて記載しています。 

12. 一般会計等については、その対象範囲（対象とする会計名）を注記します。 

13. 統一的な基準の導入初年度においては、一般会計等、全体及び連結それぞれの開始貸

借対照表を原則として作成します。この場合、附属明細書及び精算表も作成します。 

14. 財務書類の様式については、様式第１号から第４号までのとおりとします。 

15. 財務書類の作成基準日は、会計年度末（３月３１日）とします。ただし、出納整理期

間中の現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数とします。その

場合、その旨及び出納整理期間に係る根拠条文（自治法第２３５条の５等）を注記し

ます。 

16. 財務書類の表示金額単位は、百万円を原則とします。ただし、地方公共団体の財政規

模に応じて千円単位とすることもできます。また、同単位未満は四捨五入するものと

し、かかる四捨五入により合計金額に齟齬が生じる場合、これを注記します。なお、

単位未満の計数があるときは「０」を表示し、計数がないときは「－」を表示します。 

 

Ⅳ 勘定科目 

17. 財務書類４表または３表を作成するための勘定科目は、《別表１ 勘定科目表》に示し

ます。 
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18. 各勘定科目の定義や意味内容等については、第３章を参照してください。 

19. 勘定科目表で示された勘定科目は、統一的な基準における標準的な表示・勘定科目で

あり、各地方公共団体は、統一的な基準による財務書類を作成するうえで、原則とし

てこれらの勘定科目を用いることとします。財務上の管理に必要な勘定科目を追加す

る場合は、枝番号の付与等により、いずれの勘定科目に対応するかを明確にしなけれ

ばなりません。 

 

Ⅴ 財務書類の相互関係 

20. 統一的な基準による財務書類４表の相互関係は【図４ 財務書類４表構成の相互関係】

のとおりです。 

 

図４ 財務書類４表構成の相互関係 

 

 

 

①貸借対照表の資産のうち「現金預金」の金額は、資金収支計算書の本年度末残高に

本年度末歳計外現金残高を足したものと対応します。 

②貸借対照表の「純資産」の金額は、資産と負債の差額として計算されますが、これ

は純資産変動計算書の期末残高と対応します。 

③行政コスト計算書の「純行政コスト」の金額は、純資産変動計算書に記載されます。 

 

 

 

貸借対照表 行政コスト

計算書  
純資産変動

計算書
資金収支計算書 

資産 負債 

 

経常費用 

 

前年度末残高

 

業務活動収支 

 

 

経常収益 純行政コスト 投資活動収支 

臨時損失 財源 財務活動収支 

臨時利益 
固定資産等

の変動 
前年度末残高 

純資産 純行政コスト 本年度末残高 本年度末残高 

＋本年度末歳計外現金残高 

 うち 
現金 
預金 

-5-



 

21. 統一的な基準による財務書類３表の相互関係は【図５ 財務書類３表構成の相互関係】

のとおりです。 

 

図５ 財務書類３表構成の相互関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①貸借対照表の資産のうち「現金預金」の金額は、資金収支計算書の本年度末残高に

本年度末歳計外現金残高を足したものと対応します。 

②貸借対照表の「純資産」の金額は、資産と負債の差額として計算されますが、これ

は行政コスト及び純資産変動計算書の期末残高と対応します。 

  

貸借対照表 行政コスト及び

純資産変動計算書
資金収支計算書 

資産 負債 

 

経常費用

 

業務活動収支 
 

 

経常収益

臨時損失

投資活動収支 
臨時利益

純行政コスト

財務活動収支 
 財源

純資産 
固定資産等の変動 前年度末残高 

 前年度末残高 本年度末残高 

 本年度末残高  

 

＋本年度末歳計外現金残高 

うち 
現金 
預金 
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第２章 一般会計等財務書類の作成手順 

 

Ⅰ 帳簿等 

22. 統一的な基準では、「財務書類は、公会計に固有の会計処理も含め、総勘定元帳等の

会計帳簿から誘導的に作成」することとしています（研究会報告書５７段落）。本作

成要領では、この会計帳簿として、次の帳簿を作成します。 

①仕訳帳（仕訳伝票） ⇒ １ 仕訳帳 

②総勘定元帳 ⇒ ２ 総勘定元帳 

23. 以上の他、仕訳帳ないし総勘定元帳の内訳等を記録した補助簿として、次の台帳、内

訳簿等を整備することを原則とします。 

③固定資産台帳（建設仮勘定台帳を含みます。） ⇒ ３ 固定資産台帳 

④資産負債内訳簿 ⇒ ４ 資産負債内訳簿 

24. 加えて、各種の計算表・精算表を活用して財務書類を作成します。 

⑤合計残高試算表 ⇒ ５ 合計残高試算表 

⑥精算表 ⇒ ６ 精算表 

25. 地方公共団体の財務情報の基礎となる原情報としては、Ａ:歳入歳出データ（一部未

収金・徴収不能情報等を含みますが、ほとんどは現金取引）、Ｂ:歳計外現金データ（預

り金等）、及びＣ:各種原簿・台帳を利用します。これら原情報から、上記帳簿等の作

成を経て財務書類作成に至る基本手順を【図６ 財務書類の作成手順】に示します。 

26. 上記の各帳簿等の書式例（精算表を除きます。）を別表２から別表５までとして掲載

します。これらを電子的に作成する場合、随時、印刷出力及び検証を可能とする他、

破損・改変がないよう留意します。 
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図６ 財務書類の作成手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 仕訳帳 書式例：《別表２》 

27. 仕訳帳は、財務書類を作成する上での 小基本単位です。仕訳帳は、日々の取引を発

生順に記録した仕訳伝票の綴りまたはこれを転記した帳簿であり、一件ごとに借方・

貸方に仕訳されます。なお、本作成要領においては、期末に一括して仕訳を生成する

処理方法を採用することも認めています。 

28. 財務書類上の計数は、繰越額や計算項目等を除き、すべて仕訳帳から積み上げて集計

します。仕訳帳は、次の三種類の原情報から作成されます。 

Ａ：歳入歳出データ 

Ｂ：歳計外現金データ 

Ｃ：各種原簿・台帳 

29. 歳入歳出データを原情報とする仕訳は、《別表６ 資金仕訳変換表》に従い、いわば自

動仕訳によって作成することができます。ただし、資産取得等に関する歳入歳出デー

タについては、現在の歳入歳出科目（以下「予算科目」といいます。）の体系の下で

は一部個別に仕訳を付与する必要があります。仕訳帳は、歳入歳出データを単位とし

て作成することを原則としますが、歳入歳出データとの整合性が検証できる場合には、

予算科目単位で集計した歳入歳出データに仕訳を付与し、仕訳帳の 1単位とすること

も妨げません。 

30. 歳入歳出外の取引・事象については、その発生の都度または期末に一括して仕訳を行

います（以下、かかる仕訳を「非資金仕訳」といいます。）。期末に一括して仕訳を行

Ａ：歳入歳出データ 

Ｂ：歳計外現金データ 

Ｃ：各種原簿・台帳 

（資金・非資金情報） 
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う場合には、期中の資産負債の増減を網羅的に整理した《別表４ 資産負債内訳簿》

を基礎として、《別表７ 非資金仕訳例》に従って仕訳を行います。 

 

２ 総勘定元帳 書式例：《別表３》 

31. 仕訳帳は借方・貸方の勘定科目・金額を記載するのに対し、総勘定元帳は、仕訳の借

方・貸方を勘定口座ごとに並べ替えて集約したものであり、仕訳帳から転記して作成

されます。 

 

３ 固定資産台帳 

32. 現行の公有財産台帳等は、主として財産の運用管理を目的とし、現行制度上、複式簿

記・発生主義会計を前提としていないため、現在価額が明確でないうえ、すべての資

産を網羅することとなっていません。固定資産は、地方公共団体の財産の極めて大き

な割合を占めるため、地方公共団体の財政を把握するためには、正確な固定資産台帳

整備が不可欠です。特に、統一的な基準の導入にあたっては、固定資産台帳の整備が

大前提となります。 

33. 固定資産台帳は、すべての固定資産を１単位（口座）ごとに記帳した台帳であり、開

始時において、原則としてすべての保有固定資産について評価・整備するとともに、

以後継続的に、購入、無償取得、除売却、振替、減価償却等を含む増減につき記録し

ます。 

34. 年度をまたがって行われる建設工事等にかかる支出については、固定資産台帳の一環

として、建設仮勘定台帳によって記録整理します。建設仮勘定台帳は、工事等の単位

ごとに、各年度の支出額を記録整理するとともに、一部供用開始または全部完成の時

点で、本勘定への振替を記帳整理します。 

35. 固定資産台帳の整備と運用等については、「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」

において説明します。 

 

４ 資産負債内訳簿 書式例：《別表４》 

36. 地方公共団体の資産・負債の増減については、各種の原簿等において管理がなされて

いるところですが、特に歳入歳出を伴わない資産・負債の価値変動の把握が十分では

ありません。 

37. 資産負債内訳簿は、歳入歳出を伴わない資産・負債も含むすべての資産・負債につい

て、勘定科目別に、期首残高、期中増減額、期末残高を記載したものです。 

38. 予算執行と連動する資産・負債の増減分については、前述のとおり歳入歳出データを

基に仕訳帳が作成されるものの、歳入歳出を伴わない資産・負債の増減分については、

別途、仕訳に展開する必要があります。そこで、本作成要領では、すべての資産・負

債につき、勘定科目別に、期首残高、期中増減額、期末残高を記載した資産負債内訳
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簿によって網羅的に把握することを原則としています。資産負債内訳簿では、単に資

産・負債の増減額を記載するに止まらず、歳入歳出として把握可能な現金取引と、そ

れ以外の発生主義的な非資金取引・事象とに区別した上で、特に後者については仕訳

と対応する増減原因別に整理して、《別表２ 仕訳帳》ないし《別表３ 総勘定元帳》

との整合性を検証可能なものとします。 

39. 資産負債内訳簿は、特に期末に一括して非資金仕訳を行う場合に、仕訳作成前に記録

整理を終えていることが必要不可欠となります。 

40. なお、資産負債内訳簿の記録整理の過程においては、特に附属明細書で記載が求めら

れている情報、例えば、投資の内容、出資先の純資産額、有価証券の取得原価・評価

額、地方債の種類、地方債・借入金等の償還額等の詳細情報を併せて記録･添付して

おくことに留意すべきです。 

 

５ 合計残高試算表 書式例：《別表５》 

41. 合計残高試算表は、仕訳帳から総勘定元帳への転記が正確に行われているかどうかを

検証するために、総勘定元帳を集計等したものです。 

 

６ 精算表 

42. 精算表は、一般会計等の計数を総計（単純合算）した上で、各会計相互間の内部取引

を相殺消去し、一般会計等としての純計を算出するためのものです。詳しくは、「連

結財務書類作成の手引き」において説明します。 

 

Ⅱ 作成手順の概要 

43. 財務書類を作成するための基本的な作成手順は、次のとおりです。その概略について

は、【図７ 財務書類作成の全体手順と作成資料】を参照してください。 

①開始貸借対照表の作成：統一的な基準の導入初年度には、開始貸借対照表を原則

として作成します。開始貸借対照表は、地方公共団体が保有するすべての資産及

び負債につき、既存の財産台帳等を基に、棚卸的に残高を把握するとともに、取

得価額及び再調達価額等の評価額を算出して作成します。開始貸借対照表は、一

般会計等、全体及び連結それぞれについて作成します。 

②一般会計等財務書類の作成：一般会計等について、当該年度の財務書類を作成し

ます。その際、現金取引については、歳入・歳出データ及び歳計外現金データを

基に仕訳データを作成します。非資金取引による資産・負債の増減等の勘定振替

については、資産負債内訳簿及び固定資産台帳を活用して、発生主義に基づき仕

訳データを作成します。以上の仕訳データを総勘定元帳及び合計残高試算表に展

開して、一般会計等の計数を総計（単純合算）した上で、それぞれの会計相互間

の内部取引を相殺消去し、一般会計等としての純計を算出することで、一般会計
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等財務書類を作成します。附属明細書については、各種原簿及び前述の補助簿を

基に作成します。 

③全体・連結財務書類の作成：一般会計等と地方公営事業会計との合算・相殺及び

連結対象団体（会計）との合算・相殺を実施して、全体財務書類及び連結財務書

類を作成します。附属明細書については、各種原簿及び前述の補助簿を基に作成

します。 

44. 上記手順においては、いったん、一般会計等財務書類４表または３表を作成した上で、

地方公営事業会計と合算・相殺して全体財務書類を作成することとしています。地方

公営事業会計のうち、単式簿記を採用する非公営企業（国保等）や地方公営企業法非

適用公営企業については、一般会計等と同様の会計処理方法を用います。他方、地方

公営事業会計のうち、複式簿記を採用するものについては、実質的に連結と同様の手

続により、読替え等を行い作成された精算表を用いて全体財務書類を作成します。詳

細については、「連結財務書類作成の手引き」において説明します。 

45. 開始時における固定資産関係の作業と財務書類作成の作業とは、全庁的な体制のもと

連携しながら行われることが適当です。この場合、【図７ 財務書類作成の全体手順と

作成資料】の作業項目及び手順を参考に、あらかじめ適切な準備・作業計画・分担計

画を作成して臨むことが効率的と考えられます。２年度目以降は、単年度の増減に限

られ、固定資産台帳等の記帳量も少なくなる上、既に複式処理の経験を積んでいるこ

とから、作業の量、負担及び期間は、はるかに圧縮できると見込まれます。 

  

-11-



 

図７ 財務書類作成の全体手順と作成資料 

作業項目 作成する帳簿等 （固定資産関係） 

１ 開始貸借対照表の作成   

 資産負債内訳簿（開始時）

開始貸借対照表 

固定資産台帳（開始時）

建設仮勘定台帳（〃） 

全体・連結開始貸借対照表  

２ 一般会計等財務書類の作成   

１．歳入歳出データによる資金仕訳 

 

資金仕訳変換表 

仕訳帳（資金仕訳） 

固定資産台帳（期中） 

建設仮勘定台帳（〃） 

２．非資金仕訳 

 

資産負債内訳簿（期中） 

仕訳帳（非資金仕訳） 

３．一般会計等財務書類４表または

３表の作成 

総勘定元帳 

合計残高試算表 

内部取引調査票 

相殺消去集計表（一般会計

等内部） 

精算表 

 

３ 全体・連結財務書類の作成 

①連結対象団体（会計）の決定 

②法定決算書類の取寄せまたは個別

財務書類の作成 

③法定決算書類の読替え 

④法定決算書類の連結修正等 

⑤純計処理（単純合算と内部取引の

相殺消去等） 

 

内部取引調査票 

相殺消去集計表 

精算表 

 

 

 

 

 

Ⅲ 開始貸借対照表 

１ 一般会計等開始貸借対照表の作成 

46. 開始貸借対照表の作成とは、統一的な基準導入初年度の期首における貸借対照表上の

資産、負債及び純資産残高を、勘定科目別に算定することです。一般会計等における

これらの期首残高は、既存の各種台帳等の原簿を活用して棚卸的に調査の上、期首に

おける価額を評価して作成します。なお、既に財務書類を作成している場合は、当該

基準変更による影響額等を注記することが望まれます。 

47. 既に基準モデル等によって財務書類を作成している場合には、開始貸借対照表を作成

しなくても構いませんが、その場合には、当該基準変更による影響額等を注記します。 
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48. 固定資産については、固定資産台帳（建設仮勘定を含みます。）を整備したうえで、

その計数を用います。固定資産台帳の整備については、「資産評価及び固定資産台帳

整備の手引き」を参照してください。 

49. 純資産の残高は、資産と負債との差額として算定されますが、貸借対照表上の純資産

勘定には、固定資産等形成分、余剰分（不足分）が存在します。 

50. 開始貸借対照表について、固定資産等形成分には、固定資産の額に流動資産における

短期貸付金及び基金等を加えた額を記載してください。 

51. 開始貸借対照表においても、一般会計等内部に、債権・債務関係等が存在するときは

合算後、相殺消去を行わなければなりません。 

 

２ 全体・連結開始貸借対照表の作成 

52. 開始時における全体及び連結開始貸借対照表は、上記の一般会計等開始貸借対照表に

準じて作成します。 

53. 開始貸借対照表においても、それぞれの会計相互について債権・債務関係や投資・出

資受入の関係等が存在するときは合算後、相殺消去を行わなければなりません。 

 

Ⅳ 歳入歳出にかかる資金仕訳 

１ 期末一括仕訳について 

54. 一般会計等の歳入歳出データから複式仕訳を作成する方法としては、原則として、取

引の都度、伝票単位ごとに仕訳を行う日々仕訳と、日々の取引の蓄積を、期末に一括

して仕訳を行う期末一括仕訳（基本的に、伝票単位ごとに仕訳を行います。）とが考

えられます。両者ともに原理は同一ですが、日常的に仕訳を作成するためには、その

ような機能を有する財務会計システムが整備されていなければなりません。日々仕訳

については、各地方公共団体が導入している財務会計システムによるところが大きい

ため、本作成要領では、以下、現行の財務会計システムから歳入歳出データを取得し、

これを一括して複式仕訳に変換する期末一括仕訳を例として記述します。 

55. 財務会計システムから歳入歳出データを一括して取得する場合、正確性を保証するた

め、次の事項に留意する必要があります。 

(1) 受領するデータは、予算科目別の個別伝票データとし、これら伝票データの集

計額は予算科目ごとに、確定・承認された歳入歳出決算額と合致していなけれ

ばなりません。 

(2) データは、当期中に現金出納されたものに限り、期中の過程における支出決定

または調定データは含めません。ただし、①期末において未収計上したもの、

②不納欠損決定したもの、③未払計上したものは含めます。 
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(3) データは、【図８ 歳入歳出データの区分】に示す区分に従い、厳密に区分され

ていなければなりません。このことについて、《別表４－１ 現金預金明細表》

及び《別表４－２ 未収・未払・不納欠損残高整理表》によって確認します。 

 

 

図８ 歳入歳出データの区分 

歳入データ 歳出データ 

現金収納分 

 

現年度調定分 現金支払分

 

現年度支出決定分 

過年度調定分 過年度支出決定分 

未収納分 現年度調定分 未払分 現年度支出決定分 

過年度調定分 過年度支出決定分 

不納欠損決定分 現年度調定分   

過年度調定分   

 

(4) 現金出納分については、期中の歳入合計と歳出合計の差額が、出納整理期間満

了日における現金残高（歳入歳出外現金を除きます。）と合致していなければ

なりません。 

 

２ 資金仕訳変換表 

56. 財務会計システムから受領した歳入・歳出データ（単式データ）に対し、予算科目単

位に、借方・貸方の勘定科目を効率的に付与するため、資金仕訳変換表を作成します。 

57. 標準的な資金仕訳変換表の例については、《別表６ 資金仕訳変換表》を参照してくだ

さい。これは、国・地方公共団体における複式簿記・発生主義会計にかかる現時点ま

での検討・経験を踏まえて整備されたものであり、今後の実施過程によって追加・変

更されることがあり得えます。なお、資金仕訳変換表の対象範囲は、未収・未払・不

納欠損にかかるデータを除外した現金取引に限定しています（相手勘定は資金収支計

算書科目に限られます。）。それ以外の非資金取引等に関する非資金仕訳については、

「Ⅴ 非資金仕訳」を参照してください。 

58. 予算科目体系は、基本的に全地方公共団体に共通とはいえ、若干の相異があるため、

各地方公共団体は、それぞれの予算科目体系に応じて、資金仕訳変換表を参考として、

各地方公共団体固有の資金仕訳変換表を作成する必要があります。また、予算科目や

勘定科目が変更されたときは、本資金仕訳変換表を改訂する必要があります。 

59. 各地方公共団体の予算科目は相当数にのぼりますが、そのほとんどについては予算科

目の階層（歳出にあっては節）に着目することによって仕訳を一義的に特定すること

ができます。 

-14-



 

60. 他方、予算科目のみでは仕訳を特定できず、複数の仕訳候補が存在する場合がありま

す。そうした予算科目数は決して多くはないものの、特に、現行の地方公共団体の予

算科目体系では資産・負債の勘定科目を直接特定できない等の問題が生じます。例え

ば、 

・「公有財産購入費」のように、予算科目だけでは勘定科目（土地か、建物か等）

が特定できず、明細データを参照して勘定科目を特定することを要します。 

・「資産の売却」においては、売却資産の勘定科目を特定したうえ、売却損益の仕

訳を要します。また、貸付金元利償還では、貸付金が長期か短期かを特定したう

え、元金と利息を分割して仕訳を行う必要があります。 

・「工事請負費」においては、資産形成と維持補修が混在しており、その内訳を見

て分割して仕訳する必要があります。 

・一つの歳出科目内に、複数の費用科目が混在するケースもあり得えます。 

61. また、複数の勘定科目を伴う仕訳のうち、取引時には勘定科目または金額が特定でき

ず、後にこれらが特定した段階で修正仕訳を行うケース（退職手当・賞与等の支払の

引当金による充当、資産売却損益、貸付金償還の元利混在の振替等）もあり得えます。 

62. 資金仕訳変換表においては、上記のように一義的に仕訳を特定できない予算科目につ

いては、あらかじめ複数の仕訳例を用意し、また、前段落の修正仕訳が想定される場

合にはそのことを示して、仕訳作業を効率化することとしています。 

 

３ 歳入歳出データによる仕訳帳の作成 

63. 【図９ 歳入歳出データの複式帳簿への変換】において、歳入歳出データから、資金

仕訳変換表を参照しつつ仕訳帳を作成し、これから、総勘定元帳及び合計残高試算表

を作成する作業手順を示します。 

64. 主要な作業手順は、次のとおりです。 

(1) 歳入歳出データを、①現金取引データと、②未収・未払・不納欠損にかかるデ

ータとに分けます。③繰越金は仕訳の対象となりません。 

(2) ①のデータのうち、一義的に仕訳が特定できる予算科目に属するデータに対し

ては、資金仕訳変換表に従い伝票データごとに仕訳帳を自動的に生成します。 

(3) ①のデータのうち、資産・負債に関連する予算科目に属するデータについては、

明細データを検討し、資金仕訳変換表から仕訳候補を選択して伝票データごと

に仕訳帳を生成します。 

(4) ②の未収・未払・不納欠損にかかるデータについては、後述の非資金仕訳とし

て処理することとし、この段階では処理をしません。 

(5) 作成した仕訳帳データを、総勘定元帳及び合計残高試算表に展開します。 
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図９ 歳入歳出データの複式帳簿への変換 

 

 資金仕訳変換表   
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歳
入
歳
出
デ
ー
タ 

①
現
金
取
引 

一義的に特定  

 

仕訳帳 
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欠損関連データ 

別途仕訳 
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機械処理 

   

整理仕訳（売却損益等） 別途仕訳  

総勘定元帳 

  

   機械処理 

   合計残高試算表

 

 

 

４ 関連作業 

65. 仕訳帳作成作業の過程において、建設仮勘定及び連結対象にかかる仕訳データについ

ては、効率的に抽出・集約できるよう留意します。 

66. 固定資産、金融資産を売却する場合には、売却損益を算定するため、簿価を明らかに

しておく必要があります。また、貸付金の元利混在償還においては、元金と利息の区

別を調査する等、後の整理仕訳の準備をしておく必要があります。 

67. 現金取引を伴う資産・負債の増減は、すべて前述の仕訳帳・総勘定元帳・合計残高試

算表に反映されているはずです。そこで、作成した仕訳帳・総勘定元帳・合計残高試

算表と、資産負債内訳簿のうちの現金取引分との照合を行い、相互の整合性を確認し

ます。また、固定資産台帳及び建設仮勘定台帳との照合を行います。 
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Ⅴ 非資金仕訳 

68. 前述までの資金仕訳は現金取引のみを対象とするものですので、引き続き、「非資金

仕訳」を行う必要があります。かかる非資金仕訳を要する取引・会計事象は、次のと

おりです。 

  (1) 歳入歳出データに含まれるが、①整理仕訳（固定資産売却損益・引当金の振替

処理等）を要するもの、②未収・未払・不納欠損に係るもの 

  (2) 減価償却費や引当金といった現金の流出入を伴わない非資金取引等 

 

１ 整理仕訳等 

69. 《別表７ 非資金仕訳例》のうち、別表７－１から７－４までを参照してください。

歳計外現金については、歳計外現金管理簿から、資産負債内訳簿に転記した額をもっ

て非資金仕訳を行います。 

 

２ 非資金取引等 

70. 《別表７ 非資金仕訳例》のうち、別表７－５を参照してください。歳入歳出データ

に現れない資産・負債の増減についても、網羅的に洗い出す必要があります。現金の

流出入を伴わない固定資産の増減としては、除却、無償所管換受払、寄贈・受贈、過

去の登録漏れの判明、償却資産の減価償却等があります。また、建設仮勘定から完成

に伴う本勘定への振替もこれに含まれます。現金の流出入を伴わない金融資産の増減

としては、有価証券や投資等の評価額の変動や、その他の債権・債務の増減（確定し

た損害賠償等を含みます。）があります。 

71. 固定資産については、固定資産台帳（建設仮勘定を含みます。）において増減の発生

を確認のうえ、資産負債内訳簿に資産種類別、増減原因別に集約整理します。その他

の資産・負債の増減についても、原簿その他の情報から、資産負債内訳簿に資産・負

債の種類別、増減原因別に集約整理します。それらの計数をもって非資金仕訳を行い

ます。 
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Ⅵ 一般会計等財務書類の作成 

72. 具体的な一般会計等財務書類４表または３表の作成手法は、第３章で解説します。な

お、全体・連結財務書類については、「連結財務書類作成の手引き」において説明し

ます。 

 

１ 一般会計等内部の相殺消去 

73. 一般会計等については、前述までの作業により、一般会計と特別会計を合算したすべ

ての仕訳が行われ、総勘定元帳及び合計残高試算表に機械的に展開されています。そ

こで、一般会計等内部の一般会計と特別会計間及び特別会計相互間の取引高及び債権

債務額を抽出し、相殺消去を行います。なお、相殺消去すべき取引としては、一般会

計と特別会計の間の他会計への繰入・繰出（移転支出・移転収入）等の例があります。 

74. このとおり、連結においては内部取引を相殺消去することが原則ですが、相殺消去し

なくともよいとされるケースがあります。例えば、水道料金、下水道使用料、施設使

用料等条例で金額が定められているもの等、価格操作の余地がないものが挙げられま

す。 

75. 具体的な作業については、「連結財務書類作成の手引き」において説明します。 

76. これに基づき、総勘定元帳及び合計残高試算表をあらためて作成し、相殺消去後の合

計残高試算表を編集して、一般会計等財務書類４表または３表を作成します。 

 

２ 附属明細書及び注記 

77. 資産負債内訳簿、固定資産台帳及び仕訳帳作成の過程で整理した資産負債等の明細を

基礎として、この段階における附属明細書及び注記を作成します。 
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第３章 一般会計等財務書類の作成要領 

 

Ⅰ 貸借対照表 

１ 総則 

78. 貸借対照表は、基準日時点における地方公共団体の財政状態（資産・負債・純資産の

残高及び内訳）を明らかにすることを目的として作成します。 

79. 貸借対照表は、様式第１号のとおりとします。 

80. 貸借対照表は、「資産の部」、「負債の部」及び「純資産の部」に区分して表示します。 

81. 資産、負債及び純資産は、総額によって表示することを原則とし、資産の項目と負債

または純資産の項目とを相殺することによって、その全部または一部を除去してはな

りません。 

82. 資産の額は、負債と純資産の額の合計額に一致しなければなりません。 

83. 資産及び負債の科目の配列については固定性配列法によるものとし、資産項目と負債

項目の流動・固定分類は原則として１年基準とします。 

84. 貸借対照表の主な固定資産については、補助簿である固定資産台帳の残高と一致しま

す。また、その他の資産については資産負債内訳簿の残高と一致します。 

85. 貸借対照表に係る附属明細書については様式第５号１のとおりとします。また、様式

に記された資産及び負債以外の資産及び負債（無形固定資産等）のうち、その額が資

産総額の１００分の５を超える科目についても作成します。 

86. （１）資産項目の明細の①有形固定資産の明細については、資産負債内訳簿に基づき

記載します。 

87. （１）資産項目の明細の②有形固定資産の行政目的別明細については、固定資産台帳

に基づき作成します。 

88. （１）資産項目の明細の③から⑦まで及び（２）負債項目の明細①から⑤までについ

ては、資産負債内訳簿を参考としつつ、銘柄名等について具体的に記載します。 

 

２ 資産 

（１）総則 

89. 資産は、資産の定義に該当するものについて、その形態を表す科目によって表示しま

す。また、資産の貸借対照表価額の測定については、それぞれの資産の性質及び所有

目的に応じた評価基準及び評価方法を用います。 

90. 資産は、「固定資産」及び「流動資産」に分類して表示します。なお、繰延資産につ

いては、原則として計上しません。 

 

（２）固定資産 
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91. 固定資産は、「有形固定資産」、「無形固定資産」及び「投資その他の資産」に分類し

て表示します。 

 

① 有形固定資産 

92. 有形固定資産は、「事業用資産」、「インフラ資産」及び「物品」に分類して表示しま

す。 

93. 有形固定資産の資産評価については、「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」に

おいて説明します。 

94. 事業用資産は、インフラ資産及び物品以外の有形固定資産をいいます。 

95. 事業用資産としての有形固定資産は、その種類ごとに表示科目を設けて計上します。

具体的には、「土地」、「立木竹」、「建物」、「工作物」、「船舶」、「浮標等」、「航空機」、

「その他」及び「建設仮勘定」の表示科目を用います。また、減価償却の方法につい

て注記します。ただし、売却を目的として保有している資産については、有形固定資

産ではなく、棚卸資産として計上します。 

96. インフラ資産は、システムまたはネットワークの一部であること、性質が特殊なもの

であり代替的利用ができないこと、移動させることができないこと、処分に関し制約

を受けることといった特徴の一部またはすべてを有するものであり、例えば道路ネッ

トワーク、下水処理システム、水道等が該当します。 

97. インフラ資産は、その種類ごとに表示科目を設けて計上します。具体的には、「土地」、

「建物」、「工作物」、「その他」及び「建設仮勘定」の表示科目を用います。また、減

価償却の方法について注記します。 

98. 物品は、自治法第２３９条第１項に規定するもので、原則として取得価額または見積

価格が５０万円（美術品は３００万円）以上の場合に資産として計上します。ただし、

各地方公共団体の規程等において重要な物品等の基準を有している場合で、かつ、総

資産に占める物品の割合に重要性がないと判断される場合においては、各地方公共団

体の判断に基づき、継続的な処理を前提に当該規程等に準じた資産計上基準を設ける

ことを妨げません。なお、開始時の算定に際しても同様とします。 

99. なお、事業用資産とインフラ資産の区別については、《別表８ 事業用資産とインフラ

資産の区分表》に従うこととします。ただし、事業用資産とインフラ資産の区分表に

おいては、原則として上記のような基本的考え方を踏まえつつも、地方公共団体にお

ける現実の財産管理上の権限と責任の配分等をも勘案し、事業用資産とインフラ資産

の区別に一定の修正を加えたものとしているので、留意してください。 

 

② 無形固定資産 
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100.無形固定資産は、その種類ごとに表示科目を設けて計上します。具体的には、「ソフ

トウェア」及び「その他」の表示科目を用います。また、減価償却の方法について注

記します。 

101.ソフトウェアについては、「資産評価及び固定資産台帳の手引き」において説明しま

す。 

102.その他は、ソフトウェア以外の無形固定資産をいいます。 

 

③ 投資その他の資産 

103.投資その他の資産は、「投資及び出資金」、「投資損失引当金」、「長期延滞債権」、「長

期貸付金」、「基金」、「その他」及び「徴収不能引当金」に分類して表示します。 

104.投資及び出資金は、その種類ごとに表示科目を設けて計上します。具体的には、「有

価証券」、「出資金」及び「その他」の表示科目を用います。 

105.有価証券は、地方公共団体が保有している債券等をいいます。また、有価証券の評価

基準及び評価方法を注記します。 

106.有価証券は、満期保有目的有価証券及び満期保有目的以外の有価証券に区分します。 

107.出資金は、公有財産として管理されている出資等をいいます。なお、出捐金は、自治

法第２３８条第１項第７号の「出資による権利」に該当するため、出資金に含めて計

上します。 

108.その他は、上記以外の投資及び出資金を計上します。 

109.長期延滞債権は、滞納繰越調定収入未済の収益及び財源をいいます。なお、長期延滞

債権の内訳に係る附属明細書を作成します。 

110.長期貸付金は、自治法第２４０条第１項に規定する債権である貸付金（以下「貸付金」

といいます。）のうち、流動資産に区分されるもの以外のものをいいます。 

111.基金は、基金のうち流動資産に区分されるもの以外のものをいい、「減債基金」及び

「その他」の表示科目を用います。なお、繰替運用を行った場合、基金残高と借入金

残高を相殺して表示します。ただし、その内容を注記します。 

112.その他は、上記及び徴収不能引当金以外の投資その他の資産をいいます。 

 

（３）流動資産 

113.流動資産は、「現金預金」、「未収金」、「短期貸付金」、「基金」、「棚卸資産」、「その他」

及び「徴収不能引当金」に分類して表示します。 

114.現金預金は、現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物から構成されます。こ

のうち現金同等物は、各地方公共団体が資金管理方針等で歳計現金等の保管方法とし

て定めた預金等をいいます。なお、歳計外現金及びそれに対応する負債は、その残高

を貸借対照表に計上します。 
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115.未収金は、現年調定現年収入未済の収益及び財源をいいます。なお、未収金の内訳に

係る附属明細書を作成します。 

116.短期貸付金は、貸付金のうち、翌年度に償還期限が到来するものをいいます。 

117.基金は、財政調整基金及び減債基金のうち流動資産に区分されるものをいい、「財政

調整基金」及び「減債基金」の表示科目を用います。 

118.棚卸資産は、売却を目的として保有している資産をいいます。 

119.その他は、上記及び徴収不能引当金以外の流動資産をいいます。 

 

３ 負債 

（１）総則 

120.負債は、負債の定義に該当するものについて、その形態を表す科目によって表示しま

す。また、負債の貸借対照表価額の測定については、それぞれの負債の性質に応じた

評価基準及び評価方法を用います。 

121.負債は、「固定負債」及び「流動負債」に分類して表示します。 

 

（２）固定負債 

122.固定負債は、「地方債」、「長期未払金」、「退職手当引当金」、「損失補償等引当金」及

び「その他」に分類して表示します。 

123.地方債は、地方公共団体が発行した地方債のうち、償還予定が１年超のものをいいま

す。 

124.長期未払金は、自治法第２１４条に規定する債務負担行為で確定債務と見なされるも

の及びその他の確定債務のうち流動負債に区分されるもの以外のものをいいます。 

125.退職手当引当金について、他の地方公共団体等と一部事務組合を設立し分担金等を負

担している場合には、退職手当引当金繰入額は記載しないこととし、移転費用の補助

金等において、その分担金等を記載します。 

126.退職手当引当金については、原則として、期末自己都合要支給額により算定すること

とします。具体的には、一般職に属する職員については以下のＡとＢの合計額とし、

特別職に属する職員についてはＣで求めた額として、それらを合算したものを退職手

当引当金として計上します。 

Ａ)基本額 

勤続年数ごとの（職員数×平均給料月額×自己都合退職支給率）を合計したもの 

Ｂ)調整額 

次のいずれかとします。 

a)イ及びロに掲げる額を合計した額 
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イ 勤続年数が２５年以上の職員にあっては、該当職員区分の調整月額に５

０を、当該職員区分の次に低い職員区分の調整月額に１０をそれぞれ乗じ

て得た額の合算額 

ロ 勤続年数が１０年以上２５年未満の職員にあっては、該当職員区分の調

整月額に５０を、当該職員区分の次に低い職員区分の調整月額に１０をそ

れぞれ乗じて得た額との合算額に２分の１を乗じて得た額 

b)Ａで求めた額に次の算式により算定した数値を乗じて得た額 

前年度に自己都合退職した者に支給した調整額の合計額を、前年度に自己

都合退職した者について、現条例の基本額の算定方法に基づいて算定される

額の合計額で除して得た額 

Ｃ)特別職に属する職員の退職手当引当金 

当該職員全員が当該年度の前年度の末日に自己都合退職するものと仮定した

場合に支給すべき退職手当の額の合計額 

127.損失補償等引当金は、履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公

共団体財政健全化法上、将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上するとともに、

同額を臨時損失（損失補償等引当金繰入額）に計上します。なお、前年度末に損失補

償等引当金として計上されている金額がある場合には、その差額のみが臨時損失に計

上されることとなります。計上する損失補償債務等の額の算定は、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律施行規則（平成２０年総務省令第８号）第１２条第５号の規

定に基づく損失補償債務等に係る一般会計等負担見込額の算定に関する基準（平成２

０年総務省告示第２４２号）によるものとし、地方道路公社及び土地開発公社に関す

る将来負担額についても、損失補償等引当金に計上します。また、履行すべき額が確

定していない損失補償債務等のうち、貸借対照表に計上した額を除く損失補償債務等

額については、偶発債務として注記します。なお、議決された債務負担行為額との関

係を明確にするため、その総額もあわせて注記します。 

128.損失補償契約に基づき履行すべき額が確定したもの（確定債務）については、貸借対

照表に負債（未払金等）として計上するとともに、同額を臨時損失（その他）に計上

します。なお、前年度末に負債（未払金等）として計上されている金額がある場合に

は、その差額のみが臨時損失に計上されることとなります。 

129.その他は、上記以外の固定負債をいいます。 

 

（３）流動負債 

130.流動負債は、「１年内償還予定地方債」、「未払金」、「未払費用」、「前受金」、「前受収

益」、「賞与等引当金」、「預り金」及び「その他」に分類して表示します。 

131.１年内償還予定地方債は、地方公共団体が発行した地方債のうち、１年以内に償還予

定のものをいいます。 
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132.未払金は、基準日時点までに支払義務発生の原因が生じており、その金額が確定し、

または合理的に見積もることができるものをいいます。 

133.未払費用は、一定の契約に従い、継続して役務提供を受けている場合、基準日時点に

おいて既に提供された役務に対して未だその対価の支払を終えていないものをいい

ます。 

134.前受金は、基準日時点において、代金の納入は受けているが、これに対する義務の履

行を行っていないものをいいます。 

135.前受収益は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、基準日時点におい

て未だ提供していない役務に対し支払を受けたものをいいます。 

136.賞与等引当金は、基準日時点までの期間に対応する期末手当・勤勉手当及び法定福利

費を計上します。また、賞与等引当金の計上基準及び算定方法について注記します。 

137.賞与等引当金の貸借対照表計上額は、在籍者に対する６月支給予定の期末・勤勉手当

総額Ａとそれらに係る法定福利費相当額Ｂを加算した額のうち、 

前年度支給対象期間Ｘ（対象期間開始日から３月３１日まで）／全支給対象期間Ｙ

（６ヶ月）の割合を乗じた額を計上します。 

賞与等引当金計上額＝（Ａ＋Ｂ）＊ Ｘ／Ｙ 

138.預り金は、基準日時点において、第三者から寄託された資産に係る見返負債をいいま

す。 

139.その他は、上記以外の流動負債をいいます。 

 

４ 純資産 

（１）総則 

140.純資産は、純資産の定義に該当するものについて、その形態を表す科目によって表示

します。 

141.純資産は、純資産の源泉（ないし運用先）との対応によって、その内部構成を「固定

資産等形成分」及び「余剰分（不足分）」に区分して表示します。 

 

（２）固定資産等形成分 

142.固定資産等形成分は、資産形成のために充当した資源の蓄積をいい、原則として金銭

以外の形態（固定資産等）で保有されます。換言すれば、地方公共団体が調達した資

源を充当して資産形成を行った場合、その資産の残高（減価償却累計額の控除後）を

意味します。 

 

（３）余剰分（不足分） 

143.余剰分（不足分）は、地方公共団体の費消可能な資源の蓄積をいい、原則として金銭

の形態で保有されます。 
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Ⅱ 行政コスト計算書 

１ 総則 

144.行政コスト計算書は、会計期間中の地方公共団体の費用・収益の取引高を明らかにす

ることを目的として作成します。 

145.行政コスト計算書は、様式第２号のとおりとします。 

146.費用及び収益は、総額によって表示することを原則とし、費用の項目と収益の項目と

を直接に相殺することによってその全部または一部を除去してはなりません。 

147.行政コスト計算書は、「経常費用」、「経常収益」、「臨時損失」及び「臨時利益」に区

分して表示します。 

148.行政コスト計算書の収支尻として計算される純行政コストは、純資産変動計算書に振

替えられ、これと連動します。 

149.行政コスト計算書は、勘定科目ごとに作成された合計残高試算表から、それぞれの数

値を転記して作成します。 

150.行政コスト計算書に係る附属明細書については様式第５号２のとおりとします。 

151.（１）補助金等の明細について、名称は○○助成や○○分担金等と記載し、支出目的

については、○○会計の健全運営や○○に係る法定負担金等と記載します。 

152.所有外資産とは、他団体及び民間への補助金等により整備された資産であり、他団体

への公共施設等整備補助金等は資産形成にあたった分を記載します。 

153.当明細の金額の合計については、行政コスト計算書における「補助金等」と数字が一

致します。 

154.行政目的別の情報の開示については、そのセグメントにどれだけのコストが使われて

いるかを示すことは重要であることから、各団体の取組に応じて行政目的別のものを

附属明細書等で表示することが望まれます。 

 

２ 経常費用 

（１）総則 

155.経常費用は、費用の定義に該当するもののうち、毎会計年度、経常的に発生するもの

をいいます。 

156.経常費用は、「業務費用」及び「移転費用」に分類して表示します。 

 

（２）業務費用 

157.業務費用は、「人件費」、「物件費等」及び「その他の業務費用」に分類して表示しま

す。 

158.人件費は、「職員給与費」、「賞与等引当金繰入額」、「退職手当引当金繰入額」及び「そ

の他」に分類して表示します。 
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159.職員給与費は、職員等に対して勤労の対価や報酬として支払われる費用をいいます。 

160.賞与等引当金繰入額は、賞与等引当金の当該会計年度発生額をいいます。 

161.退職手当引当金繰入額は、退職手当引当金の当該会計年度発生額をいいます。 

162.その他は、上記以外の人件費をいいます。 

163.物件費等は、「物件費」、「維持補修費」、「減価償却費」及び「その他」に分類して表

示します。 

164.物件費は、職員旅費、委託料、消耗品や備品購入費といった消費的性質の経費であっ

て、資産計上されないものをいいます。 

165.維持補修費は、資産の機能維持のために必要な修繕費等をいいます。 

166.減価償却費は、一定の耐用年数に基づき計算された当該会計期間中の負担となる資産

価値減少金額をいいます。 

167.その他は、上記以外の物件費等をいいます。 

168.その他の業務費用は、「支払利息」、「徴収不能引当金繰入額」及び「その他」に分類

して表示します。 

169.支払利息は、地方公共団体が発行している地方債等に係る利息負担金額をいいます。 

170.徴収不能引当金繰入額は、徴収不能引当金の当該会計年度発生額をいいます。 

171.その他は、上記以外のその他の業務費用をいいます。 

 

（３）移転費用 

172.移転費用は、「補助金等」、「社会保障給付」、「他会計への繰出金」及び「その他」に

分類して表示します。 

173.補助金等は、政策目的による補助金等をいいます。 

174.社会保障給付は、社会保障給付としての扶助費等をいいます。 

175.他会計への繰出金は、地方公営事業会計に対する繰出金をいいます。 

176.その他は、上記以外の移転費用をいいます。 

 

３ 経常収益 

177.経常収益は、収益の定義に該当するもののうち、毎会計年度、経常的に発生するもの

をいいます。 

178.経常収益は、「使用料及び手数料」及び「その他」に分類して表示します。 

179.使用料及び手数料は、地方公共団体がその活動として一定の財・サービスを提供する

場合に、当該財・サービスの対価として使用料・手数料の形態で徴収する金銭をいい

ます。 

180.その他は、上記以外の経常収益をいいます。 

 

４ 臨時損失 
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181.臨時損失は、費用の定義に該当するもののうち、臨時に発生するものをいいます。 

182.臨時損失は、「災害復旧事業費」、「資産除売却損」、「投資損失引当金繰入額」、「損失

補償等引当金繰入額」及び「その他」に分類して表示します。 

183.災害復旧事業費は、災害復旧に関する費用をいいます。 

184.資産除売却損は、資産の売却による収入が帳簿価額を下回る場合の差額及び除却した

資産の除却時の帳簿価額をいいます。 

185.投資損失引当金繰入額は、投資損失引当金の当該会計年度発生額をいいます。 

186.損失補償等引当金繰入額は、損失補償等引当金の当該会計年度発生額をいいます。 

187.その他は、上記以外の臨時損失をいいます。なお、基準変更に伴う影響額の内訳につ

いて注記します。 

 

５ 臨時利益 

188.臨時利益は、収益の定義に該当するもののうち、臨時に発生するものをいいます。 

189.臨時利益は、「資産売却益」及び「その他」に分類して表示します。 

190.資産売却益は、資産の売却による収入が帳簿価額を上回る場合の差額をいいます。 

191.その他は、上記以外の臨時利益をいいます。なお、基準変更に伴う影響額の内訳につ

いて注記します。 

 

Ⅲ 純資産変動計算書 

１ 総則 

192.純資産変動計算書は、会計期間中の地方公共団体の純資産の変動、すなわち政策形成

上の意思決定またはその他の事象による純資産及びその内部構成の変動（その他の純

資産減少原因・財源及びその他の純資産増加原因の取引高）を明らかにすることを目

的として作成します。 

193.純資産変動計算書は、様式第３号のとおりとします。 

194.純資産変動計算書は、「純行政コスト」、「財源」、「固定資産等の変動（内部変動）」、「資

産評価差額」、「無償所管換等」及び「その他」に区分して表示します。 

195.一会計期間中の経常的事業及び投資的事業の内訳に係る附属明細書を作成します。 

196.純資産変動計算書の附属明細書については様式第５号３のとおりとします。 

197.（１）財源の明細については、税収等及び国県等補助金の内訳を記載します。一般会

計及び特別会計の金額の合計は純資産変動計算書における財源の金額と一致します。 

198.特別会計について、一般会計からの繰出金等については、既に相殺消去されているの

で記載されないことに留意してください。 

199.（２）財源情報の明細については、純行政コスト、有形固定資産等の増加、貸付金・

基金等の増加及びその他における財源の内訳を記載します。このとき、国県等補助金

の合計は純資産変動計算書における国県等補助金と一致します。一方、税収等の合計
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は純資産変動計算書における税収等とは、地方債の元本償還の計上の有無等により一

致しません。 

200.減価償却費は、内訳におけるその他として、純行政コストの行に記載します。 

 

２ 純行政コスト 

201.純行政コストは、行政コスト計算書の収支尻である純行政コストと連動します。また、 

純資産変動計算書の各表示区分（固定資産等形成分及び余剰分（不足分））の収支尻

は、貸借対照表の純資産の部の各表示区分（固定資産等形成分及び余剰分（不足分））

と、純資産変動計算書の合計の収支尻は、貸借対照表の純資産合計と連動します。 

202.固定資産等の変動（内部変動）及びその内訳については、固定資産等形成分と余剰分

（不足分）については、正負が必ず逆になります。 

 

３ 財源 

203.財源は、「税収等」及び「国県等補助金」に分類して表示します。 

204.税収等は、地方税、地方交付税及び地方譲与税等をいいます。 

205.国県等補助金は、国庫支出金及び都道府県支出金等をいいます。 

 

４ 固定資産等の変動（内部変動） 

206.固定資産等の変動（内部変動）は、「有形固定資産等の増加」、「有形固定資産等の減

少」、「貸付金・基金等の増加」及び「貸付金・基金等の減少」に分類して表示します。 

207.有形固定資産等の増加は、有形固定資産及び無形固定資産の形成による保有資産の増

加額または有形固定資産及び無形固定資産の形成のために支出（または支出が確定）

した金額をいいます。 

208.有形固定資産等の減少は、有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費相当額及び除

売却による減少額または有形固定資産及び無形固定資産の売却収入（元本分）、除却

相当額及び自己金融効果を伴う減価償却費相当額をいいます。 

209.貸付金・基金等の増加は、貸付金・基金等の形成による保有資産の増加額または新た

な貸付金・基金等のために支出した金額をいいます。 

210.貸付金・基金等の減少は、貸付金の償還及び基金の取崩等による減少額または貸付金

の償還収入及び基金の取崩収入相当額等をいいます。 

 

５ 資産評価差額 

211.資産評価差額は、有価証券等の評価差額をいいます。 

 

６ 無償所管換等 

212.無償所管換等は、無償で譲渡または取得した固定資産の評価額等をいいます。 
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７ その他 

213.その他は、上記以外の純資産及びその内部構成の変動をいいます。 

 

Ⅳ 資金収支計算書 

１ 総則 

214.資金収支計算書は、地方公共団体の資金収支の状態、すなわち地方公共団体の内部者

（首長、議会、補助機関等）の活動に伴う資金利用状況及び資金獲得能力を明らかに

することを目的として作成します。 

215.統一的な基準においては、資金収支計算書の作成（会計処理）及び表示ともに直接法

を採用しています。 

216.資金収支計算書は、様式第４号のとおりとします。 

217.資金収支計算書は、「業務活動収支」、「投資活動収支」及び「財務活動収支」の三区

分により表示します。 

218.歳計外現金は、資金収支計算書の資金の範囲には含めません。ただし、本表の欄外注

記として、前年度末歳計外現金残高、本年度歳計外現金増減額、本年度末歳計外現金

残高及び本年度末現金預金残高を表示します。 

219.資金収支計算書の収支尻（本年度末資金残高）に本年度末歳計外現金残高を加えたも

の（本年度末現金預金残高）は、貸借対照表の資産の部の現金預金勘定と連動します。 

220.資金収支計算書の附属明細書については様式第５号４のとおりとします。 

221.（１）資金の明細については、資金の内訳とそれぞれの本年度末残高を記載します。

本年度末残高の合計は資金収支計算書における本年度末残高と一致します。 

 

２ 業務活動収支 

222.業務活動収支は、「業務支出」、「業務収入」、「臨時支出」及び「臨時収入」に分類し

て表示します。 

223.業務支出は、「業務費用支出」及び「移転費用支出」に分類して表示します。 

224.業務費用支出は、「人件費支出」、「物件費等支出」、「支払利息支出」及び「その他の

支出」に分類して表示します。 

225.人件費支出は、人件費に係る支出をいいます。 

226.物件費等支出は、物件費等に係る支出をいいます。 

227.支払利息支出は、地方債等に係る支払利息の支出をいいます。 

228.その他の支出は、上記以外の業務費用支出をいいます。 

229.移転費用支出は、「補助金等支出」、「社会保障給付支出」、「他会計への繰出支出」及

び「その他の支出」に分類して表示します。 

230.補助金等支出は、補助金等に係る支出をいいます。 
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231.社会保障給付支出は、社会保障給付に係る支出をいいます。 

232.他会計への繰出支出は、他会計への繰出に係る支出をいいます。 

233.その他の支出は、上記以外の移転費用支出をいいます。 

234.業務収入は、「税収等収入」、「国県等補助金収入」、「使用料及び手数料収入」及び「そ

の他の収入」に分類して表示します。 

235.税収等収入は、税収等の収入をいいます。 

236.国県等補助金収入は、国県等補助金のうち、業務支出の財源に充当した収入をいいま

す。 

237.使用料及び手数料収入は、使用料及び手数料の収入をいいます。 

238.その他の収入は、上記以外の業務収入をいいます。 

239.臨時支出は、「災害復旧事業費支出」及び「その他の支出」に分類して表示します。 

240.災害復旧事業費支出は、災害復旧事業費に係る支出をいいます。 

241.その他の支出は、上記以外の臨時支出をいいます。 

242.臨時収入は、臨時にあった収入をいいます。 

 

３ 投資活動収支 

243.投資活動収支は、「投資活動支出」及び「投資活動収入」に分類して表示します。 

244.投資活動支出は、「公共施設等整備費支出」、「基金積立金支出」、「投資及び出資金支

出」、「貸付金支出」及び「その他の支出」に分類して表示します。 

245.公共施設等整備費支出は、有形固定資産等の形成に係る支出をいいます。 

246.基金積立金支出は、基金積立に係る支出をいいます。 

247.投資及び出資金支出は、投資及び出資金に係る支出をいいます。 

248.貸付金支出は、貸付金に係る支出をいいます。 

249.その他の支出は、上記以外の投資活動支出をいいます。 

250.投資活動収入は、「国県等補助金収入」、「基金取崩収入」、「貸付金元金回収収入」、「資

産売却収入」及び「その他の収入」に分類して表示します。 

251.国県等補助金収入は、国県等補助金のうち、投資活動支出の財源に充当した収入をい

います。 

252.基金取崩収入は、基金取崩による収入をいいます。 

253.貸付金元金回収収入は、貸付金に係る元金回収収入をいいます。 

254.資産売却収入は、資産売却による収入をいいます。 

255.その他の収入は、上記以外の投資活動収入をいいます。 

 

４ 財務活動収支 

256.財務活動収支は、「財務活動支出」及び「財務活動収入」に分類して表示します。 

257.財務活動支出は、「地方債償還支出」及び「その他の支出」に分類して表示します。 
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258.地方債償還支出は、地方債に係る元本償還の支出をいいます。 

259.その他の支出は、上記以外の財務活動支出をいいます。 

260.財務活動収入は、「地方債発行収入」及び「その他の収入」に分類して表示します。 

261.地方債発行収入は、地方債発行による収入をいいます。 

262.その他の収入は、上記以外の財務活動収入をいいます。 

 

Ⅴ 注記 

１ 重要な会計方針 

263.財務書類作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他

財務書類作成のための基本となる次に掲げる事項を記載します。 

①有形固定資産等の評価基準及び評価方法 

②有価証券等の評価基準及び評価方法 

③有形固定資産等の減価償却の方法 

④引当金の計上基準及び算定方法 

⑤リース取引の処理方法 

⑥資金収支計算書における資金の範囲 

⑦その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

 

２ 重要な会計方針の変更等 

264.重要な会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項を「重要な会計方針」の次に記

載しなければなりません。 

①会計処理の原則または手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変

更が財務書類に与えている影響の内容 

②表示方法を変更した場合には、その旨 

③資金収支計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理由及

び当該変更が資金収支計算書に与えている影響の内容 

 

３ 重要な後発事象 

265.会計年度終了後、財務書類を作成する日までに発生した事象で、翌年度以降の地方公

共団体の財務状況等に影響を及ぼす後発事象のうち、次に掲げるものを記載します。 

①主要な業務の改廃 

②組織・機構の大幅な変更 

③地方財政制度の大幅な改正 

④重大な災害等の発生 

⑤その他重要な後発事象 
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４ 偶発債務 

266.会計年度末においては現実の債務ではないが、将来、一定の条件を満たすような事態

が生じた場合に債務となるもののうち、次に掲げるものを記載します。 

①保証債務及び損失補償債務負担の状況（総額、確定債務額及び履行すべき額が確

定していないものの内訳（貸借対照表計上額及び未計上額）） 

②係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの 

③その他主要な偶発債務 

 

５ 追加情報 

267.財務書類の内容を理解するために必要と認められる次に掲げる事項を記載します。 

①対象範囲（対象とする会計名） 

②一般会計等と普通会計の対象範囲等の差異 

③出納整理期間について、出納整理期間が設けられている旨（根拠条文を含みます。）

及び出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年

度末の計数としている旨 

④表示単位未満の金額は四捨五入することとしているが、四捨五入により合計金額

に齟齬が生じる場合は、その旨 

⑤地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率の状況 

⑥利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額 

⑦繰越事業に係る将来の支出予定額 

⑧その他財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項 

268.また、貸借対照表に係るものとして次の⑨から⑱までに掲げる事項を、行政コスト計

算書に係るものとして次の⑲に掲げる事項を、資金収支計算書に係るものとして次の

⑳から㉕までに掲げる事項をあわせて記載します。なお、前年度末歳計外現金残高、

本年度歳計外現金増減額、本年度末歳計外現金残高及び本年度末現金預金残高につい

て、資金収支計算書の欄外に記載します。 

⑨基準変更による影響額等（開始貸借対照表を作成しない場合。ただし、既に財務

書類を作成しているが開始貸借対照表を作成する場合であっても注記すること

が望まれます。） 

⑩売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲 

⑪減価償却について直接法を採用した場合、当該各有形固定資産の科目別または一

括による減価償却累計額 

⑫減債基金に係る積立不足の有無及び不足額 

⑬基金借入金（繰替運用）の内容 

⑭地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財

政需要額に含まれることが見込まれる金額 
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⑮将来負担に関する情報（地方公共団体財政健全化法における将来負担比率の算定

要素） 

⑯自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース

債務金額 

⑰管理者と所有者が異なる指定区間外の国道や指定区間の一級河川等及び表示登

記が行われていない法定外公共物の財務情報（土地・償却資産別の取得価額等及

び減価償却累計額）（地方公共団体の資産としては計上しないものの、公共施設

等のマネジメントの観点から、注記することが望まれます。） 

⑱道路、河川及び水路の敷地について、基準モデル等に基づいた評価を当該評価額

とした場合は、「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」６３段落による評価

額 

⑲基準変更による影響額の内訳（開始貸借対照表を作成しない場合） 

⑳純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容 

㉑基礎的財政収支 

㉒既存の決算情報との関連性（上記で示した「②一般会計等と普通会計の対象範囲

等の差異」に係るものを除きます。） 

㉓資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内

訳 

㉔一時借入金の増減額が含まれていない旨並びに一時借入金の限度額及び利子の

金額 

㉕重要な非資金取引 
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様式第１号 35

様式第２号 36

様式第３号 37

様式第２号及び第３号 38

様式第４号 39

様式第５号 40

48

49

51

財務書類作成要領　　　様式

貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

行政コスト計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

行政コスト及び純資産変動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３．純資産変動計算書の内容に関する明細・・・・・・・・・・・・・・・・

４．資金収支計算書の内容に関する明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・

純資産変動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１．貸借対照表の内容に関する明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２．行政コスト計算書の内容に関する明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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（単位：　　）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債
工作物減価償却累計額 未払金
船舶 未払費用
船舶減価償却累計額 前受金
浮標等 前受収益
浮標等減価償却累計額 賞与等引当金
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金

有価証券
出資金
その他

投資損失引当金
長期延滞債権
長期貸付金
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他

徴収不能引当金 純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

負債合計

【様式第１号】

貸借対照表
（平成　　年　　月　　日現在）

科目 金額 科目 金額
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（単位：　　）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

他会計への繰出金

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

【様式第２号】

行政コスト計算書
自　平成　　年　　月　　日
至　平成　　年　　月　　日

科目 金額
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(単位：　　）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

前年度末純資産残高

純行政コスト（△）

財源

税収等

国県等補助金

本年度差額

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加

有形固定資産等の減少

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

資産評価差額

無償所管換等

その他

本年度純資産変動額

本年度末純資産残高

【様式第３号】

純資産変動計算書
自　　平成　　年　　月　　日

至　　平成　　年　　月　　日

科目 合計
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（単位：　　）

経常費用
業務費用

人件費
職員給与費
賞与等引当金繰入額
退職手当引当金繰入額
その他

物件費等
物件費
維持補修費
減価償却費
その他

その他の業務費用
支払利息
徴収不能引当金繰入額
その他

移転費用
補助金等
社会保障給付
他会計への繰出金
その他

経常収益
使用料及び手数料
その他

純経常行政コスト
臨時損失

災害復旧事業費
資産除売却損
投資損失引当金繰入額
損失補償等引当金繰入額
その他

臨時利益
資産売却益
その他

純行政コスト
財源

税収等
国県等補助金

本年度差額
固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加
有形固定資産等の減少
貸付金・基金等の増加
貸付金・基金等の減少

資産評価差額
無償所管換等
その他

本年度純資産変動額
前年度末純資産残高
本年度末純資産残高

金額
固定資産等形成分 余剰分（不足分）

【様式第２号及び第３号（結合）】

行政コスト及び純資産変動計算書
自　平成　　年　　月　　日
至　平成　　年　　月　　日

科目 金額
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（単位：　　）

【業務活動収支】

業務支出

業務費用支出
人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
他会計への繰出支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

臨時支出
災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入
業務活動収支
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

投資活動収入
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債発行収入
その他の収入

財務活動収支

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高

前年度末資金残高
本年度末資金残高

本年度資金収支額

【様式第４号】

資金収支計算書
自　　平成　　年　　月　　日

至　　平成　　年　　月　　日

科目 金額
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①
有

形
固

定
資

産
の

明
細

（
単

位
：
　

　
）

②
有

形
固

定
資

産
の

行
政

目
的

別
明

細
（
単

位
：
　

　
）

【
様

式
第

５
号

】

附
属

明
細

書
１

．
貸

借
対

照
表

の
内

容
に

関
す

る
明

細

　
※

下
記

以
外

の
資

産
及

び
負

債
の

う
ち

、
そ

の
額

が
資

産
総

額
の

1
0
0
分

の
5
を

超
え

る
科

目
に

つ
い

て
も

作
成

す
る

。

（
１

）
資

産
項

目
の

明
細

本
年

度
償

却
額

（
F
)

差
引

本
年

度
末

残
高

（
D

)－
（
E
)

（
G

)

 事
業

用
資

産区
分

前
年

度
末

残
高

（
A

）
本

年
度

増
加

額
（
B

）
本

年
度

減
少

額
（
C

）

本
年

度
末

残
高

（
A

)＋
（
B

)-
（
C

)
（
D

）

本
年

度
末

減
価

償
却

累
計

額
（
E
)

　
　

立
木

竹

　
  
土

地

　
　

工
作

物

　
　

建
物

　
　

浮
標

等

　
　

船
舶

　
　

そ
の

他

　
　

航
空

機

 イ
ン

フ
ラ

資
産

　
　

建
設

仮
勘

定

　
　

建
物

　
　

土
地

　
　

そ
の

他

　
　

工
作

物

 物
品

　
　

建
設

仮
勘

定

区
分

生
活

イ
ン

フ
ラ

・
国

土
保

全
教

育
福

祉
環

境
衛

生
産

業
振

興
消

防
総

務

合
計

合
計

 事
業

用
資

産

　
　

立
木

竹

　
　

土
地

　
　

工
作

物

　
　

建
物

　
　

浮
標

等

　
　

船
舶

　
　

そ
の

他

　
　

航
空

機

 イ
ン

フ
ラ

資
産

　
　

建
設

仮
勘

定

　
　

建
物

　
　

土
地

　
　

そ
の

他

　
　

工
作

物

合
計

 物
品

　
　

建
設

仮
勘

定
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③
投

資
及

び
出

資
金

の
明

細

市
場

価
格

の
あ

る
も

の
（
単

位
：
　

　
）

銘
柄

名
株

数
・
口

数
な

ど
（
A

）
時

価
単

価
（
B

）

貸
借

対
照

表
計

上
額

（
A

）
×

（
B

)
（
C

)
取

得
単

価
（
D

)

取
得

原
価

（
A

）
×

（
D

)
（
E
)

評
価

差
額

（
C

）
－

（
E
)

（
F
)

（
参

考
）
財

産
に

関
す

る
調

書
記

載
額

合
計

市
場

価
格

の
な

い
も

の
の

う
ち

連
結

対
象

団
体

（
会

計
）
に

対
す

る
も

の
（
単

位
：
　

　
）

相
手

先
名

出
資

金
額

（
貸

借
対

照
表

計
上

額
）

（
A

)
資

産
（
B

)
負

債
（
C

)

純
資

産
額

（
B

）
－

（
C

)
（
D

)
資

本
金

（
E
)

出
資

割
合

（
％

）
（
A

）
/
（
E
)

（
F
)

実
質

価
額

（
D

)×
（
F
)

（
G

)

投
資

損
失

引
当

金
計

上
額

（
H

)

（
参

考
）
財

産
に

関
す

る
調

書
記

載
額

合
計

市
場

価
格

の
な

い
も

の
の

う
ち

連
結

対
象

団
体

（
会

計
）
以

外
に

対
す

る
も

の
（
単

位
：
　

　
）

相
手

先
名

出
資

金
額

（
A

)
資

産
（
B

)
負

債
（
C

)

純
資

産
額

（
B

）
－

（
C

)
（
D

)
資

本
金

（
E
)

出
資

割
合

（
％

）
（
A

）
/
（
E
)

（
F
)

実
質

価
額

（
D

)×
（
F
)

（
G

)
強

制
評

価
減

（
H

)

貸
借

対
照

表
計

上
額

（
Ａ

）
－

（
Ｈ

）
（
Ｉ）

（
参

考
）
財

産
に

関
す

る
調

書
記

載
額

合
計
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④
基

金
の

明
細

（
単

位
：
　

　
）

財
政

調
整

基
金

減
債

基
金

・
・
・

・
・
・

合
計

(参
考

)財
産

に
関

す
る

調
書

記
載

額
種

類
現

金
預

金
有

価
証

券
土

地
そ

の
他

合
計

(貸
借

対
照

表
計

上
額

)
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⑤
貸

付
金

の
明

細
（
単

位
：
　

　
）

貸
借

対
照

表
計

上
額

徴
収

不
能

引
当

金
計

上
額

貸
借

対
照

表
計

上
額

徴
収

不
能

引
当

金
計

上
額

地
方

公
営

事
業

　
　

病
院

　
　

・
・
・
・

一
部

事
務

組
合

・
広

域
連

合

　
　

○
○

組
合

　
　

・
・
・
・

地
方

独
立

行
政

法
人

　
　

○
○

大
学

　
　

・
・
・
・

地
方

三
公

社

　
　

○
○

土
地

開
発

公
社

　
　

・
・
・
・

第
三

セ
ク

タ
ー

等

　
　

（
株

）
○

○
清

掃
サ

ー
ビ

ス

　
　

・
・
・
・

そ
の

他
の

貸
付

金

　
　

○
○

貸
付

金

　
　

・
・
・
・

合
計

相
手

先
名

ま
た

は
種

別
長

期
貸

付
金

短
期

貸
付

金
（
参

考
）

貸
付

金
計
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⑥
長

期
延

滞
債

権
の

明
細

（
単

位
：
　

　
）

⑦
未

収
金

の
明

細
（
単

位
：
　

　
）

相
手

先
名

ま
た

は
種

別
貸

借
対

照
表

計
上

額
徴

収
不

能
引

当
金

計
上

額
相

手
先

名
ま

た
は

種
別

貸
借

対
照

表
計

上
額

徴
収

不
能

引
当

金
計

上
額

【
貸

付
金

】
【
貸

付
金

】

第
三

セ
ク

タ
ー

等
第

三
セ

ク
タ

ー
等

　
　

（
株

）
○

○
　

　
（
株

）
○

○

　
　

・
・
・
・
・

　
　

・
・
・
・
・

そ
の

他
の

貸
付

金
そ

の
他

の
貸

付
金

　
　

○
○

貸
付

金
　

　
○

○
貸

付
金

　
　

・
・
・
・
・

　
　

・
・
・
・
・

小
計

小
計

【
未

収
金

】
【
未

収
金

】

税
等

未
収

金
税

等
未

収
金

　
　

固
定

資
産

税
　

　
固

定
資

産
税

　
　

・
・
・
・
・

　
　

・
・
・
・
・

そ
の

他
の

未
収

金
そ

の
他

の
未

収
金

　
　

使
用

料
・
手

数
料

　
　

使
用

料
・
手

数
料

　
　

・
・
・
・
・

　
　

・
・
・
・
・

小
計

小
計

合
計

合
計
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（
２

）
負

債
項

目
の

明
細

①
地

方
債

（
借

入
先

別
）
の

明
細

（
単

位
：
　

　
）

う
ち

1
年

内
償

還
予

定
う

ち
共

同
発

行
債

う
ち

住
民

公
募

債

【
通

常
分

】

　
　

一
般

公
共

事
業

　
　

公
営

住
宅

建
設

　
　

災
害

復
旧

　
　

教
育

・
福

祉
施

設

　
　

一
般

単
独

事
業

　
　

そ
の

他

【
特

別
分

】

　
　

臨
時

財
政

対
策

債

　
　

減
税

補
て

ん
債

　
　

退
職

手
当

債

　
　

そ
の

他 合
計

市
場

公
募

債
そ

の
他

種
類

地
方

債
残

高
政

府
資

金
地

方
公

共
団

体
金

融
機

構
市

中
銀

行
そ

の
他

の
金

融
機

関
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②
地
方
債
（
利
率
別
）
の
明
細

（
単
位
：
　
　
）

③
地
方
債
（
返
済
期
間
別
）
の
明
細

（
単
位
：
　
　
）

④
特
定
の
契
約
条
項
が
付
さ
れ
た
地
方
債
の

概
要

（
単
位
：
　
　
）

５
年
超

1
0
年
以
内

1
0
年
超

1
5
年
以
内

1
5
年
超

2
0
年
以
内

2
0
年
超

特
定

の
契

約
条

項
が

付
さ

れ
た

地
方
債
残
高

契
約

条
項

の
概

要

3
.
5
％
超

4
.
0
％
以
下

4
.
0
％
超

（
参
考
）

加
重
平
均

利
率

地
方

債
残

高
１
年
以
内

１
年

超
２

年
以

内
２

年
超

３
年

以
内

３
年

超
４

年
以

内
４

年
超

５
年

以
内

地
方

債
残

高
1
.
5
％
以
下

1
.
5
％

超
2
.
0
％

以
下

2
.
0
％

超
2
.
5
％

以
下

2
.
5
％

超
3
.
0
％

以
下

3
.
0
％

超
3
.
5
％

以
下
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⑤
引

当
金

の
明

細
（
単

位
：
　

　
）

目
的

使
用

そ
の

他

合
計

区
分

前
年

度
末

残
高

本
年

度
増

加
額

本
年

度
減

少
額

本
年

度
末

残
高

-47-



２
．

行
政

コ
ス

ト
計

算
書

の
内

容
に

関
す

る
明

細

（
１

）
補

助
金

等
の

明
細

名
称

計 計

そ
の

他
の

補
助

金
等

合
計

他
団

体
へ

の
公

共
施

設
等

整
備

補
助

金
等

(所
有

外
資

産
分

)

（
単

位
：
　

　
）

区
分

相
手

先
金

額
支

出
目

的

-48-



（
１

）
財

源
の

明
細

（
単

位
：
　

　
）

会
計

区
分

財
源

の
内

容
金

額

地
方

税

地
方

交
付

税

地
方

譲
与

税

・
・
・
・

国
庫

支
出

金

都
道

府
県

等
支

出
金

・
・
・
・

計

国
庫

支
出

金

都
道

府
県

等
支

出
金

・
・
・
・

計

特
別

会
計

・
・
・
・

３
．

純
資

産
変

動
計

算
書

の
内

容
に

関
す

る
明

細

一
般

会
計

税
収

等

小
計

国
県

等
補

助
金

資
本

的
補

助
金

経
常

的
補

助
金

小
計

合
計
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国
県

等
補

助
金

地
方

債
税

収
等

そ
の

他

純
行

政
コ

ス
ト

有
形

固
定

資
産

等
の

増
加

貸
付

金
・
基

金
等

の
増

加

そ
の

他

合
計

（
２

）
財

源
情

報
の

明
細

（
単

位
：
　

　
）

区
分

金
額

内
訳
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（
１

）
資

金
の

明
細

（
単

位
：
　

　
）

種
類

本
年

度
末

残
高

現
金

要
求

払
預

金

短
期

投
資

・
・
・
・

・
・
・
・

合
計

４
．

資
金

収
支

計
算

書
の

内
容

に
関

す
る

明
細

-51-



　
行

政
コ

ス
ト

計
算

書
に

係
る

行
政

目
的

別
の

明
細

（
単

位
：
　

　
）

経
常

費
用

業
務

費
用

人
件

費

職
員

給
与

費

賞
与

等
引

当
金

繰
入

額

退
職

手
当

引
当

金
繰

入
額

そ
の

他

物
件

費
等

物
件

費

維
持

補
修

費

減
価

償
却

費

そ
の

他

そ
の

他
の

業
務

費
用

支
払

利
息

徴
収

不
能

引
当

金
繰

入
額

そ
の

他

移
転

費
用

補
助

金
等

社
会

保
障

給
付

他
会

計
へ

の
繰

出
金

そ
の

他

経
常

収
益

使
用

料
及

び
手

数
料

そ
の

他

純
経

常
行

政
コ

ス
ト

臨
時

損
失

災
害

復
旧

事
業

費

資
産

除
売

却
損

投
資

損
失

引
当

金
繰

入
額

損
失

補
償

等
引

当
金

繰
入

額

そ
の

他

臨
時

利
益

資
産

売
却

益

そ
の

他

純
行

政
コ

ス
ト

産
業

振
興

消
防

総
務

合
計

＜
作

成
例

＞

区
分

生
活

イ
ン

フ
ラ

・
国

土
保

全
教

育
福

祉
環

境
衛

生
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別表１ 54

別表２ 59

別表３ 59

別表４ 60

現金預金明細表

未収・未払・不納欠損残高整理表

債権債務整理表

投資その他の資産明細表

有形・無形固定資産等明細表

地方債明細表

引当金明細表

別表５ 64

別表６ 65

歳入科目（特定）

歳出科目（特定）

歳入科目（仕訳複数例）

歳出科目（仕訳複数例）

別表７ 69

７－１ 整理仕訳

７－２ 未収・未払の仕訳

７－３ 未収金に関する不納欠損の仕訳

７－４ 歳計外資金の仕訳

７－５ 歳入歳出データに含まれない非資金仕訳

別表８ 74事業用資産とインフラ資産の区分表・・・・

仕訳帳・・・・・・・・・・・・・・・・

財務書類作成要領　　別表

勘定科目表・・・・・・・・・・・・・・・

総勘定元帳・・・・・・・・・・・・・・・

資産負債内訳簿・・・・・・・・・・・・・
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別表１ 勘定科目表

（貸借対照表科目）

1 BS 1 資産合計

2 BS 2 固定資産

3 BS 3 有形固定資産

4 BS 4 事業用資産

5 BS 5 土地

6 BS 5 立木竹

7 BS 5 建物

8 BS 5 建物減価償却累計額

9 BS 5 工作物

10 BS 5 工作物減価償却累計額

11 BS 5 船舶

12 BS 5 船舶減価償却累計額

13 BS 5 浮標等

14 BS 5 浮標等減価償却累計額

15 BS 5 航空機

16 BS 5 航空機減価償却累計額

17 BS 5 その他

18 BS 5 その他減価償却累計額

19 BS 5 建設仮勘定

20 BS 4 インフラ資産

21 BS 5 土地

22 BS 5 建物

23 BS 5 建物減価償却累計額

24 BS 5 工作物

25 BS 5 工作物減価償却累計額

26 BS 5 その他

27 BS 5 その他減価償却累計額

28 BS 5 建物仮勘定

29 BS 4 物品

30 BS 4 物品減価償却累計額

31 BS 3 無形固定資産

32 BS 4 ソフトウェア

33 BS 4 その他

34 BS 3 投資その他の資産

35 BS 4 投資及び出資金

36 BS 5 有価証券

37 BS 5 出資金

38 BS 5 その他

39 BS 4 投資損失引当金

40 BS 4 長期延滞債権

41 BS 4 長期貸付金

42 BS 4 基金

43 BS 5 　 減債基金

44 BS 5 その他

45 BS 4 その他

46 BS 4 徴収不能引当金

摘　　要

階
　
層

財
務
書
類

（
連
番

）

勘定科目名
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47 BS 2 流動資産

48 BS 3 現金預金

49 BS 3 未収金

50 BS 3 短期貸付金

51 BS 3 基金

52 BS 4 財政調整基金

53 BS 4 減債基金

54 BS 3 棚卸資産

55 BS 3 その他

56 BS 3 徴収不能引当金

57 BS 1 負債・純資産合計

58 BS 2 負債合計

59 BS 3 固定負債

60 BS 4 地方債

61 BS 4 長期未払金

62 BS 4 退職手当引当金

63 BS 4 損失補償等引当金

64 BS 4 その他

65 BS 3 流動負債

66 BS 4 １年内償還予定地方債

67 BS 4 未払金

68 BS 4 未払費用

69 BS 4 前受金

70 BS 4 前受収益

71 BS 4 賞与等引当金

72 BS 4 預り金

73 BS 4 その他

74 BS 2 純資産合計

75 BS 3 固定資産等形成分

76 BS 3 余剰分（不足分）

摘　　要

階
　
層 勘定科目名

財
務
書
類

（
連
番

）
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（行政コスト計算書科目）

77 PL 1 純経常行政コスト

78 PL 2 経常費用

79 PL 3 業務費用

80 PL 4 人件費

81 PL 5 職員給与費

82 PL 5 賞与等引当金繰入額

83 PL 5 退職手当引当金繰入額

84 PL 5 その他

85 PL 4 物件費等

86 PL 5 物件費

87 PL 5 維持補修費

88 PL 5 減価償却費

89 PL 5 その他

90 PL 4 その他の業務費用

91 PL 5 支払利息

92 PL 5 徴収不能引当金繰入額

93 PL 5 その他

94 PL 3 移転費用

95 PL 4 補助金等

96 PL 4 社会保障給付

97 PL 4 他会計への繰出金

98 PL 4 その他

99 PL 2 経常収益

100 PL 3 使用料及び手数料

101 PL 3 その他

102 PL 1 純行政コスト

103 PL 2 臨時損失

104 PL 3 災害復旧事業費

105 PL 3 資産除売却損

106 PL 3 投資損失引当金繰入額

107 PL 3 損失補償等引当金繰入額

108 PL 3 その他

109 PL 2 臨時利益

110 PL 3 　 資産売却益

111 PL 3 その他

摘　　要

財
務
書
類

勘定科目名

（
連
番

）

階
　
層
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(純資産変動計算書科目）

112 NW 1 前年度末純資産残高

113 NW 2 純行政コスト（△）

114 NW 2 財源

115 NW 3 税収等

116 NW 3 国県等補助金

117 NW 2 本年度差額

118 NW 2 固定資産の変動（内部変動）

119 NW 3 有形固定資産等の増加

120 NW 3 有形固定資産等の減少

121 NW 3 貸付金・基金等の増加

122 NW 3 貸付金・基金等の減少

123 NW 2 資産評価差額

124 NW 2 無償所管換等

125 NW 2 その他

126 NW 2 本年度純資産変動額

127 NW 1 本年度末純資産残高

摘　　要

財
務
書
類

勘定科目名

（
連
番

）

階
　
層
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（資金収支計算書科目）

128 CF 1 業務活動収支
129 CF 2 業務支出
130 CF 3 業務費用支出
131 CF 4 人件費支出
132 CF 4 物件費等支出
133 CF 4 支払利息支出
134 CF 4 その他の支出
135 CF 3 移転費用支出
136 CF 4 補助金等支出
137 CF 4 社会保障給付支出
138 CF 4 他会計への繰出支出
139 CF 4 その他の支出
140 CF 2 業務収入
141 CF 3 税収等収入
142 CF 3 国県等補助金収入
143 CF 3 使用料及び手数料収入
144 CF 3 その他の収入
145 CF 2 臨時支出
146 CF 3 災害復旧事業費支出
147 CF 3 その他の支出
148 CF 2 臨時収入
149 CF 1 投資活動収支
150 CF 2 投資活動支出
151 CF 3 公共施設等整備費支出
152 CF 3 基金積立金支出
153 CF 3 投資及び出資金支出
154 CF 3 貸付金支出
155 CF 3 その他の支出
156 CF 2 投資活動収入
157 CF 3 国県等補助金収入
158 CF 3 基金取崩収入
159 CF 3 貸付金元金回収収入
160 CF 3 資産売却収入
161 CF 3 その他の収入
162 CF 1 財務活動収支
163 CF 2 財務活動支出
164 CF 3 地方債償還支出
165 CF 3 その他の支出
166 CF 2 財務活動収入
167 CF 3 地方債発行収入
168 CF 3 その他の収入
169 CF 1 本年度資金収支額
170 CF 1 前年度末資金残高
171 CF 1 本年度末資金残高
172 CF 1 前年度末歳計外現金残高
173 CF 1 本年度歳計外現金増減額
174 CF 1 本年度末歳計外現金残高
175 CF 1 本年度末現金預金残高

摘　　要

財
務
書
類

（
連
番

）

勘定科目名

階
　
層
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別表２ 仕訳帳

借方 貸方

勘
定
科
目
コ
ー

ド

勘
定
科
目
名

借
方
金
額

勘
定
科
目
コ
ー

ド

勘
定
科
目
名

貸
方
金
額

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

別表３ 総勘定元帳

勘
定
科
目
コ
ー

ド

勘
定
科
目
名

伝
票
№

枝
番

予
算
科
目
コ
ー

ド

デ
ー

タ
区
分

出
納
日

件
名

出
納
金
額

出
納
相
手
方

担
当
部
署

借
方
金
額

貸
方
金
額

建
仮
番
号

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

建
仮
番
号

伝
票
№

予
算
科
目
コ
ー

ド

デ
ー

タ
区
分

出
納
日

件
名

出
納
金
額

出
納
相
手
方

担
当
部
署

歳入歳出データ 仕訳パターン付加部分
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別表４ 資産負債内訳簿
1 本表は、開始時及びそれ以降の毎決算時のいずれの場合にも使用する。

2 開始時においては、各表の前年度末残高のみを記載する。

これらの前年度末残高は、《別表５  合計残高試算表》の前年度末残高に転記される。

3 それ以降の毎決算時においては、総勘定元帳等から内訳を取得するほか、棚卸法により、残高を確認する。

4 固定資産の残高及び増減額は、「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」の記載に従い記録・整理する。

別表４－１　 現金預金明細表

　歳入 ・・・・・ ・・・・・ ―

　歳出 ― ・・・・・

　歳計外 ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・

　合計 ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・

1 本資料は、現金預金総額の整合性チェック用である。

2 本数値は、実際の現金預金残高と合致していなければならない。

3 本数値は、歳入歳出決算集計結果と合致していなければならない。

別表４－２ 未収・未払・不納欠損残高整理表
1 以下の各表は、予算決算及び歳入歳出決算集計データと合致していなければならない。

2 本表は、本年度末の整理仕訳及び附属明細書作成に利用する。

（１） 過年度未収金

（２） 本年度未収金計上額

（３） 過年度未払金

（４） 本年度未払金計上額

前年度繰越額
本年度現金出納額 本年度末

現金預金残高入金額 出金額

― ・・・・・

・・・・・

・・・・・

予算科目 前年度未収金 本年度収納済額 未収残額 うち不納欠損決定額 本年度末残高 摘　要

A B C=A-B D E=C-D

予算科目 本年度調定額 本年度収納済額 未収残額 うち不納欠損決定額 本年度末残高 摘　要

A B C=A-B D E=C-D

予算科目 前年度未払金額 本年度支払済額 未払残額 摘　要

A B C=A-B

予算科目 支出決定額 本年度支払済額 未払残額 摘　要

A B C=A-B
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別表４－３ 債権債務整理表

前
年
度
末
残
高

回
収

徴
収
不
能

本
年
度
末
残
高

徴
収
不
能

本
年
度
末
残
高

長期延滞債権

未収金

業務収入

税収等収入

国県等補助金投入

使用料及び手数料収入

その他の収入

投資活動収入

国県等補助金収入

貸付金元金回収収入

資産売却収入

その他の収入

その他の債権

合　　計

長期未払金

その他（固定負債）

未払金

未払費用

前受金

前受収益

預り金

その他（流動負債）

合　　計

別表４－４ 投資その他の資産明細表

資
金
支
出
・
繰
入

評
価
益
・
受
贈
益

合
計

回
収
・
取
崩

売
却

評
価
損

徴
収
不
能

合
計

投資及び出資金

有価証券

出資金

その他

長期貸付金

基金

減債基金

その他

その他

合　　計

区　分 勘定科目

過年度発生分
本年度 合

計
本
年
度
末
残
高

発生分

前
年
度
末
残
高

債　務

債　権

本年度増加 本年度減少 本
年
度
末
残
高

投資等

区分 勘定科目
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別表４－５ 有形・無形固定資産等明細表

有
償
取
得

無
償
取
得

調
査
判
明

評
価
益

振
替
増

合
計

振
替
減

売
却

除
却

無
償
譲
渡

減
価
償
却

合
計

 事業用資産

　  土地

　　立木竹

　　建物

　　工作物

　　船舶

　　浮標等

　　航空機

　　その他

　　建設仮勘定

 インフラ資産

　　土地

　　建物

　　工作物

　　その他

　　建設仮勘定

物品

小計

ソフトウェア

その他

小計

合　　　計

別表４－６ 地方債明細表

借
入

振
替

計 返
済

振
替

計

合計

区分 勘定科目

前
年
度
末
残
高

本年度増加 本年度減少 本
年
度
末
残
高

有
形
固
定
資
産

無
形
固

定
資
産

区分

前
年
度
末
残
高

増加 減少

棚卸資産

地方債

１年以内償還予定地方債

本
年
度
末
残
高
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別表４－７ 引当金明細表

繰
入

そ
の
他

計 目
的
取
崩

そ
の
他

計

徴収不能引当金

投資損失引当金

退職手当引当金

損失補償等引当金

賞与等引当金

合計

引当金計算基準：　・・・・・・・・・

（
参
考

）
増
減

勘定科目

前
年
度
末
残
高

増加 減少 本
年
度
末
残
高
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別表５ 合計残高試算表

1 2 3 4 5 6 7 8

（参考）　仕訳帳、総勘定元帳、合計残高試算表のイメージ

仕訳帳データの例

№

10 ＰＬ ＣＦ

… … …

… ＰＬ ＢＳ

総勘定元帳データの例

№

ＢＳ －

ＰＬ 10

ＰＬ －

ＣＦ 10

合計残高試算表の例

ＢＳ

ＰＬ

ＰＬ

ＣＦ

…

前
年
度
末
貸
方
残
高

貸
方
金
額

勘
定
科
目
コ
ー

ド

勘
定
科
目
名

予算執行データ（現金取引）

予算科目

本
年
度
末
貸
方
残
高

…

前
年
度
末
借
方
残
高

本
年
度
末
借
方
残
高

3,000

…

借
方
金
額

出納金額日付

5.1

…

 担当課

借方金額

職員給与

…

退引計上

3,000

貸方金額

○○課

金額

5.1

借方額 貸方額

－

金額

○○課

300,000

3,000

前年度末残高

0

3,000

件名

300,000

3,000

…

600,000

貸方額貸方

3,000

0 300,000

0

300,000

0 0

300,000

0

0

複式仕訳の追記

900,000

3,000 0

0 3,000

3,000

0

300,000 0

本年度計上額 本年度末残高

0

借方額

0

0

0

借方

0

0

903,0000 600,000 303,000 303,000合計 303,000

勘定科目

職員給与費

退職手当引当金繰入額

人件費支出

貸方科目借方科目

123-45-6

勘定科目

人件費支出

退職手当引当金

0

3.31

－

…

123-45-6

－

退職手当引当金

職員給与費

退職手当引当金繰入額 0

退職手当引当金退職手当引当金繰入額

日付

3.31

5.1

3.31

○○課

○○課

0 300,000

○○課

退引計上

職員給与

退引計上

職員給与

0

3,000

3,000

○○課

123-45-6

…

職員給与費 人件費支出

…

担当課出納金額件名予算科目

－

-64-



別表６ 資金仕訳変換表

１ 本表は、現在までの検討に基づき作成したものであって、今後の実務経験・検討を通じて、拡充改善されるものである。

２ 本表の対象は、歳入歳出（現金取引）に関する仕訳に限定している。未収金、未払金、徴収不能引当金、その他非資金取引等に関する仕訳は《別表７　非資金仕訳例》

に記載している。

３ 予算科目名に「※」印を付したものについては、複数の仕訳が発生するため《別表６－３　歳入科目（仕訳複数例）》及び《別表６－４ 歳出科目（仕訳複数例）》を

参照されたい。

４ ４表で例示

別表６－１ 歳入科目（特定）

財
書

財
書

１.都道府県税、市町村税 CF 税収等収入 NW 税収等

2.地方消費税精算金 CF 税収等収入 NW 税収等

3.地方譲与税 CF 税収等収入 NW 税収等

4.税交付金

  　利子割交付金 CF 税収等収入 NW 税収等

  　配当割交付金 CF 税収等収入 NW 税収等

  　株式等譲渡所得割交付金 CF 税収等収入 NW 税収等

  　地方消費税交付金 CF 税収等収入 NW 税収等

  　自動車取得税交付金 CF 税収等収入 NW 税収等

市町村たばこ税 CF 税収等収入 NW 税収等

都道府県交付金 CF 税収等収入 NW 税収等

  　ゴルフ場利用税交付金 CF 税収等収入 NW 税収等

　　軽油引取税交付金 CF 税収等収入 NW 税収等

　　国有提供施設等所在地市町村助成交付金 CF 税収等収入 NW 税収等

5.地方特例交付金 CF 税収等収入 NW 税収等

6.地方交付税 CF 税収等収入 NW 税収等

7.交通安全対策特別交付金 CF 税収等収入 NW 税収等

8.分担金及び負担金 CF 税収等収入 NW 税収等

9.使用料及び手数料 CF 使用料及び手数料収入 PL 使用料及び手数料

10.国庫支出金※

11.都道府県支出金※

12.財産収入

　　財産貸付収入 CF その他の収入（業務収入） PL その他（経常収益）

  　利子及び配当金 CF その他の収入（業務収入） PL その他（経常収益）

  　財産（不動産・物品）売払収入※

  　生産物売払収入※

13.寄付金 ＣＦ 税収等収入 NW 税収等

14.繰入金

  　特別会計繰入金 CF 税収等収入 NW 税収等

  　基金繰入金※

  　財産区繰入金 CF 税収等収入 NW 税収等

15.繰越金 【仕訳不要】

16.諸収入

  　延滞金、加算金及び過料等 CF その他の収入（業務収入） PL その他（経常収益）

  　都道府県・市町村預金利子 CF その他の収入（業務収入） PL その他（経常収益）

  　貸付金元利収入※

  　受託事業収入 CF その他の収入（業務収入） PL その他（経常収益）

  　収益事業収入 CF その他の収入（業務収入） PL その他（経常収益）

　　利子割精算金収入 CF 税収等収入 NW 税収等

  　借入金 CF その他の収入（財務活動収入） BS その他（固定負債）

　　雑入 CF その他の収入（業務収入） PL その他（経常収益）

17.地方債 CF 地方債発行収入 BS 地方債

（特別会計に固有の科目）

  　国民健康保険料 ＣＦ 税収等収入 NW 税収等

  　国民健康保険税 ＣＦ 税収等収入 NW 税収等

  　介護保険料 ＣＦ 税収等収入 NW 税収等

  　療養給付費等交付金 ＣＦ 税収等収入 NW 税収等

  　連合会支出金 ＣＦ 税収等収入 NW 税収等

  　共同事業交付金 ＣＦ 税収等収入 NW 税収等

  　支払基金交付金 ＣＦ 税収等収入 NW 税収等

  　共済掛金及び交付金 ＣＦ その他の収入（業務収入） PL その他（経常収益）

  　保険金 ＣＦ その他の収入（業務収入） PL その他（経常収益）

  　連合会特別交付金 ＣＦ その他の収入（業務収入） PL その他（経常収益）

  　保険金及び診療補填金 ＣＦ その他の収入（業務収入） PL その他（経常収益）

  　診療収入 ＣＦ その他の収入（業務収入） PL その他（経常収益）

  　賦課金 ＣＦ その他の収入（業務収入） PL その他（経常収益）

予算科目名
借方 貸方

勘定科目名 勘定科目名
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別表６－２ 歳出科目（特定）

財
書

財
書

　1.報酬 PL その他（人件費） CF 人件費支出

　2.給料 PL 職員給与費 CF 人件費支出

　3.職員手当等※

　4.共済費 PL 職員給与費 CF 人件費支出

　5.災害補償費 PL 職員給与費 CF 人件費支出

　6.恩給及び退職年金 PL その他（人件費） CF 人件費支出

　7.賃金 PL 物件費（人件費に計上されるものを除く） CF 物件費等支出

　8.報償費 PL 物件費 CF 物件費等支出

　9.旅費 PL 物件費 CF 物件費等支出

10.交際費 PL 物件費 CF 物件費等支出

11.需用費

　　　消耗品費 PL 物件費 CF 物件費等支出

　　　燃料費 PL 物件費 CF 物件費等支出

　　　食糧費 PL 物件費 CF 物件費等支出

　　　印刷製本費 PL 物件費 CF 物件費等支出

　　　光熱水費 PL 物件費 CF 物件費等支出

　　　修繕料 PL 物件費（家屋等の修繕で維持補修費に計上されるものを除く） CF 物件費等支出

　　　賄材料費 PL 物件費 CF 物件費等支出

　　　飼料費 PL 物件費 CF 物件費等支出

　　　医薬材料費 PL 物件費 CF 物件費等支出

12.役務費

　　　通信運搬費 PL 物件費 CF 物件費等支出

　　　保管料 PL 物件費 CF 物件費等支出

　　　広告費 PL 物件費 CF 物件費等支出

　　　手数料 PL 物件費 CF 物件費等支出

　　　筆耕翻訳料 PL 物件費 CF 物件費等支出

　　　火災保険料 PL その他（その他の業務費用） CF 物件費等支出

　　　自動車損害保険料 PL その他（物件費等） CF 物件費等支出

13.委託料※

14.使用料及び賃借料 PL 物件費 CF 物件費等支出

15.工事請負費※

16.原材料費 PL 維持補修費（物件費に計上されるものを除く） CF 物件費等支出

17.公有財産購入費※

18.備品購入費※

19.負担金、補助及び交付金 PL 補助金等 CF 補助金等支出

20.扶助費 PL 社会保障給付 CF 社会保障給付支出

21.貸付金※

22.補償、補填及び賠償金 PL その他（移転費用） CF その他の支出（移転費用支出）

23.償還金、利子及び割引料※

24.投資及び出資金※

25.積立金※

26.寄附金 ＰＬ その他（移転費用） CF その他の支出（移転費用支出）

27.公課費 ＰＬ その他（移転費用） CF その他の支出（移転費用支出）

28.繰出金※

勘定科目名
予算科目名

貸方借方

勘定科目名
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別表６－３ 歳入科目（仕訳複数例）

　　歳入科目だけから勘定科目が特定できないときは、次の例を参考に、取引内容を検討し、科目及び金額を特定して仕訳する。

財
書

財
書

国庫支出金 業務活動支出の財源に充当したものか投資活動支出の財源に支出したものかを特定する。

CF 国県等補助金収入（業務収入） NW 国県等補助金

CF NW 国県等補助金

CF 国県等補助金収入（投資活動収入） NW 国県等補助金

都道府県支出金 業務活動支出の財源に充当したものか投資活動支出の財源に支出したものかを特定する。

CF 国県等補助金収入（業務収入） NW 国県等補助金

CF 国県等補助金収入（臨時収入） NW 国県等補助金

CF 国県等補助金収入（投資活動収入） NW 国県等補助金

財産（不動産・物品）売払収入 1 売却物が台帳記載の固定資産か否かを調査する。

2 売却物が固定資産の場合は、その科目を特定する。

3 資産売却において、簿価に対して売却損益が生じたときは、更に《別表７－１》の仕訳を行う。

（固定資産） CF 資産売却収入 BS 土地

CF 資産売却収入 BS 建物

CF 資産売却収入 BS 立木竹

CF 資産売却収入 BS 工作物

CF 資産売却収入 BS 船舶

CF 資産売却収入 BS 浮標等

CF 資産売却収入 BS 航空機

CF 資産売却収入 BS その他（事業用資産・インフラ資産）

CF 資産売却収入 BS 物品

CF 資産売却収入 BS ソフトウェア

CF 資産売却収入 BS その他（無形固定資産）

（固定資産以外） CF 資産売却収入 PL 資産売却益（臨時利益）

（有価証券売却収入） 売却において、売却損益が生じたときは、更に《別表７－１》の仕訳を行う。

CF 資産売却収入 BS 有価証券

生産物売払収入 1.売払物が、台帳記載の棚卸資産である場合は、以下の仕訳を行う。

　　　　　　　　　　　　　　　 2.棚卸資産の売却において、当該棚卸資産の簿価に対する売却損益が生じたときは、更に《別表７－１》の仕訳を行う。

CF 資産売却収入 BS 棚卸資産

基金繰入金 取崩した基金の科目を特定する。

　　　基金等の取崩しのとき CF 基金取崩収入 BS 財政調整基金

CF 基金取崩収入 BS 減債基金（流動資産・固定資産）

CF 基金取崩収入 BS その他（基金）

貸付金元利収入 1.長期貸付金と短期貸付金とに分け、更に元本額と利息額を分ける。

2.利息分については、ＰＬの収益として処理。

3.償還金に元金と利息が混在している場合は、当初は総額で仕訳しておき、整理仕訳において、利息額分を収益に振り替えてもよい（《別表７－１》

参照）。

（長期貸付金元本額償還） CF 貸付金元金回収収入 BS 長期貸付金

（短期貸付金元本額償還） CF 貸付金元金回収収入 BS 短期貸付金

（利息額） CF その他の収入（業務収入） PL その他（経常収益）

（償　還　金） 償還された資産の科目を特定する。

CF その他の収入（投資活動収入） BS 出資金

CF 貸付金元金回収収入 BS その他（投資及び出資金）

CF その他の収入（投資活動収入） BS その他（投資及び出資金）

貸方

勘定科目名 勘定科目名
予算科目・ケース

国県等補助金収入（臨時収入）

借方
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別表６－４ 歳出科目（仕訳複数例）

歳出科目から勘定科目を特定することができないときは、次の例を参考に、取引内容を検討のうえ、科目及び金額を特定して仕訳を行う。

財
書

財
書

職員手当等 賞与等引当金を充当して支払った部分につき、《別表７－１》の仕訳を行う。

PL 職員給与費 CF 人件費支出

委託料 1.工事の設計委託、ソフトウェアの開発委託等、資産形成支出が混在している可能性があるので、これを抽出し、資産については、建設仮勘定、

　ソフトウェア等、科目を特定する。

2.自己資産の形成につながらない支出は経費とし、借方ＰＬとする。

（例）ソフトウェア開発支出 BS ソフトウェア CF 公共施設等整備費支出

BS 建設仮勘定（インフラ資産） CF 公共施設等整備費支出

PL 物件費 CF 物件費等支出

工事請負費 1.資産形成支出と費用が混在している可能性があるので、これを分け、資産については、建物、建設仮勘定等、科目を特定する。

2.資産形成につながらない収益的支出は、ＰＬ維持補修費として処理する。

（例）事業用建物工事 BS 建物（事業用資産） CF 公共施設等整備費支出

（例）インフラ資産（建物） BS 建物（インフラ資産） CF 公共施設等整備費支出

（例）維持補修支出 PL 維持補修費 CF 物件費等支出

公有財産購入費 1.インフラ資産や事業用資産の科目を特定する。

2.なお、資産算入範囲外の経費支出が混在するときは、そのPL科目を特定する。

　　　（例）建物 BS 建物 CF 公共施設等整備費支出

　　　（例）土地 BS 土地 CF 公共施設等整備費支出

　　　資産形成に繋がらない支出 PL CF 物件費等支出

備品購入費 資産形成支出（原則として５０万円以上）と、消耗品費支出が混在している可能性があるので、これを分け、資産については科目を特定する。

BS 物品 CF 公共施設等整備費支出

50万円未満の物の購入 PL 物件費 CF 物件費等支出

貸付金 1.長期貸付金と短期貸付金とに分け、更に貸付に要する事務費用があれば、これを別途に抽出する。

2.短期貸付金については、純資産上は財源区分内部の振替とみなし、あらためて財源仕訳は行わない。

3.貸付に付随する事務費用はＰＬで処理する。

長期貸付金 BS 長期貸付金 CF 貸付金支出

短期貸付金 BS 短期貸付金 CF 貸付金支出

貸付費用 PL その他（その他の業務費用） CF その他の支出（業務費用支出）

償還金、利子及び割引料 償還金元本については、債務残高が減少する科目を特定し、また、利子・割引料等はＰＬで処理する。

　　　１年以内償還予定地方債元本償還 BS １年以内償還予定地方債 CF 地方債償還支出

　　　短期借入金元本償還 BS その他（流動負債） CF その他の支出（財務活動支出）

　　　地方債元本償還 BS 地方債 CF 地方債償還支出

　　　長期借入金元本償還 BS その他（固定負債） CF その他の支出（財務活動支出）

　　　地方債利子支払 PL 支払利息 CF 支払利息支出

　　　借入金利子支払 PL 支払利息 CF 支払利息支出

　　　過年度分過誤納還付 PL その他（その他の業務費用） CF その他の支出（業務費用支出）

投資及び出資金 投資等の科目を特定する。

　　　有価証券購入 BS 有価証券 CF 投資及び出資金支出

　　　出資 BS 出資金 CF 投資及び出資金支出

　　　その他の投資 BS その他（投資及び出資金） CF 投資及び出資金支出

積立金 積立金等の科目を特定する。

　　　財政調整基金 BS 財政調整基金 CF 基金積立金支出

　　　減債基金 （長期） BS 減債基金（固定資産） CF 基金積立金支出

（短期） BS 減債基金（流動資産） CF 基金積立金支出

　　　その他の基金・積立金 BS その他（流動資産） CF 基金積立金支出

繰出金 繰出金が他会計への経常移転である場合と、基金等の取崩である場合に分け、後者については、基金を特定する。

　　　他会計への経常移転支出 PL 他会計への繰出金 CF 他会計への繰出支出

勘定科目名

（例）インフラ資産（建設仮勘定）

（例）資産形成以外（事務委託等）

借方 貸方
予算科目・ケース

科目を特定する。例えば物件費。

（例）物品の購入（５０万円以上）

勘定科目名
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F

そ
の

他
の

収
入

（
業

務
収

入
）

1
0

C
F

貸
付

金
元

金
回

収
収

入
　

1
0

6
退

職
手

当
引

当
金

振
替

当
初

、
全

額
職

員
給

与
費

で
処

理
し

て
い

た
と

こ
ろ

、
退

職
手

当
引

当
金

を
取

崩
し

て
充

当

P
L

職
員

給
与

費
C

F
人

件
費

支
出

B
S

退
職

手
当

引
当

金
P

L
職

員
給

与
費

7
賞

与
等

引
当

金
振

替
当

初
、

全
額

職
員

給
与

費
で

処
理

し
て

い
た

と
こ

ろ
、

賞
与

等
引

当
金

を
取

崩
し

て
充

当

P
L

職
員

給
与

費
C

F
人

件
費

支
出

B
S

賞
与

等
引

当
金

P
L

職
員

給
与

費

2
0

1
0
0

当
初

仕
訳

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
03
0

整
理

仕
訳

当
初

仕
訳

整
理

仕
訳

当
初

仕
訳

整
理

仕
訳

当
初

仕
訳

整
理

仕
訳

当
初

仕
訳

2
0

2
0

1
2
0

1
2
0

整
理

仕
訳

当
初

仕
訳

整
理

仕
訳

当
初

仕
訳

整
理

仕
訳

1
0
0

金
額

勘
定

科
目

名
金

額

1
0
0

1
0

3
0

1
0
0

1
0
0

貸
方

7
0

7
0

2
0

7
0

3
0

7
0

3
0

1
2
0

1
2
0

№
ケ

ー
ス

借
方

勘
定

科
目

名
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8
リ

ー
ス

資
産

購
入

見
積

額
　

1
0
0
、

５
年

リ
ー

ス
、

年
間

支
払

額
　

2
5
（
う

ち
購

入
額

相
当

額
　

2
0
　

利
息

相
当

額
　

5
）
　

①
当

初
か

ら
資

産
分

と
費

用
分

を
分

解
し

て
仕

訳
す

る
場

合

取
得

時
B

S
科

目
を

特
定

す
る

。
例

え
ば

物
品

。
B

S
そ

の
他

（
固

定
負

債
）

初
年

度
リ

ー
ス

料
支

払
　

本
体

分
B

S
そ

の
他

（
固

定
負

債
）

2
0

C
F

そ
の

他
の

支
出

（
財

務
活

動
支

出
）

2
0

初
年

度
リ

ー
ス

料
支

払
　

利
息

分
P

L
支

払
利

息
5

C
F

支
払

利
息

支
出

5

償
却

（
有

形
固

定
資

産
の

場
合

）
P

L
減

価
償

却
費

2
0

B
S

有
形

固
定

資
産

の
減

価
償

却
累

計
額

を
特

定
2
0

（
無

形
固

定
資

産
の

場
合

）
P

L
減

価
償

却
費

2
0

B
S

無
形

固
定

資
産

の
科

目
を

特
定

2
0

②
当

初
は

物
件

費
と

し
て

仕
訳

す
る

場
合

当
初

支
払

額
を

物
件

費
で

処
理

し
て

い
た

と
こ

ろ
、

こ
れ

を
修

正

取
得

時
B

S
科

目
を

特
定

す
る

。
例

え
ば

物
品

。
B

S
そ

の
他

（
固

定
負

債
）

当
初

仕
訳

P
L

物
件

費
C

F
物

件
費

等
支

出

初
年

度
リ

ー
ス

料
支

払
　

本
体

分
B

S
そ

の
他

（
固

定
負

債
）

2
0

P
L

物
件

費
2
5

P
L

支
払

利
息

5

C
F

物
件

費
等

支
出

2
0

C
F

そ
の

他
の

支
出

（
財

務
活

動
支

出
）

2
0

初
年

度
リ

ー
ス

料
支

払
　

利
息

分
C

F
物

件
費

等
支

出
5

C
F

支
払

利
息

支
出

5

償
却

（
有

形
固

定
資

産
の

場
合

）
P

L
減

価
償

却
費

2
0

B
S

有
形

固
定

資
産

の
減

価
償

却
累

計
額

を
特

定
2
0

（
無

形
固

定
資

産
の

場
合

）
P

L
減

価
償

却
費

2
0

B
S

無
形

固
定

資
産

の
科

目
を

特
定

2
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0 2
5

2
5

整
理

仕
訳
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別
表

７
－

２
未

収
・
未

払
の

仕
訳

歳
入

歳
出

デ
ー

タ
の

う
ち

、
未

収
金

及
び

未
払

金
に

関
す

る
仕

訳
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

財 書
財 書

9
貸

方
は

B
S
未

収
金

と
し

て
既

存
の

未
収

金
を

消
込

み
、

借
方

の
C

F
科

目
を

特
定

す
る

。

C
F
科

目
は

、
そ

の
未

収
金

を
計

上
し

た
元

の
相

手
科

目
か

ら
判

断
し

て
、

以
下

の
い

ず
れ

か
を

選
択

す
る

。

C
F

科
目

を
特

定
す

る
。

例
え

ば
税

収
等

収
入

。
B

S
未

収
金

1
0

借
方

は
B

S
未

払
金

と
し

て
既

存
の

未
払

金
を

消
込

み
、

貸
方

の
C

F
科

目
を

特
定

す
る

。

B
S

未
払

金
C

F
科

目
を

特
定

す
る

。
例

え
ば

公
共

施
設

等
整

備
費

支
出

。

1
1

借
方

は
B

S
未

払
費

用
と

し
て

既
存

の
未

払
費

用
を

消
込

み
、

貸
方

の
C

F
科

目
を

特
定

す
る

。

B
S

未
払

費
用

C
F

科
目

を
特

定
す

る
。

例
え

ば
支

払
利

息
支

出
。

1
2

本
年

度
末

に
未

収
金

が
発

生
し

た
場

合
の

処
理

1
.現

金
取

引
（
未

済
）
の

場
合

、
借

方
が

B
S
未

収
金

と
な

る
。

2
.過

年
度

未
収

計
上

分
（
再

調
定

分
）
で

あ
っ

て
、

本
年

度
末

に
お

い
て

も
な

お
未

収
で

あ
る

場
合

、
重

複
し

て
未

収
計

上
し

な
い

こ
と

。

①
税

金
（
例

）
B

S
未

収
金

N
W

税
収

等

②
資

産
売

却
収

入
の

未
収

金
（
損

益
が

発
生

し
な

い
場

合
）

固
定

資
産

売
却

B
S

未
収

金
B

S
固

定
資

産
の

科
目

を
特

定

投
資

そ
の

他
の

資
産

の
譲

渡
B

S
未

収
金

B
S

投
資

そ
の

他
の

資
産

の
科

目
を

特
定

③
資

産
売

却
収

入
の

未
収

金
（
益

が
発

生
し

た
場

合
）

（
例

）
 元

本
額

1
0
0
　

売
却

額
1
2
0
　

売
却

益
2
0
　

土
地

売
却

例
B

S
未

収
金

  
　

　
　

　
　

　
B

S
土

地
　

P
L

資
産

売
却

益
 　

④
資

産
売

却
収

入
の

未
収

金
（
損

が
発

生
し

た
場

合
）

（
例

）
 元

本
額

1
0
0
　

売
却

額
 7

0
　

売
却

損
2
8
　

土
地

売
却

例
B

S
未

収
金

B
S

土
地

　

P
L

資
産

除
売

却
損

⑤
そ

の
他

の
収

益
の

未
収

金
B

S
科

目
は

未
収

金
で

あ
る

が
、

相
手

科
目

と
し

て
P

L
収

益
科

目
の

特
定

を
要

す
る

。

B
S

未
収

金
P

L
P

L
の

収
益

科
目

を
特

定

1
3

年
度

末
に

未
払

金
が

発
生

し
た

場
合

の
処

理
現

金
取

引
（
未

済
）
の

場
合

、
貸

方
が

B
S
未

払
金

及
び

未
払

費
用

と
な

る
。

土
地

（
例

）
B

S
土

地
B

S
未

払
金

1
2
0 7
0

貸
方

借
方

勘
定

科
目

名
金

額
金

額
勘

定
科

目
名

前
年

度
末

に
未

払
金

計
上

し
た

も
の

の
本

年
度

支
払

前
年

度
末

に
未

収
計

上
し

た
も

の
の

本
年

度
収

納

前
年

度
末

に
未

払
費

用
計

上
し

た
も

の
の

本
年

度
支

払

3
0

1
0
0

1
0
0 2
0

№
ケ

ー
ス
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別
表

７
－

３
未

収
金

に
関

す
る

不
納

欠
損

の
仕

訳

歳
入

歳
出

デ
ー

タ
の

う
ち

、
未

収
金

に
つ

い
て

不
納

欠
損

決
定

し
た

額
に

関
す

る
仕

訳
は

、
次

の
と

お
り

行
う

。

財 書
財 書

1
4

徴
収

不
能

引
当

金
を

計
上

し
て

い
る

債
権

の
場

合

未
収

金
の

不
納

欠
損

（
例

）
B

S
徴

収
不

能
引

当
金

B
S

未
収

金

1
5

徴
収

不
能

引
当

金
を

計
上

し
て

い
な

い
債

権
の

場
合

未
収

金
の

不
納

欠
損

（
例

）
（
業

務
上

行
っ

て
い

る
債

権
の

場
合

）
P

L
そ

の
他

（
そ

の
他

の
業

務
費

用
）

B
S

未
収

金

（
上

記
以

外
の

債
権

の
場

合
）

P
L

そ
の

他
（
臨

時
費

用
）

B
S

未
収

金

別
表

７
－

４
歳

計
外

資
金

の
仕

訳

歳
計

外
現

金
（
例

：
社

会
保

険
料

等
の

預
り

金
）
の

受
入

、
払

出
に

関
す

る
仕

訳
は

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
な

お
、

年
度

末
に

本
年

度
増

減
総

額
を

も
っ

て
処

理
し

て
も

よ
い

。

財 書
財 書

1
6

歳
計

外
現

金
の

受
入

C
F

本
年

度
歳

計
外

現
金

増
減

額
B

S
預

り
金

1
7

歳
計

外
現

金
の

払
出

B
S

預
り

金
B

S
本

年
度

歳
計

外
現

金
増

減
額

貸
方

借
方

貸
方

勘
定

科
目

名
ケ

ー
ス

№

ケ
ー

ス
№

勘
定

科
目

名

勘
定

科
目

名
勘

定
科

目
名

借
方

-72-



別
表

７
－

５
歳

入
歳

出
デ

ー
タ

に
含

ま
れ

な
い

非
資

金
仕

訳

歳
入

歳
出

デ
ー

タ
に

含
ま

れ
な

い
非

資
金

取
引

に
関

す
る

仕
訳

（
例

）
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

財 書
財 書

1
8

B
S

固
定

資
産

の
科

目
を

特
定

N
W

無
償

所
管

換
等

1
9

固
定

資
産

が
調

査
に

よ
っ

て
判

明
し

た
場

合
B

S
固

定
資

産
の

科
目

を
特

定
N

W
無

償
所

管
換

等

2
0

B
S

投
資

そ
の

他
の

資
産

の
科

目
を

特
定

N
W

無
償

所
管

換
等

2
1

P
L

資
産

除
売

却
損

B
S

固
定

資
産

の
科

目
を

特
定

2
2

N
W

無
償

所
管

換
等

B
S

固
定

資
産

の
科

目
を

特
定

2
3

棚
卸

資
産

へ
の

振
替

B
S

棚
卸

資
産

B
S

有
形

固
定

資
産

の
科

目
を

特
定

2
4

満
期

保
有

目
的

有
価

証
券

等
の

強
制

評
価

減
P

L
そ

の
他

（
臨

時
損

失
）

B
S

投
資

そ
の

他
の

資
産

の
科

目
を

特
定

2
5

B
S

投
資

そ
の

他
の

資
産

の
科

目
を

特
定

N
W

資
産

評
価

差
額

2
6

N
W

資
産

評
価

差
額

B
S

投
資

そ
の

他
の

資
産

の
科

目
を

特
定

2
7

投
資

損
失

引
当

金
の

計
上

P
L

投
資

損
失

引
当

金
繰

入
額

B
S

投
資

損
失

引
当

金

2
8

投
資

損
失

引
当

金
の

取
崩

し
B

S
投

資
損

失
引

当
金

P
L

そ
の

他
（
経

常
収

益
）

2
9

投
資

損
失

引
当

金
を

計
上

し
て

い
る

投
資

そ
の

他
の

資
産

の
場

合
B

S
投

資
損

失
引

当
金

B
S

引
当

て
た

投
資

そ
の

他
の

資
産

の
科

目
を

特
定

投
資

損
失

引
当

金
を

計
上

し
て

い
な

い
投

資
そ

の
他

の
資

産
の

場
合

P
L

そ
の

他
（
臨

時
損

失
）

B
S

投
資

そ
の

他
の

資
産

の
科

目
を

特
定

3
0

徴
収

不
能

引
当

金
の

計
上

P
L

徴
収

不
能

引
当

金
繰

入
額

B
S

徴
収

不
能

引
当

金

3
1

徴
収

不
能

引
当

金
の

取
崩

し
B

S
徴

収
不

能
引

当
金

P
L

そ
の

他
（
経

常
収

益
）

3
2

賞
与

等
引

当
金

の
計

上
P

L
賞

与
等

引
当

金
繰

入
額

B
S

賞
与

等
引

当
金

3
3

退
職

手
当

引
当

金
の

計
上

P
L

退
職

手
当

引
当

金
繰

入
額

B
S

退
職

手
当

引
当

金

3
4

損
失

補
償

等
引

当
金

の
計

上
P

L
損

失
補

償
等

引
当

金
繰

入
額

B
S

損
失

補
償

等
引

当
金

3
5

固
定

資
産

か
ら

流
動

資
産

へ
の

振
替

貸
付

金
（
例

）
B

S
短

期
貸

付
金

B
S

長
期

貸
付

金

3
6

固
定

負
債

か
ら

流
動

負
債

へ
の

振
替

地
方

債
（
例

）
B

S
地

方
債

B
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別表８　事業用資産とインフラ資産の区分表
　　　

事業用資産 インフラ資産

行政財産

公用財産

庁舎 本庁、支所 ○

その他公用施設 職員宿舎 ○

公共用財産

福祉施設

社会福祉施設 老人ホーム、母子福祉センター ○

児童福祉施設 保育所、児童館、児童自立施設 ○

公衆衛生施設

公衆衛生施設 診療所、保健所 ○

清掃施設 じん芥処理施設、し尿処理施設 ○

農林水産業施設

農業関係施設 農業試験場、ポンプ施設 農道を除く ○

林業関係施設 林道を除く ○

水産業関係施設 漁港を除く ○

商工観光施設

商工施設 ○

観光施設 ○

道路 地方道、農道、林道、橋りょう ○

河川 河川、池沼 ○

港湾 港湾、漁港 ○

公園 都市公園、児童公園 ○

住宅 公営住宅 ○

防災 護岸、治山 消防施設を除く ○

教育施設

学校 小学校、中学校、高校、幼稚園 ○

社会教育施設 図書館、市民会館 ○

給食施設 ○

公営事業

上水道施設 簡易水道、飲料水供給施設 ○

下水道施設 公共下水道、集落排水施設 ○

病院 ○

その他公営事業関係施設 公営競技施設、観光施設 電気・ガスは除く ○

普通財産

土地 ○

その他普通財産 ○

分　類 例　示 注
資産の区分
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Ⅰ はじめに 

1.  本手引きは、「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書」（平成２６年４月３

０日公表。以下「研究会報告書」といいます。）で示された統一的な財務書類等の作成

基準（以下「統一的な基準」といいます。）について、固定資産等の評価方法や固定資

産台帳の整備手順等の実務的な取扱いを示したものです。 

 

Ⅱ 固定資産台帳の整備目的 

2.  固定資産台帳とは、固定資産を、その取得から除売却処分に至るまで、その経緯を個々

の資産ごとに管理するための帳簿で、所有するすべての固定資産（道路、公園、学校、

公民館等）について、取得価額、耐用年数等のデータを網羅的に記載したものです。

固定資産は、１年限りで費消される費用と異なり、その資産が除売却されるまで長期

にわたり行政サービス等に利用されることから、会計上の価額管理を行う必要があり、

統一的な基準では、その現在高は貸借対照表（償却資産は、原則として取得価額等と

減価償却累計額を表示）に、その期中の増減は純資産変動計算書に表示されます。 

3.  現行制度上、各地方公共団体では、「地方自治法」（昭和２２年法律第６７号）に規定

する公有財産を管理するための公有財産台帳や個別法に基づく道路台帳等の各種台帳

を備えることとなっていますが、これらの台帳は、主に数量面を中心とした財産の運

用管理、現状把握を目的として備えることとされており、資産価値に係る情報の把握

が前提とされていない点で固定資産台帳と異なります。また、これらの台帳を個々に

備えることとなっているものの、すべての固定資産を網羅する台帳は整備することと

なっていないのが現状です。（固定資産台帳と公有財産台帳の主な相違点については、

「別紙１」参照） 

4.  固定資産は、地方公共団体の財産の極めて大きな割合を占めるため、地方公共団体の

財政状況を正しく把握するためには、正確な固定資産に係る情報が不可欠です。 

5.  今後、すべての地方公共団体に適用する統一的な基準による財務書類等の作成にあた

っては、自団体の資産の状況を正しく把握することや、他団体との比較可能性を確保

することが重要になることから、各地方公共団体の財政状況を表す財務書類の作成に

必要な情報を備えた補助簿として固定資産台帳を整備する必要があります。また、将

来世代と現世代の負担公平性に関する情報や施設別・事業別等のセグメント別の財務

情報をあわせて示すこと等により、個別の行政評価や予算編成、公共施設の老朽化対

策等に係る資産管理等といった活用につなげるためにも、同台帳の整備は重要であり、

民間事業者によるＰＰＰ／ＰＦＩ事業への参入促進にもつながると考えられます。上

記の観点等から、固定資産台帳については、公表を前提とすることとします。 

6.  さらに、固定資産台帳は、総務省が策定を要請している「公共施設等総合管理計画」

に関連して、公共施設等の維持管理・修繕・更新等に係る中長期的な経費の見込みを

算出することや、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針等を充
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実・精緻化することに活用することも考えられます。 

7.  このように、固定資産台帳は、整備することが目的ではなく、整備後の同台帳の活用

を念頭に置いて、整備を進めていくことが重要となります。 

8.  また、前述のとおり現行制度における各種台帳については、その目的や構造等におい

て固定資産台帳と相違点も多いですが、将来的には一体的な管理を行えることが効率

的な資産管理という観点からも望ましいため、既存の各種台帳から可能な限りデータ

を取得した上で、将来的な一元化を見据えた固定資産台帳として整備することも考え

られます。 

9.  特に、主として財産の運用管理を目的とする公有財産台帳等と固定資産台帳について

は、内容が重複する部分も多く、相互の整合性を保持し、効率的な管理を図るために

も、例えば資産番号等を共用してリンクさせることが望まれます。 

10. なお、企業会計等が随時、基準等の改正を行っているのと同様に、公会計の理論及び

実務についても、今後一層進展していくものと考えられるなかで、その時々の状況に

応じて、これまでの議論も踏まえた上で、本手引きの内容も充実・改善を図っていく

予定です。 

 

Ⅲ 固定資産台帳の記載項目 

11. 固定資産台帳の記載項目については、すべての地方公共団体において同台帳の整備を

進める観点から、財務書類作成のための補助簿としての機能を有するための必要最小

限の項目を基本とします。 

12. 固定資産台帳が財務書類作成のための補助簿の役割を果たす以上、財務書類に計上さ

れる項目の内訳が算出できるようになっていなければなりませんが、具体的には、１

資産単位ごとに、勘定科目、件名、取得年月日、取得価額等、耐用年数、減価償却累

計額、帳簿価額、数量（（延べ床）面積）等の情報を備えることとします。なお、これ

らの情報は、資産管理の目的にも必要なものと考えられます。 

13. 個々の固定資産台帳の記載項目については、「固定資産台帳の記載項目の例」（「別紙２」

参照）のとおりとし、原則として「①基本項目」を備えることとします。 

14. また、固定資産台帳を公共施設マネジメント等に活用するため、各地方公共団体の判

断により、例えば「②追加項目」のように、それぞれの状況に応じて固定資産台帳に

記載する項目を追加すること等により、活用の幅を広げることも重要です。ただし、

公共施設マネジメント等については、これらの項目以外の情報等を固定資産台帳と複

合的に照らしあわせて活用していたり、他のシステムに情報を集積し、取組を行って

いる例があるなど、各団体における取組方法は様々であることから、どの程度、こう

した情報を固定資産台帳に追加して整備するかは、個々の地方公共団体の創意工夫が

必要となります。 

15. さらに、ＧＩＳ（地理情報システム。地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を
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持ったデータ（空間データ）を総合的に管理・加工して視覚的に表示し、高度な分析

や迅速な判断を可能にする技術）を活用することで、固定資産の効率的な棚卸や活用

の充実を図ることも考えられます。 

16. なお、記載項目を追加する際には、所管部署ごとに必要な情報が異なる場合もあるた

め、どこまで情報が取得できるかの整理が前提となりますが、例えば建物・公園・道

路など資産の性質や利用目的に応じ、所管部署ごとに固定資産台帳の様式を一部異な

るものにすることも考えられます。 

17. 以上をまとめると、固定資産台帳の記載項目については、原則として「別紙２」の「①

基本項目」を備えることとしますが、実際に資産を管理・活用する所管部署が資産管

理のためにどのような情報を必要とするか等によって追加する項目を決めていくこと

がポイントとなると考えられます。 

 

Ⅳ 固定資産台帳の記載対象範囲 

１ 総則 

18. 固定資産台帳は、すべての固定資産を１単位ごとに記載する台帳であって、原則とし

てすべての保有固定資産について評価・整備するとともに、以後継続的に、購入、無

償取得、除売却、科目の振替、減価償却費等を含む増減につき記録します。 

19. なお、開始貸借対照表（統一的な基準に基づき、最初に作成する会計年度の開始時（該

当年度期首）現在の貸借対照表のことをいいます。例えば平成２６年度決算から統一

的な基準により財務書類等を作成する場合における開始貸借対照表は、平成２６年４

月１日（期首）の貸借対照表を指します。）作成時において、以下の①～③のいずれか

に該当するものは、原則として資産として記載しないこととします。ただし、①につ

いては、将来の更新費用の算定に必要である等の理由により、各地方公共団体で必要

とする場合は、記載することが適当です。 

   ①既に耐用年数が過ぎているもの 

   ②表示登記が行われていない法定外公共物（里道（赤線）や水路（青線）等） 

   ③部落有、財産区有の資産 

20. また、既存の固定資産の価値を増加させない、または耐久性を増さない修繕・補修・

改修・改築・改造等は、固定資産の増加として認識しません。例えば、 

   ①漁港・港湾の浚渫工事で、水深が従前と変わらないもの 

   ②河川の堤防の改修工事で、堤の容量や材料が従前と変わらないもの 

   ③災害復旧において、新規に作り直す部分以外 

  等があります。これらの修繕等は、当該会計年度の費用として計上することとなりま

す。 

21. 管理者と所有者が異なる指定区間外の国道や指定区間の一級河川等については、当該

地方公共団体の資産としては計上しないものの、公共施設等のマネジメントの観点か
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ら、固定資産台帳に記載し、貸借対照表に財務情報（土地・償却資産別の取得価額等

及び減価償却累計額）を注記することが望まれます。また、表示登記が行われていな

い法定外公共物についても、同様な取扱いとすることが望まれます。 

 

２ 建設仮勘定 

22. 建設仮勘定は、有形固定資産に区分される勘定科目で、その工期が一会計年度を超え

る建設中の建物など、完成前の有形固定資産への支出等を仮に計上しておくための勘

定科目であり、当該有形固定資産が完成した時点で本勘定に振り替えられます。 

23. 建設仮勘定については、目的とする完成物を単位として建設仮勘定番号を付し、「固定

資産台帳の記載項目の例」（「別紙２」参照）に準じて作成した建設仮勘定台帳にその

履歴を記載します。なお、一部が完成した場合、原則として完成部分を本勘定へ振り

替えることとなり、事業量に応じた工事金額の特定など、振替部分を独立して算定で

きる場合は、その金額を計上しますが、振替部分の金額を独立して算定することが困

難な場合には、その振替額を次の計算式によって算定することができます。この場合、

必要に応じて全事業完了後に精算を行うことができます。なお、建設仮勘定について、

減価償却は行いません。 

    ○本勘定への振替額 ＝ 計画総事業費 × 完成分事業量 ÷ 総事業量 

 

３ リース資産 

24. リース資産のうちファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法

（固定資産に該当するものは貸借対照表に計上）に準じて会計処理を行い、オペレー

ティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法（費用として行政コ

スト計算書に計上）に準じて会計処理を行うこととします。ただし、ファイナンス・

リース取引であっても、所有権移転外ファイナンス・リース取引及び重要性の乏しい

所有権移転ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じて会計処理を行うことができることとします。なお、地方公共団体は、リース取引

においては借り手になることが想定されるため、研究会報告書では、借り手側の処理

に準じて記載されていますが、その具体的な取扱いについては明確に定められていま

せんので、企業会計の考え方及び手法（「リース取引に関する会計基準」（企業会計基

準第１３号）。以下「リース会計基準」といいます。）を参考にして処理することが適

当です。 

25. ファイナンス・リース取引とは、次のいずれかに該当するものをいいますが、おおま

かにいうと、途中で解約できずに借り手が最後まで使用することが想定されているよ

うなものであれば、該当するものとして当該リース取引を貸借対照表に計上します。

なお、オペレーティング・リース取引とは、ファイナンス・リース取引以外のリース

取引をいいます。 
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    ①解約不能のリース期間中のリース料総額（利息分を除く）の現在価値が、当該リ

ース物件の見積現金購入価額（現金で購入すると仮定した場合の見積額）の概ね

９０％以上であること（リース料総額の現在価値 ≧ 見積現金購入価額 × 

９０％） 

    ②解約不能のリース期間が、当該リース物件の経済的耐用年数の概ね７５％以上で

あること（解約不能のリース期間 ≧ 経済的耐用年数 × ７５％） 

     ※リース物件の特性、経済的耐用年数の長さ、リース物件の中古市場の存在等を

勘案すると、①の判定結果が９０％を大きく下回ることが明らかな場合を除く 

この中で、「解約不能」とありますが、必ずしも契約条件として定められているものだ

けではなく、例えば途中解約して残りのリース料のほとんどすべてを支払わなければ

ならないような場合も、実質的に解約不能と考えられることに注意が必要です。 

26. なお、次のいずれかに該当するものが所有権移転ファイナンス・リース取引になると

考えられますが、おおまかにいうと、ファイナンス・リース取引のうち、リース契約

上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借り手に移転すると認められるものを所

有権移転ファイナンス・リース取引、それ以外の取引を所有権移転外ファイナンス・

リース取引といいます。 

    ①リース契約上、リース期間終了後またはリース期間の中途で、リース物件の所有

権が借り手に移転することとされているリース取引 

    ②リース契約上、借り手に対して、リース期間終了後またはリース期間の中途で、

名目的価額またはその行使時点のリース物件の価額に比して著しく有利な価額で

買い取る権利が与えられており、その行使が確実に予想されるリース取引 

    ③リース物件が、借り手の用途等にあわせて特別の仕様により製作または建設され

たものであって、当該リース物件の返還後、貸し手が第三者に再びリースまたは

売却することが困難であるため、その使用可能期間を通じて借り手によってのみ

使用されることが明らかなリース取引 

27. また、２４段落のとおり、所有権移転外ファイナンス・リース取引及び重要性の乏し

い所有権移転ファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会

計処理を行うことができることとしていますが、「重要性の乏しいもの」としては、リ

ース会計基準の少額リース資産及び短期のリース取引の取扱いに準じて、次のいずれ

かに該当する場合が考えらます。 

    ①重要性が乏しい償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用されている

場合で、リース料総額が当該基準以下のリース取引 

    ②リース期間が１年以内のリース取引 

    ③当該地方公共団体の活動において重要性の乏しいものでリース契約１件あたりの

リース料総額（維持管理費相当額または通常の保守等の役務提供相当額のリース

料総額に占める割合が重要な場合には、その合理的見積額を除くことができる）
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が３００万円以下のリース取引 

28. リース資産の評価基準については、取得価額（貸し手の購入価額が判明している場合

は貸し手の購入価額、不明な場合はリース料総額の割引現在価値と貸し手の見積現金

購入価額とのいずれか低い額）とし、所有権移転ファイナンス・リース取引について

は、自己所有の固定資産と同様の方法により減価償却費等を算定します。 

29. リース資産に該当する資産については、資産全体に占める割合は低いと考えられます

が、原則として次のとおり事務処理を行い、その金額等を固定資産台帳に記載します。

まず、リース料の総額（利息相当額を除く）を資産（有形固定資産または無形固定資

産）と負債（その他）の双方に計上します（利息相当額は、原則として返済されてい

ないリース債務の残高に一定率を乗じて計算した結果を支払利息相当額とする方法に

より配分された額を、支払利息として処理します。）。その後、リース資産は他の有形

固定資産や無形固定資産と同様に減価償却計算を行い、リース債務はリース料の支払

いに応じて減額していきます（所有権移転外ファイナンス・リース取引を資産計上す

る場合は、最終的に所有しないため、リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロと

して定額法により減価償却を行います。）。以上を踏まえると、リース資産の評価方法

は、以下のとおりとなります。 

 リース資産の評価方法 

種類 所有権移転 所有権移転外 

取得価額 

・貸し手の購入価額が判明している場合 

 →貸し手の購入価額 

・貸し手の購入価額が不明な場合 

 →リース料総額の割引現在価値と貸し手の 

見積現金購入価額とのいずれか低い額 

・貸し手の購入価額が判明している場合 

→リース料総額の割引現在価値と貸し手の

購入価額または見積現金購入価額とのい

ずれか低い額 

・貸し手の購入価額が不明な場合 

 →リース料総額の割引現在価値と貸し手の見

積現金購入価額とのいずれか低い額 

耐用年数 

・経済的使用可能予測期間 ・リース期間（ただし、再リース期間を含めて

ファイナンス・リース取引の判定を行った場

合は、再リース期間も耐用年数に含める） 

減価償却 定額法 

※２４段落のとおり、所有権移転外ファイナンス・リース取引及び重要性の乏しい所有権移転ファイナンス・リ

ース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができることとしていることに留意 

30. なお、通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務

のうち、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約に係るものは、貸借対照表

に計上されたリース債務の金額を注記します。 

 

４ ＰＦＩ等 

31. ＰＦＩ等の手法により整備した所有権がない資産についても、原則として所有権移転

ファイナンス・リース取引と同様の会計処理を行うものとし、契約上のリスク配分状
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況等を検討の上、原則として地方公共団体に帰属するリース資産・リース債務として

認識し、固定資産台帳にその金額及び計算方法等を記載します。なお、会計処理にあ

たっては、ＰＦＩ等の事業内容に応じて、例えば利息相当額や維持管理・運営費は、

原則として支払総額から控除してリース資産・リース債務の計上を行う必要がありま

す。 

 

Ⅴ 固定資産台帳の記載単位 

１ 総則 

32. 固定資産台帳は、単に財務書類の補助簿としてのみならず、資産管理に役立つもので

なければなりません。そのためにも、記載単位としては、 

    ①現物との照合が可能な単位であること 

    ②取替や更新を行う単位であること 

   という２つの原則に照らして判断し、記載することが適当です。 

33. すなわち、資産として記載する「１単位」の区分については、①により、固定資産に

ついて、その現物が確認でき、対応する価額を特定できることが必要になり、かつ、

②により、例えば耐用年数が異なるなど償却資産の単位に区分することが必要となり

ます。 

34. このように資産の「１単位」を区分した上で、統一的な基準では、具体的に固定資産

台帳に記載すべき資産単位は、棟、個、台、筆、㎡、ｍ等を基本とします。 

35. ただし、例外として、開始時においては、道路、河川及び水路について、１区間単位

の価格算定が困難な場合に限り、会計年度単位に供用開始等した合計数量（延長キロ

等）をもって、記載する「１単位」とすることも妨げないこととします。しかしなが

ら、例えば道路については、管理は会計年度単位よりは路線単位等で行われることが

想定されますので、開始後については、新規整備や更新など一定のタイミングで路線

単位等の管理とすることとし、精緻化を図ることが望まれます。 

36. また、開始時簿価の算定のための減価償却計算は、建物本体と附属設備の耐用年数が

異なるような物件であっても、一体と見なして建物本体の耐用年数を適用して減価償

却計算を行うことができることとします。ただし、開始後に取得するものについては、

原則に従い建物本体と附属設備を分けて固定資産台帳に記載することとします。なお、

開始時に建物本体と附属設備を一体として固定資産台帳に記載したものであっても、

更新など一定のタイミングで分けて記載し、精緻化を図ることが望まれます。 

37. 事業用資産の工作物（門、柵、塀等）については、それぞれの工作物ごとの個別単位

の管理を原則としますが、開始時において、過去に取得したものを分けて管理してい

ない場合は、一体として固定資産台帳に記載することを許容することとします。ただ

し、開始後においては、新規整備や更新など一定のタイミングで分けて記載し、精緻

化を図ることが望まれます。 
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38. なお、土地と建物等を一括で購入した場合、購入金額について土地と建物等を区分す

る必要があります。契約書等により、土地と建物等の内訳が判明する場合には、契約

書等による土地と建物等の内訳金額を取得価額として採用します。消費税は、土地は

非課税ですが、建物等は課税されますので、一般的に、契約書等から土地と建物等の

内訳が判明しないケースは少ないと考えられますが、売主が個人である場合や、開始

時における消費税導入以前の購入の場合等で、契約書等から内訳が判明しない場合に

は、一括の契約金額から土地の適正な価額を控除する等により、建物等の取得価額を

算定します。  

 

２ 付随費用 

39. 有形固定資産の取得価額は、当該資産の取得にかかる直接的な対価のほか、「企業会計

原則」第三－五－Ｄに準拠して、原則として当該資産の引取費用等の付随費用を含め

て算定した金額とします。例えば土地の取得価額には、購入手数料、測量・登記費用、

造成費及び造成関連費用、補償費といったもの、工作物である道路の取得価額には、

道路そのものの取得にかかる直接的な対価のほか、街灯、ガードレール、標識等の附

属設備の価額を含めます。なお、それぞれの附属設備等を個別単位で管理することを

妨げるものではありません。また、統一的な基準における消費税の取扱いについては、

税込方式を採用することとし、取得価額には、消費税相当額を含めることとします。 

 

３ 資本的支出と修繕費の区分 

40. 有形固定資産のうち、償却資産に対して修繕等を行った場合は、修繕等に係る支出が

当該償却資産の資産価値を高め、またはその耐久性を増すこととなると認められるか

どうかを判断し、認められる部分に対応する金額を資本的支出（有形固定資産の取得

時及び取得後の支出のうち、当該資産の取得価額に加えるべき支出）として資産に計

上します。なお、上記の判断は、実務上困難な場合もあると考えられることから、「区

分基準（修繕費支弁基準）」を内部で策定して事務処理を行うのが適当と考えられます。

「区分基準」については、「法人税基本通達」第７章第８節の例示が参考になり、これ

をまとめると以下のとおりとなりますが、区分が不明な場合は、同通達に、①金額が

６０万円未満の場合、または②固定資産の取得価額等のおおむね１０％相当額以下で

ある場合には、修繕費として取り扱うことができるという規定がありますので、これ

に従うことが考えられます。なお、地方公共団体の実情により、「６０万円未満」を別

途の金額に設定することもできることとしますが、その際は、その旨を注記します。 

41. また、既存の償却資産に対して行った資本的支出については、その支出金額を固有の

取得価額として、既存の償却資産と種類及び耐用年数を同じくする別個の資産を新規

に取得したものとして、その種類と耐用年数に応じて減価償却を行っていくこととし

ます。 
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法人税基本通達による資本的支出と修繕費の区分 

区

分 
内容 

資 

本 

的 

支 

出 

定

義 

固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、またはその耐久

性を増すこととなると認められる部分に対応する金額 

例 

(1) 建物の避難階段の取付など物理的に付加した部分に係る費用の額 

(2) 用途変更のための模様替えなど改造または改装に直接要した費用の額 

(3) 機械の部分品を特に品質または性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の

額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額 

(注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる 

修 

繕 

費 

定

義 

通常の維持管理のため、またはき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認めら

れる部分の金額 

例 

(1) 建物の移えいまたは解体移築をした場合（移えいまたは解体移築を予定して取得した建物につ

いてした場合を除く）におけるその移えいまたは移築に要した費用の額。ただし、解体移築に

あっては、旧資材の７０%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま

利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る 

(2) 機械装置の移設に要した費用（解体費を含む）の額 

(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。ただし、次

に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く 

  イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合 

  ロ 土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行った場合 

  ハ 地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合 

(4) 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地

上げまたは移設に要した費用の額。ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改

良するものであるなど明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金

額を除く 

(5) 現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の

額及び砂利道または砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額 

 

Ⅵ 減価償却・耐用年数等 

42. 償却資産については、毎会計年度減価償却を行うものとし、減価償却は、種類の区分

ごとに定額法によって行うものとします。なお、開始時の道路、河川及び水路に係る

減価償却については、実務的には、例えば道路資産の構成部分ごとの把握が困難な場

合もあることから、簡便的な減価償却の方法として、道路等の類似した一群の資産を

一体として総合償却するような償却方法も許容することとします。 

43. 取替法については、今後の検討課題とし、当面は適用しないこととしますが、その有

用性等を検証する観点から、既に取替法を適用している地方公共団体が今後も取扱い

を継続することを妨げません。 

44. 償却資産の各会計年度の減価償却額は、当該固定資産の当該会計年度期首における取

得価額等に、耐用年数に応じた償却率を乗じて算出した金額とします。 

45. 償却資産に係る耐用年数及び償却率については、原則として「減価償却資産の耐用年

数等に関する省令」（昭和４０年大蔵省令第１５号。以下「耐用年数省令」といいます。）

に従うこととし、具体的には、「別紙３」及び「別紙４」のとおりとします。なお、端

数が生じた場合においては、１円未満を切り捨てます。 

46. 償却資産の減価償却について、上記耐用年数により難い特別の理由として次に掲げる
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事由のいずれかに該当する場合は、当該固定資産の使用可能期間をもって耐用年数と

することができます。 

①当該固定資産の材質または製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の償却

資産の通常の材質または製作方法と著しく異なることにより、その使用可能期間

が上記耐用年数に比して著しく短いこと 

②当該固定資産の存する地盤が隆起し、または沈下したことにより、その使用可能

期間が上記耐用年数に比して著しく短いこととなったこと 

③当該固定資産が陳腐化したことにより、その使用可能期間が上記耐用年数に比し

て著しく短いこととなったこと 

④当該固定資産がその使用される場所の状況に起因して著しく腐食したことにより、

その使用可能期間が上記耐用年数に比して著しく短いこととなったこと 

⑤当該固定資産が通常の修理または手入れをしなかったことに起因して著しく損耗

したことにより、その使用可能期間が上記耐用年数に比して著しく短いこととな

ったこと 

⑥その他①から⑤までに掲げる事由に準じる事由により、当該固定資産の使用可能

期間が上記耐用年数に比して著しく短いことまたは短いこととなったこと 

47. 上記以外は耐用年数省令に準じた耐用年数を設定することとしますが、その取扱いに

合理性・客観性があるもので、別途規定するものについては、耐用年数省令よりも長

い期間の耐用年数を設定することもできることとします。 

48. なお、既に固定資産台帳が整備済または整備中の地方公共団体において、耐用年数が

合理的かつ客観的な基準によって設定されたものであれば、当該耐用年数を変更しな

いこととします。 

49. また、建物等の改築や更新等を実施した場合であって、資本的支出に該当する場合は、

４１段落のとおり、その支出金額を固有の取得価額として、既存の償却資産と種類及

び耐用年数を同じくする別個の資産を新規に取得したものとして、その種類と耐用年

数に応じて減価償却を行うこととしていますが、このような資産の長寿命化対策と耐

用年数との関係については、今後の検討課題とします。 

50. 各会計年度の中途において取得した固定資産の減価償却については、使用の当月また

は翌月から月数に応じて行うことを妨げません。 

51. 償却資産のうち有形固定資産の償却額に相当する金額は、当該固定資産の価額を減額

する場合を除くほか、これを減額してはいけません。 

52. 償却資産のうち有形固定資産を一体として減価償却を行う場合で当該有形固定資産を

撤去して、それに対応する減価償却累計額を減額する場合の額は、当該撤去の直前の

会計年度末の減価償却累計額に、当該撤去資産の価額の同会計年度末において減価償

却の対象となる有形固定資産の総額に対する割合を乗じて算出します。 

53. ２以上の用途に共通して使用されている償却資産については、使用目的、使用状況等
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により、当該資産の用途を合理的に判定し、その用途に定められた耐用年数に基づき、

減価償却を行います。用途の判定にあたっては、使用面積のみならず、その使用頻度

等もあわせて合理的に判断します。なお、途中で用途変更があった場合には、当該資

産の使用状況（過去及び用途変更後）や環境の変化等を勘案し、その後の経済的使用

可能年数を見積もり、耐用年数を決定します。ただし、簡便的に、耐用年数省令に基

づく耐用年数（以下「法定耐用年数」といいます。）等を用い、以下の算式により用途

変更後の耐用年数を求めることもできることとします。 

    ○用途変更後の耐用年数 ＝ （（用途変更前の法定耐用年数 － 経過年数） 

／用途変更前の法定耐用年数） × 用途変更後の法定耐用年数 ＋ 経過年数 

54. 中古の償却資産を取得した場合の耐用年数については、耐用年数省令等の取扱いに準

じて、以下のとおり算定します。 

    ①見積法による耐用年数 

      当該資産を事業の用に供した時以降の使用可能期間として、資産の摩滅・摩耗

の程度等から客観的かつ合理的に見積もられた年数 

    ②簡便法による耐用年数 

      見積法により耐用年数を見積もることが困難なものは、次に掲げる資産の区分

に応じ、それぞれに定める年数（その年数が２年未満の場合は２年） 

    ○法定耐用年数の全部を経過した資産 

      法定耐用年数 × ２０％ 

    ○法定耐用年数の一部を経過した資産 

     （法定耐用年数 － 経過年数） ＋ 経過年数 × ２０％ 

   ただし、当該資産について支出した資本的支出の金額が当該資産の取得価額の５０％

に相当する金額を超える場合は、②簡便法による耐用年数によることはできず、法定

耐用年数によることとします。 

55. 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除

項目として、減価償却累計額の項目をもって表示することとします（間接法の適用）。

ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げ

ません。また、各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金

額から直接控除し、その控除して得た額を当該各有形固定資産の金額として表示する

ことができます（直接法の許容）。ただし、この場合、当該減価償却累計額を当該各有

形固定資産の科目別に、または一括して注記しなければなりません。なお、無形固定

資産については、直接法によって行うこととします。 

56. 償却資産について、耐用年数を経過した後においても存する場合は、原則として備忘

価額１円（残存価額なし）を計上します。ただし、無形固定資産については、備忘価

額は計上しません。 

57. なお、有形固定資産及び無形固定資産に係る減損処理については、今後の検討課題と
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し、当面は適用しないこととしますが、その有用性等を検証する観点から、既に減損

処理を適用している地方公共団体が今後も取扱いを継続することを妨げません。 

58. 土地、立木竹、美術品・骨董品・歴史的建造物、建設仮勘定は、減価償却は行いませ

ん。 

59. また、償却資産の減価償却計算の履歴については、固定資産台帳等に耐用年数にわた

り保存しておく必要があります。 

 

Ⅶ 資産の評価基準・評価方法 

１ 総則 

60. 財務書類等の作成目的である財政の効率化・適正化に資するため、固定資産台帳等に

基づく資産・債務の実態把握及び管理が重要ですが、とりわけ、資産価値の適切な評

価は重要であり、そのおおまかな考え方は以下のとおりです。 

61. なお、資産評価については、開始時と開始後を、しっかりと区別する必要があります。

その区別をしないと資産の評価基準・評価方法を誤解する原因にもなります。（後述の

有形固定資産等の評価基準をまとめると、「別紙５」のとおりとなります。） 

62. 土地等の非償却資産、建物や工作物等の償却資産は、それぞれ独立したものとして取

扱います。（ただし、３６段落のとおり、開始時簿価の算定のための減価償却計算につ

いては、建物本体と附属設備の耐用年数が異なるような物件であっても、一体と見な

して建物本体の耐用年数を適用して減価償却計算を行うことができることとします。） 

 

２ 有形固定資産 

63. 事業用資産とインフラ資産の開始時簿価については、取得原価が判明しているものは、

原則として取得原価とし、取得原価が不明なものは、原則として再調達原価とします

（償却資産は、当該価額から減価償却累計額を控除した価額を計上。以下同様）。ただ

し、道路、河川及び水路の敷地のうち、取得原価が不明なものについては、原則とし

て備忘価額１円とします。また、開始後については、原則として取得原価とし、再評

価は行わないこととします。なお、取得原価については、事実関係をよく調査する必

要があり、安易に取得原価が不明だと判断することのないよう留意する必要がありま

す。具体的には、地方債発行に関連する資料など、残存する証拠書類を確認すること

が考えられますが、それでも取得原価が判明しない資産については、取得原価の把握

のために、地方財政状況調査（決算統計）の数値を用いることも考えられます。 

64. また、取得原価の判明状況は各地方公共団体において異なることや地方債の償還年限

が取得原価の判断状況に影響すること等を踏まえ、実施可能性や比較可能性を確保す

る観点から、特定の時期（昭和５９年度以前）に取得したものは、６３段落の取扱い

にかかわらず、原則として取得原価不明なものとして取扱うこととします。なお、後

述の１０９段落のとおり、既に固定資産台帳を整備済または整備中の地方公共団体に
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おいては、資産評価に係る二重負担を回避する観点等から、一定の経過措置を設けて

います。 

65. 物品は、地方自治法第２３９条第１項に規定するもので、原則として取得価額または

見積価格が５０万円（美術品は３００万円）以上の場合に、その取得価額を資産とし

て計上し、再評価は行わないこととします。ただし、各地方公共団体の規程等におい

て重要な物品等の基準を有している場合で、かつ、総資産に占める物品の割合に重要

性がないと判断される場合においては、各地方公共団体の判断に基づき、継続的な処

理を前提に当該規程等に準じた資産計上基準を設けることを妨げないこととします。

なお、取得原価が不明な資産については、原則として再調達原価とします。 

66. 有形固定資産（事業用資産、インフラ資産及び物品）のうち、適正な対価を支払わず

に取得したものについては、原則として再調達原価とします。ただし、無償で移管を

受けた道路、河川及び水路の敷地については、原則として備忘価額１円とします。 

 

３ 無形固定資産 

67. 無形固定資産の開始時簿価については、原則として取得原価とし、再評価は行わない

こととしますが、適正な対価を支払わずに取得したもの及び開始時において取得原価

が不明なものについては、原則として再調達原価とします。 

68. 特許権、著作権、商標権、営業権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、

商号、出版権等の無体財産権は、耐用年数省令に定める償却資産として、定額法によ

り減価償却を行い、取得価額から減価償却累計額を控除した価額を計上します（５６

段落のとおり備忘価額なし）。なお、計上にあたっては、重要性の観点から金額が少額

のもの等については、計上しないことも合理的な処理と考えられます。例えば「相続

税財産評価に関する基本通達」においては、課税時期後において取得すると見込まれ

る補償金額が５０万円に満たないと認められる特許権、実用新案権、意匠権や商標権

は評価しないこととされています。 

69. 地上権、地役権、借地権、鉱業権等の用益物権（他人の土地等をある目的で使用する

ための権利）は、非償却資産であり、減価償却は行いません。また、用益物権の存否

確認は一般的に困難であり、加えて、民有地を地方公共団体が公園として管理してい

る場合や国有地を地方道として管理している場合など一般的な権利関係と異なる場合

があり、より権利の認定が困難と考えられますが、一般的に以下のいずれかに該当す

る場合は、用益物権が存すると考えられるため、金額等による重要性の観点に照らし

て計上します。 

    ①契約書が残っており、契約上「建物所有を目的とする賃貸借」と明記されている 

    ②地代の支払いを行っている 

    ③権利の設定時、権利金等の一時金を支払った 

    ④借地権等の権利自体を他人から有償で取得した 
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   また、取得価額が判明している場合には、取得価額により土地の賃貸借契約または転

貸借契約にあたり借地権の対価として土地所有者または借地権者に支払った金額のほ

か、次に掲げるような金額を含みます。 

    ①土地の上に存する建物等を取得した場合におけるその建物等の購入代価のうち借

地権の対価と認められる部分の金額 

    ②賃借した土地の改良のためにした地盛り、地ならし、埋立て等の整地に要した費

用の額 

    ③借地契約にあたり支出した手数料その他の費用の額 

    ④建物等を増改築するにあたりその土地の所有者等に対して支出した費用の額 

70. ソフトウェアについては、地方公共団体においては財務会計システム、税務システム、

住民基本台帳システム等があり、これらのうち、当該地方公共団体が所有等するもの

について固定資産として取得価額から減価償却累計額を控除した価額を計上すること

としますが、具体的な取扱いは、以下のとおりです。なお、将来の費用削減とは無関

係な映像ソフトのようなものは当該会計年度において費用処理します。 

①研究開発費（試験研究費）に該当する場合は、資産計上しない（一部が該当する

場合も、当該金額は取得価額から控除して計上） 

②研究開発費に該当しないソフトウェアの取得・制作費については、当該ソフトウ

ェアの利用により将来の費用削減が確実であると認められる場合、当該ソフトウ

ェアの取得に要した費用（購入の場合：購入の対価＋購入に要した費用＋事業の

用に供するために直接要した費用（そのソフトウェアの導入にあたって必要とさ

れる設定作業及び自団体の使用にあわせるために行う付随的な修正作業等の費用

を含む）、自団体製作の場合：製作等に要した原材料費・労務費・経費＋事業の用

に供するために直接要した費用。なお、過去に遡って算出することが困難な場合

は、５年間の開発費等の累計額）を資産価額とする 

③ソフトウェアの利用により将来の費用削減が確実であると認められる場合とは、

自団体で利用するためにソフトウェアを制作し、当初意図した使途で継続して利

用することにより、当該ソフトウェアを利用する前と比較して業務を効率的また

は効果的に遂行することができると明確に認められる場合、市場で販売している

ソフトウェアを購入し、かつ、予定した使途で継続して利用することによって、

業務を効率的または効果的に遂行することができると認められる場合等が考えら

れる 

    ④物品等（機械装置や備品等）を稼働させるためのソフトウェアについて、当該物

品等と当該ソフトウェアが一体とならなければ機能しない場合は、原則として当

該物品等に含めて計上する 
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４ 開始時における取得原価が不明な有形固定資産の具体的な評価方法 

（１）総則 

71. 開始時に取得原価が不明な有形固定資産については、原則として再調達原価とします

が、その具体的な評価方法については以下のとおりです。なお、適正な対価を支払わ

ずに取得したものについても、原則として同様な評価方法で算定します。 

72. 取得時期や建設時期が不明の償却資産の耐用年数等の取扱いについては、以下の方法

が考えられます。 

   ①取得時期が不明で建設時期が判明している場合 

     当該建物等の建設時期から開始時までの経過年数に基づき減価償却を行います。 

   ②建設時期が不明で取得価額及び取得時期が判明している場合 

     見積法（５４段落参照）を採用し、開始時以降の使用可能期間の年数を見積も

ります。なお、開始時簿価の算定にあたっては、建物等の老朽化の程度から合理

的に経過年数を推定し、これに基づいて減価償却累計額を判定することもできま

す。経過年数は、利用履歴や改修等の履歴から出来る限り実際の経過年数に近い

年数を見積もることが望まれますが、困難な場合は、建物等の老朽化の程度に応

じた一定の基準を定めて、当該基準により経過年数を定めることも考えられます。 

   ③取得時期・建設時期ともに不明な場合 

     見積法により開始時以降の使用可能期間の年数を見積もります。 

73. 複数の評価方法が示されている場合は、資産の重要性等を踏まえ、個別に異なる評価

方法を採用することも差し支えありませんが、採用した評価方法を注記する必要があ

ります。また、評価方法の変更を禁止しているわけではなく、より個々の実態を反映

した評価への変更については合理性が認められますが、経年比較の観点からは安易に

評価方法を変更することは適当ではありません。 

 

（２）土地 

74. 土地については、「固定資産評価基準」（昭和３８年自治省告示第１５８号）に基づく

固定資産税評価額を基礎とした評価を行います。固定資産税評価額を基礎とした具体

的な評価方法については、以下の方法が考えられます。なお、評価方法の適用にあた

っては、各地方公共団体における価格事情及び評価対象地の特性（評価対象数、所在

状況等）を考慮し、固定資産税評価の実情等を担当部署との打ち合わせ等で十分把握

した上で、選択する必要があります。 

①個別評価 

固定資産評価基準及び各市町村において定められた固定資産評価要領（実務マ

ニュアル等）に基づき課税地と同様に各土地について地目別に個別評価を行う方

法です。課税地と同様の評価を行うことでより精度の高い評価が可能となります

が、例えば宅地においては、路線番号及び路線価（正面、側方、二方）、地目、地
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積、土地の補正に係る事項（間口・奥行・形状等）など、課税地と同様の土地情

報が必要となります。 

②平均単価による評価 

（ア）町丁目単位 

町丁目（大字・小字）単位の平均固定資産税評価額を平均単価として算定す

る方法です。町丁目によって土地利用の状況が区分されるような価格事情にあ

る場合に有効な評価方法です。評価にあたり必要となる事項は、土地ごとの地

目、地積、当該土地の存する町丁目及び町丁目別に求めた地目別固定資産税評

価額の平均単価です。ただし、価格事情によっては実態と乖離した評価額にな

る可能性があるため、特に宅地については、以下（ウ）の平均単価を活用する

ことが望ましいと考えられます。 

（イ）固定資産税概要調書における地目単位 

固定資産税概要調書による市町村ごとの地目別平均単価を採用する方法です。

評価作業の負担は最も少ないといえますが、評価対象地の所在状況等によって

は、実態を反映しないものとなる可能性があるため、各地方公共団体における

価格事情及び評価対象地の特性（評価対象数、所在状況等）を十分考慮した適

用が望まれます。評価にあたり必要となる事項は、土地ごとの地目、地積及び

概要調書における地目別平均単価です。 

（ウ）宅地及び宅地比準土地の場合の平均単価 

ａ．路線単位 

固定資産評価基準における宅地評価法の１つである市街地宅地評価法を適用

している地域において有効な評価方法で、付設された路線ごとに、沿接する宅

地の固定資産税評価額の平均価額を採用して評価する方法です。平均単価によ

る評価でもっとも精度が高いものとなりますが、各土地の正面路線を確定する

必要があります。評価に必要な事項は、土地ごとの地目、地積のほか、当該土

地の接面する路線の番号及び当該路線の固定資産税評価額の平均単価です。 

ｂ．状況類似地域（地区）単位 

固定資産評価基準における地域単位である状況類似地域（地区）ごとの固定

資産税評価額の平均単価を採用する方法です。街路の状況（幅員等）や間口・

奥行等の要因については、地域別の単純平均的な状況としての評価となります。

評価に必要な事項は、土地ごとの地目、地積、当該土地の属する状況類似地域

（地区）番号、当該地域における宅地の固定資産税評価額の平均単価です。 

ｃ．用途地区単位 

固定資産評価基準における用途地区ごとの固定資産税評価額の平均単価を採

用する方法で、一市町村内における用途地区（普通商業地区、併用住宅地区、

普通住宅地区、中小工場地区等）ごとの水準が反映された評価となります。用
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途地区内の地域差や街路の状況（幅員等）、間口・奥行等の要因については、用

途地区別の単純平均的な状況としての評価となります。評価に必要な事項は、

土地ごとの地目、地積、当該土地の属する用途地区、用途地区別に求めた宅地

の固定資産税評価額の平均単価です。 

③より実態を反映した評価方法の採用 

原則として固定資産税評価額を基礎とした評価方法によることとしますが、よ

り実態を反映した評価方法の適用も可能です。したがって、不動産鑑定評価によ

る方法、地価公示・地価調査基準地価格から求める方法及び相続税評価額を基礎

とした方法等を採用することで、固定資産税評価を基礎とする方法に比べ、より

適切な評価が算定できると認められる場合には、これらの評価方法を採用するこ

とも考えられます。 

75. 上記の評価方法の選択にあたっては、以下を参考に精度の高い評価方法を採用するこ

とが望まれますが、時間的制約等があることから、評価精度を維持しつつ、簡便な評

価方法を採用することも現実的な対応と考えられるなかで、①資産の量・分布状況等、

②資産の重要性、③現在の台帳整備状況と処理体制、のバランスを考慮することが重

要です。なお、７３段落のとおり、評価方法の変更を禁止しているわけではなく、よ

り個々の実態を反映した評価への変更については合理性が認められますが、経年比較

の観点からは安易に評価方法を変更することは適当ではありません。 

固定資産税評価額を基礎とした評価方法の精度等 

評価方法 評価の精度 
必要となる 

土地情報 

個別評価 課税地と同様の評価 高い 多い 

平均 

(評価額) 

単価 

による 

評価 

宅 

地 

等 

路線単位   

状況類似地域(地区)単位   

用途地区単位   

町丁目単位   

概要調書(地目毎の市町村内平均(評価額)単位)  少ない 

    ①資産の量・分布状況等 

まずは、評価すべき土地の量を把握し、全体の作業ボリュームを確認すること

が必要です。また、所有地の分布状況によっては、各種平均単価により求められ

た結果と適切な価額とが大きく乖離する場合もありますので、分布状況を把握す

ることが重要です。特に、中心部と周辺部において、固定資産税評価額の水準差

が大きい地域や、所有地が偏在している場合には注意が必要です。例えば所有地

の大部分が郊外に位置する場合、固定資産税概要調書による市町村平均単価を採

用してしまうと、過大な評価となるおそれがあります。 

    ②資産の重要性 

地方公共団体にとって重要性の高い資産ほど、行財政運営に与える影響が大き
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くなりますので、評価精度の向上が望まれます。重要性の判断基準としては、以

下のものが考えられます。 

ａ．評価額 

ｂ．地積 

ｃ．庁舎など、重要性が高い施設の敷地 

    ③現在の台帳整備状況と処理体制 

公有地の課税台帳への登録状況は地方公共団体により異なることから、まずは、

固定資産課税台帳を含む財産台帳の整備状況についてすでに整備されているか、

また、整備されていない場合、整備にあたってどのような作業が生じ、その作業

にどれだけの人員・費用を設定できるのかを検討し、現実的な処理計画を策定す

る必要があります。また、昨今の固定資産税評価における地番図整備の進捗によ

り、データ取得が容易になる場合も考えられますので、整備状況の確認及び処理

計画の策定にあたっては、各資産を管理している部門だけでなく、資産税部門と

協議の上、検討することが重要です。 

76. 以上を踏まえ、土地に係る具体的な算定方法については、無償取得といった適正な対

価を支払わずに取得したもの（道路、河川及び水路の敷地は除く）を含め、原則とし

て各土地について個別評価を行うことが望まれますが、地方公共団体の実情に応じて

固定資産税評価額の同一地目・一定の地域ごとの平均単価を用いた算定や、同算定が

困難な場合には、固定資産税概要調書の地目別平均単価での算定でも可能であり、以

下のとおり算定することとします。なお、必要に応じて、対象となる土地を管轄する

他の地方公共団体からの情報収集が必要となる場合があることに留意が必要です。 

    ○再調達価額 ＝ （地目・地区別）地積 × （地目・地区別）平均単価（円／㎡） 

77. また、公有財産台帳等と固定資産税概要調書との地目が一致しない場合は、前者の地

目を後者の地目にあわせるため、地目変換表（「別紙６」参照）を作成する必要があり

ます。ただし、「別紙６」はあくまでも例示であり、地目の変換にあたっては、地方公

共団体の土地の状況（例えば造成前の山林を山林として評価してよいかどうか、雑種

地の中にも宅地から比準する雑種地や農地から比準する雑種地等があり、価格差に大

きな開きがあるが、どちらを適用することが妥当か等）と固定資産税評価の実態を十

分理解した上で、各地方公共団体において、評価の実態を反映した変換表にする必要

があります。 

 

（３）立木竹 

78. 立木竹については、他に合理的な算定方法がない場合、原則として保険金額によるこ

ととします。保険金額については、樹種、樹齢、面積により定まりますので、所在地

とともに、少なくともこれらの項目は管理する必要があります。なお、以下の樹種・

樹齢別単価は、「森林国営保険」が参考となります。 

-18-



    ○再調達価額 ＝ 樹種・樹齢別面積 × 樹種・樹齢別単価（円／ha）  

79. 開始後の再評価については、６３段落のとおり、原則として行わないこととしていま

すが、立木竹は非償却資産であるなかで、逆に経過年数とともに価値が高まっていく

資産であるため、事務負担を踏まえた上で、金額等の重要性の観点に照らして対応を

検討する必要があります。再評価の頻度について定めはありませんが、保険金額と樹

齢の関係から６年に１回程度の再評価が適当と考えられます。 

80. なお、重要性の観点から、資産として価値が無視できる立木竹（雑木等）や、市場が

形成されておらず適正に見積・評価できない立木竹（樹齢が相当古く樹齢が不明な場

合や、立木が単独で歴史的価値を有する場合等）は、算定対象としないことができま

す。したがって、統一的な基準において算定対象となる立木竹は、保険対象樹種であ

って、樹齢・樹種が管理されているものであり、例えば分収林等が対象となることが

考えられます。 

 

（４）建物 

81. 償却資産のうち建物については、原則として再調達価額から減価償却累計額を控除し

た金額を計上します。具体的な算定方法は以下のとおりです。 

   ○再調達価額 ＝ 延べ床面積 × 構造・用途別単価（円／㎡） 

   ○開始時簿価 ＝ 再調達価額 － 減価償却累計額 

82. 構造・用途別単価としては、当該建物に係る保険金額（「別紙７」参照）を用いること

とします。 

 

 （５）工作物 

83. 償却資産のうち工作物については、道路、橋梁、公園、港湾、河川、水路など多くの

種類がありますが、資産の多くを占めると考えられる道路について、以下に例示しま

す。（全体を把握したほうが理解しやすいため、以下の表は、取得価額の判明の有無に

分けて作成しています。） 

道路の取得価額の判明状況による算定方法 
 

取得価額の判明状況 
固定資産台帳の 

記載単位 

 

取得価額の算定方法 

路線（区間）単位に判明 A：路線単位 路線単位の事業費を取得価額とす

る 

路線（区間） 年度単位の B：年度単位の整備総

 

年度単位の事業費総額（Aと併用す 

単位では 事業費が判明 延長キロ る場合、Aの事業費を控除した額） 

不明 をもって取得価額とする 

年度単位の C：年度単位の幅員別

 

幅員別現在単価表を用い、再調達価 

事業費も不明 整備延長キロ 額を求める 
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84. 開始時における道路の価額算定は、入手可能な情報の程度に応じて、上記「道路の取

得価額の判明状況による算定方法」に示すいずれかの方法を採用または併用します。

なお、年度単位に価額を算定する方法を採用する場合には、各年度単位に組み入れら

れた路線名の明細は、現行の道路台帳と対応できるようにしておく必要があります。 

85. 道路の取得価額には、３９段落のとおり、道路そのものの取得にかかる直接的な対価

のほか、街灯、ガードレール、標識等の附属設備の価額を含めます。 

86. 道路の幅員別単価については、例えば６.５ｍ以上、４.５ｍ以上６.５ｍ未満、２.５

ｍ以上４.５ｍ未満、１.５ｍ以上２.５ｍ未満といった区分ごとに、直近（５年程度）

の工事費実績総額、または必要に応じて構造等別の工事費実績から、単位あたりの平

均工事費を求め、現在単価とすることが考えられます。なお、特殊な工作物で、近年

の工事費実績が把握できない場合は、期間を延長しても差し支えありません。特にイ

ンフラ資産は、個別に再調達価額を判定することが困難と考えられるため、過去の平

均的な建設工事費や標準的な資産で積算を行う等して求めた単価を同区分の資産すべ

てについて適用することもやむを得ないと考えられます。 

87. また、道路幅員１.５ｍ未満の道路、路面が舗装・コンクリート以外の道路は対象とし

ないことができます。 

88. 道路路面整備費が不明の場合、（Ｃ）の価額算定方法は、以下のとおりです。 

    ○再調達価額 ＝ 幅員別道路延長 × 道路幅員別単価（円／ｍ） 

    ○開始時簿価 ＝ 再調達価額 － 減価償却累計額 

89. なお、農道・林道についても、道路と同様な方法で積算することが考えられます。 

 

（６）船舶、浮標等（浮標・浮桟橋・浮ドック）、航空機、物品 

90. 船舶、浮標等（浮標・浮桟橋・浮ドック）、航空機、物品の再調達価額の算定方法につ

いては、以下のとおりです。 

    ○再調達価額 ＝ 同性能の当該資産の市場価額 

    ○開始時簿価 ＝ 再調達価額 － 減価償却累計額 

91. 上記の市場価額で評価する場合、類似製品が販売されている既製品については、同種

または類似製品の販売を行っている業者の製品パンフレットやホームページ等を活用

し、美術品・骨董品等については、美術年鑑等に掲載された価額を用いるなど、簡易

評価を採用することが考えられます。 

 

５ 投資及び出資金（有価証券・出資金） 

（１）有価証券 

92. 満期保有目的有価証券は、満期まで所有する意図をもって保有している債券をいいま

す。満期保有目的有価証券の貸借対照表価額の測定は、償却原価法によって算定され

た価額を用います。ただし、満期保有目的有価証券で市場価格があるものについて、
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市場価格が著しく下落した場合には、回復する見込みがあると認められる場合を除き、

市場価格をもって貸借対照表価額とします。なお、債券の市場価格の下落率が３０％

以上である場合には、「著しく下落した場合」に該当するものとします。この強制評価

減に係る評価差額については、行政コスト計算書の臨時損失（その他）として計上し

ます。回復する見込みがあると認められ、市場価格によって評価しない場合には、そ

の旨、その理由及び市場価格との差額を注記します。 

93. 満期保有目的以外の有価証券のうち、市場価格のあるものについては、基準日時点に

おける市場価格をもって貸借対照表価額とし、この市場価格での評価替えに係る評価

差額については、洗替方式により、純資産変動計算書の資産評価差額として計上しま

す。また、市場価格が著しく下落した場合にも、回復する見込みがあると認められる

場合を除き、市場価格をもって貸借対照表価額としますが、この強制評価減に係る評

価差額については、行政コスト計算書の臨時損失（その他）として計上します。なお、

有価証券の市場価格の下落率が３０％以上である場合には、「著しく下落した場合」に

該当するものとします。回復する見込みがあると認められ、市場価格によって評価し

ない場合には、その旨、その理由及び市場価格との差額を注記します。 

94. 満期保有目的以外の有価証券のうち、市場価格のないものについては、取得原価また

は償却原価をもって貸借対照表価額とします。ただし、満期保有目的以外の有価証券

のうち、市場価格のない株式について、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が

著しく低下した場合には、相当の減額を行います。なお、実質価額の低下割合が３０％

以上である場合には、「著しく低下した場合」に該当するものとします。連結対象団体

及び会計に対するもの以外のこの強制評価減に係る評価差額については、行政コスト

計算書の臨時損失（その他）として計上します。（連結対象団体及び会計に対するもの

については、９８段落を参照） 

 

（２）出資金 

95. 出資金は、公有財産として管理されている出資等をいいます。なお、出捐金は、地方

自治法第２３８条第１項第７号の「出資による権利」に該当するため、出資金に含め

て計上します。 

96. 出資金のうち、市場価格があるものについては、基準日時点における市場価格をもっ

て貸借対照表価額とし、この市場価格での評価替えに係る評価差額については、洗替

方式により、純資産変動計算書の資産評価差額として計上します。また、市場価格が

著しく下落した場合にも、回復する見込みがあると認められる場合を除き、市場価格

をもって貸借対照表価額としますが、この強制評価減に係る評価差額については、行

政コスト計算書の臨時損失（その他）として計上します。なお、市場価格の下落率が

３０％以上である場合には、「著しく下落した場合」に該当するものとします。回復す

る見込みがあると認められ、市場価格によって評価しない場合には、その旨、その理
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由及び市場価格との差額を注記します。 

97. 出資金のうち、市場価格がないものについては、出資金額をもって貸借対照表価額と

します。ただし、市場価格のないものについて、出資先の財政状態の悪化により出資

金の価値が著しく低下した場合には、相当の減額を行います。なお、出資金の価値の

低下割合が３０％以上である場合には、「著しく低下した場合」に該当するものとしま

す。連結対象団体及び会計に対するもの以外のこの強制評価減に係る評価差額につい

ては、行政コスト計算書の臨時損失（その他）として計上します。（連結対象団体及び

会計に対するものについては、９８段落を参照） 

98. 市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体及び会計に対するものについて、

実質価額が著しく低下した場合は、実質価額と取得価額との差額を両者の差額が生じ

た会計年度に臨時損失（投資損失引当金繰入額）として計上し、両者の差額を貸借対

照表の投資損失引当金に計上します。なお、実質価額が３０％以上低下した場合には、

著しく低下したものとみなします。 

 

６ その他の資産等 

（１）基金 

99. 基金の評価基準は、基金を構成する資産の種類に応じて適用します。（各資産の評価基

準を適用） 

 

（２）棚卸資産 

100.棚卸資産は、商品・製品・半製品・原材料・仕掛品等をいい、販売用として所有する

土地等も含まれ、原則として固定資産台帳とは別途管理することとしますが、固定資

産台帳での管理を妨げるものではありません。 

101.棚卸資産については、取得価額をもって貸借対照表価額としますが、会計年度末の帳

簿価額と正味実現可能価額のいずれか低い額で測定することとします（低価法）。正味

実現可能価額は、通常の事業の過程における予想売価から、完成までに要する見積原

価及び販売に要する見積費用を控除した額とします。また、棚卸資産のうち販売を目

的として所有する土地等の評価額については、「地方公共団体の財政の健全化に関する

法律施行規則」（平成２０年総務省令第８号）第４条第２項各号に掲げる方法により算

定することができ、当該土地等であって売買契約の申し込みの勧誘を行っているもの

についても、同様に算定することができることとします。なお、重要性の乏しいもの

は対象外とします。 

 

（３）徴収不能引当金 

102.徴収不能引当金は、債権全体または同種・同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求

めた過去の徴収不能実績率など合理的な基準により算定することとします。具体的に
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は、以下の不納欠損率を用いて算定します。ただし、他の方法によることがより適当

であると認められる場合には、当該方法により算定することができることとします。 

    不納欠損率の算定方法 

 

不納欠損決定 

前年度末債権 

残高 

不納欠損決定額 不納欠損率 

４年前 

３年前 
・ 
・ 
・ 

当年度 

Ａ４ 

Ａ３ 
・ 
・ 
・ 

Ａ０ 

Ｂ４ 

Ｂ３ 
・ 
・ 
・ 

Ｂ０ 

（Ｂ４＋Ｂ３･･･＋Ｂ０） 

／ 

（Ａ４＋Ａ３･･･＋Ａ０） 

 

（４）売却可能資産 

103.売却可能資産については、資産科目別の金額、その範囲や評価方法を注記することと

します。売却可能資産は、次のいずれかに該当する資産のうち、地方公共団体が特定

した資産をいいますが、売却を目的として保有している棚卸資産については、売却可

能資産に含めないこととします。なお、対象となる資産から山林を除くことができま

す。 

    ①現に公用もしくは公共用に供されていない公有財産（一時的に賃貸している場合

を含む） 

    ②売却が既に決定している、または、近い将来売却が予定されていると判断される

資産 

104.また、売却可能資産の特定範囲としては、次のようなものが考えられます。 

    ①Ｎ＋１年度予算において、財産収入として措置されている公共資産 

    ②公共資産活用検討委員会といった庁内組織において売却予定とされている公共資

産 

    ③普通財産のうち活用が図られていない公共資産 

    ④すべての普通財産 

    ⑤すべての普通財産及び用途廃止が予定されている行政財産 

105.売却可能資産については、原則として基準日時点における売却可能価額をもって注記

します。ただし、地価の変動率が小さい場合など、売却可能価額に重要な変動が生じ

ていない場合は、現行の価額を変更しないことも可能とします。 

106.売却可能価額は、鑑定評価額のほか、路線価や公示地価に基づく評価など、各地方公

共団体及び売却可能資産の実情に応じて最も合理的な方法を用いることとします（「地

方公共団体の財政の健全化に関する法律」（平成１９年法律第９４号。以下「地方公共

団体財政健全化法」といいます。）における評価方法の採用も可能としますが、同法に

基づく低価法を使用すると当時の著しく低い取得価額等を反映した帳簿価額が維持さ

れるケースもあるため、資産の実態把握の趣旨から、開始時に行う売却可能資産の評

価には低価法を採用しないこととします。）。なお、減価償却は行わないこととします
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が、固定資産税評価額等を評価の基礎としており、時点修正を毎会計年度行っていな

い場合、時点修正を行わない会計年度については、建物の減価償却相当分のみを評価

額から控除することができることとします。 

107.また、土地等に関する売却可能資産の価額を変更する方法については、実務的観点か

ら、以下の方法が考えられます。 

    ①区画性質の変更など、利用状況に変化が認められる場合 

      当該会計年度に売却可能資産の区画形質の変更等があり、当該売却可能資産の

利用状況に変化が認められる場合においては価額の変更を行います。また、行政

的条件の変更（市街化調整区域から市街化区域に編入された場合等）で、面的に

価額に影響を及ぼす場合には、変化の状況に応じた価額の変更を行う必要があり

ます。また、建物等で損壊等があった場合にも価額の変更を行います。 

    ②利用状況に変化が認められない場合 

      売却可能資産に何ら変化が認められない場合には、固定資産税評価における価

額据置期間との整合から、価額の変更を行ってから３年間は時点修正で対応する

ことが考えられます。時点修正の方法としては、不動産鑑定評価による評価方法

を採用した売却可能資産については、鑑定評価を行った不動産鑑定士から時点修

正率が求められる場合には当該時点修正率を、それ以外の場合には、固定資産税

評価における下落修正率や地方公共団体財政健全化法における時点修正の方法を

準用することが望ましいと考えられます。 

108.売却可能資産が建物及びその敷地の場合には、建付減価が発生している場合があるこ

とも踏まえ、これらを一体として評価する方法が望ましい評価方法ですが、実務上対

応が困難な場合には、土地、建物を別個のものとして取扱うこともできることとしま

す。この場合にも、土地については、売却可能資産の評価の意義から、個々の土地の

実態を反映しうる評価方法を採用することが望ましいと考えられます。また、売却可

能資産の評価方法については、前述のとおり売却可能価額となりますので、事業用資

産やインフラ資産等と異なり、その価額に補償費等の付随費用は含めません。 

 

７ 固定資産台帳の既整備団体の取扱い 

109.既に固定資産台帳が整備済または整備中であって、基準モデル等に基づいて評価され

ている資産について、合理的かつ客観的な基準によって評価されたものであれば、引

き続き、当該評価額によることを許容することとします。ただし、その場合でも、道

路、河川及び水路の敷地については、６３段落による評価額を注記することとします。 

 

Ⅷ 固定資産台帳の整備手順 

１ 総則 

110.地方公共団体が行う行政サービスは、多くの固定資産を利用して行われているため、
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地方公共団体が所有する固定資産は膨大なものとなります。 

111.固定資産台帳の整備にあたっては、その記載対象となる資産は、現状でも公有財産台

帳といった各種台帳で管理されているものもありますので、作業の効率化を図る観点

から、一から同台帳を作成するのではなく、可能な限り既存の公有財産台帳等から得

られる情報を整理して整備することが考えられます。 

 

２ 庁内の体制整備 

（１）庁内の体制整備の意義 

112.庁内の体制整備は、固定資産台帳整備から資産評価に至る一連の作業において、以下

の理由により欠かせないものです。 

    ①各部署で管理している資産データを一元的にとりまとめる必要があること 

    ②その際、固定資産を管理する各所管部署における管理の状態を把握した上で、現

実的な一元管理の方法を定める必要があること 

    ③また、統一的な基準導入作業のとりまとめを担当する部署、公有地評価に関連す

る各部署、情報管理部署及びその他の部署が連携することで、実務上・実態上有

用な固定資産計上基準・評価要領等の作成が可能となること 

113.このように、庁内の体制整備では、まず作業の事前段階に、全体のとりまとめを担当

する部署をはじめ、データの管理・評価を担当する部署、公有地評価に関連する部署

及び実際に施設を管理する部署等が参画し、役割を分担した上で、台帳整備の状況・

資産評価の現状を確認するとともに意見交換を行うことが重要です。また、庁内に委

員会・ワーキンググループ等を設置することにより、より有効に各部署間の連携を図

ることができます。 

114.なお、役割分担の例としては、以下が考えられます。 

   →管財課：各部署へ調査シートを配布・回収、固定資産の現物調査、土地の評価等 

   →福祉課、教育委員会、都市整備課等：固定資産の現物調査、土地の評価等 

   →会計課：備品の現物調査(計上基準以上の物品の抽出)、備品の分類(耐用年数等) 

 

（２）委員会やワーキンググループの役割 

115.委員会等の役割は主に、①全庁的な取組に係る意思疎通の確認、②公会計に係る各種

基準の作成、③全庁的な資産管理・評価体制の構築等にあります。 

①全庁的な取組に係る意思疎通の確認 

→固定資産台帳の整備にあたっては、固定資産を管理する責任は各所管部署にある

なかで網羅的に一元化した台帳とする必要がありますので、特定部署の職員だけ

ではなく、全庁の職員が協力して作業を行っていくことが必要不可欠です。その

ためにも定期的な委員会等を開催して、全庁で意思疎通を図っていくことが重要

です。なお、保有資産の現状把握を行い、今後の資産管理のあり方の方向性等を
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検討していく過程で、ＩＣＴの活用に関する検討が必要不可欠となることから、

情報政策担当課の参加も重要です。また、既に関連各部署で個別システムを導入

している場合や、全庁的システムの導入を検討している場合もありますので、こ

のことからも、委員会等には、これらのシステムに関係している担当部署の参加

を求めることが重要です。 

→また、前提として、首長等の理解も得た行政改革の方針等が策定され、その中で

統一的な基準に基づく公会計改革の推進が位置付けられている場合は、庁内の協

力が得やすくなるものと考えられます。なお、検討にあたっては、リーダーシッ

プの発揮や全庁での意識共有の観点から、本件に係る規則を定めて作業を進める

ことや、当該規則等において主管部署に一定の権限を付与することも有効と考え

られます。 

→統一的な基準に基づく公会計改革の目的を職員自身が理解すること、職員で認識

を共有することが大前提となりますが、委員会等の設置は、近年の行政改革によ

る職員の減少や業務量の増加、さらには公会計の専門性等の影響から、一部の職

員に業務が偏ってしまい、実施が停滞することを防止するためにも重要です。そ

のためには、職員等の人材育成が重要であり、説明会・研修会、先進団体への視

察等を通じて継続的な教育を実施するなかで、職員自身にその必要性を認識して

もらうことが重要です。 

→進め方としては、「庁内の体制整備の例」（「別紙８」参照）が考えられますが、全

庁的な改革として進めるためには、職員の意識改革と並行して、各地方公共団体

の実情にあわせて最も効果的・効率的な方法で進めることが必要であり、取組方

法をいくつか組み合わせて進めていくことも効果的と考えられます。 

②公会計に係る各種基準の作成 

→「（１）庁内の体制整備の意義」で述べた作業の事前段階における各部署間の調整

と統一的な基準による財務書類等の作成作業を進めて行く上でのルール作りが必

要となります。なお、進めるにあたっては、統一的な基準による財務書類等の作

成の目的を理解し、庁内へのアプローチが比較的容易に行うことができる部署が

担当となって主導することが考えられます。 

→統一的な基準による財務書類等の作成に係る実務は、研究会報告書や本手引き等

を参照して進めていきますが、実務上必要な事項がすべて定められているわけで

はありません。研究会報告書や手引き等は、作業にあたっての指針等であるため、

詳細については、地方公共団体の状況、地域の実情に応じた対応を地方公共団体

自ら定める必要がある場合もあります。このため、実務的な取り決めを行い、資

産の計上基準（計上する資産の範囲を定めた基準）、評価要領（各資産の評価方法

を定めた要領）といった各種基準の作成を行うことが、統一的な基準による財務

書類等の作成作業を円滑かつ適正に進めて行く上で重要であると考えられます。 

-26-



③全庁的な資産管理・評価体制の構築等 

→委員会等を通じて各部署が固定資産台帳の整備等に深く関わっていくことで、各

部署の資産に対するスタンスや、それぞれが独自に実施してきた資産評価といっ

た資産情報が共通認識されることとなります。資産情報の一元化が達成されるこ

とも、地方公共団体の事務の効率化・情報の開示という観点から重要であると考

えられます。 

 

３ 固定資産台帳の整備手順の実務 

116.庁内の体制が整備されたら、現在の資産の管理状況等を把握し、固定資産台帳整備の

方針、スケジュール等を策定した上で、同台帳に記載すべき事項を決定し、あわせて

各部署において調査を実施するための調査様式（シート）を作成します。 

117.この際、１１１段落のとおり、一から固定資産台帳を作成するのではなく、現在保有

している公有財産台帳など、既存データを基礎にして必要なデータを追加して作成す

ることが近道となります。 

118.具体的な固定資産台帳の整備手順の実務については、庁内の体制整備を行ったのち、

基本的には、①計画・準備、②様式の作成、③資産の棚卸、④データ作成、⑤データ

統合、⑥開始時簿価の算定、⑦固定資産台帳の作成、といった手順になるものと想定

されます。具体的には、「固定資産台帳整備の流れの例」（「別紙９」参照）に示してい

ますが、各地方公共団体がそれぞれの実情に応じた手順により作業を行うことが重要

です。 

119.固定資産台帳の整備期間については、１～２年間以内を目安としますが、これは、①

庁内の体制整備について、組織改正等によって体制整備を行う場合には、相応の期間

が必要となる場合があること、②団体の規模や資産の量によっては、関連部署合同の

計画・準備や資産の棚卸に時間を要する場合もあると考えられること等から幅を持た

せています。 

120.ただし、どのような規模の団体や資産の量であっても、資産の棚卸からデータ作成・

統合を経て固定資産台帳を作成するまでの過程は、会計年度を超えると、数値（価額、

数量等）が変わってしまい、効率的な整備の支障となることから、当該手順の期間は

１年間以内（会計年度内）に行うことが適当です。 

 

４ 資産の棚卸 

121.固定資産台帳には、実際に地方公共団体が所有等する固定資産が網羅的に記載される

必要があり、当該資産が、実際に地方公共団体が所有等する資産である必要がありま

す。このための現物調査で、固定資産台帳に記載された固定資産と現物の一致を確か

めることが重要です。 

122.現物調査においては、まずは固定資産台帳に記載された固定資産と現物との突き合わ
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せを行い、固定資産台帳に計上されている資産が確かに実在し、地方公共団体の所有

等であることを確認します。この中で、固定資産台帳に記載されている資産で現物が

存在しない場合には資産除却手続きを行う必要があります。また、所有等する固定資

産の現物確認にあたり、固定資産の現物が存在するのに固定資産台帳に記載がない場

合は、固定資産台帳に新たに記載・登録する必要があります。 

 

Ⅸ 固定資産台帳の整備後の管理手順 

123.固定資産台帳の整備後の管理手順の実務については、公有財産台帳の整備を前提とす

ると、基本的には、資産の取得・異動があった場合、①資産の棚卸（現物確認）、②登

録データの作成、③公有財産台帳登録、④執行データとの照合、寄附・寄贈の調査等、

⑤固定資産台帳登録（固定資産台帳にデータ取り込み等）、⑥固定資産台帳に反映、と

いった手順になるものと想定されます。なお、日々仕訳の場合は、仕訳の発生の都度、

固定資産台帳に登録することが想定され、期末一括仕訳の場合は、日々の執行データ

は既存の財務会計システム等に蓄積し、そのうち資産に係る必要な情報が公有財産台

帳に蓄積され、期末に一括仕訳を行った後に固定資産台帳に登録をすることが想定さ

れます。具体的には、「固定資産台帳管理（毎年）の流れの例」（「別紙１０」参照）に

示していますが、各地方公共団体がそれぞれの実情に応じた手順により作業を行うこ

とが重要です。 

124.なお、新規に取得または異動した資産以外についても、年１回を基本として固定資産

台帳整備・管理担当課が各部署に照会をかけ、会計年度末の状況を把握することが適

当です。 

125.また、整合を図る観点から、期末に固定資産台帳と貸借対照表の資産残高が一致して

いるかの確認が必要です。 

126.固定資産台帳の整備とその管理について、固定資産の増減その他の異動が発生した場

合は、固定資産台帳に、異動日付、異動事由、取得価額、異動後の簿価、その他必要

事項を記載するとともに、仕訳を起こさなければなりません。 

127.固定資産の主な増加理由としては、次の場合が考えられます。 

①新規有償取得 

②一部増加有償取得（改良、改造、付加等） 

③建設仮勘定から本勘定への振替受 

④無償所管換受 

⑤交換受 

⑥寄付受 

⑦調査判明 

⑧再評価による増額 

128.固定資産の主な減少理由としては、次の場合が考えられます。 
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①売却 

②破損・滅失・取替等による除却（全部除却、一部除却） 

③無償所管換出 

④交換出 

⑤寄付出 

⑥調査判明 

⑦減価償却 

⑧再評価による減額 

129.以上のほか、地方公共団体内部での管理換、用途変更、移設等が考えられます。この

うち、事業用資産とインフラ資産の間の用途変更は、勘定科目の振替処理が必要とな

ります。 
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1 資産の番号

2 同一の資産について計上を区分したい場合等の枝番

3 資産の所在地

4 資産を管理している主たる管理部署

5 適用する勘定科目

6 資産の名称

7 所有物かリース資産であるかの区分

8 適用する耐用年数の種類

9 適用する耐用年数の年数

10 取得した年月日

11 供用開始した年月日

12 取得価額等

13 当該資産について保有している所有権の割合

14 前年度から資産が増減した場合の日付

15 資産の増減を反映する前の簿価（期首簿価）

16 増減が異動した事由

17 異動により増額した金額（18～23の合計）

18 有償取得額 有償取得額 有償で取得した増分の金額

19 無償所管換増分 無償所管換増分 無償で所管換した増分の金額

20 その他無償取得分 その他無償取得分 その他無償で取得した増分の金額

21 調査判明増分 調査判明増分 年度内調査により新たに判明した増分の金額

22 振替増額 振替増額 別科目から振替した増分の金額

23 評価等増額 評価等増額 再評価等を行った増分の金額

24 異動により減額した金額（25～31の合計）

25 除却額 除売却額 除売却した減分の金額

26 無償所管換減分 無償所管換減分 無償で所管換した減分の金額

27 その他無償譲渡分 その他無償譲渡分 その他無償で譲渡した減分の金額

28 誤記載減少分 誤記載減少分 年度内調査により新たに判明した減分の金額

29 振替・分割減額 振替・分割減額 別科目から振替した減分の金額

30 減価償却額 減価償却額 当年度の減価償却費相当額

31 評価等減額 評価等減額 評価等減額

32 増減異動後簿価（期末簿価）

33 資産の会計区分

34
取得時の予算科目名（予算科目が複数に渡る場合も
あるので、複数用意する）

35 資産の用途

36 使用されている事業分類名

37
開始時の固定資産について、取得価額・取得価額相当
額、取得年度が判明せず、直接開始簿価を評価した場
合のフラグ

38 その他で管理すべき付加情報

39 売却可能資産であるか否かの区分

40
売却可能資産の場合の売却可能額（その他の資産の
場合、任意記録可）

41 当該資産を除却した場合のフラグ

42 資産の数量、（延べ床）面積

43 資産が建物の場合の階数

44 資産が土地の場合の地目

45 資産の稼働年数

46 目的別の資産区分

47 減価償却費の累計額

48 公有財産台帳上の財産区分

49 公有財産台帳の番号とのリンク

50 法定台帳の番号とのリンク

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

固定資産台帳の記載項目の例

①基本項目
（新地方公会計モデルに項目を追加）

項目の説明
②追加項目

（公共施設マネジメント等に活用する
ための項目を追加）

所在地

新地方公会計モデル
(基準モデル・総務省方式改訂モデル)

所属(部局等) 所属(部局等)

番号 番号

枝番 枝番

リース区分 リース区分

耐用年数分類(構造) 耐用年数分類(構造)

勘定科目(種目・種別) 勘定科目(種目・種別)

件名(施設名) 件名(施設名)

供用開始年月日 供用開始年月日

取得価額・取得価額相当額 取得価額等

耐用年数 耐用年数

取得年月日 取得年月日

増減異動事由 増減異動事由

今回増加額 今回増加額

増減異動日付 増減異動日付

増減異動前簿価 増減異動前簿価

今回
減少
内訳

今回
減少
内訳

増減異動後簿価 増減異動後簿価（期末簿価）

今回
増加
内訳

今回
増加
内訳

今回減少額 今回減少額

用途 用途

会計区分

予算執行科目 予算執行科目

各種属性情報 各種属性情報

売却可能区分 売却可能区分

事業分類 事業分類

開始時見積資産 開始時見積資産

時価等

完全除却済記号 完全除却済記号

減価償却累計額

財産区分（行政財産・普通財産）

公有財産台帳番号

地目（土地）

稼働年数

目的別資産区分

運営方式

運営時間

利用者数（件数）

稼働率

数量(（延べ床）面積)

階数(建物)

長寿命化履歴

職員人数

ランニングコスト

所有割合

耐震化状況(建物)

複合化状況

法定台帳番号

耐震診断状況（建物）

取得財源内訳 取得財源内訳

固定資産台帳の記載項目の例 別紙２
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耐用年数 主な資産 耐用年数

道路（林道・農道を含む） 50
道路改良
舗装道路（アスファルト敷）
舗装道路（コンクリート敷）

60
10
15

治水 48

河川
ダム
砂防
流路工

40
80
50
40

都市公園 －
園路広場（アスファルト敷）
植栽（緑化施設）
管理施設

10
20
50

農業 －

道路改良
舗装道路（アスファルト敷）
舗装道路（コンクリート敷）
ダム

60
10
15
80

治山 －
治山ダム
流路工

50
40

漁業 － 岸壁、桟橋、堤防、防波堤 50

港湾 －

岸壁、桟橋、堤防、防波堤
道路改良
舗装道路（アスファルト敷）
舗装道路（コンクリート敷）

50
60
10
15

航空（空港） －
滑走路等
格納庫、荷扱所、送受信所、停車場

15
38

海 岸 － 堤防、防波堤 50

※２　上記右欄は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和４０年大蔵省令第１５号）に規定する耐用年数の
　　　一例を示したものであり、当該資産の構成に応じて個別に判断する必要がある。

耐用年数表

耐用年数 耐用年数省令における耐用年数

主な分類

※１　開始時に限り、主な分類に係る耐用年数として上記左欄の耐用年数（「日本の社会資本２０１２」（平成２４年１１月
　　　内閣府政策統括官（経済社会システム担当））に基づいたもの）を採用することとして差し支えない。

耐用年数表
別紙３－１
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A B C D E F Ｇ H I J K L

鉄骨鉄筋
ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄筋
ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄骨
ｺﾝｸﾘｰﾄ

無筋
ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ
ﾌﾞﾛｯｸ

れんが
造

ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽ
ｺﾝｸﾘｰﾄ

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ

土蔵造 鉄骨造
軽量

鉄骨造
木造

1 庁舎 50 50 38 41 41 41 50 50 22 38 30 24

2 事務所 50 50 38 41 41 41 50 50 22 38 30 24

3 倉庫・物置 38 38 31 34 34 34 38 38 14 31 24 15

4 自転車置場・置場 38 38 31 34 34 34 38 38 14 31 24 15

5 書庫 50 50 38 41 41 41 50 50 22 38 30 24

6 車庫 38 38 31 34 34 34 38 38 15 31 25 17

7 食堂・調理室 41 41 31 38 38 38 41 41 19 31 25 20

8 陳列所・展示室 50 50 38 41 41 41 50 50 22 38 30 24

9 校舎・園舎 47 47 34 38 38 38 47 47 20 34 27 22

10 講堂 47 47 34 38 38 38 47 47 20 34 27 22

11 給食室 41 41 31 38 38 38 41 41 19 31 25 20

12 体育館 47 47 34 38 38 38 47 47 20 34 27 22

13 集会所・会議室 47 47 34 38 38 38 47 47 20 34 27 22

14 公民館 50 50 38 41 41 41 50 50 22 38 30 24

15 保健室・医務室・衛生室 50 50 38 41 41 41 50 50 22 38 30 24

16 脱衣室・更衣室 47 47 34 38 38 38 47 47 20 34 27 22

17 保育室・育児室 47 47 34 38 38 38 47 47 20 34 27 22

18 案内所 50 50 38 41 41 41 50 50 22 38 30 24

19 寮舎・宿舎 47 47 34 38 38 38 47 47 20 34 27 22

20 洗場・水飲場 38 38 31 34 34 34 38 38 14 31 24 15

21 浴場・風呂場 47 47 34 38 38 38 47 47 20 34 27 22

22 便所 38 38 31 34 34 34 38 38 14 31 24 15

23 教習所・養成所・研修所 38 38 31 34 34 34 38 38 14 31 24 15

24 温室 38 38 31 34 34 34 38 38 14 31 24 15

25 小屋・畜舎 38 38 31 34 34 34 38 38 15 31 25 17

26 火葬場 50 50 38 41 41 41 50 50 22 38 30 24

27 葬祭所・斎場 50 50 38 41 41 41 50 50 22 38 30 24

28 霊安室・死体安置室 50 50 38 41 41 41 50 50 22 38 30 24

29 焼却場 38 38 31 34 34 34 38 38 14 31 24 15

30 塵芥集積所 38 38 31 34 34 34 38 38 14 31 24 15

31 処理場・加工場 38 38 31 34 34 34 38 38 14 31 24 15

32 監視所・観察所 50 50 38 41 41 41 50 50 22 38 30 24

33 滅菌室 38 38 31 34 34 34 38 38 14 31 24 15

34 濾過室 38 38 31 34 34 34 38 38 14 31 24 15

35 計量器室 38 38 31 34 34 34 38 38 14 31 24 15

36 ポンプ室 38 38 31 34 34 34 38 38 14 31 24 15

37 ボイラー室 38 38 31 34 34 34 38 38 14 31 24 15

38 配電室・電気室 38 38 31 34 34 34 38 38 14 31 24 15

39 住宅 47 47 34 38 38 38 47 47 20 34 27 22

40 住宅付属建物 47 47 34 38 38 38 47 47 20 34 27 22

　※「新地方公会計制度実務研究会報告書」の別表Ｂ３に基づき作成している。

主な建物の耐用年数表

　　　出典：財務省令「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和４０年大蔵省令第１５号）

用途名称番号

主な建物の耐用年数表
別紙３－２
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小分類 中分類 耐用年数 種類 構造又は用途 細目

印刷機 事務用機械器具類 5 器具及び備品 2 複写機、計算機(電子計算機を除く)、金銭登録機、ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰその他これらに類するもの

自動認証機 事務用機械器具類 5 器具及び備品 2 その他の事務機器

製本機 事務用機械器具類 5 器具及び備品 2 その他の事務機器

複写機 事務用機械器具類 5 器具及び備品 2 複写機、計算機(電子計算機を除く)、金銭登録機、ﾀｲﾑﾚｺｰﾀﾞｰその他これらに類するもの

大気汚染自動測定装置 製図計測機器類 5 器具及び備品 3 試験又は測定機器

超音波厚み計 製図計測機器類 5 器具及び備品 3 試験又は測定機器

粉塵計 製図計測機器類 5 器具及び備品 3 試験又は測定機器

有機物汚濁測定装置 製図計測機器類 5 器具及び備品 3 試験又は測定機器

脂肪分離機 家事裁縫用具類 5 器具及び備品 3 試験又は測定機器

食缶搬送ｺﾝﾍﾞｱ- 家事裁縫用具類 5 器具及び備品 1 食事又はちゅう房用品・その他のもの

食油ろ過器 家事裁縫用具類 6 器具及び備品 1 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器

冷凍庫 家事裁縫用具類 6 器具及び備品 1 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器

ﾁｪﾝﾊﾞﾛ 音楽用具類 5 器具及び備品 11 楽器

ﾋﾟｱﾉ 音楽用具類 5 器具及び備品 11 楽器

ｻｯｶ-ｺﾞ-ﾙ 体育用具類 3 器具及び備品 9 スポーツ具

防球ﾈｯﾄ 体育用具類 3 器具及び備品 9 スポーツ具

じん芥車 船車類 4 車両及び運搬具 特殊自動車 じんかい車・その他のもの

救急車 船車類 5 車両及び運搬具 特殊自動車 救急車

工作車 船車類 4 車両及び運搬具 特殊自動車 その他特殊車体を架装したもの・その他のもの

消防車 船車類 5 車両及び運搬具 特殊自動車 消防車

普通乗用車 船車類 6 車両及び運搬具 車両 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)・その他のもの・その他のもの

霊柩車 船車類 4 車両及び運搬具 特殊自動車 霊きゅう車・その他のもの

さく岩機 産業機械器具類 2 工具 切削工具 －

圧縮機 産業機械器具類 3 工具 ロール なつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの

切断機 産業機械器具類 2 工具 切削工具 －

粉砕機 産業機械器具類 2 工具 切削工具 －

探知機 電気機器類 5 器具及び備品 3 試験又は測定機器

蓄電池 電気機器類 6 器具及び備品 1 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器

発電機 電気機器類 6 器具及び備品 1 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器

放送設備 電気機器類 6 器具及び備品 2 インターホーン及び放送用設備

無線電信電話装置 電気機器類 6 器具及び備品 2 インターホーン及び放送用設備

純水製造装置 理化学機械器具類 5 器具及び備品 3 試験又は測定機器

蒸気機関説明器 理化学機械器具類 5 器具及び備品 3 試験又は測定機器

電子顕微鏡 理化学機械器具類 8 器具及び備品 4 引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器

粉砕装置 理化学機械器具類 5 器具及び備品 3 試験又は測定機器

油処理ﾌｪﾝｽ 理化学機械器具類 5 器具及び備品 3 試験又は測定機器

ﾚﾝﾄｹﾞﾝ装置 医療機械器具類 6 器具及び備品 8 その他のもの・レントゲンその他の電子装置を使用する機器・その他のもの

感覚矯正機器 医療機械器具類 6 器具及び備品 8 回復訓練機器

小動物ICUｼｽﾃﾑ 医療機械器具類 5 器具及び備品 8 その他のもの・その他のもの・その他のもの

人工蘇生器 医療機械器具類 6 器具及び備品 8 その他のもの・レントゲンその他の電子装置を使用する機器・その他のもの

臓器撮影装置 医療機械器具類 6 器具及び備品 8 その他のもの・レントゲンその他の電子装置を使用する機器・その他のもの

建物模型 標本,模型,見本類 8 器具及び備品 12 その他のもの

理化学模型 標本,模型,見本類 8 器具及び備品 12 その他のもの

歴史模型 標本,模型,見本類 8 器具及び備品 12 その他のもの

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ(移動式組立家屋) 雑具類 10 器具及び備品 11 その他のもの・主として金属製のもの

遺体冷却装置 雑具類 6 器具及び備品 8 その他のもの・レントゲンその他の電子装置を使用する機器・その他のもの

可搬式動力ﾎﾟﾝﾌﾟ 雑具類 15 器具及び備品 12 主として金属製のもの

祭壇 雑具類 3 器具及び備品 11 葬儀用具

仏具類 雑具類 3 器具及び備品 11 葬儀用具

※１　「新地方公会計制度実務研究会報告書」の別表Ｂ４に基づき作成している。

※２　「構造又は用途」に関して、「器具及び備品」は番号のみを記載としている。

※３　本表では、地方公共団体の台帳に計上されている物品のうち、耐用年数省令との適用関係が不明瞭なものにつき、例示した。

備品台帳 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（耐用年数省令）

主な物品の耐用年数表主な物品の耐用年数表 
別紙３－３ 
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番号
地　目
名　称

評　　価
地目コード

評　　価
地目名称

1 田 1 宅地※

2 畑 1 宅地※

3 宅地 1 宅地

4 池沼 2 池沼

5 山林 3 山林

6 原野 4 原野

7 ゴルフ場等 5 雑種地

8 公園 5 雑種地

9 鉄軌道用地 5 雑種地

10 雑種地 5 雑種地

11 公衆用道路 6 市平均

12 溜池 2 池沼

13 保安林 3 山林

14 河川敷 5 雑種地

15 海没地 5 雑種地

16 学校用地 1 宅地

17 墓地 5 雑種地

18 堤 6 市平均

19 用悪水路 6 市平均

20 井溝 6 市平均

21 水道用地 5 雑種地

22 砂置場 5 雑種地

23 貯水池 2 池沼

24 緑地 5 雑種地

25 その他 5 雑種地

 ※「田」・「畑」について、宅地並み評価（市街化区域農地）に該当する場合

土地台帳地目 固定資産税地目への変換

地目変換表の例
別紙６
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は

、
各

部
署

で
管

理
し
て
い
る
資

産
デ
ー
タ
を
公

会
計

で
採

用
す
る
台

帳
（
固

定
資

産
台

帳
）

形
式
に
一
元
的
に
取
り
ま
と
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
各
部
署
の
固
定
資
産
管
理
の
状
態
を
把
握
し
た
う
え
で
、
現
実

的
な
一
元
管
理
の
方
法
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
必
須
と
言
え
ま
す
。

庁
内

の
体

制
整

備
で
は

、
ま
ず
作

業
の

事
前

段
階

に
、
全

体
の

と
り
ま
と
め
を
担

当
す
る
財

政
課

等
を
は

じ
め
、

デ
ー
タ
の

管
理

･評
価

を
担
当

す
る
管

財
課

等
、
公

有
地

評
価

に
関

連
す
る
各

部
署

の
担

当
者

、
及

び
実

際
に
施

設
を
管

理
す
る
部

署
等

が
参

画
し
、
財

産
整

備
の

状
況

・
評

価
の

現
状

を
確

認
す
る
と
と
も
に
意

見
交
換

を
行

う
こ
と
が

重
要

で
す
。
ま
た
、
庁

内
に
委

員
会

・
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル

ー
プ
（
Ｗ
Ｇ
）
等

を
設

置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
有

効
に
各

部
署
間
の
連
携
を
図
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
固
定
資
産
台
帳
の
管
理
の
手
順
と
し
て
は
、
新
規
取
得
・
異
動
が
あ
っ
た
資
産
に
つ
い
て
、
③
～
⑦
の
流
れ
を
行
う
こ
と
が
基
本
と
な
る
。

３
ヶ

月
～

６
ヶ

月

３
ヶ

月
～

６
ヶ

月

６
ヶ

月
～

１
年

整
備

期
間

１
～

２
年

間

整 備 期 間 が １ 年 を 超 え る 場 合 で あ っ て も ③ ～ ⑦ の

流 れ は １ 年 間 以 内 （ 年 度 内 ） に 行 う こ と が 適 当 。

固
定
資
産
台
帳
整
備
の
流
れ
の
例

固
定
資
産
の
実
地
調
査
を
固
定
資
産
台
帳
に
反
映
さ
せ
固
定
資
産
台
帳
を
完
成
さ
せ
ま
す
。
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⑥
固
定
資
産
台
帳
に
反
映

①
資

産
の

棚
卸

（
現
物
確

認
）

②
登
録
デ
ー

タ
の

作
成

③
公
有
財
産
台
帳
登
録

資
産

の
取

得
・

異
動

Ⅰ
．
日
々
仕
訳

（
各
部
署

）

（
各
部
署

）

（
各
部
署

）

（
管
財
）

⑤
固
定
資
産
台
帳
登
録

（
会
計
）

Ⅱ
．
期
末
一
括
仕
訳

②
登

録
デ
ー

タ
の

作
成

③
公

有
財

産
台

帳
登

録

資
産

の
取

得
・

異
動

（
各

部
署

）

（
各

部
署

）

（
各

部
署

）

（
管

財
） （
会

計
）

＜
期

末
＞

⑥
固
定
資
産
台
帳
に
反
映

⑤
固

定
資

産
台

帳
に

デ
ー

タ
取

り
込

み
等

＜
随

時
＞

＜
随
時

＞

固
定
資
産
台
帳

の
固
有
の
記
載

項
目

も
含

む
。

一
元

化
の

可
能
性
あ
り

追
加

の
情

報
照

会

デ
ー
タ

統
合

デ
ー
タ

統
合

①
資

産
の

棚
卸

（
現

物
確

認
）

④
執
行
デ
ー

タ
と
の

照
合

寄
附

・
寄

贈
の

調
査

等

（
会
計
）

④
執
行
デ
ー

タ
と
の

照
合

寄
附

・
寄

贈
の

調
査

等

（
会

計
）

※
１

新
規
に
取
得
又
は
異
動
し
た
資
産
以
外
に
つ
い
て
も
、
年
１
回
を
基
本
と
し
て
固
定
資
産
台
帳
整
備
・
管
理
担
当
課
が
各
部
署
に
照
会
を
か
け
、
年
度
末
の

状
況
を
把
握
す
る
。

※
２

期
末
に
、
固
定
資
産
台
帳
と
貸
借
対
照
表
の
資
産
残
高
が
一
致
し
て
い
る
か
確
認
す
る
。

固
定
資
産
台
帳
管
理
（
毎
年
）
の
流
れ
の
例

※
公

有
財

産
台

帳
の

整
備

が
前

提
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Ⅰ はじめに 

1. 本手引きは、「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書」（平成２６年４月３

０日公表）で示された統一的な財務書類等の作成基準（以下「統一的な基準」といい

ます。）について、連結財務書類の作成にあたっての実務的な取扱いを示したもので

す。 

2. なお、全体財務書類及び連結財務書類のいずれの作成についてもこの手引きに基づく

ものとします。 

 

Ⅱ 連結財務書類の作成目的 

3. 都道府県・市区町村とその関連団体を連結してひとつの行政サービス実施主体として

とらえ、公的資金等によって形成された資産の状況、その財源とされた負債・純資産

の状況さらには行政サービス提供に要したコストや資金収支の状況などを総合的に

明らかにすることが連結財務書類の目的です。 

4. また、連結財務書類を作成することによって、連結ベースにおける資産老朽化比率等

の各種財政指標の把握が可能になり、公共施設等のマネジメントに資することも考え

られます。 

 

Ⅲ 連結財務書類の対象範囲と連結の方法 

１ 財務書類の対象となる会計 

5. 都道府県、市町村（特別区を含みます。）並びに地方自治法（昭和２２年法律第６７

号。以下「自治法」といいます。）第２８４条第１項の一部事務組合及び広域連合（以

下「地方公共団体」といいます。）は、一般会計及び地方公営事業会計以外の特別会

計からなる一般会計等財務書類を財務書類作成要領（以下「作成要領」といいます。）

に基づき作成します。さらに、一般会計等に地方公営事業会計を加えた全体財務書類、

全体財務書類に地方公共団体の関連団体を加えた連結財務書類をあわせて作成する

こととします。一般会計等、全体及び連結財務書類の対象となる団体（会計）は、【図

１ 財務書類の対象となる団体（会計）】のとおりです。 
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図１ 財務書類の対象となる団体（会計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 連結財務書類の対象範囲と基本的な考え方 

6. 連結財務書類の対象範囲については、地方公共団体と連携協力して行政サービスを実

施している関連団体に該当するか否かで判断することとし、【図２ 連結財務書類の

対象範囲】のとおりとします。 

 

図２ 連結財務書類の対象範囲 

 
都道府県・市区町村 

一部事務組合・ 

広域連合 
地方独立行政法人 地方三公社 第三セクター等 

全部連結 
○ 

（全部連結） 
― 

○ 
（業務運営に実質的に
主導的な立場を確保し
ている地方公共団体が
全部連結） 

○ 
（業務運営に実質的に
主導的な立場を確保し
ている地方公共団体が
全部連結） 

○ 
（出資割合 50％超又は
出資割合 50％以下で業
務運営に実質的に主導
的な立場を確保してい
る地方公共団体が全部
連結） 

比例連結 ― 
○ 

（経費負担割合等に応
じて比例連結） 

△ 
（業務運営に実質的に
主導的な立場を確保し
ている地方公共団体を
特定できない場合は、
出資割合、活動実態等
に応じて比例連結） 

△ 
（業務運営に実質的に
主導的な立場を確保し
ている地方公共団体を
特定できない場合は、
出資割合、活動実態等
に応じて比例連結） 

△ 
（業務運営に実質的に
主導的な立場を確保し
ている地方公共団体を
特定できない場合は、
出資割合、活動実態等
に応じて比例連結） 

備 考 
 一般会計等だけでな
く、地方公営事業会計
も含む。 

 一部事務組合・広域
連合の運営は、規約に
おいて定められる負担
割合に基づく構成団体
の経費負担によって運
営されており、解散し
た場合はその資産・負
債は 終的には各構成
団体に継承される。 

 地方独立行政法人
は、中期計画の認可等
を通じて設立団体の長
の関与が及ぶととも
に、設立団体から運営
費交付金が交付され
る。 

 地方三公社（土地開
発公社、地方道路公社
及び地方住宅供給公
社）は、いずれも特別
の法律に基づき地方公
共団体が全額出資して
設立する法人であり、
公共性の高い業務を行
っている。 

 第三セクター等の業
務運営に対しては、出
資者等の立場から地方
公共団体の関与が及ぶ
ほか、地方自治法の規
定により出資金等の
25％以上を出資してい
る第三セクター等につ
いては監査委員による
監査の対象となる。 

 

一部事務組合
広域連合

地方独立行政法人
地方三公社

第三セクター等

地方公共団体

一般会計等 地方公営事業会計

特別会計

一般会計 うち
公営企業会計

一般会計等財務書類 

全体財務書類 

連結財務書類 
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注１ 全部連結とは、連結対象団体（会計）の財務書類のすべてを合算することをいいます。 

注２ 比例連結とは、連結対象団体（会計）の財務書類を出資割合等に応じて合算することをいいま

す。 

 

３ 連結対象団体（会計）ごとの連結の方法 

（１）都道府県・市区町村 

7. 一般会計等及び地方公営事業会計も全部連結の対象とし、全体財務書類を作成します。

なお、法非適用の地方公営事業会計は、会計ごとに一般会計等の作成方法に準拠した

財務書類を作成することとなります。 

 

（２）一部事務組合・広域連合 

8. 一部事務組合・広域連合は、規約において定められる負担割合に基づく構成団体の経

費負担によって運営されており、解散した場合はその資産・負債は 終的には各構成

団体に継承されます。このため、自らが加入するすべての一部事務組合・広域連合を

比例連結の対象とします。 

9. 具体的には、規約に基づく当該年度の経費負担割合等に応じた比例連結を行うことと

しますが、直近の複数年度において大幅な経費負担割合の変動があった場合や当該年

度の経費負担がない場合など、当該年度の経費負担割合によることが合理的でない場

合は、一定期間の経費負担割合の平均を用いるなど、構成団体が協議して合理的な割

合を決定することができることとします。なお、地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律施行規則（平成２０年総務省令第８号。以下「財政健全化法施行規則」といい

ます。）第１３条第１号における「当該組合の加入団体間であん分方法が取り決めら

れている組合」については、当該あん分方法に応じた比例連結を行うこととします。 

10. なお、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）の財務規定を適用している一部

事務組合・広域連合は法定決算書類を利用しますが、地方公営企業法の財務規定を適

用しない一部事務組合・広域連合については、財務書類の報告主体として一般会計等

の作成方法に準拠して作成した財務書類を利用します。 

11. 一部事務組合・広域連合が複数の事務を行っており、会計が区分されている場合は、

会計ごとに個別財務書類を作成したうえで比例連結割合を算定し、比例連結を行いま

す。 

12. 一部事務組合・広域連合を連結する際に、Ｎ年度の経費負担割合がＮ－１年度の割合

と異なるなどして比例連結割合が変更された場合、Ｎ年度の期首の純資産残高及び資

金残高がＮ－１年度末の金額と整合しなくなります。 

この場合、連結純資産変動計算書では「比例連結割合の変更に伴う差額」を科目とし

て設けて純資産残高の差額を計上し調整します。また、連結資金収支計算書でも「比

例連結割合変更に伴う差額」の欄を設け、資金残高の差額を計上して調整します。各
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構成団体で修正の作業負担がかかることを踏まえ、負担割合の変動率が小さい場合な

ど、財務書類等に重要な変動が生じない場合には、現行の比例連結割合を変更しない

ことができることとします。 

なお、いずれの場合においても、構成団体の比例連結割合の合計が 100％となるよう

処理する必要があります。 

 

（連結純資産変動計算書） 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

（連結資金収支計算書） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  なお、初年度の連結財務書類を作成するにあたって期首残高を算定する際の比例連結

割合は、期末残高を算定する際に用いたものと同じ割合を用いることができることと

します。 

13. 連結財務書類を円滑に作成するためには、【図３ 一部事務組合・広域連合の個別財

科目 合計 

     

固定資産 

等形成分 

余剰分 

（不足分）

他団体 

出資等分 

 ・・・  

  固定資産等の変動（内部変動）  

  ・・・    

  資産評価差額  

  無償所管換等  

 他団体出資等分の増加  

 他団体出資等分の減少  

 比例連結割合変更に伴う差額  

  その他               

  本年度純資産変動額        

本年度末純資産残高        

科目 金額 

・・・       

財務活動収支         

本年度資金収支額   

前年度末資金残高   

比例連結割合変更に伴う差額  

本年度末資金残高   
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務書類作成にかかる作業体制の選択肢】のような作業体制を構成団体間であらかじめ

取り決め、計画的に作業を進める必要があります。なお、作業体制は複数のケースが

考えられ、各一部事務組合・広域連合の実情に応じた方法を選択することが必要と考

えられます。 

 

図３ 一部事務組合・広域連合の個別財務書類作成にかかる作業体制の選択肢 

※ いずれの手法をとる場合でも、都道府県は一部事務組合・広域連合に関する連結財務書類

作成事務が円滑に進んでいるか随時確認し、必要に応じて所要の助言その他の協力を行うこ

とが期待されます。 

※ なお、いずれの手法による場合でも、連結財務書類に計上する数値の確認は、連結財務書

類の作成を行う各地方公共団体が 終的に責任をもって行う必要があります。 

 

（３）地方独立行政法人 

14. 地方独立行政法人は、中期計画の認可等を通じて設立団体の長の関与が及ぶとともに、

設立団体から運営費交付金が交付されること等も踏まえ、自らが出資したすべての地

方独立行政法人を全部連結の対象とします。 

15. 当該地方独立行政法人が連結の範囲に含めた特定関連会社も連結対象とします。 

16. なお、共同設立等の地方独立行政法人の取扱いは「（６）共同設立等の地方独立行政

法人・地方三公社」を参照してください。 

 

（４）地方三公社（土地開発公社、地方道路公社、地方住宅供給公社） 

17. 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）に基づく土地開発公社、

地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）に基づく地方道路公社及び地方住宅供給

公社法（昭和４０年法律第１２４号）に基づく地方住宅供給公社は、いずれも特別の

法律に基づき地方公共団体が全額出資して設立する法人であり、公共性の高い業務を

行っています。特別法により長の関与が及び、補助金の交付がなされるほか、土地開

発公社及び地方道路公社については、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法

作業主体 概要 

１ 
一部事務組合・ 

広域連合 
連結対象の一部事務組合・広域連合が「個別財務書類の準備また
は作成」「比例連結割合の算定」を行い、構成団体に通知する。 

２ 主要な構成団体 
主要な構成団体もしくは構成団体間の協議により決定した構成団体
が、「個別財務書類の準備または作成」「比例連結割合の算定」を行
い、他の構成団体に通知する。 

３ 都道府県 
都道府県内ほぼすべての市町村が加入するような一部事務組合・
広域連合の場合、都道府県が「個別財務書類の準備または作成」
「比例連結割合の算定」を代わりに行い、構成団体に通知する。 
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律（昭和２１年法律第２４号）の規定にかかわらずその債務に対して地方公共団体が

債務保証をすることができるほか、債務は設立団体である地方公共団体が 終的には

負うこととされていること、地方住宅供給公社の資金調達に対しても地方公共団体が

広く損失補償を行うなどの財政措置が行われ、その経営には実質的に地方公共団体が

責任を負っていると考えられること等を踏まえ、全部連結の対象とします。 

18. なお、共同設立の地方三公社の取扱いについては「（６）共同設立等の地方独立行政

法人・地方三公社」を参照してください。 

 

（５）第三セクター等 

19. 第三セクター等の業務運営に対しては、法律の規定に基づき出資者、出えん者の立場

から地方公共団体の関与が及ぶほか、自治法の規定により出資金等の２５％以上を出

資している第三セクター等については監査委員による監査の対象となり（自治法第１

９９条及び地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「自治法令」といいま

す。）第１４０条の７）、５０％以上を出資している第三セクター等には、予算の執行

に関する長の調査権等が及ぶとともに、議会に対する経営状況の提出義務が課せられ

ます（自治法第２２１条第３項、第２４３条の３第２項及び自治法令第１５２条第１

項）。 

20. 企業会計では、親会社が支配従属関係にある子会社を含めた連結財務書類が作成され

ており、子会社の判断基準として支配力基準が採用されていますが、第三セクター等

も当該基準に準じた取扱いとすることとします。具体的には、出資割合が５０％超の

第三セクター等については、地方公共団体の関与及び財政支援の下で、実質的に主導

的な立場を確保しているといえるため、全部連結の対象とします。 

21. 出資割合が５０％以下の場合であっても役員の派遣、財政支援等の実態や、出資及び

損失補償等の財政支援の状況を総合的に勘案し、その第三セクター等の業務運営に実

質的に主導的な立場を確保していると認められる場合には、全部連結の対象とします。 

22. また、いずれの地方公共団体にとっても全部連結の対象とならない第三セクター等に

ついては、出資割合や活動実態等に応じて、比例連結の対象とします。ただし、出資

割合が２５％未満であって、損失補償を付している等の重要性がない場合は、比例連

結の対象としないことができます。 

23. 第三セクター等の経営に実質的に主導的な立場を確保しているかどうかは、企業会計

における財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和３８年大蔵省令第

５９号。いわゆる財務諸表等規則。）第８条第４項など、企業会計における支配力基

準を参考に、個々の第三セクター等の実態に即して各地方公共団体において判断する

こととします。具体的には、【図４ 全部連結の対象に含めるべき第三セクター等に

あたるケースの例】のとおりとします。 
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図４ 全部連結の対象に含めるべき第三セクター等にあたるケースの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. なお、財団法人等に関する出資割合については、監査委員の職務権限を定めた自治法

第１９９条及び自治法令第１４０条の７、予算の執行に関する長の調査権を定めた自

治法第２２１条第３項及び自治法令第１５２条第１項に基づき、監査の対象あるいは

調査の対象を判断する際の出資割合等として各地方公共団体において整理している

割合を用いることとします。 

25. また、社会福祉法人についても、第三セクター等に含めるものとします。 

26. 第三セクター等が出資している会社についても、第三セクター等の取扱いに準じるこ

ととしますが、この場合、地方公共団体及び連結対象団体（会計）の資本金、出えん

金等をあわせて判断する必要があります。 

 

（６）共同設立等の地方独立行政法人・地方三公社 

27. 出資割合や財政支出の状況等から業務運営に実質的に主導的な立場を確保している

地方公共団体が全部連結を行うことを原則とします。 

28. ただし、業務運営に実質的に主導的な立場を確保している地方公共団体を特定できな

い場合は、出資割合、活動実態等に応じて比例連結を行うこととします。 

29. 地方道路公社については、財政健全化法施行規則第１２条第１号で定める「出資割合

又は設立団体間で協議の上定めた割合」により比例連結を行うこととします。 

30. 土地開発公社については、構成団体が特定される項目（依頼土地及び依頼土地に係る

借入金、当該年度の土地の売買に関する項目）は、それぞれの団体に帰属する金額を

１ 

 第三セクター等の資金調達額の総額の過半（５０％超）を設立団体からの貸

付額が占めている場合（資金調達額は設立団体及び金融機関等からの借入など

貸借対照表の負債の部に計上されているものとする。設立団体からの貸付額に

は損失補償等を含むこととするが、補助金、委託料等は含まないものとする。）

２ 

 第三セクター等の意思決定機関（取締役会、理事会等）の構成員の過半数を

行政からの派遣職員が占める場合、あるいは構成員の決定に重要な影響力を有

している場合 

３ 
 第三セクター等への補助金等が、当該第三セクター等の収益の大部分を占め

る場合（人件費の相当程度を補助するなど重要な補助金を交付している場合）

４ 
 第三セクター等との間に重要な委託契約（当該第三セクター等の業務の大部

分を占める場合など）が存在する場合 

５ 
 業務運営に関与しない出資者や出えん者の存在により、実質的には当該地方

公共団体の意思決定にしたがって業務運営が行われている場合 

-7-



 

もって連結を行い、それ以外の項目については、財政健全化法施行規則第１２条第２

号で定める「出資割合又は設立団体間で協議の上定めた割合」に応じてあん分するこ

ととします。 

 

（７）財産区の取扱い 

31. 財産区については、市町村等に財産を帰属させられない経緯から設けられた制度であ

ることから、連結の対象としないこととします。 

 

（８）地方共同法人の取扱い 

32. 地方競馬全国協会、地方公務員災害補償基金、日本下水道事業団、地方公共団体金融

機構及び地方公共団体情報システム機構といった地方共同法人には、地方公共団体が

出資金や負担金を支払っていますが、個々の団体の出資割合等は概して低いため、連

結の対象とはしないこととします。 

 

Ⅳ 連結決算日 

33. 連結決算日は３月 31 日とします。なお、連結対象団体（会計）の決算日が３月 31

日と異なる場合、３月 31 日における仮決算を行うことを原則としますが、決算日の

差異が３か月を超えない場合には、連結対象団体（会計）の決算を基礎として連結手

続を行うことができることとします。 

 

Ⅴ 連結財務書類の体系 

34. 連結財務書類の体系は、連結貸借対照表、連結行政コスト計算書、連結純資産変動計

算書、連結資金収支計算書及びこれらの連結財務書類に関連する連結附属明細書とし、

連結行政コスト計算書及び連結純資産変動計算書については、別々の計算書としても、

その二つを結合した計算書としても差し支えないこととします。これら連結財務書類

の様式については、様式第１号から様式第５号までのとおりとします。なお、全体財

務書類については、様式第１号から様式第５号までに準じて作成します。 

35. 連結資金収支計算書については、その事務負担等に配慮して、当分の間は作成せず、

連結精算表でも業務活動収支、投資活動収支及び財務活動収支といった本年度資金収

支額の内訳については記載を省略することを許容することとします。その場合でも、

全体資金収支計算書については作成することとします。 
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36. 連結対象団体（会計）においては、純資産を固定資産等形成分と余剰分（不足分）と

いう内訳に分類していない場合も多いため、その事務負担等に配慮して、連結純資産

変動計算書において当該内訳を記載しないことも許容することとします。 

37. この場合、連結貸借対照表においては、固定資産の額に流動資産における短期貸付金

及び基金等を加えた額を固定資産等形成分に記載し、他団体出資等分を連結純資産変

動計算書から転記したうえで、純資産額からこれらをあわせた額を差し引いた額を余

剰分（不足分）に記載します。 

38. また、連結純資産変動計算書においては、連結貸借対照表における固定資産等形成分

及び余剰分（不足分）の額を転記し、本年度純資産変動額には、転記されたそれぞれ

の額から前年度末の残高を差し引いた額を記載します。 

連結資金収支計算書内訳表

一部事務組合

・広域連合
地方独立行政法人 地方三公社 第三セクター等

公営企業会計 ・・・
・・・ ・・・

業務活動収支
業務支出

・・・
業務収入

・・・
臨時支出

・・・
臨時収入

投資活動収支
投資活動支出

・・・
投資活動収入

・・・
財務活動収支

財務活動支出
・・・

財務活動収入
・・・

本年度資金収支額
前年度末資金残高
本年度末資金残高
前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高

総計
（単純
合算）

連結修正
等

全体財務書類 連結財務書類

・・・

地方公営事業会計 総計
（単純
合算）

連結修正
等

相殺消去 純計
・・・

相殺消去 純計
・・・ ・・・

科目

一般会計等財務書類

一般会計
○○

特別会計

総計
（単純
合算）

相殺消去 純計

省略可能 
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（単位：　　）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等

事業用資産 長期未払金

・・・ 退職手当引当金

インフラ資産 損失補償等引当金

・・・ その他

物品 流動負債

物品減価償却累計額 1年内償還予定地方債等

無形固定資産 未払金

ソフトウェア 未払費用

その他 前受金

投資その他の資産 前受収益

投資及び出資金 賞与等引当金

・・・ 預り金

長期延滞債権 その他

長期貸付金

基金 【純資産の部】

・・・ 固定資産等形成分

その他 余剰分（不足分）

徴収不能引当金 他団体出資等分

流動資産

現金預金

未収金

短期貸付金

基金

財政調整基金

減債基金

棚卸資産

その他

徴収不能引当金

繰延資産

連結貸借対照表
（平成　　年　　月　　日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計

②純資産変動 

計算書より転記 

③純資産額から固

定資産等形成分と

他団体出資等分を

あわせた額を引い

た額を記載 

①合計額

を記載 
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39. 連結財務書類は４表または３表以外にも連結附属明細書もあわせて作成することが

望ましいですが、連結附属明細書のうち有形固定資産の明細及び連結精算表以外につ

いては、その事務負担等に配慮して、作成しないことも許容することとします。 

40. 連結対象団体（会計）に対する地方公共団体の出資額と連結対象団体（会計）の純資

産額との差額については、連結貸借対照表にのれんまたは負ののれん（連結調整勘定）

として計上することはせず、連結行政コスト計算書に臨時損失または臨時利益として

計上することとします。具体的には、新たに連結対象団体（会計）となった団体（会

計）がある場合には、以下の会計処理を行います。なお、連結開始貸借対照表を作成

する時点で既に連結対象団体（会計）となっている場合には、連結開始貸借対照表に

おいてこれら出資額と純資産額の相殺消去を行うこととし、連結行政コスト計算書に

おける処理は必要ありません。 

ア 連結対象団体（会計）に対する地方公共団体の出資額が連結対象団体（会計）

の純資産額より大きい場合、連結行政コスト計算書における「臨時損失」の「そ

(単位：　　）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高

純行政コスト（△）

財源

税収等

国県等補助金

本年度差額

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加

有形固定資産等の減少

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

資産評価差額

無償所管換等

他団体出資等分の増加

他団体出資等分の減少

その他

本年度純資産変動額

本年度末純資産残高

連結純資産変動計算書
自　　平成　　年　　月　　日

至　　平成　　年　　月　　日

科目 合計

省略可能 

連結貸借対照表より転記
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の他」に、その差額を計上します。 

イ 連結対象団体（会計）に対する地方公共団体の出資額が連結対象団体（会計）

の純資産額より小さい場合、連結行政コスト計算書における「臨時利益」の「そ

の他」に、その差額を計上します。 

41. 全部連結した連結対象団体（会計）の当該地方公共団体以外の出資分については、連

結貸借対照表に他団体出資等分として計上することとします。具体的には、「Ⅵ 連

結財務書類の作成手順」において詳述します。 

42. 株式会社等では社債発行費等が繰延資産として計上されていますが、繰延資産は一般

会計等で表示している固定資産及び流動資産のどちらにも該当しないことから、連結

貸借対照表の「繰延資産」にその額を計上します。 

43. 連結貸借対照表では間接法により有形固定資産を表示することができますが、株式会

社等の連結対象団体（会計）で減損処理を適用している場合には、固定資産ごとに「減

損損失累計額」として勘定科目を追加します。 

44. 連結財務書類を作成するにあたって記載すべき注記をまとめると以下のとおりとな

ります。ただし、それぞれの事項について連結対象団体（会計）ごとに異なる場合に

は、連結対象団体（会計）ごとに記載する必要があります。 

45. 重要な会計方針として、連結財務書類作成のために採用している会計処理の原則及び

手続並びに表示方法その他連結財務書類作成のための基本となる次に掲げる事項を

記載します。 

①有形固定資産等の評価基準及び評価方法 

②有価証券等の評価基準及び評価方法 

③有形固定資産等の減価償却の方法 

④引当金の計上基準及び算定方法 

⑤リース取引の処理方法 

⑥連結資金収支計算書における資金の範囲 

⑦採用した消費税等の会計処理 

⑧連結対象団体（会計）の決算日が一般会計等と異なる場合は、当該決算日及び連

結のため当該連結対象団体（会計）について特に行った処理の概要 

⑨その他連結財務書類作成のための基本となる重要な事項 

46. 重要な会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項を「重要な会計方針」の次に記

載しなければなりません。 

①会計処理の原則または手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変

更が連結財務書類に与えている影響の内容 

②表示方法を変更した場合には、その旨 

③連結資金収支計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理
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由及び当該変更が連結資金収支計算書に与えている影響の内容 

47. 重要な後発事象として、会計年度終了後、連結財務書類を作成する日までに発生した

事象で、翌年度以降の地方公共団体の財務状況等に影響を及ぼす後発事象のうち、次

に掲げるものを記載します。 

①主要な業務の改廃 

②組織・機構の大幅な変更 

③地方財政制度の大幅な改正 

④重大な災害等の発生 

⑤その他重要な後発事象 

48. 偶発債務として、会計年度末においては現実の債務ではないが、将来、一定の条件を

満たすような事態が生じた場合に債務となるもののうち、次に掲げるものを記載しま

す。 

①保証債務及び損失補償債務負担の状況（総額、確定債務額及び履行すべき額が確

定していないものの内訳（連結貸借対照表計上額及び未計上額）） 

②係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの 

③その他主要な偶発債務 

49. 追加情報として、財務書類の内容を理解するために必要と認められる次に掲げる事項

を記載します。 

①連結対象団体（会計）の一覧、連結の方法（比例連結の場合は比例連結割合を含

みます。）及び連結対象と判断した理由 

②出納整理期間について、出納整理期間が設けられている旨（根拠条文を含みます。）

及び出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年

度末の計数としている旨、出納整理期間が異なる連結対象団体（会計）がある

場合は当該団体（会計）の一覧と修正の仕方 

③表示単位未満の金額は四捨五入することとしているが、四捨五入により合計金額

に齟齬が生じる場合は、その旨 

④その他連結財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項 

50. また、連結貸借対照表に係るものとして、減価償却について直接法を採用した場合、

当該各有形固定資産の科目別または一括による減価償却累計額を記載します。なお、

前年度末歳計外現金残高、本年度歳計外現金増減額、本年度末歳計外現金残高及び本

年度末現金預金残高について、連結資金収支計算書の欄外に記載します。 
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Ⅵ 連結財務書類の作成手順 

 １ 作成手順の概要 

51. 連結財務書類の作成は、【図５ 連結財務書類の作成手順の概要】のとおり概ね５つ

の段階に分けて行います。 

図５ 連結財務書類の作成手順の概要 

連結作業項目 作業概要 

１ 
連結対象団体 

（会計）の決定 

① 地方公営事業会計：すべて全部連結 

② 一部事務組合・広域連合：すべて比例連結 

③ 地方独立行政法人及び地方三公社：すべて全部連結または比例連結 

④ 第三セクター等：出資割合等に応じて連結対象（全部連結または比例

連結）かを判断。出資割合２５％未満で損失補償等を付している等の重

要性がない場合は比例連結の対象としないことも可能。 

２ 
法定決算書類の 

取寄せまたは個別
財務書類の作成 

① 法定決算書類として貸借対照表等を作成している連結対象団体（会計）

分を取り寄せ（法適用公営企業会計、地方独立行政法人、地方三公社、

第三セクター等など） 

② 法定決算書類として貸借対照表等を作成していない連結対象団体（会

計）は一般会計等の作成要領に準拠して新たに個別財務書類を作成（法

非適用の地方公営事業会計、一般会計型及び法非適用の公営事業型の一

部事務組合・広域連合） 

３ 
法定決算書類の 

読替え 

① 法定決算書類ごとに異なる表示科目を統一的な基準の連結財務書類の

科目に揃えるため、本手引きに示されている「連結科目対応表」などに

基づき読替え 

４ 
法定決算書類の 

連結修正等 

① 各法定決算書類を一般会計等財務書類の作成基準に揃えるため、有形

固定資産等の再評価等の会計処理方法を修正（任意） 

② 出納整理期間中の取引は、現金の受払いが年度末までに完了したもの

として調整 

５ 
純計処理 

（単純合算と内部 
取引の相殺消去等） 

① 内部取引調査票により、連結対象団体（会計）内での取引の計上科目

と金額の確定 

② 連結内部の取引高及び残高の相殺消去（連結対象内の取引を消す作業）

③ 各連結対象団体（会計）の額を単純合算し、連結修正等及び相殺消去

分を差し引いたのち、純計を算出 

 

２ 作成手順の解説 

（１）連結対象団体（会計）の決定 

52. 「Ⅲ 連結財務書類の対象範囲と連結の方法」に基づき、連結対象団体（会計）を決

定します。 

 

（２）法定決算書類の取寄せまたは個別財務書類の作成 

53. 連結財務書類の作成にあたり、（１）で決定した連結対象団体（会計）それぞれにつ

いて、連結対象団体（会計）の法定決算書類を取り寄せるか、新たに個別財務書類を
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作成する必要があります。 

54. 法適用の公営企業会計、地方三公社、第三セクター等はそれぞれの会計基準に基づく

発生主義による法定決算書類を作成しており、これを個別財務書類の基礎とするため

に取り寄せます。 

55. 一方、法定決算書類が作成されていない、以下のような連結対象団体（会計）は、一

般会計等の作成要領に準拠して新たに個別財務書類を作成する必要があります。 

ア 法非適用の地方公営事業会計 

イ 一般会計型及び法非適用の公営事業型の一部事務組合・広域連合 

56. 連結対象団体（会計）ごとの法定決算書類の有無及び個別財務書類の作成方法は【図

６ 連結対象団体（会計）ごとの財務書類の作成方法】のとおりです。 

    

図６ 連結対象団体（会計）ごとの財務書類の作成方法 

○：法定決算書類を基礎として活用可能  ×：新たに個別財務書類を作成する必要あり 

※１ 連結資金収支計算書は、その事務負担等に配慮して、当分の間は作成しないことも許容するこ

ととします。その場合でも、全体資金収支計算書は作成することとします。 

※２ 一部事務組合・広域連合（地方公営企業（法適用）型）を含みます。 

団体（会計） 
の種類 

会計基準等 

財務書類の作成方法 

貸借対照表 
行政コスト 

計算書 
純資産変動 

計算書 
資金収支 

計算書※１ 

地方公営企業 
（法適用）※２ 

地方公営企業

法の財務規定

等 

○ 

貸借対照表から

修正・読替え 

○ 

損益計算書から

修正・読替え 

× 

決算統計及び 

損益計算書等 

から作成 

○ 

キャッシュ・フロー

計算書等から

修正・読替え 

地方公営 
事業会計 

（法非適用）※３ 
― 

× 

執行データ等 

から仕訳変換

を行い作成 

× 

執行データ等 

から仕訳変換

を行い作成 

× 

執行データ等 

から仕訳変換 

を行い作成 

× 

執行データ等 

から仕訳変換

を行い作成 

一部事務組合・ 
広域連合※４ 

― 

（公営企業は地

方公営企業法

の財務規定等） 

× 

執行データ等 

から仕訳変換

を行い作成 

× 

執行データ等 

から仕訳変換

を行い作成 

× 

執行データ等 

から仕訳変換 

を行い作成 

× 

執行データ等 

から仕訳変換

を行い作成 

地方独立 
行政法人 

地方独立 

行政法人 

会計基準 

○ 

貸借対照表から

修正・読替え 

○ 

損益計算書から

修正・読替え 

× 

貸借対照表及び 

損益計算書等 

から作成 

○ 

キャッシュ・フロー

計算書等から

修正・読替え 

地方三公社 

（例：土地開発

公社） 

土地開発公社

経理基準要綱 

○ 

貸借対照表から

修正・読替え 

○ 

損益計算書から

修正・読替え 

× 

貸借対照表及び 

損益計算書等 

から作成 

○ 

キャッシュ・フロー

計算書等から

修正・読替え 

第三セクター等 

（例：株式会社

等） 

会社計算規則

及び財務諸表

規則等 

○ 

貸借対照表から

修正・読替え 

○ 

損益計算書等

から修正・読替え

× 

貸借対照表及び 

損益計算書等 

から作成 

○（一部×） 

キャッシュ・フロー

計算書等から

修正・読替え等
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※３ 法適用に向けた作業に着手しているものについては、移行期間が延長される予定です。 

※４ 一部事務組合・広域連合（地方公営企業（法適用）型）を除きます。 

 

（３）法定決算書類の読替え 

57. 連結対象団体（会計）ごとに適用される会計基準が異なるとともに、法定決算書類と

統一的な基準の連結財務書類とでは表示科目も異なることから、統一的な基準の連結

財務書類の科目に揃えるために、表示科目の「読替え」を行います。読替えは連結対

象団体（会計）ごとに作成された連結科目対応表を参考に行います。 

58. 連結科目対応表の例は、「Ⅷ 連結科目対応表」に掲載しています。この連結科目対応

表については、法定決算書類の表示科目がそれぞれの連結対象団体（会計）ごとに異

なることが考えられるので、連結対象団体（会計）ごとに作成する必要があります。 

 

【例】連結科目対応表の例（抜粋）（土地開発公社の場合） 

 土地開発公社の貸借対照表

における勘定科目 

読替え 

 

 

 

連結科目

対応表 

 

 

 

統一的な基準の 

連結貸借対照表における勘定科目 

流動資産 

現金及び預金 流動資産 現金預金：Ａ 

事業未収金 流動資産 未収金：Ｂ 

公有用地・ 

代行用地等 
流動資産 棚卸資産：Ｃ 

有形固定資産 土地 有形固定資産 
土地（事業用資

産）：Ｄ 

投資その他の

資産 

賃貸事業の用

に供する土地 
有形固定資産 

土地（事業用資

産）：Ｅ 

 

59. 読み替えた結果を、連結精算表に転記します。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

連結貸借対照表精算表 

  

一般会計等 
財務書類 

・・・ 
連結財務書類 

地方三公社 

一般会計 ・・・ 土地開発公社 ・・・ 

【資産の部】 

固定資産 

有形固定資産 

事業用資産 

土地 Ｄ、Ｅ 

流動資産 

現金預金 Ａ 

未収金 Ｂ 

棚卸資産   Ｃ  
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（４）法定決算書類の連結修正等 

① 連結修正（その１）（資産・負債等の修正） 

60. 連結対象団体（会計）で法定決算書類が作成されている場合、その法定決算書類の表

示科目の読替えを行います。この際、可能な限り統一された会計処理を行うために、

以下の各項目のように各法定決算書類の数値を修正するといった連結修正を行うこ

とが望ましいと考えられます。ただし、このような連結修正は、その事務負担等も配

慮して行わないことも許容することとします。 

ア 有形固定資産等の評価 

連結対象団体（会計）の保有するすべての有形固定資産等について、一般会計

等の「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」に基づいた評価を行います。 

イ 売却可能資産の表示と評価 

連結対象団体（会計）の保有する資産についても、一般会計等に準拠して売

却可能資産の資産科目別の金額及びその範囲を注記します。評価額は一般会計

等と同様に売却可能価額とします。 

なお、販売用不動産は販売するために保有しているものであり、棚卸資産に

計上されますので、未使用・未利用になっている売却可能資産とは明確に区別

します。 

ウ 投資及び出資金の評価 

統一的な基準では、投資及び出資金についてはその種類ごとに償却原価や市

場価格等により評価することとしています。そこで、連結対象団体（会計）に

おいてこのような評価が行われていない場合には、一般会計等に準じた評価を

行います。 

エ 徴収不能引当金の計上 

統一的な基準では、貸付金や未収金等の債権は回収可能性に基づいて徴収不

能引当金として計上することとしています。連結対象団体（会計）においてこ

のような処理が行われていない場合には、一般会計等に準拠して計上します。 

オ 退職手当引当金、賞与等引当金の計上 

統一的な基準では、退職手当引当金、賞与等引当金を計上することとしてい

ます。連結対象団体（会計）においてこれらの引当金が計上されていない場合

には、一般会計等に準拠して計上します。 

61. なお、アからオまでの項目が連結対象団体（会計）において計上されている場合であ

っても、計上基準が統一的な基準と異なる場合は、統一的な基準で求められている基

準で算定した金額に修正することが望ましいと考えられます。 

62. また、公営企業会計や第三セクター等の法定決算書類が税抜処理で作成されている場

合には、原則として一般会計等と同様の税込処理とすることが望ましいですが、税込
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処理に修正しないことも許容することとします。なお、採用した消費税等の会計処理

については、注記するものとします。 

 

② 連結修正（その２）（出納整理期間中の現金の受払い等の調整） 

63. 連結対象団体（会計）には出納整理期間を持つ一般会計等と持たない公営企業会計、

地方独立行政法人、地方三公社及び第三セクター等が混在しています。 

64. 出納整理期間とは、歳入調定や支出負担行為等の所定の手続を完了し、前会計年度末

までに確定した債権債務の整理を行うために設けられている期間です。地方公共団体

の場合、会計年度終了後の翌年度の４月１日から５月３１日までの２ヶ月間を指しま

す。出納整理期間は、予算統制における現金主義会計の原則のもとで、厳密に会計年

度独立の原則を徹底する趣旨から必要となるものです。 

65. 出納整理期間を持つ会計では、Ｎ年度に帰属する債権債務について、出納整理期間中

に現金の受払いが行われた場合には、Ｎ年度内に現金の受払いがなされたものとして

整理されています。一方、出納整理期間を持たない会計では、Ｎ年度末までに収支原

因が発生した債権債務であっても、Ｎ年度内（３月３１日）までに現金の受払いがな

されなければ、貸借対照表には未収金、未払金などの債権または債務として整理され

ます。 

66. 統一的な基準において、出納整理期間の定めがある連結対象団体（会計）と、定めの

ない連結対象団体（会計）との間で取引があり、出納整理期間中にＮ年度に帰属する

資金の授受がある場合には、Ｎ年度末に現金の受払い等が終了したものとして調整し

ます。 

67. 例えば、一般会計がＮ年度に財団法人に対する補助金の交付決定及び支出負担行為を

行い、その支払いが出納整理期間内に行われた場合には、一般会計の歳入歳出決算書

には、当該補助金支出が計上され、歳計現金が減少した状態になっています。 

一方、財団法人側には、年度末の段階で収入要因が発生していますが、支払がなされ

ていないため、貸借対照表には資産として「未収金」が計上され、正味財産増減計算

書には「補助金収入」が計上されます。なお、財団法人が作成しているキャッシュ・

フロー計算書は未収金を含まない資金の動きをとらえているため、この取引による現

金の動きは計上されていません。 

  このような状況で単純合算した場合には、支出済の状態（一般会計）と今後支払いを

受ける状態（財団法人）とが混在することになります。統一的な基準では、出納整理

期間がない会計等についてもＮ年度末に現金の受払いが終了したものとして調整を

行います。 

  具体的には次のような調整を行います。 

ア 資産の振替（出納整理期間における調整） 
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   「未収金」の減額（財団法人：貸借対照表） 

「現金預金」の増額（財団法人：貸借対照表） 

     → 出納整理期間に一般会計からの入金があったものとするため、上記の

連結修正を行ったうえで、連結精算表の該当科目の連結修正等の欄にお

いて増減を行います。 

イ 資金収支の追加計上（出納整理期間における調整） 

「国県等補助金収入」の増額（財団法人：資金収支計算書） 

→ 上記の連結修正によって増額した「国県等補助金収入」は後に相殺消

去されます。具体的な調整方法は、８０段落の「ウ 補助金支出と補助

金収入」を参照してください。 

68. 連結財務書類の作成にあたり、「法定決算書類の読替え」、「連結修正等」及び「相殺

消去」を行いますが、連結財務書類の連結精算表の各連結対象団体（会計）の欄には、

科目を読み替えた数字を転記することとし、その後に資産・負債等の修正や出納整理

期間中の現金の受払い等といった連結修正を行う場合は、原則としてその修正額（法

定決算書類上の数字との差額）を「連結修正等」の列に記載することとします。ただ

し、財務書類作成団体の判断により、連結修正後の金額を連結財務書類の連結精算表

の各連結対象団体（会計）の欄に記載することもできます。 

69. なお、連結精算表において「一般会計等財務書類」では「相殺消去」の欄が、「全体

財務書類」及び「連結財務書類」では「連結修正等」及び「相殺消去」の欄がそれぞ

れ１か所ありますが、「一般会計等財務書類」に含まれる相殺消去の列には一般会計

に連結する特別会計に関する相殺消去の額を記載し、「全体財務書類」に含まれる連

結修正等及び相殺消去の列には地方公営事業会計に関する連結修正等及び相殺消去

の額を記載し、「連結財務書類」に含まれる連結修正等及び相殺消去の列には地方公

共団体外部の連結対象団体に関する連結修正等及び相殺消去の額を記載します。 

70. なお、連結修正等の欄には、各連結対象団体（会計）の連結修正等の項目がまとめて

表示されます。 

71. これまでの記載をまとめると、【図７ 法定決算書類の有無による作業の違い】のと

おりです。 
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【図７ 法定決算書類の有無による作業の違い】 

 

（法定決算書類が作成されていない連結対象団体（会計）） 

 個別財務書類の作成  → 一般会計等に準拠して新たに作成した個別財務書類の数値

を「連結精算表」にそのまま記載 

 

（法定決算書類が存在する団体） 

 法定決算書類の取寄せ  

 ↓ 

  法定決算書類の科目読替え  → この段階の数値を「連結精算表」の各団体の欄に記載 

  ↓ 

 法定決算書類の連結修正  → ①資産・負債等の修正（任意）、②出納整理期間中の現

金の受払い等の調整による連結修正の額を「連結修正等」

の欄にまとめて記載 

 

 

③ 他団体出資等分の算定 

72. 純資産のうち、地方公共団体の持分以外の部分について他団体出資等分を認識するこ

ととします。具体的には、連結対象団体（会計）の純資産に当該地方公共団体以外が

行っている出資等の割合を乗じた額を「他団体出資等分」として計上し、その分を余

剰分（不足分）から差し引くことになります。 

73. また、全部連結している団体の株式等を追加取得したこと等による「他団体出資等分」

の変動額は、連結純資産変動計算書における「他団体出資等分の増加」または「他団

体出資等分の減少」に記載します。 

 

④ ２年目以降に連結財務書類を作成する際の注意点 

74. ２年目以降に連結財務書類を作成する際に、前年度に①、②及び③で説明した連結修

正等を行っていた場合、連結純資産変動計算書の前年度末純資産残高や連結資金収支

計算書の前年度末資金残高の記入額に注意する必要があります。具体的には、連結修

正等によって前年度末の純資産残高や資金残高が変動していた場合、当年度の期首に

おいて前年度末と同額を引き継ぐ必要がありますが、いわゆる「開始仕訳」を行わな

ければ、同額が引き継がれなくなります。 

75. 連結修正等は連結財務書類作成のために行われるものであり、個別財務書類には影響

していないため、前年度以前に行った連結修正等は、当年度の個別財務書類には反映

されていません。そこで、２年目以降の連結財務書類を作成するにあたり、前年度以
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前に行った連結修正等の影響を引き継ぐ必要があります（【図８ 開始仕訳の流れ】）。

この開始仕訳を行うことにより、前年度末の純資産残高と当年度の期首の純資産残高、

前年度末の資金残高と当年度の期首の資金残高がはじめて一致することになります。 

 

【図８ 開始仕訳の流れ】 

 

 

76. 以後の「（５）純計処理（単純合算と内部取引の相殺消去等）」では、開始仕訳を行う

べき箇所に開始仕訳として説明します。なお、６７段落に記載された例について開始

仕訳を行うと以下のとおりとなります。 

開始仕訳 

ア 資産の振替（出納整理期間における調整） 

不要 

→ 当年度末の貸借対照表では出納整理期間における調整の影響はなくなっ

ています。 

イ 資金収支の追加計上（出納整理期間における調整） 

「国県等補助金収入」の減額（財団法人：資金収支計算書） 

「前年度末資金残高」の増額（財団法人：資金収支計算書） 

→ 国県等補助金収入は前年度の連結資金収支計算書に計上されていますが、

財団法人の資金収支計算書では当年度に計上されているため、当年度の連

結資金収支計算書作成においては財団法人の資金収支計算書に計上され

ている国県等補助金収入を取り消すとともに期首資金残高を増額させま

す。 

 

前期

＋ ＝

当期の取引を反映 開始仕訳

当期

＋ ＝

個別財務書類 連結仕訳 連結財務書類

個別財務書類 連結仕訳 連結財務書類
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（５）純計処理（単純合算と内部取引の相殺消去等） 

77. 連結対象団体（会計）間で行われている、資金の出資（受入）、貸付（借入）、返済（回

収）、利息の支払（受取）、売上（支払）、繰出（繰入）等、原則としてすべての内部

取引を相殺消去します。 

78. これは、地方公共団体が、連結の範囲となる連結対象団体（会計）をひとつの行政サ

ービスの実施主体とみなして連結財務書類を作成することから、連結内部での取引を

消去する必要があります。 

  例えば、 

ア 連結対象団体（会計）間で資金の貸し借りを行っている場合は、貸し手側で長

期貸付金、借り手側で地方債等として貸借対照表に計上されますが、連結全体

で考えれば、連結対象団体（会計）以外の外部に対する債権債務はありません

ので、長期貸付金、地方債等ともに消去します。 

イ また、補助金の受払いについても同様に、一般会計から連結対象の第三セクタ

ー等に補助金を出したとしても、内部の資金移動にすぎず、連結外部との取引

はないことになりますので、これを消去します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. 相殺消去の具体的な作業は、以下の流れで行います。 

ア すべての連結対象団体（会計）が様式第６号の「内部取引調査票」を記入し、

連結内部の取引を洗い出します。 

イ 連結対象団体（会計）の内部取引調査票を相互に突き合わせ、連結内部の取引

を確定します。 

ウ 確定した取引について、様式第７号の「相殺消去集計表」に転記し、一般会計

等、全体、連結財務書類のそれぞれについて、相殺消去すべき合計額を算定し

ます。 

エ 相殺消去集計表で算出された合計または総合計の額を連結精算表の「相殺消去」

の欄に転記し、純計処理を行います。 

80. 相殺消去の典型的な類型には次のようなものがあります。 

第三セクター等 一般会計 

連結内部 

長期貸付金 

国県等 
補助金収入

３５０ 

補助金等支出

２５０ ２５０ 

地方債等 

３５０ 

＜内部取引として消去＞
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ア 投資と資本の相殺消去（残高の相殺消去） 

連結対象団体（会計）間で出資を行っている場合に、出資した側に「投資及

び出資金」の「出資金」または「その他」が計上され、出資を受けた側は「純

資産」が計上されています。したがって、次のような相殺消去を行います。 

（出資した側） 

○貸借対照表「投資及び出資金」の「出資金」または「その他」を減額 

（出資を受けた側） 

○貸借対照表「純資産の部」を減額 

また、当該年度中に資金の移動がありますので、資金収支計算書においても、

その資金移動額を収入側、支出側ともに消去します。 

開始仕訳 

（出資した側） 

○貸借対照表「投資及び出資金」の「出資金」または「その他」を減額 

（出資を受けた側） 

○純資産変動計算書「前年度末純資産残高」を減額 

この結果、貸借対照表・純資産の部が同額減額されます。 

なお、連結対象団体（会計）を全部連結した場合であって、他団体からも当

該団体が出資等を受けている場合には、他団体出資等分を認識するため、以下

のようになります。 

（出資した側） 

○貸借対照表「投資及び出資金」の「出資金」または「その他」を減額 

○貸借対照表「他団体出資等分」を増額 

（出資を受けた側） 

○貸借対照表「純資産の部」を減額 

また、当該年度中に資金の移動がありますので、資金収支計算書においても、

その資金移動額を収入側、支出側ともに消去します。 

開始仕訳 

（出資した側） 

○貸借対照表「投資及び出資金」の「出資金」または「その他」を減額 

○貸借対照表「他団体出資等分」を増額 

（出資を受けた側） 

○純資産変動計算書「前年度末純資産残高」を減額 

この結果、貸借対照表「他団体出資等分」が増額され、「投資及び出資金」の

「出資金」または「その他」の額だけ「純資産の部」は減額されます。 
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イ 貸付金・借入金等の債権債務の相殺消去（残高の相殺消去） 

連結対象団体（会計）間で資金の貸し借りを行っている場合には、貸し付け

た側に「長期貸付金」または／及び「短期貸付金」が計上され、借り入れた側

には「地方債等」または/及び「１年内償還予定地方債等」が計上されています。

したがって、次のような相殺消去を行います。 

（貸し付けた側） 

○貸借対照表「長期貸付金」または／及び「短期貸付金」を減額  

（借り入れた側） 

○貸借対照表「地方債等」または／及び「１年内償還予定地方債等」を減額 

また、当該年度中に資金の移動がありますので、資金収支計算書においても、

その資金移動額を収入側、支出側ともに消去します。 

開始仕訳 

  不要 

 

ウ 補助金支出と補助金収入（取引高の相殺消去） 

連結対象団体（会計）間で補助金の授受が行われた場合には、補助した側は、

行政コスト計算書の「補助金等」に計上されています。 

補助を受けた側は、純資産変動計算書の「国県等補助金」に計上されていま

す。したがって、次のような相殺消去を行います。 

（補助した側） 

○行政コスト計算書「補助金等」を減額 

（補助を受けた側）  

○純資産変動計算書「国県等補助金」を減額 

なお、当該年度中に資金の移動がありますので、資金収支計算書においても、

その資金移動額を収入側、支出側ともに消去します。 

開始仕訳 

不要 

 

エ 会計間の繰入れ・繰出し（取引高の相殺消去） 

会計間で繰入れ、繰出しが行われた場合には、繰出した側は、行政コスト計

算書の「他会計への繰出金」に計上され、繰入れた側は、純資産変動計算書の

「税収等」に計上されています。したがって、次のような相殺消去を行います。 

（繰出した側） 

○行政コスト計算書「他会計への繰出金」を減額 

（繰入れた側） 
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○純資産変動計算書「税収等」を減額 

なお、当該年度中に資金の移動がありますので、資金収支計算書においても、

その資金移動額を収入側、支出側ともに消去します。 

 開始仕訳 

  不要 

 

オ 資産購入と売却の相殺消去（取引高の相殺消去） 

連結対象団体（会計）間で資産の購入・売却が行われた場合には、売却した

側で行政コスト計算書に資産売却損益が計上され、購入した側では貸借対照表

に資産売却損益相当額も含めて計上されています（土地の売却を事業として行

っている土地開発公社等が売却した場合は事業収益等に計上されるため除きま

す。）。また、両者の資金収支計算書には売買取引相当額が計上されていますの

で、例えば、連結対象団体（会計）間の有形固定資産の売買によって売却損益

が発生した場合、次のような相殺消去を行います。 

（売却した側） 

○行政コスト計算書  ・売却損が生じた場合 

「資産除売却損」（資産売却損相当額）を減額 

・売却益が生じた場合 

「資産売却益」（資産売却益相当額）を減額 

※ なお、土地開発公社等が売却した場合には、売却損益相当額ではなく、当

該土地に係る「経常収益」の「その他」及び「物件費等」の「その他」の双

方を減額 

○資金収支計算書    売買取引相当額を「資産売却収入」から減額 

※ なお、土地開発公社等が売却した場合には、「業務収入」の「その他の収

入」から減額 

（購入した側） 

○貸借対照表     ・売却損が生じた場合 

資産売却損相当額を「有形固定資産」に加算 

・売却益が生じた場合 

資産売却益相当額を「有形固定資産」から減額 

○資金収支計算書  売買取引相当額を「公共施設等整備費支出」から減額 

また、償却資産に含まれる未実現損益の消去に伴う減価償却費の修正計算は

省略することができます。 

※「売買取引相当額」とは、取引価額を指します。 

※「資産売却損益相当額」とは、売却された資産の簿価と売却取引相当額との
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差額を指します。売買取引金額＞資産の簿価の場合は売却益となり、その逆

が売却損となります。 

開始仕訳 

（売却した側） 

○純資産変動計算書  ・売却損が生じた場合 

資産売却損相当額を前年度末残高「固定資産等形成

分」に増額 

この結果、貸借対照表・純資産の部「固定資産等形成分」が同額増額されま

す。 

・売却益が生じた場合 

資産売却益相当額を前年度末残高「固定資産等形成

分」から減額 

この結果、貸借対照表・純資産の部「固定資産等形成分」が同額減額されま

す。 

（購入した側） 

○貸借対照表     ・売却損が生じた場合 

資産売却損相当額を「有形固定資産」に加算 

・売却益が生じた場合 

資産売却益相当額を「有形固定資産」から減額 

 

カ 委託料の支払と受取（取引高の相殺消去） 

（委託した側） 

○行政コスト計算書「物件費」を減額 

○資金収支計算書「物件費等支出」を減額 

（受託した側） 

○行政コスト計算書「経常収益」の「その他」を減額 

○資金収支計算書「業務収入」の「その他の収入」を減額 

開始仕訳 

 不要 

 

キ 利息の支払と受取（取引高の相殺消去） 

（利息を受け取った側） 

○行政コスト計算書「経常収益」の「その他」を減額 

 ○資金収支計算書「業務収入」の「その他の収入」を減額 

（利息を支払った側） 
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○行政コスト計算書「支払利息」を減額 

 ○資金収支計算書「支払利息支出」を減額 

（開始仕訳） 

  不要 

 

81. なお、原則としてすべての内部取引を相殺消去する必要がありますが、上記のうちア

からエまでにかかる相殺消去を優先し、その他は金額的に重要なものを除いて相殺消

去を行わず、今後段階的にその範囲を広げることも許容することとします。 

82. 相殺消去の典型的な類型をまとめると【図９ 相殺消去の典型的な類型】のとおりと

なります。 

【図９ 相殺消去の典型的な類型】

取引のパターン

ア　投資と資本の相殺消去

（出資した側）
・貸借対照表の「投資及び出資金」の「出資金」
または「その他」を減額
・資金収支計算書の資金移動額を消去

（出資を受けた側）
・貸借対照表の「純資産の部」を減額
・資金収支計算書の資金移動額を消去

イ　貸付金・借入金等の債権
　債務の相殺消去

（貸し付けた側）
・貸借対照表の「長期貸付金」または／及び
「短期貸付金」を減額
・資金収支計算書の資金移動額を消去

（借り入れた側）
・貸借対照表の「地方債等」または／及び「１年
内償還予定地方債等」を減額
・資金収支計算書の資金移動額を消去

ウ　補助金支出と補助金収入
　（取引高の相殺消去）

（補助した側）
・行政コスト計算書の「補助金等」を減額
・資金収支計算書の資金移動額を消去

（補助を受けた側）
・純資産変動計算書の「国県等補助金」を減額
・資金収支計算書の資金移動額を消去

エ　会計間の繰入れ・繰出し
　（取引高の相殺消去）

（繰出した側）
・行政コスト計算書の「他会計への繰出金」を
減額
・資金収支計算書の資金移動額を消去

（繰入れた側）
・純資産変動計算書の「税収等」を減額
・資金収支計算書の資金移動額を消去

オ　資産購入と売却の
　　相殺消去
　（取引高の相殺消去）

（売却した側）
・行政コスト計算書
　・売却損が生じた場合
　　「資産除売却損」（資産売却損相当額）を
　　減額
　・売却益が生じた場合
　　「資産売却益」（資産売却益相当額）を減額
・資金収支計算書
　　売買取引相当額を「資産売却収入」から
　減額

（購入した側）
・貸借対照表
　・売却損が生じた場合
　　資産売却損相当額を「有形固定資産」に
　　加算
　・売却益が生じた場合
　　資産売却益相当額を「有形固定資産」から
　　減額
・資金収支計算書
　　売買取引相当額を「公共施設等整備費
　　支出」から減額

カ　委託料の支払と受取
　（取引高の相殺消去）

（委託した側）
・行政コスト計算書の「物件費」を減額
・資金収支計算書の「物件費等支出」を減額

（受託した側）
・行政コスト計算書の「経常収益」の「その他」を
減額
・資金収支計算書の「業務収入」の「その他の
収入」を減額

キ　利息の支払と受取
　（取引高の相殺消去）

（利息を受け取った側）
・行政コスト計算書の「経常収益」の「その他」を
減額
・資金収支計算書の「業務収入」の「その他の
収入」を減額

（利息を支払った側）
・行政コスト計算書の「支払利息」を減額
・資金収支計算書の「支払利息支出」を減額

必要となる相殺消去

 

83. 土地開発公社に対する債務保証、第三セクター等の債務に対する損失補償など、連結
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対象団体（会計）に関する債務負担行為について、一般会計等の貸借対照表において

損失補償等引当金を計上している場合は、連結財務書類では債務負担行為の対象とな

っている連結対象団体（会計）の債務として連結貸借対照表に計上されているため、

損失補償等引当金は消去します。 

84. 連結貸借対照表の注記欄には、債務負担行為に関する情報を注記することとしていま

すが、連結対象団体（会計）に関する債務負担行為は、連結財務書類では債務負担行

為の対象となっている連結対象団体（会計）の債務として連結貸借対照表に計上され

ているため、注記情報からは除きます。 

85.「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」９８段落において、「市場価格のない投資

及び出資金のうち、連結対象団体及び会計に対するものについて、実質価額が著しく

低下した場合、実質価額と取得価額との差額を両者の差額が生じた会計年度に臨時損

失（投資損失引当金繰入額）として計上し、両者の差額を貸借対照表の投資損失引当

金に計上」することとされていますが、連結財務書類では連結対象団体（会計）の損

失が計上されているため、連結財務書類を作成する場合には、投資損失引当金繰入額

及び投資損失引当金をそれぞれ消去します。 

86. 連結対象団体（会計）の間で内部取引として認識している金額が一致しない場合（経

費負担割合で連結を行う一部事務組合等にあっては、金額が一致しない場合が多い）

には、重要な不一致がある場合を除き、いずれかの団体等で把握された金額（例えば、

一般会計側で認識している金額や金額の大きい団体等側の金額）により相殺消去を行

うことができることとします。 

87. また、相殺消去の範囲を広げた場合であっても、水道料金、下水道使用料、施設使用

料等条例で金額が定められているものをはじめ、相対取引で金額が決定されたものを

除く取引、「ア 投資と資本の相殺消去」及び「イ 貸付金・借入金等の債権債務の消

去」を除き年間取引総額が少額（例えば１００万円未満）の取引、連結対象団体（会

計）が支払った住民税や固定資産税等の税金については、相殺消去の対象から除くこ

とができることとします。 
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様式第１号 30

様式第２号 31

様式第３号 32

様式第２号及び第３号 33

様式第４号 34

様式第５号 35

43

44

46

48

様式第６号 51

様式第７号 52

※ 全体財務書類については、上記様式を全体財務書類に準じて作成するものとします。

連結行政コスト及び純資産変動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

連結貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

連結行政コスト計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

連結純資産変動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ⅶ　　連結財務書類作成の手引き　　　様式

内部取引調査票・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

相殺消去集計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

連結資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１．連結貸借対照表の内容に関する明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２．連結行政コスト計算書の内容に関する明細・・・・・・・・・・・・・・

３．連結純資産変動計算書の内容に関する明細・・・・・・・・・・・・

４．連結資金収支計算書の内容に関する明細・・・・・・・・・・・・・

５．連結精算表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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（単位：　　）

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 固定負債

有形固定資産 地方債等
事業用資産 長期未払金

土地 退職手当引当金
立木竹 損失補償等引当金
建物 その他
建物減価償却累計額 流動負債
工作物 1年内償還予定地方債等
工作物減価償却累計額 未払金
船舶 未払費用
船舶減価償却累計額 前受金
浮標等 前受収益
浮標等減価償却累計額 賞与等引当金
航空機 預り金
航空機減価償却累計額 その他
その他
その他減価償却累計額 【純資産の部】
建設仮勘定 固定資産等形成分

インフラ資産 余剰分（不足分）
土地 他団体出資等分
建物
建物減価償却累計額
工作物
工作物減価償却累計額
その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定

物品
物品減価償却累計額

無形固定資産
ソフトウェア
その他

投資その他の資産
投資及び出資金

有価証券
出資金
その他

長期延滞債権
長期貸付金
基金

減債基金
その他

その他
徴収不能引当金

流動資産
現金預金
未収金
短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

棚卸資産
その他
徴収不能引当金

繰延資産

【様式第１号】

連結貸借対照表
（平成　　年　　月　　日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計
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（単位：　　）

経常費用

業務費用

人件費

職員給与費

賞与等引当金繰入額

退職手当引当金繰入額

その他

物件費等

物件費

維持補修費

減価償却費

その他

その他の業務費用

支払利息

徴収不能引当金繰入額

その他

移転費用

補助金等

社会保障給付

その他

経常収益

使用料及び手数料

その他

純経常行政コスト

臨時損失

災害復旧事業費

資産除売却損

損失補償等引当金繰入額

その他

臨時利益

資産売却益

その他

純行政コスト

【様式第２号】

連結行政コスト計算書
自　平成　　年　　月　　日
至　平成　　年　　月　　日

科目 金額
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(単位：　　）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高

純行政コスト（△）

財源

税収等

国県等補助金

本年度差額

固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加

有形固定資産等の減少

貸付金・基金等の増加

貸付金・基金等の減少

資産評価差額

無償所管換等

他団体出資等分の増加

他団体出資等分の減少

その他

本年度純資産変動額

本年度末純資産残高

【様式第３号】

連結純資産変動計算書
自　　平成　　年　　月　　日

至　　平成　　年　　月　　日

科目 合計
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（単位：　　）

経常費用
業務費用

人件費
職員給与費
賞与等引当金繰入額
退職手当引当金繰入額
その他

物件費等
物件費
維持補修費
減価償却費
その他

その他の業務費用
支払利息
徴収不能引当金繰入額
その他

移転費用
補助金等
社会保障給付
その他

経常収益
使用料及び手数料
その他

純経常行政コスト
臨時損失

災害復旧事業費
資産除売却損
損失補償等引当金繰入額
その他

臨時利益
資産売却益
その他

純行政コスト
財源

税収等
国県等補助金

本年度差額
固定資産等の変動（内部変動）

有形固定資産等の増加
有形固定資産等の減少
貸付金・基金等の増加
貸付金・基金等の減少

資産評価差額
無償所管換等
他団体出資等分の増加

他団体出資等分の減少

その他
本年度純資産変動額
前年度末純資産残高
本年度末純資産残高

【様式第２号及び第３号】

連結行政コスト及び純資産変動計算書
自　平成　　年　　月　　日
至　平成　　年　　月　　日

科目 金額

金額
固定資産等形成分 他団体出資等分余剰分（不足分）
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（単位：　　）

【業務活動収支】

業務支出

業務費用支出
人件費支出
物件費等支出
支払利息支出
その他の支出

移転費用支出
補助金等支出
社会保障給付支出
その他の支出

業務収入
税収等収入
国県等補助金収入
使用料及び手数料収入
その他の収入

臨時支出
災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入
業務活動収支
【投資活動収支】

投資活動支出
公共施設等整備費支出
基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出
その他の支出

投資活動収入
国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入
資産売却収入
その他の収入

投資活動収支
【財務活動収支】

財務活動支出
地方債等償還支出
その他の支出

財務活動収入
地方債等発行収入
その他の収入

財務活動収支

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高

【様式第４号】

連結資金収支計算書
自　　平成　　年　　月　　日

至　　平成　　年　　月　　日

科目 金額

前年度末資金残高
本年度末資金残高

本年度資金収支額
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①
有

形
固

定
資

産
の

明
細

（
単

位
：
　

　
）

②
有

形
固

定
資

産
の

行
政

目
的

別
明

細
（
単

位
：
　

　
）

合
計

 物
品

　
　

建
設

仮
勘

定

　
　

そ
の

他

　
　

工
作

物

　
　

建
物

　
　

土
地

 イ
ン

フ
ラ

資
産

　
　

建
設

仮
勘

定

　
　

そ
の

他

　
　

航
空

機

　
　

浮
標

等

　
　

船
舶

　
　

工
作

物

　
　

建
物

　
　

立
木

竹

　
　

土
地

合
計

 事
業

用
資

産区
分

生
活

イ
ン

フ
ラ

・
国

土
保

全
教

育
福

祉
環

境
衛

生
産

業
振

興
消

防
総

務

合
計

 物
品

　
　

建
設

仮
勘

定

　
　

そ
の

他

　
　

工
作

物

　
　

建
物

　
　

土
地

 イ
ン

フ
ラ

資
産

　
　

建
設

仮
勘

定

　
　

そ
の

他

　
　

航
空

機

　
　

浮
標

等

　
　

船
舶

　
　

工
作

物

　
　

建
物

　
　

立
木

竹

　
  
土

地

【
様

式
第

５
号

】

連
結

附
属

明
細

書
１

．
連

結
貸

借
対

照
表

の
内

容
に

関
す

る
明

細

　
※

下
記

以
外

の
資

産
及

び
負

債
の

う
ち

、
そ

の
額

が
資

産
総

額
の

1
0
0
分

の
5
を

超
え

る
科

目
に

つ
い

て
も

作
成

す
る

。

（
１

）
資

産
項

目
の

明
細

本
年

度
償

却
額

（
F
)

差
引

本
年

度
末

残
高

（
D

)－
（
E
)

（
G

)

 事
業

用
資

産区
分

前
年

度
末

残
高

（
A

）
本

年
度

増
加

額
（
B

）
本

年
度

減
少

額
（
C

）

本
年

度
末

残
高

（
A

)＋
（
B

)-
（
C

)
（
D

）

本
年

度
末

減
価

償
却

累
計

額
（
E
)
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③
投

資
及

び
出

資
金

の
明

細

市
場

価
格

の
あ

る
も

の
（
単

位
：
　

　
）

銘
柄

名
株

数
・
口

数
な

ど
（
A

）
時

価
単

価
（
B

）

貸
借

対
照

表
計

上
額

（
A

）
×

（
B

)
（
C

)
取

得
単

価
（
D

)

取
得

原
価

（
A

）
×

（
D

)
（
E
)

評
価

差
額

（
C

）
－

（
E
)

（
F
)

（
参

考
）
財

産
に

関
す

る
調

書
記

載
額

合
計

市
場

価
格

の
な

い
も

の
の

う
ち

連
結

対
象

団
体

（
会

計
）
以

外
に

対
す

る
も

の
（
単

位
：
　

　
）

相
手

先
名

出
資

金
額

（
A

)
資

産
（
B

)
負

債
（
C

)

純
資

産
額

（
B

）
－

（
C

)
（
D

)
資

本
金

（
E
)

出
資

割
合

（
％

）
（
A

）
/
（
E
)

（
F
)

実
質

価
額

（
D

)×
（
F
)

（
G

)
強

制
評

価
減

（
H

)

貸
借

対
照

表
計

上
額

（
Ａ

）
－

（
Ｈ

）
（
Ｉ）

（
参

考
）
財

産
に

関
す

る
調

書
記

載
額

合
計
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④
基

金
の

明
細

（
単

位
：
　

　
）

財
政

調
整

基
金

減
債

基
金

・
・
・

・
・
・

合
計

(参
考

)財
産

に
関

す
る

調
書

記
載

額
種

類
現

金
預

金
有

価
証

券
土

地
そ

の
他

合
計

(貸
借

対
照

表
計

上
額

)
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⑤
貸

付
金

の
明

細
（
単

位
：
　

　
）

貸
借

対
照

表
計

上
額

徴
収

不
能

引
当

金
計

上
額

貸
借

対
照

表
計

上
額

徴
収

不
能

引
当

金
計

上
額

　
　

○
○

貸
付

金

　
　

・
・
・
・

合
計

相
手

先
名

ま
た

は
種

別
長

期
貸

付
金

短
期

貸
付

金
（
参

考
）

貸
付

金
計

-38-



⑥
長

期
延

滞
債

権
の

明
細

（
単

位
：
　

　
）

⑦
未

収
金

の
明

細
（
単

位
：
　

　
）

相
手

先
名

ま
た

は
種

別
貸

借
対

照
表

計
上

額
徴

収
不

能
引

当
金

計
上

額
相

手
先

名
ま

た
は

種
別

貸
借

対
照

表
計

上
額

徴
収

不
能

引
当

金
計

上
額

【
貸

付
金

】
【
貸

付
金

】

　
　

○
○

貸
付

金
　

　
○

○
貸

付
金

　
　

・
・
・
・
・

　
　

・
・
・
・
・

小
計

小
計

【
未

収
金

】
【
未

収
金

】

税
等

未
収

金
税

等
未

収
金

　
　

固
定

資
産

税
　

　
固

定
資

産
税

　
　

・
・
・
・
・

　
　

・
・
・
・
・

そ
の

他
の

未
収

金
そ

の
他

の
未

収
金

　
　

使
用

料
・
手

数
料

　
　

使
用

料
・
手

数
料

　
　

・
・
・
・
・

　
　

・
・
・
・
・

小
計

小
計

合
計

合
計
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（
２

）
負

債
項

目
の

明
細

①
地

方
債

等
（
借

入
先

別
）
の

明
細

（
単

位
：
　

　
）

う
ち

1
年

内
償

還
予

定
う

ち
共

同
発

行
債

う
ち

住
民

公
募

債

【
通

常
分

】

　
　

一
般

公
共

事
業

　
　

公
営

住
宅

建
設

　
　

災
害

復
旧

　
　

教
育

・
福

祉
施

設

　
　

一
般

単
独

事
業

　
　

そ
の

他

【
特

別
分

】

　
　

臨
時

財
政

対
策

債

　
　

減
税

補
て

ん
債

　
　

退
職

手
当

債

　
　

そ
の

他

【
そ

の
他

】 合
計

市
場

公
募

債
そ

の
他

種
類

地
方

債
等

残
高

政
府

資
金

地
方

公
共

団
体

金
融

機
構

市
中

銀
行

そ
の

他
の

金
融

機
関
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②
地
方
債
等
（
利
率
別
）
の
明
細

（
単
位
：
　
　
）

③
地
方
債
等
（
返
済
期
間
別
）
の
明
細

（
単
位
：
　
　
）

④
特
定
の
契
約
条
項
が
付
さ
れ
た
地
方
債
等

の
概

要
（
単
位
：
　
　
）

地
方

債
等

残
高

１
年
以
内

１
年

超
２

年
以

内
２

年
超

３
年

以
内

３
年

超
４

年
以

内
４

年
超

５
年

以
内

地
方

債
等

残
高

1
.
5
％
以
下

1
.
5
％

超
2
.
0
％

以
下

2
.
0
％

超
2
.
5
％

以
下

2
.
5
％

超
3
.
0
％

以
下

3
.
0
％

超
3
.
5
％

以
下

特
定

の
契

約
条

項
が

付
さ

れ
た

地
方

債
等
残
高

契
約

条
項

の
概

要

3
.
5
％
超

4
.
0
％
以
下

4
.
0
％
超

（
参
考
）

加
重
平
均

利
率

５
年
超

1
0
年
以
内

1
0
年
超

1
5
年
以
内

1
5
年
超

2
0
年
以
内

2
0
年
超
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⑤
引

当
金

の
明

細
（
単

位
：
　

　
）

目
的

使
用

そ
の

他

合
計

区
分

前
年

度
末

残
高

本
年

度
増

加
額

本
年

度
減

少
額

本
年

度
末

残
高

-42-



２
．

連
結

行
政

コ
ス

ト
計

算
書

の
内

容
に

関
す

る
明

細

（
１

）
補

助
金

等
の

明
細

名
称

計 計

他
団

体
へ

の
公

共
施

設
等

整
備

補
助

金
等

(所
有

外
資

産
分

)

（
単

位
：
　

　
）

区
分

相
手

先
金

額
支

出
目

的

そ
の

他
の

補
助

金
等

合
計

-43-



（
１

）
財

源
の

明
細

（
単

位
：
　

　
）

会
計

区
分

財
源

の
内

容
金

額

地
方

税

地
方

交
付

税

地
方

譲
与

税

・
・
・
・

国
庫

支
出

金

都
道

府
県

等
支

出
金

・
・
・
・

計

国
庫

支
出

金

都
道

府
県

等
支

出
金

・
・
・
・

計

特
別

会
計

・
・
・
・

地
方

独
立

行
政

法
人

・
・
・
・

３
．

連
結

純
資

産
変

動
計

算
書

の
内

容
に

関
す

る
明

細

一
般

会
計

税
収

等

小
計

国
県

等
補

助
金

資
本

的
補

助
金

経
常

的
補

助
金

小
計

合
計

-44-



国
県

等
補

助
金

地
方

債
等

税
収

等
そ

の
他

純
行

政
コ

ス
ト

有
形

固
定

資
産

等
の

増
加

貸
付

金
・
基

金
等

の
増

加

そ
の

他

合
計

（
２

）
財

源
情

報
の

明
細

（
単

位
：
　

　
）

区
分

金
額

内
訳
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（
１

）
資

金
の

明
細

（
単

位
：
　

　
）

種
類

本
年

度
末

残
高

現
金

要
求

払
預

金

短
期

投
資

・
・
・
・

・
・
・
・

合
計

４
．

連
結

資
金

収
支

計
算

書
の

内
容

に
関

す
る

明
細
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連

結
行

政
コ

ス
ト

計
算

書
に

係
る

行
政

目
的

別
の

明
細

（
単

位
：
　

　
）

経
常

費
用

業
務

費
用

人
件

費

職
員

給
与

費

賞
与

等
引

当
金

繰
入

額

退
職

手
当

引
当

金
繰

入
額

そ
の

他

物
件

費
等

物
件

費

維
持

補
修

費

減
価

償
却

費

そ
の

他

そ
の

他
の

業
務

費
用

支
払

利
息

徴
収

不
能

引
当

金
繰

入
額

そ
の

他

移
転

費
用

補
助

金
等

社
会

保
障

給
付

そ
の

他

経
常

収
益

使
用

料
及

び
手

数
料

そ
の

他

純
経

常
行

政
コ

ス
ト

臨
時

損
失

災
害

復
旧

事
業

費

資
産

除
売

却
損

損
失

補
償

等
引

当
金

繰
入

額

そ
の

他

臨
時

利
益

資
産

売
却

益

そ
の

他

純
行

政
コ

ス
ト

産
業

振
興

消
防

総
務

合
計

＜
作

成
例

＞

区
分

生
活

イ
ン

フ
ラ

・
国

土
保

全
教

育
福

祉
環

境
衛

生
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５
．

連
結

精
算

表

連
結

貸
借

対
照

表
内

訳
表

水
道

事
業

病
院

事
業

・
・
・

収
益

事
業

国
民

健
康

保
険

事
業

・
・
・

資
産

合
計

固
定

資
産

有
形

固
定

資
産

事
業

用
資

産
土

地
立

木
竹

建
物

建
物

減
価

償
却

累
計

額
工

作
物

工
作

物
減

価
償

却
累

計
額

船
舶

船
舶

減
価

償
却

累
計

額
浮

標
等

浮
標

等
減

価
償

却
累

計
額

航
空

機
航

空
機

減
価

償
却

累
計

額
そ

の
他

そ
の

他
減

価
償

却
累

計
額

建
設

仮
勘

定
イ

ン
フ

ラ
資

産
土

地
建

物
建

物
減

価
償

却
累

計
額

工
作

物
工

作
物

減
価

償
却

累
計

額
そ

の
他

そ
の

他
減

価
償

却
累

計
額

建
物

仮
勘

定
物

品
物

品
減

価
償

却
累

計
額

無
形

固
定

資
産

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

そ
の

他
投

資
そ

の
他

の
資

産
投

資
及

び
出

資
金

有
価

証
券

出
資

金
そ

の
他

投
資

損
失

引
当

金
長

期
延

滞
債

権
長

期
貸

付
金

基
金

　
減

債
基

金
そ

の
他

そ
の

他
徴

収
不

能
引

当
金

流
動

資
産

現
金

預
金

未
収

金
短

期
貸

付
金

基
金 財

政
調

整
基

金
減

債
基

金
棚

卸
資

産
そ

の
他

徴
収

不
能

引
当

金
繰

延
資

産
負

債
・
純

資
産

合
計

負
債

合
計

固
定

負
債

地
方

債
等

長
期

未
払

金
退

職
手

当
引

当
金

損
失

補
償

等
引

当
金

そ
の

他
流

動
負

債
１

年
内

償
還

予
定

地
方

債
等

未
払

金
未

払
費

用
前

受
金

前
受

収
益

賞
与

等
引

当
金

預
り

金
そ

の
他

純
資

産
合

計
固

定
資

産
等

形
成

分
余

剰
分

（
不

足
分

）
他

団
体

出
資

等
分

科
目

一
般

会
計

等
財

務
書

類
全

体
財

務
書

類
連

結
財

務
書

類

一
般

会
計

○
○

特
別

会
計

総
計

（
単

純
合

算
）

相
殺

消
去

総
計

（
単

純
合

算
）

連
結

修
正

等
○

○
土

地
開

発
公

社
・
・
・

小
計

(財
)○

○
事

業
団

純
計

地
方

公
営

事
業

会
計

総
計

（
単

純
合

算
）

連
結

修
正

等
相

殺
消

去
純

計
(株

)○
○

清
掃

サ
ー

ビ
ス

・
・
・

小
計

相
殺

消
去

純
計

公
営

企
業

会
計

そ
の

他
○

○
衛

生
施

設
組

合
・
・
・

小
計

○
○

大
学

・
・
・

小
計

一
部

事
務

組
合

・
広

域
連

合
地

方
独

立
行

政
法

人
地

方
三

公
社

第
三

セ
ク

タ
ー

等
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連
結

行
政

コ
ス

ト
計

算
書

内
訳

表

水
道

事
業

病
院

事
業

・
・
・

収
益

事
業

国
民

健
康

保
険

事
業

・
・
・

純
経

常
行

政
コ

ス
ト

経
常

費
用

業
務

費
用

人
件

費
職

員
給

与
費

賞
与

等
引

当
金

繰
入

額
退

職
手

当
引

当
金

繰
入

額
そ

の
他

物
件

費
等

物
件

費
維

持
補

修
費

減
価

償
却

費
そ

の
他

そ
の

他
の

業
務

費
用

支
払

利
息

徴
収

不
能

引
当

金
繰

入
額

そ
の

他
移

転
費

用
補

助
金

等
社

会
保

障
給

付
他

会
計

へ
の

繰
出

金
そ

の
他

経
常

収
益

使
用

料
及

び
手

数
料

そ
の

他
純

行
政

コ
ス

ト
臨

時
損

失
災

害
復

旧
事

業
費

資
産

除
売

却
損

投
資

損
失

引
当

金
繰

入
額

損
失

補
償

等
引

当
金

繰
入

額
そ

の
他

臨
時

利
益

　
資

産
売

却
益

そ
の

他

連
結

純
資

産
変

動
計

算
書

内
訳

表

水
道

事
業

病
院

事
業

・
・
・

収
益

事
業

国
民

健
康

保
険

事
業

・
・
・

前
年

度
末

純
資

産
残

高
純

行
政

コ
ス

ト
（
△

）
財

源 税
収

等
国

県
等

補
助

金
本

年
度

差
額

固
定

資
産

の
変

動
（
内

部
変

動
）

有
形

固
定

資
産

等
の

増
加

有
形

固
定

資
産

等
の

減
少

貸
付

金
・
基

金
等

の
増

加
貸

付
金

・
基

金
等

の
減

少
資

産
評

価
差

額
無

償
所

管
換

等
他

団
体

出
資

等
分

の
増

加
他

団
体

出
資

等
分

の
減

少
そ

の
他

本
年

度
純

資
産

変
動

額
本

年
度

末
純

資
産

残
高

科
目

一
般

会
計

等
財

務
書

類
全

体
財

務
書

類
連

結
財

務
書

類

一
般

会
計

○
○

特
別

会
計

第
三

セ
ク

タ
ー

等

・
・
・

(財
)○

○
事

業
団

(株
)○

○
清

掃
サ

ー
ビ

ス
・
・
・

小
計

科
目

一
般

会
計

等
財

務
書

類
全

体
財

務
書

類
連

結
財

務
書

類

一
般

会
計

総
計

（
単

純
合

算
）

連
結

修
正

等
相

殺
消

去
純

計
公

営
企

業
会

計
そ

の
他

○
○

衛
生

施
設

組
合

・
・
・

小
計

○
○

大
学

相
殺

消
去

純
計

一
部

事
務

組
合

・
広

域
連

合
地

方
独

立
行

政
法

人
地

方
三

公
社

○
○

特
別

会
計

総
計

（
単

純
合

算
）

相
殺

消
去

純
計

地
方

公
営

事
業

会
計

公
営

企
業

会
計

そ
の

他

小
計

小
計

○
○

土
地

開
発

公
社

・
・
・

小
計

総
計

（
単

純
合

算
）

相
殺

消
去

純
計

地
方

公
営

事
業

会
計

総
計

（
単

純
合

算
）

連
結

修
正

等

純
計

(株
)○

○
清

掃
サ

ー
ビ

ス
・
・
・

小
計

総
計

（
単

純
合

算
）

連
結

修
正

等
相

殺
消

去
純

計

一
部

事
務

組
合

・
広

域
連

合
地

方
独

立
行

政
法

人

○
○

衛
生

施
設

組
合

・
・
・

小
計

○
○

大
学

・
・
・

小
計

○
○

土
地

開
発

公
社

・
・
・

相
殺

消
去

総
計

（
単

純
合

算
）

連
結

修
正

等
(財

)○
○

事
業

団

地
方

三
公

社
第

三
セ

ク
タ

ー
等
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連
結

資
金

収
支

計
算

書
内

訳
表

水
道

事
業

病
院

事
業

・
・
・

収
益

事
業

国
民

健
康

保
険

事
業

・
・
・

業
務

活
動

収
支

業
務

支
出

業
務

費
用

支
出

人
件

費
支

出
物

件
費

等
支

出
支

払
利

息
支

出
そ

の
他

の
支

出
移

転
費

用
支

出
補

助
金

等
支

出
社

会
保

障
給

付
支

出
他

会
計

へ
の

繰
出

支
出

そ
の

他
の

支
出

業
務

収
入

税
収

等
収

入
国

県
等

補
助

金
収

入
使

用
料

及
び

手
数

料
収

入
そ

の
他

の
収

入
臨

時
支

出
災

害
復

旧
事

業
費

支
出

そ
の

他
の

支
出

臨
時

収
入

投
資

活
動

収
支

投
資

活
動

支
出

公
共

施
設

等
整

備
費

支
出

基
金

積
立

金
支

出
投

資
及

び
出

資
金

支
出

貸
付

金
支

出
そ

の
他

の
支

出
投

資
活

動
収

入
国

県
等

補
助

金
収

入
基

金
取

崩
収

入
貸

付
金

元
金

回
収

収
入

資
産

売
却

収
入

そ
の

他
の

収
入

財
務

活
動

収
支

財
務

活
動

支
出

地
方

債
等

償
還

支
出

そ
の

他
の

支
出

財
務

活
動

収
入

地
方

債
等

発
行

収
入

そ
の

他
の

収
入

本
年

度
資

金
収

支
額

前
年

度
末

資
金

残
高

本
年

度
末

資
金

残
高

前
年

度
末

歳
計

外
現

金
残

高
本

年
度

歳
計

外
現

金
増

減
額

本
年

度
末

歳
計

外
現

金
残

高
本

年
度

末
現

金
預

金
残

高

科
目

一
般

会
計

等
財

務
書

類
全

体
財

務
書

類
連

結
財

務
書

類

一
般

会
計

○
○

特
別

会
計

総
計

（
単

純
合

算
）

相
殺

消
去

純
計

・
・
・

小
計

純
計

公
営

企
業

会
計

そ
の

他
○

○
衛

生
施

設
組

合
・
・
・

小
計

○
○

大
学

連
結

修
正

等
相

殺
消

去
・
・
・

地
方

公
営

事
業

会
計

総
計

（
単

純
合

算
）

・
・
・

小
計

○
○

土
地

開
発

公
社

地
方

独
立

行
政

法
人

地
方

三
公

社
第

三
セ

ク
タ

ー
等

総
計

（
単

純
合

算
）

小
計

(財
)○

○
事

業
団

(株
)○

○
清

掃
サ

ー
ビ

ス

連
結

修
正

等
相

殺
消

去
純

計

一
部

事
務

組
合

・
広

域
連

合
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様式第６号　内部取引調査票

１ 本調査票の配布先は、すべての連結対象法人（会計）である。

2 本調査票は、次の相互間の内部取引を、それぞれに調査するものである。

取引先

記入者

一般会計

特別会計

地方公営事業会計

連結対象団体（法人）

3 相殺取引の対象となる事項については、本文を参照されたい。

4 一般会計等側からの相殺取引額の算出は、仕訳帳又は総勘定元帳から、上記すべての相殺相手方である

取引を抽出し、相殺取引対象か判断し、勘定科目別に集計して作成する。

5 本調査票回収後は、各会計の相殺取引が、それぞれ完全に対応することを相互にチェックする。

6 本調査票は、財務書類４表または３表分が必要であるが、貸借対照表の表頭のみを示す。

7 回収した本調査票の金額は、《様式第７号　相殺消去集計表》に転記し、同表で合計を求める。

内部取引調査票

 記入元

1 貸借対照表

相手先

・・・

勘定科目 水道事業 ・・・ 収益事業 ・・・

資産合計

固定資産

有形固定資産

土地

立木竹

建物

・・・・・

2 行政コスト計算書

3 純資産変動計算書

4 資金収支計算書

連結財務書類

単体財務書類
連結対象

団体（会計）
一般会計等 地方公営事業

会計一般会計 特別会計

－ ○ ○ ○

○ 相互間 ○ ○

・・・

○ ○ 相互間 ○

○ ○ ○ 相互間

・・・

例えば、Ａ特別会計

一般会計等財務書類 全体財務書類 連結財務書類

一般会計
○○

特別会計 合計

地方公営事業会計

合計

一部事務組合・広域連合

合計公営企業会計 その他 ○○衛生
施設組合
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様式第７号　相殺消去集計表

1 本表は、《様式第６号　内部取引調査票》の回収結果につき、チェック終了後、転記して集計し、連結精算表に転記する

ものである。

2 ① 一般会計等財務書類用は、一般会計、特別会計（地方公営事業会計を除く）分を集計し、連結精算表における一般会計等財務

書類の相殺消去欄に転記する。

② 全体財務書類用は、一般会計等、地方公営事業会計分を集計し、連結精算表における全体財務書類の相殺消去欄に転記する。

③ 連結財務書類用は、一般会計等、全体（一般会計等を除く）、連結対象団体（会計）分を集計し、連結精算表における連結財務

書類の相殺消去欄に転記する。

3 上記連結精算表への転記終了後、同表の純計額を算出する。

4 以上に基づき、様式第１号～第４号の様式に従い、一般会計等、全体及び連結財務書類を編集する。

5 本集計票は、財務書類４表または３表分が必要であるが、貸借対照表の表頭のみを示す。

様式７－１ 相殺消去集計表（一般会計等財務書類用）
1 貸借対照表

相手先

勘定科目 一般会計
○○

特別会計 合計

資産合計

固定資産

有形固定資産

土地

立木竹

建物

・・・・・

2 行政コスト計算書

3 純資産変動計算書

4 資金収支計算書

様式７－２ 相殺消去集計表（全体財務書類用）
1 貸借対照表

相手先

勘定科目 水道事業 ・・・ 収益事業 ・・・
資産合計

固定資産

有形固定資産

土地

立木竹

建物

・・・・・

2 行政コスト計算書

3 純資産変動計算書

4 資金収支計算書

様式７－３ 相殺消去集計表（連結財務書類用）
1 貸借対照表

相手先

・・・

勘定科目 水道事業 ・・・ 収益事業 ・・・
資産合計

固定資産

有形固定資産

土地

立木竹

建物

・・・・・

2 行政コスト計算書

3 純資産変動計算書

4 資金収支計算書

連結財務書類
一部事務組合・広域連合

一般会計等財務書類

一般会計等財務書類

一般会計
○○

特別会計

地方公営事業会計

公営企業会計 その他

全体財務書類

一般会計等財務書類

全体財務書類

地方公営事業会計

総合計公営企業会計 その他一般会計
○○

特別会計

総合計○○衛生
施設組合 ・・・ ・・・
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Ⅷ 連結科目対応表 

以下に示す例示は、連結対象団体（会計）において作成している法定決算書類を、

統一的な基準による財務書類に読み替えるための連結科目対応表とその読替方針の

解説で構成されています。連結科目対応表では、番号を付すことで科目対応を明確

にし、解説と合わせた利用により、統一的な基準への読替えが可能となるよう配慮

しています。なお、本手引きに示す連結科目対応表は、あくまでも例示であり、実

際の連結財務書類作成にあたっては、各地方公共団体の実情に応じた対応が必要と

なります。 

連結科目対応表の中でも、資金収支計算書等を読替えにより作成するために必要

なキャッシュ・フロー計算書等が未作成の連結対象団体（会計）等も多いことから、

読替えというよりも作成方法（どの数字を根拠として集計するか）の説明を中心に

解説しています。 

 連結科目対応表として示す連結対象団体は以下のとおりです。 

（１）地方独立行政法人 

（２）地方三公社（土地開発公社を例示） 

（３）第三セクター等（株式会社及び公益社団・財団法人を例示） 

※ 法適用の公営企業会計については、その読替えに決算統計等を活用することが

考えられますが、地方公営企業会計制度の見直しによる新しい会計基準に基づい

た決算統計の様式が確定された後に、別途、連結科目対応表を示すこととします。 
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（１）地方独立行政法人
　１．連結科目対応表

【地方独立行政法人ＢＳ】

現行制度

(S/D：地方独立行政法人会計基準）
資産の部

1 固定資産
（１）有形固定資産 事業用資産
　　　土地 1 1 土地
　　　　減損損失累計額 2 立木竹
　　　建物 3 3 建物
　　　　減価償却累計額 4 4 建物減価償却累計額
　　　　減損損失累計額 5 6 工作物
　　　構築物 6 7 工作物減価償却累計額
　　　　減価償却累計額 7 12 船舶
　　　　減損損失累計額 8 13 船舶減価償却累計額
　　　機械装置 9 浮標等
　　　　減価償却累計額 10 浮標等減価償却累計額
　　　　減損損失累計額 11 航空機
　　　船舶 12 航空機減価償却累計額
　　　　減価償却累計額 13 その他
　　　　減損損失累計額 14 その他減価償却累計額
　　　車両運搬具 15 23 建設仮勘定
　　　　減価償却累計額 16 インフラ資産
　　　　減損損失累計額 17 土地
　　　工具器具備品 18 建物
　　　　減価償却累計額 19 建物減価償却累計額
　　　　減損損失累計額 20 工作物
　　　図書 21 工作物減価償却累計額
　　　美術館・収蔵品 22 その他
　　　建設仮勘定 23 その他減価償却累計額
　　　　減損損失累計額 24 建設仮勘定
有形固定資産合計 9,15,18,21,22 物品

10,16,19 物品減価償却累計額
（２）無形固定資産 無形固定資産
　　　特許権 25 ソフトウェア
　　　借地権 26 25,26 その他
無形固定資産合計 投資その他の資産

投資及び出資金
（３）投資その他の資産 27,28 有価証券
　　　投資有価証券 27 28 出資金
　　　関係会社株式 28 その他
　　　長期貸付金 29 投資損失引当金
　　　関係法人長期貸付金 30 長期延滞債権
　　　長期前払費用 31 29,30 長期貸付金
　　　未収財源措置予定額 32 基金
投資その他の資産合計 減債基金
　　固定資産合計 その他

31,32 その他
2 流動資産 徴収不能引当金

　現金及び預金 33
　有価証券 34 33 現金預金
　受取手形 35 37 未収金
　　貸倒引当金 36 短期貸付金
　未収入金 37 基金
　　貸倒引当金 38 財政調整基金
　たな卸資産 39 減債基金
　前渡金 40 39 棚卸資産
　前払費用 41 34,35,40,41,42 その他
　未収収益 42 36,38 徴収不能引当金
　　流動資産合計 　繰延資産
　　　資産合計

　流動資産

資産合計

区分No. 読替元区分No. 統一的な基準による財務書類

　固定資産
有形固定資産

※ 減損損失累計額（No.2,5,8,11,14,17,
20,24）がある場合は、連結科目対応表
の減価償却累計額の各下の行に当該
勘定科目を記載する行を設ける。
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負債の部
3 固定負債

　資産見返負債 51 地方債等
　　資産見返運営費交付金 43 56 長期未払金
　　資産見返補助金等 44 52,53 退職手当引当金
　　資産見返寄附金 45 損失補償等引当金
　　建設仮勘定見返運営費交付金 46 43,44,45,46,47,48,49,50,54,55 その他
　　建設仮勘定見返施設費 47
　　建設仮勘定見返補助金等 48 61 1年内償還予定地方債等
　長期預り補助金等 49 62,64 未払金
　長期寄附金債務 50 63 未払費用
　長期借入金 51 65 前受金
　引当金 67 前受収益
　　退職給付引当金 52 68 賞与等引当金
　　追加退職給付引当金 53 66
　　（何）引当金 54 57,58,59,60,68,69 その他
　　・・・
　資産除去債務 55
　長期未払金 56
　・・・
　　固定負債合計

4 流動負債
　運営費交付金債務 57
　預り施設費 58
　預り補助金等 59
　寄附金債務 60
　短期借入金 61
　未払金 62
　未払費用 63
　未払消費税等 64
　前受金 65
　預り金 66
　前受収益 67
　引当金
　　（何）引当金 68
　　・・・
資産除去債務 69
・・・
　　流動負債合計
　　　負債合計

純資産の部
5 資本金

　地方公共団体出資金 固定資産等形成分
　　資本金合計 余剰分（不足分）

他団体出資等分
6 資本剰余金 純資産合計

　資本剰余金
　損益外減価償却累計額（－）
　損益外減損損失累計額（－）
　損益外利息費用累計額（－）
　　資本剰余金合計

7 利益剰余金（又は繰越欠損金）
　前中期目標期間繰越積立金
　（何）積立金
　積立金
　当期未処分利益
　（又は当期未処理損失）
　（うち当期総利益（又は当期総損失））
　利益剰余金（又は繰越欠損金）合計

8 その他有価証券評価差額金
　純資産合計
　　負債純資産合計

　固定負債

　流動負債

預り金

負債合計
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【地方独立行政法人PL】

現行制度

(S/D：地方独立行政法人会計基準）

１　経常費用 業務費用
（何）業務費 人件費
　・・・ 職員給与費
　減価償却費 1 賞与等引当金繰入額
　貸倒引当金繰入 2 退職手当引当金繰入額
　（何）引当金繰入 3 その他
　・・・ 物件費等
一般管理費 物件費
　・・・ 維持補修費
　減価償却費 4 1,4 減価償却費
財務費用 その他
　支払利息 5 その他の業務費用
　・・・ 5 支払利息
雑損 6 2 徴収不能引当金繰入額
　 経常費用合計 3,6 その他

移転費用
補助金等
社会保障給付
他会計への繰出金　
その他

２　経常収益 経常収益
運営費交付金収益 7 →ＮＷへ 8,9 使用料及び手数料
（何）手数料収入 8 10,14,15 その他
（何）入場料収入 9
受託収入 10
補助金等収入 11 →ＮＷへ
財源措置予定額収益 12 →ＮＷへ 臨時損失
寄附金収益 13 →ＮＷへ 災害復旧事業費
財務収益 16 資産除売却損
　受取利息 14 投資損失引当金繰入額
　・・・ 損失補償等引当金繰入額
雑益 15 17 その他
経常収益合計 臨時利益
　経常利益 18 資産売却益

19 その他
３　臨時損失

固定資産除却損 16
減損損失 17
・・・

４　臨時利益
固定資産売却益 18
（何）引当金戻入益 19
・・・

当期純利益
目的積立金取崩額
当期総利益

純行政コスト

区分No. 備考 組替元区分No. 統一的な基準による財務書類

経常費用

純経常行政コスト
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【地方独立行政法人ＮＷ】

前年度末純資産残高
行政コスト計算書より記載 純行政コスト（△）

財源
損益計算書の「寄附金収益」 税収等

損益計算書の「運営費交付金収益」、「補助金等収入」
及び「財源措置予定額収益」

国県等補助金

本年度差額

固定資産等の変動（内部変動）
有形固定資産等の増加
有形固定資産等の減少
貸付金・基金等の増加
貸付金・基金等の減少

有価証券明細のその他有価証券評価差額の当年度分
を記載

資産評価差額

損益計算書の「臨時損失」の「その他」または「臨時利
益」の「その他」より、無償譲渡または譲受を特定して

譲渡損または譲受益の額を記載
無償所管換等

他団体出資等分の増加
他団体出資等分の減少
その他

本年度純資産変動額
本年度末純資産残高

固定資産の取得及び処分並びに減価償却費並びに減
損損失の明細等より集計

長期貸付金の明細等より集計

読替元区分No. 統一的な基準による財務書類
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【地方独立行政法人ＣＦ】

(S/D：地方独立行政法人会計基準）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー
原材料、商品又はサービスの購入による支出 1
人件費支出 2 業務費用支出
その他の業務支出 3 2 人件費支出
運営費交付金収入 4 1 物件費等支出
受託収入 5 11 支払利息支出
手数料収入 6 3 その他の支出
補助金等収入 7 移転費用支出
補助金等の精算による返還金の支出 8 補助金等支出
寄附金収入 9 社会保障給付支出
　小計 他会計への繰出支出
利息及び配当金の受取額 10 8,12,25 その他の支出
利息の支払額 11 業務収入
設立団体納付金の支払額 12 税収等収入

業務活動によるキャッシュ・フロー 4,7 国県等補助金収入
6 使用料及び手数料収入

5,9,10,25 その他の収入
臨時支出

災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入
業務活動収支

2 投資活動によるキャッシュ・フロー 【投資活動収支】
有価証券の取得による支出 13 投資活動支出
有価証券の売却による収入 14 15 公共施設等整備費支出
有形固定資産の取得による支出 15 基金積立金支出
有形固定資産の売却による収入 16 13 投資及び出資金支出
施設費による収入 17 貸付金支出
施設費の精算による返還金の支出 18 18,19 その他の支出
資産除去債務の履行による支出 19 投資活動収入

投資活動によるキャッシュ・フロー 17 国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入

14,16 資産売却収入
その他の収入

投資活動収支

3 財務活動によるキャッシュ・フロー 【財務活動収支】
短期借入れによる収入 20 財務活動支出
短期借入金の返済による支出 21 21,23 地方債等償還支出
長期借入れによる収入 22 その他の支出
長期借入金の返済による支出 23 財務活動収入
金銭出資の受け入れによる収入 24 20,22 地方債等発行収入

財務活動によるキャッシュ・フロー 24 その他の収入
財務活動収支

本年度資金収支額
26 前年度末資金残高

本年度末資金残高

4 資金に係る換算差額 25 前年度末歳計外現金残高
資金増加額（又は減少額） 本年度歳計外現金増減額
資金期首残高 26 本年度末歳計外現金残高
資金期末残高 本年度末現金預金残高

業務支出

現行制度
区分No. 備考 読替元区分No. 統一的な基準による財務書類

【業務活動収支】
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２．読替方針の解説

【地方独立行政法人ＢＳ】

項目 読替方針
１．固定資産 ①地方独立行政法人の有形固定資産にインフラ資産はないものとする。
　（１）有形固定資産 ②土地については、事業用資産の「土地」に読み替える。

③土地、建物、構築物については、事業用資産の有形固定資産「土地」「建物」「工作物」
に読み替える。
④機械装置、車両運搬具、工具器具備品、図書、美術館・収蔵品については、物品に読
み替える。
⑤建設仮勘定については、事業用資産の「建設仮勘定」に読み替える。
⑥その他有形固定資産については、該当するものがあれば「船舶」「浮標等」「航空機」
に、それ以外は「その他」に読み替える。
⑦減損損失累計額がある場合は、連結科目対応表の減価償却累計額の各下の行に当
該勘定科目を記載する行を設ける。

　（２）無形固定資産 ①特許権、借地権及びそれ以外の無形固定資産については、科目に応じて無形固定資
産の適宜の科目に読み替える。

　（３）投資その他の資産 ①投資有価証券については、投資その他の資産の「有価証券」に読み替える。
②関係会社株式については、原則として投資その他の資産の「有価証券」に読み替える。
ただし、重要な子会社株式等で公有財産として管理されている出資等に準ずるものにつ
いては、投資その他の資産の「出資金」に読み替える。
③長期前払費用、未収財源措置予定額については、投資その他の資産の「その他」に読
み替える。

２．流動資産 ①未収入金については、「未収金」に読み替える。
②有価証券、受取手形及び前渡金等については、流動資産の「その他」に読み替える。

３．固定負債 ①長期借入金については、「地方債等」に読み替える。
②資産見返負債、長期預り補助金等、長期寄附金債務、資産除去債務、退職給付引当
金を除く引当金については、固定負債の「その他」に読み替える。

４．流動負債 ①短期借入金と１年内返済予定長期借入金については、「１年内償還予定地方債等」に
読み替える。
②運営費交付金債務、預り施設費、預り補助金等、寄附金債務、資産除去債務及び賞与
等引当金を除く引当金は流動資産の「その他」に読み替える。

５．純資産の部 ①純資産の部については、直接貸借対照表への読替えは行わない。純資産は貸借対照
表からの読替えとはせず、純資産変動計算書を経由して純資産の各項目の残高を算定
する。

【地方独立行政法人ＰＬ】

項目 読替方針
１．経常費用 ①経常費用については、地方独立行政法人側で処理している費目毎に人件費、物件費

等、その他の業務費用の帰属を判断した上で、適切な科目に読み替える。
②減価償却費については、「減価償却費」に読み替える。
③（何）引当金繰入の区分はその科目に応じて、賞与等引当金繰入額、退職手当引当金
繰入額、その他（科目に応じて人件費、物件費等、その他の業務費用）に読み替える。
④投資有価証券評価損益については、純資産変動計算書の「資産評価差額」に読み替え
る。

２．経常収益 ①手数料収入、入場料収入については、経常収益の「使用料及び手数料」に読み替え
る。
②受託収入、補助金等収入、財源措置予定額収益、財務収益及び雑益については、経
常収益の「その他」に読み替える。ただし、国県等からの補助金等収入については、純資
産変動計算書の「国県等補助金」に読み替える。

３．臨時損失 ①固定資産減損損失については、臨時損失の「その他」に読み替える。
４．臨時利益 ①固定資産受贈益については、純資産変動計算書の「無償所管換等」に読み替える。
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【地方独立行政法人ＮＷ】

項目 読替方針
１．財源 ①損益計算書の「寄付金収益」については、財源の「税収等」に読み替える。

②損益計算書の「運営費交付金収益」、「補助金等収入」及び「財源措置予定額収益」に
ついては、財源の「国県等補助金」に読み替える。

２．有形固定資産等の増
加・減少

①「有形固定資産等の増加」については、固定資産の取得及び処分並びに減価償却費並
びに減損損失の明細等より集計する。
②「有形固定資産等の減少」については、固定資産の取得及び処分並びに減価償却費並
びに減損損失の明細等より集計する。
①「貸付金・基金等の増加」については、長期貸付金の明細等より集計する。
②「貸付金・基金等の減少」については、長期貸付金の明細等より集計する。

４．資産評価差額 ①有価証券明細のその他有価証券評価差額の当年度分を記載する。
５．無償所管換等 ①固定資産等について、無償で譲渡または取得した固定資産がある場合には、これに係

る譲渡損（臨時損失その他）または譲受益（臨時利益その他）の額を記載する。なお、行
政コスト計算書への計上と二重計上とならないように留意する。

６．その他 ①その他記載すべきものがある場合には、「その他」に計上する。

【地方独立行政法人ＣＦ】

項目 読替方針
１．業務活動によるキャッ
シュフロー

①受託収入、寄附金収入、利息及び配当金の受取額については，業務収入の「その他の
収入」に読み替える。
②手数料収入については、業務収入の「使用料及び手数料収入」に読み替える。
③運営費交付金収入、補助金等収入については、業務収入の「国県等補助金収入」に読
み替える。

④経常費用については、節単位で人件費、物件費等、その他の業務費用の帰属を判断し
た上で、業務費用支出の「人件費支出」「物件費等支出」「その他の支出」に読み替える。

①固定資産売却収入については、投資活動収入の「資産売却収入」に読み替える。
②投資有価証券売却収入については、投資活動収入の「資産売却収入」に読み替える。
③固定資産取得支出については、投資活動支出の「公共施設等整備費支出」に読み替え
る。
④投資有価証券取得支出については、投資活動支出の「投資及び出資金支出」に読み
替える。
①借入金収入については、「地方債等発行収入」に読み替える。
②借入金返済支出については、財務活動支出の「地方債等償還支出」に読み替える。

４．資金に係る換算差額 ①資金に係る換算差額のプラスまたはマイナスがある場合は、業務収入の「その他の収
入」または業務費用支出の「その他の支出」で調整する。

２．投資活動によるキャッ
シュフロー

３．貸付金・基金等の増加・
減少

３．財務活動によるキャッ
シュフロー
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（２）土地開発公社
１．連結科目対応表

【土地開発公社ＢＳ】

現行制度

(S/D：土地開発公社経理基準要綱）
1 流動資産

（1） 現金及び預金 1
（2） 事業未収金 2 事業用資産
（3） 貸倒引当金 3 26､38 土地
（4） 公有用地 4 立木竹
（5） 代行用地 5 21 建物
（6） 市街地開発用地 6 ※ 建物減価償却累計額
（7） 観光施設用地 7 22 工作物
（8） 特定土地 8 ※ 工作物減価償却累計額
（9） 完成土地等 9 船舶
（10）開発中土地 10 船舶減価償却累計額
（11）代替地 11 浮標等
（12）関連施設 12 浮標等減価償却累計額
（13）原材料 13 航空機
（14）貯蔵品 14 航空機減価償却累計額
（15）前渡金 15 28 その他
（16）短期貸付金 16 ※ その他減価償却累計額
（17）貸倒引当金 17 27 建設仮勘定
（18）前払費用 18 インフラ資産
（19）未収収益 19 土地
（20）その他の流動資産 20 建物
　　流動資産合計 建物減価償却累計額

工作物
2 有形固定資産 工作物減価償却累計額

（1） 建物又はその附属設備 21 その他
（2） 構築物 22 その他減価償却累計額
（3） 機械及び装置 23 建設仮勘定
（4） 車両その他の運搬具 24 23,24,25 物品
（5） 工具、器具及び備品 25 ※ 物品減価償却累計額
（6） 土地 26 無形固定資産
（7） 建設仮勘定 27 31 ソフトウェア
（8） その他の有形固定資産 28 29,30,32 その他
 　 有形固定資産合計 投資その他の資産

投資及び出資金
3 無形固定資産 33 有価証券

（1） 借地権 29 34 出資金
（2） 電話加入権 30 その他
（3） ソフトウェア 31 投資損失引当金
（4） その他の無形固定資産 32 長期延滞債権
 　 無形固定資産合計 35 長期貸付金

基金
4 投資その他の資産 減債基金

（1） 投資有価証券 33 その他
（2） 出資金 34 36,37,39 その他
（3） 長期貸付金 35 徴収不能引当金
（4） 長期前払費用 36
（5） 長期性預金 37 1 現金預金
（6） 賃貸事業の用に供する土地 38 2 未収金
（7） その他の長期資産 39 16 短期貸付金
 　 投資その他の資産合計 基金
　　資産合計 財政調整基金

減債基金
4,5,6,7,8,910,11,12,13,14【注】 棚卸資産

15,18,19,20 その他
3,17 徴収不能引当金

　繰延資産
資産合計

読替元区分No.区分No. 統一的な基準による財務書類

　固定資産
有形固定資産

　流動資産

※減価償却累計額
は、有形固定資産
明細表より記載。

【注】No.4,5,6,7については、一旦棚卸資産に読み替えた上で、使途に応じて有
形固定資産の土地（事業用資産またはインフラ資産）に連結修正する。

また、No.8については、一旦棚卸資産に読み替えた上で、有形固定資産の土
地（事業用資産）に連結修正する。
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5 流動負債
（1） 未払金 40 50,51 地方債等
（2） 短期借入金 41 長期未払金
（3） 未払費用 42 52 退職手当引当金
（4） 前受金 43 損失補償等引当金
（5） 預り金 44 53,54,55 その他
（6） 前受収益 45

（7） 引当金
41,50（1年以内償還予定）
,51（1年以内返済予定）

1年内償還予定地方債等

 　 賞与引当金 46 40 未払金
 　 修繕引当金 47 42 未払費用
 　 ××××引当金 48 43 前受金
（8） その他の流動負債 49 45 前受収益
 　 流動負債合計 46 賞与等引当金

44
6 固定負債 47,48,49 その他

（1） 公社債 50
（2） 長期借入金 51
（3） 引当金
 　 退職給付引当金 52
 　 特別修繕引当金 53
 　 ××××引当金 54
（4） その他の固定負債 55
 　 固定負債合計
　　負債合計

7 資本金
（1） 基本財産 固定資産等形成分
 　 資本金合計 余剰分（不足分）
 　 他団体出資等分

8 準備金（又は欠損金） 純資産合計
（1） 前期繰越準備金（又は前期繰越損失）

（2） 当期純利益（又は当期純損失）
  　準備金合計(又は欠損金合計)

固定負債

　流動負債

預り金

負債合計
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【土地開発公社ＰＬ】

現行制度

(S/D：土地開発公社経理基準要綱）

1 事業収益 業務費用
(1)  公有地取得事業収益 1 人件費
(2)  開発事業用地取得事業収益 2 13

※１ 職員給与費

(3)  土地造成事業収益 3 13
※１ 賞与等引当金繰入額

(4)  附帯等事業収益 4 13
※１ 退職手当引当金繰入額

(5)  関連施設整備事業収益 5 13
※１ その他

(6)  あっせん等事業収益 6 物件費等
　 事業収益計 15

※２ 物件費

15
※２ 維持補修費

2 事業原価 14 減価償却費
(1)  公有地取得事業原価 7 7,8,9,10,11,12,15

※２ その他
(2)  開発事業用地取得事業原価 8 その他の業務費用
(3)  土地造成事業原価 9 20 支払利息
(4)  附帯等事業原価 10 15

※２ 徴収不能引当金繰入額
(5)  関連施設整備事業原価 11 21 その他
(6)  あっせん等事業原価 12 移転費用
　 事業原価計 補助金等
　 事業総利益 社会保障給付

他会計への繰出金　
3 販売費及び一般管理費 その他

(1)  人件費 13
(2)  減価償却費 14 経常収益
(3)  その他経費 15 6 使用料及び手数料
　 販売費及び一般管理費計 1,2,3,4,5,16,17,18,19 その他
　 事業利益

4 事業外収益
(1)  受取利息 16 臨時損失
(2)  有価証券利息 17 災害復旧事業費
(3)  受取配当金 18 28,29 資産除売却損
(4)  雑収益 19 投資損失引当金繰入額
　 事業外収益計 損失補償等引当金繰入額

26,27,30,31 その他
5 事業外費用 臨時利益

(1)  支払利息 20 23,24 資産売却益
(2)  雑損失 21 22,25 その他
　 事業外費用計
　 経常利益

6 特別利益
(1)  前期損益修正益 22
(2)  投資有価証券売却益 23
(3)  固定資産売却益 24
(4)  その他の特別利益 25
　 特別利益計

7 特別損失
(1)  前期損益修正損 26
(2)  土地評価損 27
(3)  投資有価証券売却損 28
(4)  固定資産売却損 29
(5)  災害による損失 30
(6)  その他の特別損失 31
　 特別損失計
　 当期純利益

経常費用

純経常行政コスト

純行政コスト

区分No. 備考 読替元区分No. 統一的な基準による財務書類

※１、※２は内容に
応じて振り分ける。
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【土地開発公社ＮＷ】

前年度末純資産残高
行政コスト計算書より集計 純行政コスト（△）

寄附金等がある場合には記載 財源
損益計算書の「寄附金収益」 税収等
損益計算書より国県等からの

補助金を特定して記載
国県等補助金

本年度差額

固定資産等の変動（内部変動）
有形固定資産等の増加
有形固定資産等の減少

貸付金及び基金等の当年度増加額を記載 貸付金・基金等の増加
貸付金及び基金等の当年度減少額を記載 貸付金・基金等の減少

資産評価差額
損益計算書の「特別損失」の「固定資産売却損」または
「特別利益」の「その他の特別利益」より無償譲渡また
は譲受を特定して譲渡損または譲受益の額を記載

無償所管換等

他団体出資等分の増加
他団体出資等分の減少
その他

本年度純資産変動額
本年度末純資産残高

読替元区分No. 統一的な基準による財務書類

有形固定資産明細表及び無形固定資産明細表より集
計
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【土地開発公社ＣＦ】

　　(S/D：土地開発公社経理基準要綱）

1 事業活動によるキャッシュ・フロー
(1)　公有地取得事業及び開発事業
　用地取得事業収入

1

(2)　土地造成事業収入 2 業務費用支出
(3)　その他事業収入 3 10 人件費支出

(4)　補助金等収入 4
5,6,7,8（行政コスト計算書上
物件費等に計上されている

場合）
物件費等支出

(5)　公有地取得事業及び開発事業
　用地取得事業支出

5 13 支払利息支出

(6)　土地造成事業支出 6 8,9,11 その他の支出
(7)　取得に係る支出 7 移転費用支出
(8)　管理に係る支出 8 補助金等支出
(9)　その他事業支出 9 社会保障給付支出
(10) 人件費支出 10 他会計への繰出支出
(11) その他の業務支出 11 その他の支出
　　　　小計 業務収入
(12) 利息の受取額 12 税収等収入
(13) 利息の支払額 13 4（投資活動以外に係る部分） 国県等補助金収入

　 事業活動によるキャッシュ・フロー
3（損益計算書上のあっせ

ん等事業収益に計上されて
いる部分）

使用料及び手数料収入

1,2,3,12 その他の収入
臨時支出

災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入
業務活動収支

2 投資活動によるキャッシュ・フロー 【投資活動収支】
(1)　投資有価証券の取得による支出 14 投資活動支出
(2)　投資有価証券の売却による収入 15 16 公共施設等整備費支出
(3)　有形固定資産の取得による支出 16 基金積立金支出
(4)　有形固定資産の売却による収入 17 14 投資及び出資金支出
　 投資活動によるキャッシュ・フロー 貸付金支出

その他の支出
投資活動収入

4（投資活動に係る部分） 国県等補助金収入
基金取崩収入
貸付金元金回収収入

15,17 資産売却収入
その他の収入

投資活動収支

3 財務活動によるキャッシュ・フロー 【財務活動収支】
(1)　短期借入れによる収入 18 財務活動支出
(2)　短期借入金の返済による支出 19 19,21,23 地方債等償還支出
(3)　長期借入れによる収入 20 その他の支出
(4)　長期借入金の返済による支出 21 財務活動収入
(5)　公社債の発行による収入 22 18,20,22 地方債等発行収入
(6)　公社債の償還による支出 23 24 その他の収入
(7)　金銭出資の受入による収入 24 財務活動収支
　 財務活動によるキャッシュ・フロー

本年度資金収支額
現金及び現金同等物の増加額(又は減少額） 25 前年度末資金残高
現金及び現金同等物の期首残高 25 本年度末資金残高
現金及び現金同等物の期末残高

前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額
本年度末歳計外現金残高
本年度末現金預金残高

現行制度
区分No. 備考 読替元区分No.

【業務活動収支】

業務支出

統一的な基準による財務書類
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２．読替方針の解説

【土地開発公社ＢＳ】

項目 読替方針
１．流動資産 ①流動資産に計上されている用地（土地），関連施設、原材料、貯蔵品は、「棚卸資産」に読み替

える。公有土地、代行用地、市街地開発用地及び観光施設用地については、一旦棚卸資産に読
み替えた上で、その使途に応じて有形固定資産の「土地」（事業用資産またはインフラ資産）に連
結修正する。特定土地については、一旦棚卸資産に読み替えた上で有形固定資産の「土地」（事
業用資産）に連結修正する。
②前渡金、前払費用、未収収益及びその他流動資産については、流動資産の「その他」に読み替
える。
③事業未収金及び短期貸付金の控除科目である貸倒引当金については、「徴収不能引当金」に
読み替える。

２．有形固定資産 ①土地開発公社の有形固定資産にインフラ資産はないものとする。
②機械及び装置、車両その他の運搬具、工具器具及び備品については、「物品」に読み替える。

３．無形固定資産 ①借地権、電話加入権、その他の無形固定資産については、無形固定資産の「その他」に読み替
える。

４．投資その他の資産 ①投資有価証券については、「有価証券」に読み替える。
②長期前払費用、長期性預金、その他の長期資産については、投資その他の資産の「その他」に
読み替える。
③賃貸事業の用に供する土地については、事業用資産の「土地」に読み替える。

５．流動負債 ①引当金については、賞与引当金は流動負債の「賞与等引当金」へ、それ以外は流動負債の「そ
の他」に読み替える。

６．固定負債 ①公社債、長期借入金については、長期・短期の分類をした上で、「地方債等」及び「１年内償還予
定地方債等」に読み替える。
②引当金については、退職給付引当金は「退職手当引当金」へ、それ以外は固定負債の「その
他」に読み替える。

７．資本金、準備金 ①資本金、準備金については、直接貸借対照表への読替えは行わない。純資産は貸借対照表か
らの読替えとはせず、純資産変動計算書を経由して純資産の各項目の残高を算定する。

【土地開発公社ＰＬ】

項目 読替方針
１．事業収益 ①事業収益については、あっせん等事業収益以外は経常収益の「その他」に、あっせん等事業収

益は経常収益の「使用料及び手数料」に読み替える。
２．事業原価 ①事業原価については、物件費等の「その他」に読み替える。
３．販売費及び一般管理費 ①販売費及び一般管理費については、公社側で処理している費目毎に人件費、物件費等、その

他の業務費用の帰属を判断した上で、適切な科目に読み替える。
②減価償却費については、「減価償却費」に読み替える。

４．事業外収益 ①受取利息、有価証券利息、受取配当金及び雑収益については、経常収益の「その他」に読み替
える。

５．事業外費用 ①支払利息については、その他の業務費用の「支払利息」に読み替える。
②雑損失については、その他の業務費用の「その他」に読み替える。

６．特別利益 ①投資有価証券売却益、固定資産売却益については、臨時利益の「資産売却益」に読み替える。
②前期損益修正益、その他の特別利益については、臨時利益の「その他」に読み替える。

７．特別損失 ①投資有価証券売却損、固定資産売却損については、臨時損失の「資産除売却損」に読み替え
る。
②前期損益修正損、土地評価損、災害による損失、その他の特別損失については、臨時損失の
「その他」に読み替える。

-66-



【土地開発公社ＮＷ】

項目 読替方針
１．財源 ①寄附金等がある場合には「税収等」に計上する。

②損益計算書より国県等からの補助金を特定して「国県等補助金」に計上する。なお、行政コスト
計算書への計上と二重計上とならないように留意する。
①「有形固定資産等の増加」については、有形固定資産明細表及び無形固定資産明細表より集
計する。
②「有形固定資産等の減少」については、有形固定資産明細表及び無形固定資産明細表より集
計する。
①「貸付金・基金等の増加」については、貸付金及び基金等の当年度増加額を記載する。
②「貸付金・基金等の減少」については、貸付金及び基金等の当年度減少額を記載する。

４．資産評価差額 ①資産評価差額は計上しない。
５．無償所管換等 ①固定資産等について、無償で譲渡または取得した固定資産がある場合には、これに係る固定資

産売却損または譲受益（その他の特別利益）の額を記載する。なお、行政コスト計算書への計上と
二重計上とならないように留意する。

６．その他 ①その他記載すべきものがある場合には、「その他」に計上する。

【土地開発公社ＣＦ】

項目 読替方針
１．事業活動によるキャッ
シュ・フロー

①公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入、土地造成事業収入、その他事業収入につ
いては、業務収入の「その他の収入」に読み替える。
②その他事業収入の損益計算書上あっせん等事業収益に計上されている部分については、「使
用料及び手数料収入」に計上する。
③補助金等収入については、投資活動に係るものを投資活動収入の「国県等補助金収入」に、そ
れ以外の活動に係るものを業務収入の「国県等補助金収入」に読み替える。
④公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出、土地造成事業支出、取得に係る支出、管理
に係る支出（行政コスト計算書上、物件費等に計上されている場合）については、業務費用支出の
「物件費等支出」に読み替える。
⑤管理に係る支出、その他事業支出については、業務費用支出の「その他の支出」に読み替え
る。
⑥人件費支出については、業務費用支出の「人件費支出」に読み替える。
⑦その他の業務支出については、業務費用支出の「その他の支出」に読み替える。
⑧利息の受取額については、業務収入の「その他の収入」に読み替える。
⑨利息の支払額については、業務費用支出の「支払利息支出」に読み替える。

２．投資活動によるキャッ
シュ・フロー

①投資有価証券の取得による支出については、投資活動支出の「投資及び出資金支出」に読み
替える。
②投資有価証券の売却による収入については、投資活動収入の「資産売却収入」に読み替える。
③有形固定資産の取得による支出については、投資活動支出の「公共施設等整備費支出」に読
み替える。
④有形固定資産の売却による収入については、投資活動収入の「資産売却収入」に読み替える。
①短期借入れによる収入については、財務活動収入の「地方債等発行収入」に読み替える。
②短期借入金の返済による支出については、財務活動支出の「地方債等償還支出」に読み替え
る。
③長期借入れによる収入については、財務活動収入の「地方債等発行収入」に読み替える。
④長期借入金の返済による支出については、財務活動支出の「地方債等償還支出」に読み替え
る。
⑤公社債の発行による収入については、財務活動収入の「地方債等発行収入」に読み替える。
⑥公社債の償還による支出については、財務活動支出の「地方債等償還支出」に読み替える。
⑦金銭出資の受入による収入については、財務活動収入の「その他の収入」に読み替える。

３．財務活動によるキャッ
シュ・フロー

３．貸付金・基金等の増加・減
少

２．有形固定資産等の増加・
減少
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（3）第三セクター等（株式会社）
　１．連結科目対応表

【株式会社ＢＳ】

現行制度

(S/D：経団連雛型）
1 流動資産
　現金及び預金 1
　受取手形 2 事業用資産
　売掛金 3 17 土地
　有価証券 4 立木竹
　商品及び製品 5 12 建物
　仕掛品 6 ※ 建物減価償却累計額
　原材料及び貯蔵品 7 13 工作物
　前払費用 8 ※ 工作物減価償却累計額
　繰延税金資産 9 船舶
　その他 10 船舶減価償却累計額
　貸倒引当金 11 浮標等

浮標等減価償却累計額
2 固定資産 航空機
(1)　有形固定資産 航空機減価償却累計額
　建物 12 20 その他
　構築物 13 ※ その他減価償却累計額
　機械装置 14 19 建設仮勘定
　車両運搬具 15 インフラ資産
　工具器具備品 16 土地
　土地 17 建物
　リース資産 18 建物減価償却累計額
　建設仮勘定 19 工作物
　その他 20 工作物減価償却累計額
(2)　無形固定資産 その他
　ソフトウェア 21 その他減価償却累計額
　リース資産 22 建設仮勘定
　のれん 23 14,15,16 物品
　その他 24 ※ 物品減価償却累計額
(3)　投資その他の資産 無形固定資産
　投資有価証券 25 21 ソフトウェア
　関係会社株式 26 23,24 その他
　長期貸付金 27 投資その他の資産
　繰延税金資産 28 投資及び出資金
　その他 29 25,26 有価証券
　貸倒引当金 30 26 出資金

その他
3 繰延資産 投資損失引当金
　社債発行費 31 長期延滞債権

27 長期貸付金
基金

減債基金
その他

28,29 その他
30 徴収不能引当金

1 現金預金
3 未収金

短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

5,6,7 棚卸資産
2,4,8,9,10 その他

11 徴収不能引当金

　流動資産

区分No. 読替元区分No. 統一的な基準による財務書類

　固定資産
有形固定資産

※減価償却累計
額は、有形固定資
産及び無形固定資
産の明細より記載。

※ No.18,22は資産の
内容により事業用資
産内で振り分ける。
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31 　繰延資産

4 流動負債
　支払手形 32 44,45 地方債等
　買掛金 33 長期未払金
　短期借入金 34 47 退職手当引当金
　リース債務 35 47 損失補償等引当金
　未払金 36 46,47,48 その他
　未払費用 37
　未払法人税等 38 34 1年内償還予定地方債等
　前受金 39 33,36,38 未払金
　預り金 40 37 未払費用
　前受収益 41 39 前受金
　○○引当金 42 41 前受収益
　その他 43 42 賞与等引当金

40
5 固定負債 32,35,42,43 その他
　社債 44
　長期借入金 45
　リース債務 46
　○○引当金 47
　その他 48

6 株主資本
　資本金 固定資産等形成分
　資本剰余金 余剰分（不足分）
　　資本準備金 他団体出資等分
　　その他資本剰余金 純資産合計
　利益剰余金
　　利益準備金
　　その他利益剰余金
　　　○○積立金
　　　繰越利益剰余金
　自己株式

7 評価・換算差額等
　その他有価証券評価差額金
　繰延ヘッジ損益
　土地再評価差額金

8 新株予約権

資産合計

　固定負債

　流動負債

預り金

負債合計

-69-



【株式会社ＰＬ】

現行制度

(S/D：経団連雛型）
１　売上高 1
２　売上原価 2 業務費用

　　売上総利益 人件費
３　販売費及び一般管理費 3 職員給与費

　　営業利益 賞与等引当金繰入額
４　営業外収益 退職手当引当金繰入額

　　受取利息及び配当金 4 その他
　　その他 5 物件費等

５　営業外費用 物件費
　　支払利息 6 維持補修費
　　その他 7 減価償却費
　　経常利益 2 その他

６　特別利益 その他の業務費用
　　固定資産売却益 8 6 支払利息
　　その他 9 徴収不能引当金繰入額

７　特別損失 3,7,13,14 その他
　　固定資産売却損 10 移転費用
　　減損損失 11 補助金等
　　その他 12 社会保障給付
　　　税引前当期純利益 他会計への繰出金　
　　　法人税、住民税及び事業税 13 その他
　　　法人税等調整額 14
　　　当期純利益 経常収益

使用料及び手数料
1,4,5 その他

臨時損失
災害復旧事業費

10 資産除売却損
投資損失引当金繰入額
損失補償等引当金繰入額

11,12 その他
臨時利益

8 資産売却益
9 その他

純行政コスト

区分No. 備考 読替元区分No. 統一的な基準による財務書類

経常費用

純経常行政コスト
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【株式会社ＮＷ】

前年度末純資産残高
行政コスト計算書より集計 純行政コスト（△）

財源
税収等

損益計算書より国県等からの補助金を特定して記載 国県等補助金
本年度差額

固定資産等の変動（内部変動）
有形固定資産等の増加
有形固定資産等の減少

貸付金及び基金等の当年度増加額を記載 貸付金・基金等の増加
貸付金及び基金等の当年度減少額を記載 貸付金・基金等の減少

株主資本変動計算書より、その他有価証券評価差額
金の事業年度中の変動額合計を記載

資産評価差額

損益計算書の「特別損失」の「固定資産売却損」また
は「特別利益」の「その他の特別利益」より、無償譲渡
または譲受を特定して譲渡損または譲受益の額を記

載

無償所管換等

他団体出資等分の増加
他団体出資等分の減少
その他

本年度純資産変動額
本年度末純資産残高

読替元区分No. 統一的な基準による財務書類

有形固定資産及び無形固定資産の明細より集計
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【株式会社ＣＦ】

1 営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益（又は税引前当期純損失） 1
減価償却額 2 業務費用支出
減損損失 3 人件費支出
貸倒引当金の増減額 4 物件費等支出
受取利息及び受取配当金 5 14 支払利息支出
支払利息 6 34 その他の支出
為替差損益 7 移転費用支出
有形固定資産売却損益 8 補助金等支出
損害賠償損失 9 社会保障給付支出
売上債権の増減額 10 他会計への繰出支出
棚卸資産の増減額 11 その他の支出
仕入債務の増減額 12 業務収入
・・・・ 税収等収入

国県等補助金収入
利息及び配当金の受取額 13 使用料及び手数料収入
利息の支払額 14 34 その他の収入
損害賠償金の支払額 15 臨時支出
・・・・ 災害復旧事業費支出
法人税等の支払額 16 その他の支出

営業活動によるキャッシュ・フロー 臨時収入
業務活動収支

2 投資活動によるキャッシュ・フロー 【投資活動収支】
有価証券の取得による支出 17 投資活動支出
有価証券の売却による収入 18 19 公共施設等整備費支出
有形固定資産の取得による支出 19 基金積立金支出
有形固定資産の売却による収入 20 17,21 投資及び出資金支出
投資有価証券の取得による支出 21 23 貸付金支出
投資有価証券の売却による収入 22 その他の支出
貸付けによる支出 23 投資活動収入
貸付金の回収による収入 24 国県等補助金収入
・・・ 基金取崩収入

投資活動によるキャッシュ・フロー 24 貸付金元金回収収入
18,20,22 資産売却収入

その他の収入
投資活動収支

3 財務活動によるキャッシュ・フロー 【財務活動収支】
短期借入れによる収入 25 財務活動支出
短期借入金の返済による支出 26 26,28,30 地方債等償還支出
長期借入れによる収入 27 32,33 その他の支出
長期借入金の返済による支出 28 財務活動収入
社債の発行による収入 29 25,27,29 地方債等発行収入
社債の償還による支出 30 31 その他の収入
株式の発行による収入 31 財務活動収支
自己株式の取得による支出 32
配当金の支払額 33 本年度資金収支額
・・・ 35 前年度末資金残高

財務活動によるキャッシュ・フロー 本年度末資金残高

4 現金及び現金同等物に係る換算差額 34 前年度末歳計外現金残高
現金及び現金同等物の増減額 本年度歳計外現金増減額
現金及び現金同等物の期首残高 35 本年度末歳計外現金残高
現金及び現金同等物の期末残高 本年度末現金預金残高

小　　　計

業務支出
【業務活動収支】

現行制度
区分No. 備考 読替元区分No.

(S/D：財務諸表等規則）
統一的な基準による財務書類
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２．読替方針の解説

【株式会社ＢＳ】

項目 読替方針

１．流動資産 ①売掛金については、流動資産の「未収金」に読み替える。
②受取手形、有価証券、前払費用、繰延税金資産、その他流動資産については、流動資産の「その他」に読
み替える。

２．有形固定資産
　（１）有形固定資産

①株式会社の固定資産については、インフラ資産に該当するケースは少ないと思われるため、原則として「事
業用資産」に読み替える。
②機械装置、車両運搬具及び工具器具備品は、「物品」に読み替える。
③②以外のその他有形固定資産については、該当するものがあれば「船舶」、「浮標等」及び「航空機」に、そ
れ以外は「その他」に読み替える。
④間接控除方式の減損損失累計額がある場合は、各減価償却累計額の下に減損損失累計額を設ける。

　（２）無形固定資産 ①ソフトウェアは無形固定資産の「ソフトウェア」に読み替える。
②のれんは、株式会社の単体貸借対照表上も生じうる科目であるが、もしある場合、無形固定資産の「その
他」に読み替える。
③それ以外の無形固定資産については、無形固定資産の「その他」に読み替える。
①投資有価証券については、投資その他の資産の「有価証券」に読み替える。
②関係会社株式については、原則として投資その他の資産の「有価証券」に読み替える。ただし、重要な子会
社株式等で公有財産として管理されている出資等に準ずるものについては、投資その他の資産の「出資金」
に読み替える。

３．繰延資産 ①社債発行費については、「繰延資産」に読み替える。
４．流動負債 ①賞与引当金については、流動負債の「賞与等引当金」に読み替える。
５．固定負債 ①社債、長期借入金については、「地方債等」に読み替える。

②固定負債のリース債務については、固定負債の「その他」に読み替える。
③その他に長期未払金が含まれる場合には、該当分を固定負債の「長期未払金」に読み替える。

６～８ ①株主資本、評価・換算差額等、新株予約権については、直接貸借対照表への読替えは行わない。純資産
は貸借対照表からの読替えとはせず、純資産変動計算書を経由して純資産の各項目の残高を算定する。

【株式会社ＰＬ】

項目 読替方針

１．売上高 ①売上は、全て経常収益の「その他」に読み替える。
２．売上原価 ①売上原価は、その明細がわかる場合には科目の性質に応じて、人件費、物件費等、その他の業務費用の

適宜の科目に読み替える。明細が不明の場合は一括して物件費等の「その他」に読み替える。
②売上原価に含まれる減価償却費がある場合、物件費等の「減価償却費」に読み替える。
①販売費及び一般管理費は、科目の性質に応じて、人件費、物件費等、その他の業務費用の適宜の科目に
読み替える。詳細が不明の場合や総額に重要性がない等の場合は、一括してその他の業務費用の「その他」
に読み替える。
②販売費及び一般管理費に含まれる減価償却費がある場合、物件費等の「減価償却費」に読み替える。

４．営業外収益 ①受取利息及び配当金、その他の営業外収益については、経常収益の「その他」に読み替える。
５．営業外費用 ①支払利息については、その他の業務費用の「支払利息」に読み替える。

②その他の営業外費用については、その他の業務費用の「その他」に読み替える。
６．特別利益 ①固定資産売却益については、臨時利益の「資産売却益」に読み替える。

②その他特別利益については、臨時利益の「その他」に読み替える。
７．特別損失 ①固定資産売却損については、臨時損失の「資産除売却損」に読み替える。

②減損損失については、臨時損失の「その他」に読み替える。
③その他特別損失については、臨時損失の「その他」に読み替える。
④その他に損失補償等引当金繰入額が含まれる場合には、該当分を損失補償等引当金繰入額に読み替え
る。

　（３）投資その他の
　　　資産

３．販売費及び
一般管理費
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【株式会社ＮＷ】

項目 読替方針
１．全般 ①剰余金の資本組入れ等、純資産内部の計数変動については、特に処理は行わない。

②自己株式の消却についても、特に処理は行わない。
２．財源 ①損益計算書より国県等からの補助金を特定し、「国県等補助金」に計上する。なお、行政コスト計算書への

計上と二重計上とならないように留意する。
①「有形固定資産等の増加」については、有形固定資産及び無形固定資産の明細より集計する。
②「有形固定資産等の減少」については、有形固定資産及び無形固定資産の明細より集計する。
①「貸付金・基金等の増加」については、貸付金及び基金等の当年度増加額を記載する。
②「貸付金・基金等の減少」については、貸付金及び基金等の当年度減少額を記載する。

５．資産評価差額 ①株主資本変動計算書の、その他有価証券評価差額金の事業年度中の変動額合計を「資産評価差額」に計
上する。

６．無償所管換等 ①固定資産等について、無償で譲渡または取得した固定資産がある場合は、これにかかる固定資産売却損
または譲受益（その他の特別利益）の額を記載する。なお、行政コスト計算書への計上と二重計上とならない
ように留意する。

７．その他 ①新株発行等資本金等の純資産が増加する場合には、「その他」に読み替える。その他記載すべきものがあ
る場合には、「その他」に計上する。

【株式会社ＣＦ】

項目 読替方針

①人件費支出は、行政コスト計算書の人件費を基礎とし、前払、未払の調整等をして、金額の集計を行う。
②物件費等支出は、行政コスト計算書の物件費等を基礎とし、前払、未払・買掛金の調整、減価償却費の加
味、在庫の調整等をした上で、金額の集計を行う。
③支払利息支出は、行政コスト計算書の支払利息を基礎とし、金額の集計を行う。
④その他の支出は、行政コスト計算書のその他の業務費用を基礎とし、前払、未払の調整等をして、金額の
集計を行う。
⑤業務収入は、損益計算書の経常収益を基礎とし、売掛金の調整等をして、金額の集計を行う。

２．投資活動による
キャッシュ・フロー

①投資活動に記載される有価証券、固定資産、投資有価証券、貸付金につき、それぞれの項目毎に転記す
る。
①財務活動に記載される社債、株式発行の内容を、財務活動収支に転記する。
②剰余金の配当、自己株式の取得については、「その他の支出」とする。

４．現金及び現金同等
物に係る換算差額

①現金及び現金同等物に係る換算差額のプラスまたはマイナスがある場合は、業務収入の「その他の収入」
または業務費用支出の「その他の支出」で調整する。

　　【注】当該株式会社がCFを作成していない場合は、有形固定資産明細表などを参照して作成します。

４．貸付金・基金等の増
加・減少

１．営業活動による
キャッシュ・フロー

３．財務活動による
キャッシュ・フロー

３．有形固定資産等の
増加・減少
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（３）第三セクター等（公益社団・財団法人）
　１．連結科目対応表

【公益社団・財団法人ＢＳ】

現行制度

(S/D：公益法人会計基準）
1 流動資産

(1)　現金預金 1
(2)　受取手形 2 事業用資産
(3)　未収会費 3 17 土地
(4)　未収金 4 立木竹
(5)　前払金 5 13 建物
(6)　有価証券 6 ※ 建物減価償却累計額
(7)　貯蔵品 7 14 工作物
　　流動資産合計 ※ 工作物減価償却累計額

船舶
2 固定資産 船舶減価償却累計額

(1)　基本財産 浮標等
　イ　土地 8 浮標等減価償却累計額
　ロ　投資有価証券 9 航空機
　　基本財産合計 航空機減価償却累計額
(2)　特定資産 その他
　イ　退職給付引当資産 10 その他減価償却累計額
　ロ　減価償却引当資産 11 18 建設仮勘定
　ハ　○○○積立資産 12 インフラ資産
　　特定資産合計 土地
(3)　その他固定資産 建物
　イ　建物 13 建物減価償却累計額
　ロ　構築物 14 工作物
　ハ　車両運搬具 15 工作物減価償却累計額
　二　什器備品 16 その他
　ホ　土地 17 その他減価償却累計額
　ヘ　建設仮勘定 18 建設仮勘定
　ト　借地権 19 15,16 物品
　チ　電話加入権 20 ※ 物品減価償却累計額
　リ　敷金 21 無形固定資産
　ヌ　保証金 22 ソフトウェア
　ル　投資有価証券 23 19,20 その他
　ヲ　子会社株式 24 投資その他の資産
　ワ　関連会社株式 25 投資及び出資金
　　その他固定資産合計 23,24,25 有価証券
　　固定資産合計 24,25 出資金
　　資産合計 その他

投資損失引当金
長期延滞債権
長期貸付金
基金

減債基金
8,9,10,11,12 その他

21,22 その他
徴収不能引当金

1 現金預金
3,4 未収金

短期貸付金
基金

財政調整基金
減債基金

7 棚卸資産
2,5,6 その他

徴収不能引当金

　流動資産

区分No. 読替元区分No. 統一的な基準による財務書類

　固定資産
有形固定資産

※減価償却累計額は、固
定資産の取得価額、減価
償却累計額及び当期末残
高の注記より記載。
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　繰延資産

3 流動負債
(1)　支払手形 26 33 地方債等
(2)　未払金 27 長期未払金
(3)　前受金 28 34,35 退職手当引当金
(4)　預り金 29 損失補償等引当金
(5)　短期借入金 30 36 その他
(6)　1年内返済予定長期借入金 31
(7)　賞与引当金 32 30,31 1年内償還予定地方債等
　　流動負債合計 27 未払金

未払費用
4 固定負債 28 前受金

(1)　長期借入金 33 前受収益
(2)　退職給与引当金 34 32 賞与等引当金
(3)　役員退職慰労引当金 35 29
(4)　受入保証金 36 26 その他
　　固定負債合計
　　負債合計

5 正味財産
(1)　基金 固定資産等形成分
　イ　基金 余剰分（不足分）
(2)　指定正味財産 他団体出資等分
　イ　国庫補助金 純資産合計
　ロ　地方公共団体補助金
　ハ　民間補助金
　ロ　寄付金
(3)　一般正味財産
　イ　代替基金
　ロ　一般正味財産
　　正味財産合計

負債合計

資産合計

　固定負債

　流動負債

預り金
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【公益社団・財団法人ＰＬ】

現行制度

(S/D：公益法人会計基準）

1 経常収益 業務費用
(1)　基本財産運用益 1 人件費
(2)　特定資産運用益 2 10,14,15 職員給与費
(3)　受取入会金 3 13

※
,18

※ 賞与等引当金繰入額
(4)　受取会費 4 11,16 退職手当引当金繰入額
(5)　事業収益 5 13

※
,18

※ その他
(6)　受取補助金等 6 →NWへ 物件費等
(7)　受取負担金 7 →NWへ 13

※
,18

※ 物件費

(8)　受取寄付金 8 →NWへ 13
※

,18
※ 維持補修費

(9)  雑収益 9 12,17 減価償却費
　 経常収益計 13

※
,18

※ その他
その他の業務費用

2 経常費用 13
※

,18
※ 支払利息

(1)　事業費 13
※

,18
※ 徴収不能引当金繰入額

　イ　給料手当 10 13
※

,18
※ その他

　ロ　退職給付費用 11 移転費用
　ハ　減価償却費 12 補助金等
　ニ　その他 13 社会保障給付
(2)　管理費 他会計への繰出金　
　イ　役員報酬 14 その他
　ロ　給料手当 15
　ハ　退職給付費用 16 経常収益
　ニ　減価償却費 17 使用料及び手数料
　ホ　その他 18 1,2,3,4,5,9 その他
　  経常費用計
　  評価損益等調整前当期経常増減額
(3)　基本財産評価損益等 19
(4)　特定資産評価損益等 20 臨時損失
(5)　投資有価証券評価損益等 21 災害復旧事業費
　 評価損益等計 24 資産除売却損
　 当期経常増減額 投資損失引当金繰入額

損失補償等引当金繰入額

3 経常外収益
19,20,21（評価損の場合）,

25,26
その他

(1)　固定資産売却益 22 臨時利益
(2)　固定資産受贈益 23 →NWへ 22 資産売却益
　 経常外収益計 19,20,21（評価益の場合） その他

4 経常外費用
(1)　固定資産売却損 24
(2)　固定資産減損損失 25
(3)　災害損失 26
　 経常外費用計
　 当期経常外増減額
　 当期一般正味財産増減額
　 一般正味財産期首残高
　 一般正味財産期末残高

5 指定正味財産増減の部
(1)　受取補助金等 27 →NWへ
(2)　受取負担金 28 →NWへ
(3)　受取寄付金 29 →NWへ
(4)　固定資産受贈益 30 →NWへ
(5)　基本財産評価益 31 →NWへ
(6)　特定資産評価益 32 →NWへ
(7)　基本財産評価損 33 →NWへ
(8)　特定資産評価損 34 →NWへ
(9)　一般正味財産への振替額
　 当期指定正味財産増減額
　 指定正味財産期首残高
　 指定正味財産期末残高

6 基金増減の部
(1)　基金受入額 35 →NWへ
(2)　基金返還額 36 →NWへ

正味財産期末残高

純行政コスト

区分No. 備考 読替元区分No. 統一的な基準による財務書類

経常費用

純経常行政コスト

※ 性質に応じて
振り分ける。
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【公益社団・財団法人ＮＷ】

前年度末純資産残高
行政コスト計算書より記載 純行政コスト（△）

財源
正味財産増減計算書に計上されている経常収益の「受
取負担金」及び「受取寄付金」並びに指定正味財産増

減の部の「受取負担金」及び「受取寄付金」を記載
税収等

正味財産増減計算書の経常収益の「受取補助金等」及
び指定正味財産増減の部の「受取補助金等」を記載

国県等補助金

本年度差額

固定資産等の変動（内部変動）
有形固定資産及び無形固定資産の当年度の増加額を

記載
有形固定資産等の増加

有形固定資産及び無形固定資産の当年度の減少額
（減価償却費と除却等による減少額）を記載

有形固定資産等の減少

貸付金及び基金等の当年度増加額を記載 貸付金・基金等の増加
貸付金及び基金等の当年度減少額を記載 貸付金・基金等の減少

正味財産増減計算書の指定正味財産増減の部の「基
本財産評価益」、「特定資産評価益」、「基本財産評価

損」及び「特定資産評価損」を記載
資産評価差額

正味財産増減計算書の指定及び一般正味財産増減の
部の「固定資産受贈益」とともに、固定資産売却損より

無償譲渡を特定して譲渡損の額を記載
無償所管換等

他団体出資等分の増加
他団体出資等分の減少

正味財産増減計算書の基金増減の部の「基金受入額」
及び「基金返還額」を記載

その他

本年度純資産変動額
本年度末純資産残高

読替元区分No. 統一的な基準による財務書類
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【公益社団・財団法人ＣＦ】

(S/D：公益法人会計基準）

1 事業活動によるキャッシュ・フロー
（１）事業活動収入

基本財産運用収入 1 業務費用支出
入会金収入 2 7

※
,8

※ 人件費支出

会費収入 3 7
※

,8
※ 物件費等支出

事業収入 4 7
※

,8
※ 支払利息支出

補助金等収入 5 7
※

,8
※

,17 その他の支出
負担金収入 6 移転費用支出
　　事業活動収入計 補助金等支出

社会保障給付支出
（２）事業活動支出 他会計への繰出支出

事業費支出 7 その他の支出
管理費支出 8 業務収入
　　事業活動支出計 6 税収等収入

事業活動によるキャッシュ・フロー 5（投資活動以外に係る部分） 国県等補助金収入
使用料及び手数料収入

1,2,3,4,17 その他の収入
臨時支出

災害復旧事業費支出
その他の支出

臨時収入
業務活動収支

2 投資活動によるキャッシュ・フロー 【投資活動収支】
（１）投資活動収入 投資活動支出

固定資産売却収入 9 11 公共施設等整備費支出
投資有価証券売却収入 10 基金積立金支出
　　投資活動収入計 12 投資及び出資金支出

貸付金支出
（２）投資活動支出 その他の支出

固定資産取得支出 11 投資活動収入
投資有価証券取得支出 12 5（投資活動に係る部分） 国県等補助金収入
　　投資活動支出計 基金取崩収入

投資活動によるキャッシュ・フロー 貸付金元金回収収入
9,10 資産売却収入

その他の収入
投資活動収支

3 財務活動によるキャッシュ・フロー 【財務活動収支】
（１）財務活動収入 財務活動支出

借入金収入 13 15 地方債等償還支出
基金受入収入 14 16 その他の支出
　　財務活動収入計 財務活動収入

13 地方債等発行収入
（２）財務活動支出 14 その他の収入

借入金返済支出 15 財務活動収支
基金返還支出 16
　　財務活動支出計 本年度資金収支額

財務活動によるキャッシュ・フロー 18 前年度末資金残高
本年度末資金残高

4 現金及び現金同等物に係る換算差額 17
前年度末歳計外現金残高
本年度歳計外現金増減額

現金及び現金同等物の期首残高 18 本年度末歳計外現金残高
現金及び現金同等物の期末残高 本年度末現金預金残高

統一的な基準による財務書類

現金及び現金同等物の増加額(又は減少額）

現行制度
区分No. 備考 読替元区分No.

【業務活動収支】
業務支出

※人件費支出、物件費等
支出、その他経費支出等、
支出の性質に応じて振り
分ける。

-79-



２．読替方針の解説

【公益社団・財団法人ＢＳ】

項目 読替方針
１．流動資産 ①未収会費、未収金については、「未収金」に読み替える。

②受取手形、前払金、有価証券については、流動資産の「その他」に読み替える。
①公益社団・財団法人の有形固定資産にインフラ資産はないものとする。
②基本財産については、投資その他の資産の基金の「その他」に読み替える。

　（２）特定資産 ①特定資産については、投資その他の資産の基金の「その他」に読み替える。
　（３）その他の固定資産 ①車両運搬具及び什器備品については、「物品」に読み替える。

②その他有形固定資産については、該当するものがあれば「船舶」、「浮標等」及び「航空
機」に、それ以外は「その他」に読み替える。
③借地権、電話加入権、その他の無形固定資産については、無形固定資産の「その他」
に読み替える。
④敷金、保証金については、投資その他の資産の「その他」に読み替える。
⑤子会社株式及び関連会社株式については、原則として投資その他の資産の「有価証
券」に読み替える。ただし、重要な子会社株式等で公有財産として管理されている出資等
に準ずるものについては、投資その他の資産の「出資金」に読み替える。

３．流動負債 ①引当金については、賞与引当金は流動負債の「賞与等引当金」へ、それ以外は流動負
債の「その他」に読み替える。

４．固定負債 ①長期借入金については、「地方債等」に読み替える。
②受入保証金は、固定負債の「その他」に読み替える。

５．正味財産 ①指定正味財産及び一般正味財産については、直接貸借対照表への読替えは行わな
い。純資産は貸借対照表からの読替えとはせず、純資産変動計算書を経由して純資産の
各項目の残高を算定する。

【公益社団・財団法人ＰＬ】

項目 読替方針
１．経常収益 ①基本財産運用益、特定資産運用益については、経常収益の「その他」に読み替える。

②受取入会金、受取会費、事業収益及び雑収益については、経常収益の「その他」に読
み替える。
③受取補助金等については、純資産変動計算書の「国県等補助金」に読み替える。な
お、純資産変動計算書への計上と二重計上とならないように留意する。
④受取負担金及び受取寄付金については、純資産変動計算書の「税収等」に読み替え
る。
⑤その他の経常収益については、経常収益の「その他」に読み替える。

２．経常費用 ①事業費、管理費については、公益社団・財団法人側で処理している費目毎に人件費、
物件費等、その他の業務費用の帰属を判断した上で、適切な科目に読み替える。
②減価償却費については、「減価償却費」に読み替える。
③基本財産評価損益、特定資産評価損益、投資有価証券評価損益については、臨時損
失の「その他」または臨時利益の「その他」に読み替える。

３．経常外収益 固定資産受贈益については、純資産変動計算書の「無償所管換等」に読み替える。
４．経常外費用 固定資産減損損失については、臨時損失の「その他」に読み替える。
５．指定正味財産増減の部 ①受取補助金等については、純資産変動計算書の「国県等補助金」に読み替える。

②固定資産受贈益については、純資産変動計算書の「無償所管換等」に読み替える。
③基本財産評価益及び特定資産評価益については、純資産変動計算書の「資産評価差
額」に読み替える。
④基本財産評価損及び特定資産評価損については、純資産変動計算書の「資産評価差
額」に読み替える。
⑤なお、一般正味財産への振替額がある場合、公益社団・財団法人内部で振替が行わ
れているに過ぎないため、読み替える必要がないことに注意する。例えば一般正味財産
増減の部で計上されている受取寄付金が、指定正味財産からの振替である場合、 終的
に当該受取寄付金は消去されることになる。

６．基金増減の部 ①基金受入額及び基金返還額については、純資産変動計算書の「その他」に読み替え
る。

２．固定資産
　（１）基本財産
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【公益社団・財団法人ＮＷ】

項目 読替方針
１．財源 ①正味財産増減計算書に計上されている経常収益の「受取負担金」及び「受取寄付金」

並びに指定正味財産増減の部の「受取負担金」及び「受取寄付金」については、「税収等」
に読み替える。
②正味財産増減計算書の経常収益の「受取補助金等」及び指定正味財産増減の部の
「受取補助金等」については、「国県等補助金」に読み替える。

２．有形固定資産等の増
加・減少

①「有形固定資産等の増加」については、有形固定資産及び無形固定資産の当年度の
増加額を記載する。
②「有形固定資産等の減少」については、有形固定資産及び無形固定資産の当年度の
減少額を記載する。
①「貸付金・基金等の増加」については、貸付金及び基金等の当年度増加額を記載する。
②「貸付金・基金等の減少」については、貸付金及び基金等の当年度減少額を記載する。

４．資産評価差額 ①正味財産増減計算書の指定正味財産の増減の部に記載されている基本財産評価益、
特定資産評価益、基本財産評価損、特定資産評価損を「資産評価差額」に計上する。

５．無償所管換等 ①正味財産増減計算書の固定資産受贈益の額を記載する。その他、無償で譲渡した固
定資産がある場合には、これに係る固定資産売却損の額を記載する。なお、行政コスト計
算書への計上と二重計上とならないように留意する。

６．その他 ①基金の受入及び返還のほか、その他記載すべきものがある場合には、「その他」に計
上する。

【公益社団・財団法人ＣＦ】

項目 読替方針
①基本財産運用収入については，業務収入の「その他の収入」に読み替える。
②入会金収入、会費収入、事業収入については、業務収入の「その他の収入」に読み替
える。
③補助金等収入については、投資活動に係るものを投資活動収入の「国県等補助金収
入」に、それ以外の活動に係るものを業務収入の「国県等補助金収入」に読み替える。
④負担金収入については、業務収入の「税収等収入」に読み替える。

　（２）事業活動支出 ①事業費、管理費については、小科目単位で人件費、物件費、その他の業務費用を判断
した上で、業務費用支出の「人件費支出」「物件費等支出」「その他の支出」に読み替え
る。
①固定資産売却収入については、投資活動収入の「資産売却収入」に読み替える。
②投資有価証券売却収入については、投資活動収入の「資産売却収入」に読み替える。

　（２）投資活動支出 ①固定資産取得支出については、投資活動支出の「公共施設等整備費支出」に読み替え
る。
②投資有価証券取得支出については、投資活動支出の「投資及び出資金支出」に読み
替える。

３．財務活動によるキャッ
シュフロー
　（１）財務活動収入

①借入金収入については、財務活動収入の「地方債等発行収入」に読み替える。

　（２）財務活動支出 ①借入金返済支出については、財務活動支出の「地方債等償還支出」に読み替える。
４．現金及び現金同等物に
係る換算差額

①現金及び現金同等物に係る換算差額のプラスまたはマイナスがある場合は、業務収入
の「その他の収入」または業務費用支出の「その他の支出」で調整する。

３．貸付金・基金等の増加・
減少

１．事業活動によるキャッ
シュフロー
　（１）事業活動収入

２．投資活動によるキャッ
シュフロー
　（１）投資活動収入
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Ⅰ 財務書類等活用の視点 

貸借対照表等の財務書類については、これまで、新地方公会計制度研究会報告書（平

成 18年 5月公表）において示された基準モデルや総務省方式改訂モデル等によって、全

ての都道府県、ほとんどの市町村において作成されてきたところです。 

作成された財務書類は概ね各地方公共団体のホームページ等で公表されてきたところ

であり、また、貸借対照表の作成・公表によって資産・債務改革も一定程度進展してき

たと評価することができますが、財務書類を予算編成や行政評価等において積極的に活

用している地方公共団体は未だ一部に限られている状況です。 

その主な背景・理由としては、①総務省方式改訂モデルでは個別の伝票単位で複式仕

訳を実施するのではなく決算統計データを活用して財務書類を作成するため、事業別・

施設別の行政コスト計算書等を作成してセグメント分析を実施することが困難であるこ

と、②総務省方式改訂モデルでは固定資産台帳の整備が必ずしも前提とされていないた

め、公共施設等のマネジメントへの活用が困難であること、③基準モデル、総務省方式

改訂モデル及びその他の方式が混在しているため、地方公共団体間での比較可能性が確

保されていないことなどが考えられます。 

しかしながら、今後、各地方公共団体において統一的な基準による財務書類等が作成

されることにより、①発生主義・複式簿記の導入、②固定資産台帳の整備、③比較可能

性の確保といった観点から、財務書類等のマネジメント・ツールとしての機能が従来よ

りも格段に向上することになるため、これまでのように単に財務書類等を作成するだけ

でなく、予算編成や行政評価等に積極的に活用していくことが期待されます。 
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地方公共団体の財務書類等の利用者としては、住民や議会のみならず、首長や職員、

さらには地方債への投資家、ＰＰＰ／ＰＦＩの提案に係る民間事業者など、行政内外の

多様な主体が想定されるところです。 

行政内部での活用としては、当該地方公共団体の全体としての財政指標の設定や適切

な資産管理といったマクロ的なもの、事業別・施設別のセグメント分析といったミクロ

的なものが想定されるところであり、これらの活用を積極的に推進することにより、地

方公共団体のマネジメント機能を向上させ、ひいては、人口減少が進む中で限られた財

源を「賢く使うこと」などにつなげることが期待されます。 

行政外部での活用としては、住民や議会等に対する情報開示が想定されるところであ

り、アカウンタビリティを適切に果たすために財務書類等をわかりやすく公表すること

が期待されます。なお、財政指標の設定や適切な資産管理、セグメント分析については、

行政内部での活用だけでなく情報開示においても有用なものです。 
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Ⅱ 行政内部での活用（マネジメント） 

１ マクロ的な視点からの活用 

（１）財政指標の設定 

近年、我が国では公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっていますが、決算統

計や地方財政健全化法における既存の財政指標では、資産の老朽化度合いまでを把握

することはできませんでした。しかしながら、貸借対照表を作成することで、有形固

定資産のうち償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合を算出し、資産老

朽化比率として把握することができるようになります。 

資産老朽化比率を算出することにより、当該地方公共団体の資産全体としての老朽

化度合いを把握することができるようになるだけでなく、小学校や保育所といった施

設類型別や個別施設ごとの資産老朽化比率を算出することにより、老朽化対策の優先

順位を検討する際の参考資料の一つとすることができ、当該優先順位を踏まえたメリ

ハリのある予算編成につなげることも期待されます。 

（→事例１参照） 

資産老朽化比率だけでなく、住民一人当たり資産額や歳入額対資産比率といった資

産形成度に係るその他の指標を設定することにより、資産の老朽化度合いのみならず、

資産の適正規模等も含めた幅広い検討を行うことができます。 

また、資産形成度に係る指標だけでなく、併せて、世代間公平性や持続可能性（健

全性）、効率性、弾力性、自律性に係る指標を設定することによって、より多角的な視

点からの分析を行うことが可能となります。なお、各指標の具体的な内容については、

後述（Ⅳ）のとおりです。 

さらに、決算統計や地方財政健全化法における既存の財政指標等も組み合わせるこ

とによって、例えば、将来負担比率が低くても資産老朽化比率が高ければ、老朽化対

策の先送りという将来負担が潜在している可能性があるなど、より総合的な分析を行

うことができます。 

（→事例２参照） 

（２）適切な資産管理 

統一的な基準による財務書類を作成するためには、固定資産台帳の整備が前提とな

りますが、当該台帳には公共施設等の耐用年数や取得価額等が記載されているため、

これらの情報を活用することにより、一定の条件の下で将来の施設更新必要額を推計
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することができます。 

このように、公共施設等の老朽化対策という課題を将来の施設更新必要額という数

値データで「見える化」することにより、庁内だけでなく、広く住民や議会も巻き込

んだ形で課題を共有することができます。また、当該データを公共施設等総合管理計

画の充実・精緻化に活用することで、公共施設等の更新時期の平準化や総量抑制等を

図るための適切な更新・統廃合・長寿命化を行うことにもつながります。 

なお、当該推計された将来の施設更新必要額は、あくまでも法定耐用年数等に基づ

くものであるため、個々の公共施設等の老朽化対策に当たっては、実際の損耗状態、

過去の修繕履歴等を踏まえる必要があります。 

（→事例３参照） 

 

また、地方公共団体においては、未収債権も重要な資産の一つですが、地方税、介

護保険料、公営住宅使用料、給食費といった債権の種類ごとに担当課が分かれる中で、

全庁的な組織体制の検討など、債権徴収に係る一層の合理化・効率化が求められます。 

貸借対照表を作成することで、徴収不能引当金控除後の債権額全体が改めて明らか

になるため、未収債権の徴収体制の強化の必要性が認識されるようになり、全庁的な

組織体制の検討につながることが期待されます。 

（→事例４参照） 

 

２ ミクロ的な視点からの活用（セグメント分析） 

 

（１）予算編成への活用 

 

我が国で人口減少・少子高齢化が進展している中、財務書類等を管理会計的なマネ

ジメント・ツールとして予算編成に積極的に活用し、地方公共団体の限られた財源を

「賢く使うこと」は極めて重要です。 

後述の施設の統廃合、受益者負担の適正化、行政評価との連携についても、予算編

成への活用につながるものですが、その他にも、施設建設に係る予算編成過程におい

て、建設費用だけでなくランニングコストも踏まえた議論を行うため、当該施設が建

設された場合の施設別行政コスト計算書を試算して審査資料として活用したり、直営

の場合と民間委託の場合でそれぞれ試算した事業別・施設別の行政コスト計算書等を

比較して民間委託の検討に活用したりすることなどが想定されます。 

また、例えば、施設の統合整備や照明のＬＥＤ化など、初年度にはある程度のコス

トが掛かるものの、中長期的にはコストの縮減につながることが施設別行政コスト計

算書等の試算によって「見える化」するものについて、首長等がイニシアティブを発

揮して、通常の予算要求枠とは別途の予算要求特別枠を設定し、財務書類等を予算編
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成に活用するという意識を醸成していくことも考えられます。 

（→事例５参照） 

 

（２）施設の統廃合 

 

公共施設等総合管理計画では、公共施設等の供用を廃止する場合の考え方や他の公

共施設等との統合の推進方針を記載することとされていますが、具体的な個別施設の

統廃合を検討するに当たっては、施設別の行政コスト計算書等を作成してセグメント

分析を実施することが有効です。 

施設別の行政コスト計算書等を作成することにより、利用者一人当たりのコストを

把握することができますが、例えば、同類型の個別施設のデータを並列することによ

り、どの施設が高コストなのかが一目瞭然となります。もっとも、施設の統廃合に当

たっては、このようなコスト情報だけでなく、地理的条件や将来の人口動態等、地域

の実態を踏まえた丁寧な議論が必要ですが、施設別コスト情報の「見える化」を契機

として、統廃合に向けた議論が広く住民や議会を巻き込んだ形でなされることが期待

されます。 

なお、公共施設等の統廃合を検討するに当たっては、ＧＩＳ（地理情報システム）

を活用して、地図上に将来の人口動態等のデータを重ねながら、エリアマーケティン

グの考え方を用いた分析を行うことも考えられます。 

（→事例６参照） 

 

（３）受益者負担の適正化 

 

使用料・手数料等については、当該施設の維持管理費や減価償却費、当該サービス

に要する経費等を基礎として算出されるべきものですが、行政コスト計算書を活用し

て使用料・手数料等の改定につなげることもできます。 

具体的には、事業別・施設別の行政コスト計算書を作成することで、減価償却費や

退職手当引当金等も含めたフルコストで利用者一人当たりのコストを算出し、当該デ

ータを使用料・手数料等の改定の基礎データとすることができます。 

なお、使用料・手数料等の算定に係る受益者負担割合は、施設やサービス等の性質

によって異なるべきものであることから、施設やサービス等の類型ごとに受益者負担

割合を設定することも考えられます。 

（→事例７参照） 
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（４）行政評価との連携 

 

行政コスト計算書は、一会計期間における減価償却費や退職手当引当金等も含めた

フルコストを計上するものであるため、事業別・施設別の行政コスト計算書等を作成

して行政評価と連携させることにより、フルコスト情報に基づいたより精緻な行政評

価が可能となります。 

なお、行政評価については、評価のための評価とするのではなく、評価結果を予算

編成に上手く結び付けることが重要であり、最初から全ての事業別・施設別の行政コ

スト計算書等を網羅的に作成するのではなく、まずはできるところから作成していき、

段階的に対象範囲を拡大していくといった工夫も有効です。 

（→事例８参照） 

 

（５）人件費等の按分基準の設定 

 

（１）から（４）までのようなセグメント分析を行うに当たっては、通常、事務事

業費とは別途計上されるなどしている人件費や減価償却費、地方債利子等を各事務事

業に適切に按分することで、より正確なコストによる精緻なセグメント分析を行うこ

とができます。 

ただし、人件費等の按分をあまりにも精緻に行うことにより、過度の事務負担が発

生してしまうことも懸念されるため、セグメント分析の趣旨・目的に照らしながら、

一定程度の事務作業の簡素化に務めることも重要です。 

（→事例９参照） 
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Ⅲ 行政外部での活用（アカウンタビリティ） 

１ 住民への公表や地方議会での活用 

地方公共団体の財務書類を公表するに当たって、最も重要な点の一つは、財務書類の

利用者にとって「理解可能なものであること」です。前述のとおり、地方公共団体の財

務書類については、住民をはじめ幅広い利用者が想定されますが、これら地方公会計に

よる開示情報の受け手は、地方財政や会計に関する一定の知見を有するとは限らないた

め、企業会計における投資家や債権者等のような理解可能性を前提とすることができま

せん。したがって、まず、財務書類はわかりやすく公表することが重要であり、前述の

財務指標の設定や適切な資産管理、セグメント分析を情報開示にも活用するとともに、

財務書類そのものについても、要約した上でわかりやすい説明を加えるといった工夫が

考えられます。 

また、地方公共団体の財務状況に関する説明責任は、住民とともに議会に対しても果

たさなければなりません。現行制度においては、地方公共団体の長は、歳入歳出決算を

議会の認定に付する際、会計管理者から提出された歳入歳出決算事項別明細書、実質収

支に関する調書、財産に関する調書及び主要な施策の成果を説明する書類を併せて提出

することとされていますが（地方自治法第 233条）、当該決算に係る財務書類についても、

決算を認定する議会に併せて提出することが考えられます。これにより、議会における

地方公共団体の財務状況に関する審議を深めることができ、議会審議の活性化につなが

ることが期待されます。 

（→事例 10参照） 

２ 地方債ＩＲへの活用 

地方債の借入先については、近年、公的資金の割合が減少する一方で、市場公募債と

銀行等引受債の発行割合が増加し、資金調達手段の多様化が進んでいます。市場公募債

については、共同発行市場公募地方債や住民参加型市場公募地方債を含む市場公募債が

発行されており、各団体の工夫のもと積極的にＩＲ説明会が実施されています。 

財務書類は、発行団体の財務状況を投資家等の市場関係者に対してわかりやすく示す

ものであり、発行団体においては、これをＩＲ説明会の基礎資料として活用することで、

地方債の信用力の維持・強化を図ることが期待されます。 

（→事例 11参照） 
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３ ＰＰＰ／ＰＦＩの提案募集 

地方公共団体の財政負担を極力抑えつつ公共施設等の効果的かつ効率的な整備・運営

を行っていくためには、民間の資金・ノウハウを活用したＰＰＰ／ＰＦＩの導入も有効

な選択肢の一つです。 

前述のセグメント分析を活用した予算編成や行政評価等によってＰＰＰ／ＰＦＩの導

入が進んでいくことが考えられますが、さらに固定資産台帳を公表することでＰＰＰ／

ＰＦＩに関する民間事業者からの積極的な提案につなげていくことも期待されます。 

なお、ＰＰＰ／ＰＦＩに関する民間事業者からの提案が積極的になされるためには、

固定資産台帳に利用状況やランニングコストといった記載項目の追加を検討することも

重要であり、また、地域完結型のＰＰＰ／ＰＦＩを推進する観点からは、設計、建設、

設備といった関連分野の地域企業を地域金融機関が積極的にコーディネートしていくこ

とも期待されます。 

（→参考事例参照） 
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Ⅳ 財務書類分析の視点 

１ 資産形成度 

資産形成度は、「将来世代に残る資産はどのくらいあるか」といった住民等の関心に基

づくものです。 

資産に関する情報は、歳入歳出決算に添付される財産に関する調書（地方自治法施行

令第 166 条第 2 項及び同施行規則第 16 条の 2）においても、公有財産（土地及び建物、

山林、動産、物権、無体財産権、有価証券、出資による権利並びに財産の信託の受益権）、

物品、債権及び基金の種別に提供されています。しかし、土地及び建物並びに山林は地

積や面積で測定され、動産も個数で表示されるなど、地方公共団体の保有する資産の価

値に関する情報を得ることはできません。 

また、決算統計では、財政力指数や経常収支比率、地方財政健全化法では、実質赤字

比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率といった財政指標が既にあり

ますが、いずれも資産形成度を表す指標ではないため、資産形成度に関する指標は財務

書類を作成することによって初めて得られるものです。 

貸借対照表は、資産の部において地方公共団体の保有する資産のストック情報を一覧

表示しており、これを住民一人当たり資産額や有形固定資産の行政目的別割合、歳入額

対資産比率、資産老朽化比率といった指標を用いてさらに分析することにより、住民等

に対して新たな情報を提供するものといえます。 
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「住民一人当たり資産額」 

資産額を住民基本台帳人口で除して住民一人当たり資産額とすることにより、住民

等にとってわかりやすい情報となるとともに、他団体との比較が容易になります。 

「有形固定資産の行政目的別割合」 

有形固定資産の行政目的別（生活インフラ・国土保全、福祉、教育等）の割合を算

出することにより、行政分野ごとの社会資本形成の比重の把握が可能となります。こ

れを経年比較することにより、行政分野ごとに社会資本がどのように形成されてきた

かを把握することができ、また、類似団体との比較により資産形成の特徴を把握し、

今後の資産整備の方向性を検討するのに役立てることができます。 

「歳入額対資産比率」 

当該年度の歳入総額に対する資産の比率を算出することにより、これまでに形成さ

れたストックとしての資産が、歳入の何年分に相当するかを表し、地方公共団体の資

産形成の度合いを測ることができます。 

「資産老朽化比率」 

有形固定資産のうち、償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合を算出

することにより、耐用年数に対して資産の取得からどの程度経過しているのかを全体

として把握することができます。さらに、固定資産台帳等を活用すれば、行政目的別

や施設別の資産老朽化比率も算出することができます。 

２ 世代間公平性 

世代間公平性は、「将来世代と現世代との負担の分担は適切か」といった住民等の関心

に基づくものです。これは、貸借対照表上の資産、負債及び純資産の対比によって明ら

かにされるものです。 

世代間公平性を表す指標としては、地方財政健全化法における将来負担比率もありま

すが、貸借対照表は、財政運営の結果として、資産形成における将来世代と現世代まで

の負担のバランスが適切に保たれているのか、どのように推移しているのかを端的に把

握することを可能にするものであり、純資産比率や社会資本等形成の世代間負担比率（将

来世代負担比率）が分析指標として挙げられます。 

ただし、将来世代の負担となる地方債の発行については、原則として将来にわたって

受益の及ぶ施設の建設等の資産形成に充てることができるものであり（建設公債主義）、

その償還年限も、当該地方債を財源として建設した公共施設等の耐用年数を超えないこ

ととされています（地方財政法第 5 条及び第 5 条の 2）。したがって、地方財政において
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は、受益と負担のバランスや地方公共団体の財政規律が一定程度確保されるように既に

制度設計されていることにも留意しておく必要があります。なお、地方債の中には、そ

の償還金に対して地方交付税措置が講じられているものがあるため、この点にも留意

が必要です。 

「純資産比率」 

地方公共団体は、地方債の発行を通じて、将来世代と現世代の負担の配分を行いま

す。したがって、純資産の変動は、将来世代と現世代との間で負担の割合が変動した

ことを意味します。例えば、純資産の減少は、現世代が将来世代にとっても利用可能

であった資源を費消して便益を享受する一方で、将来世代に負担が先送りされたこと

を意味し、逆に、純資産の増加は、現世代が自らの負担によって将来世代も利用可能

な資源を蓄積したことを意味すると捉えることもできます。ただし、純資産は固定資

産等形成分及び余剰分（不足分）に分類されるため、その内訳にも留意する必要があ

ります。 

「社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率）」 

社会資本等について将来の償還等が必要な負債による形成割合（公共資産等形成充

当負債の割合）を算出することにより、社会資本等形成に係る将来世代の負担の比重

を把握することができます。 

３ 持続可能性（健全性） 

持続可能性（健全性）は、「財政に持続可能性があるか（どのくらい借金があるか）」

という住民等の関心に基づくものであり、財政運営に関する本質的な視点です。これに

対しては、第一に、地方財政健全化法の健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字

比率、実質公債費比率及び将来負担比率）による分析が行われますが、これに加えて財

務書類も有用な情報を提供することができます。 

地方公共団体の負債に関する情報については、現行の予算に関する説明書においても、

債務負担行為額及び地方債現在高についてそれぞれ調書が添付されていますが（地方自

治法施行令第 144 条及び同施行規則第 15条の 2）、貸借対照表においては、この他に退職

手当引当金や未払金など、発生主義により全ての負債を捉えることになります。 

財政の持続可能性に関する指標としては、住民一人当たり負債額、基礎的財政収支（プ

ライマリーバランス）や債務償還可能年数が挙げられます。 

「住民一人当たり負債額」 

負債額を住民基本台帳人口で除して住民一人当たり負債額とすることにより、住民
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にとってわかりやすい情報となるとともに、他団体との比較が容易となります。 

「基礎的財政収支(プライマリーバランス)」 

資金収支計算書上の業務活動収支（支払利息支出を除く。）及び投資活動収支の合算

額を算出することにより、地方債等の元利償還額を除いた歳出と、地方債等発行収入

を除いた歳入のバランスを示す指標となり、当該バランスが均衡している場合には、

経済成長率が長期金利を下回らない限り経済規模に対する地方債等の比率は増加せず、

持続可能な財政運営であるといえます。 

なお、基礎的財政収支については、国の財政健全化目標にも用いられていますが、

地方の場合は国とは異なって、前述の建設公債主義等がより厳密に適用されており、

自己判断で赤字公債に依存することができないため、国と地方で基礎的財政収支を一

概に比較すべきでないことにも留意する必要があります。 

「債務償還可能年数」 

実質債務（地方債残高等から充当可能基金等を控除した実質的な債務）が償還財源

上限額（資金収支計算書における業務活動収支の黒字分（臨時収支分を除く。））

の何年分あるかを示す指標で、債務償還能力は、債務償還可能年数が短いほど高く、

債務償還可能年数が長いほど低いといえます。 

債務償還可能年数は、償還財源上限額を全て債務の償還に充当した場合に、何年で

現在の債務を償還できるかを表す理論値ですが、債務の償還原資を経常的な業務活動

からどれだけ確保できているかということは、債務償還能力を把握する上で重要な視

点の一つです。 

４ 効率性 

効率性は、「行政サービスは効率的に提供されているか」といった住民等の関心に基づ

くものです。地方自治法においても、「地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、

住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなけれ

ばならない」とされているものであり（同法第 2 条第 14 項）、財政の持続可能性と並ん

で住民の関心が高い視点です。 

行政の効率性については、多くの地方公共団体で取り組んでいる行政評価において個

別に分析が行われているものと考えられますが、行政コスト計算書は地方公共団体の行

政活動に係る人件費や物件費等の費用を発生主義に基づきフルコストとして表示するも

のであり、行財政の効率化を目指す際に不可欠な情報を一括して提供するものです。 

行政コスト計算書においては、住民一人当たり行政コストや性質別・行政目的別行政

コストといった指標を用いることによって、効率性の度合いを定量的に測定することが
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可能となります。 

 

「住民一人当たり行政コスト」 

行政コスト計算書で算出される行政コストを住民基本台帳人口で除して住民一人当

たり行政コストとすることにより、地方公共団体の行政活動の効率性を測定すること

ができます。また、当該指標を類似団体と比較することで、当該団体の効率性の度合

いを評価することができます。 

なお、住民一人当たり行政コストについては、地方公共団体の人口や面積、行政権

能等により自ずから異なるべきものであるため、一概に他団体と比較するのではなく、

類似団体と比較すべきことに留意する必要があります。 

 

「性質別・行政目的別行政コスト」 

行政コスト計算書では、性質別（人件費、物件費等）の行政コストが計上されてお

り、また、附属明細書では、行政目的別（生活インフラ・国土保全、福祉、教育等）

の行政コストが計上されています。これらを経年比較することにより、行政コストの

増減項目の分析が可能となります。 

なお、性質別・行政目的別行政コストを住民基本台帳人口で除して住民一人当たり

性質別・行政目的別行政コストとすることにより、地方公共団体の行政活動に係る効

率性を測定することができます。また、この指標を類似団体と比較することで、当該

団体の効率性の評価が可能となります。 

 

５ 弾力性 

 

弾力性は、「資産形成等を行う余裕はどのくらいあるか」といった住民等の関心に基づ

くものです。 

財政の弾力性については、一般に、経常収支比率（経常経費充当一般財源の経常一般

財源総額に占める比率）等が用いられますが、財務書類においても、弾力性の分析が可

能です。 

すなわち、純資産変動計算書において、地方公共団体の資産形成を伴わない行政活動

に係る行政コストに対して地方税、地方交付税等の当該年度の一般財源等がどれだけ充

当されているか（行政コスト対税収等比率）を示すことができます。 

これは、当該団体がインフラ資産の形成や施設の建設といった資産形成を行う財源的

余裕度がどれだけあるかを示すものといえます。 

 

「行政コスト対税収等比率」 

税収等の一般財源等に対する行政コストの比率を算出することによって、当該年度
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の税収等のうち、どれだけが資産形成を伴わない行政コストに費消されたのかを把握

することができます。この比率が 100％に近づくほど資産形成の余裕度が低いといえ、

さらに 100％を上回ると、過去から蓄積した資産が取り崩されたことを表します。 

 

６ 自律性 

 

自律性は、「歳入はどのくらい税収等で賄われているか（受益者負担の水準はどうなっ

ているか）」といった住民等の関心に基づくものです。 

これは、地方公共団体の財政構造の自律性に関するものであり、決算統計における歳

入内訳や財政力指数が関連しますが、財務書類についても、行政コスト計算書において

使用料・手数料などの受益者負担の割合を算出することが可能であるため、これを受益

者負担水準の適正さの判断指標として用いることができます。 

 

「受益者負担の割合」 

行政コスト計算書の経常収益は、使用料・手数料など行政サービスに係る受益者負

担の金額ですので、これを経常費用と比較することにより、行政サービスの提供に対

する受益者負担の割合を算出することができます。地方公共団体の行政サービス全体

の受益者負担の割合を経年比較したり、類似団体比較したりすることにより、当該団

体の受益者負担の特徴を把握することができます。 

また、これを事業別・施設別に算出することで、受益者負担の割合を詳細に分析す

ることもできます。 

 

 

※ 当該手引きについては、各地方公共団体における今後の先進的な活用事例等を踏まえ

ながら、さらに充実していくものとします。 
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財
政
指
標
の
設
定
（
資
産
老
朽
化
比
率
）

【
事
例
】
資
産
老
朽
化
比
率
の

公
共
施
設
等
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
へ

の
活
用
（
東

京
都

○
○

市
）

○
市

全
体

の
老

朽
化

比
率

だ
け

で
な

く
、

施
設

類
型

別
の

老
朽

化
比

率
を

把
握

す
る

こ
と

で
、

公
共

施
設

等
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

に
活

用
す

る
。

背
景
・

目
的

○
有

形
固

定
資

産
の

う
ち

、
償

却
資

産
の

取
得

価
格

に
対

す
る

減
価

償
却

累
計

額
の

割
合

を
計

算
す

る
こ

と
に

よ
り

、
耐

用
年

数
に

対
し

て
資

産
の

取
得

か
ら

ど
の

程
度

経
過

し
て

い
る

の
か

を
全

体
と

し
て

把
握

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

○
市

全
体

の
資

産
老

朽
化

比
率

は
4
3
.3

％
で

あ
る

が
、

小
学

校
は

3
8
.1

％
、

市
立

保
育

園
は

5
2
.4

％
と

な
っ

て
お

り
、

市
立

保
育

園
の

老
朽

化
比

率
が

高
く
な

っ
て

い
る

。

事
例
概
要

○
当

該
老

朽
化

比
率

や
実

際
の

損
耗

状
況

等
も

踏
ま

え
つ

つ
、

公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画
の

策
定

を
進

め
て

い
く
こ

と
と

し
て

い
る

。

○
公

共
施

設
等

の
老

朽
化

対
策

の
優

先
度

を
踏

ま
え

た
メ

リ
ハ

リ
の

あ
る

予
算

編
成

に
つ

な
げ

る
こ

と
も

期
待

さ
れ

る
。

効
果

等

小
学

校
と

市
立

保
育

園
の

ど
ち

ら
の

老
朽

化
対

策
の

優
先

度
が

高
い

か
…

減
価

償
却

累
計

額

償
却

資
産

（
建

物
及

び
工

作
物

）
の

貸
借

対
照

表
計

上
額

＋
　

減
価

償
却

累
計

額

資
産

老
朽

化
比

率
＝

減
価

償
却

累
計

額
1
,5

7
1
億

円
【
市

全
体

】

建
物

・
工

作
物

の
う

ち
未

償
却

分
2
,0

5
8
億

円
【
市

全
体

】

市
全

体

建
物

・
工

作
物

の
取

得
価

格
3
,6

2
9
億

円

4
3
.3

％
が

償
却

済

減
価

償
却

累
計

額
2
4
1
億

円
【
小

学
校

】

建
物

・
工

作
物

の
う

ち
未

償
却

分
3
9
1
億

円
【
小

学
校

】

小
学

校

建
物

・
工

作
物

の
取

得
価

格
6
3
2
億

円

3
8
.1

％
が

償
却

済

小
学

校
と

市
立

保
育

園
と

を
比

較
す

る
と

市
立

保
育

園
の

方
が

よ
り

老
朽

化
し

て
い

る
と

い
え

る
！

！

減
価

償
却

累
計

額
1
1
億

円
【
市

立
保

育
園

】

建
物

・
工

作
物

の
う

ち
未

償
却

分
1
0
億

円
【
市

立
保

育
園

】

市
立

保
育

園

建
物

・
工

作
物

の
取

得
価

格
2
1
億

円

5
2
.4

％
が

償
却

済

事
例
１
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財
政
指
標
の
設
定
（
そ
の
他
の
指
標
）

【
事
例
】
各
種
財
政
指
標
に
よ
る
類
似
団
体
比
較
（
静
岡
県
浜
松
市
）

○
発

生
主

義
・
複

式
簿

記
に

基
づ

く
財

務
書

類
の

作
成

に
よ

っ
て

把
握

可
能

と
な

る
各

種
財

政
指

標
を

住
民

に
示

す
必

要
が

あ
る

。

○
当

該
団

体
の

各
種

財
政

指
標

を
類

似
団

体
の

各
種

財
政

指
標

と
併

せ
て

示
す

こ
と

で
、

住
民

に
と

っ
て

わ
か

り
や

す
い

情
報

開
示

を
行

う
。

背
景
・

目
的

○
市

民
一

人
当

た
り

資
産

額
、

歳
入

額
対

資
産

比
率

等
の

各
種

財
政

指
標

に
つ

い
て

、
他

の
政

令
指

定
都

市
（
基

準
モ

デ
ル

）
の

各
種

財
政

指
標

と
比

較
し

て
表

示

○
浜

松
市

の
財

政
指

標
（
例

）


市

民
一

人
当

た
り

資
産

額
（
2
,4

5
9
千

円
）

→
他

の
４

市
の

平
均

値
と

概
ね

同
じ

レ
ベ

ル
で

あ
る

。


歳

入
額

対
資

産
比

率
（
6
.8

年
）

→
他

の
４

市
の

平
均

値
と

比
べ

て
高

く
な

っ
て

お
り

、
そ

の
分

、
資

産
の

維
持

管
理

コ
ス

ト
が

必
要

に
な

る
。


市

民
一

人
当

た
り

負
債

額
（
4
1
5
千

円
）

→
他

の
４

市
の

平
均

値
と

比
べ

て
低

く
な

っ
て

い
る

。

事
例

概
要

○
各

種
財

政
指

標
を

用
い

て
類

似
団

体
と

の
比

較
を

す
る

こ
と

で
、

自
市

の
財

政
状

況
を

わ
か

り
や

す
く
住

民
へ

説
明

す
る

こ
と

が
で

き
た

。

○
資

産
規

模
が

比
較

的
過

大
で

あ
る

と
い

う
可

能
性

を
踏

ま
え

、
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

の
策

定
過

程
で

議
論

を
深

め
る

こ
と

と
な

っ
た

。

効
果

等

※
１

年
度

末
人

口
は

3
月

3
1日

現
在

の
住

民
基

本
台

帳
人

口
※

２
４

市
平

均
は

単
純

平
均

値
※

３
指

数
は

、
H

2
5
浜

松
市

を
1

0
0と

し
た

と
き

の
割

合
を

反
映

し
た

数
字

H
2
5

浜
松

市
浜

松
市

4
市

平
均

川
崎

市
新

潟
市

堺
市

広
島

市

千
円

2
,4

5
9

2
,4

6
3

2
,4

0
2

2
,9

7
9

1
,6

5
0

2
,4

3
4

2
,5

4
3

指
数

1
0
0

1
0
0

9
8

1
2
1

6
7

9
9

1
0
3

年
6
.8

7
.1

5
.4

7
.0

4
.0

5
.8

4
.7

指
数

1
0
0

1
0
4

7
9

1
0
3

5
9

8
5

6
9

％
8
3
.1

8
3
.2

6
8
.7

7
4
.0

5
9
.9

7
9
.8

6
1
.2

指
数

1
0
0

1
0
0

8
3

8
9

7
2

9
6

7
4

％
9
.0

9
.0

2
0
.5

1
7
.8

2
5
.5

1
0
.8

2
8
.0

指
数

1
0
0

1
0
0

2
2
8

1
9
8

2
8
3

1
2
0

3
1
1

千
円

4
1
5

4
1
5

7
3
0

7
7
6

6
6
3

4
9
2

9
8
7

指
数

1
0
0

1
0
0

1
7
6

1
8
7

1
6
0

1
1
9

2
3
8

百
万

円
1
,2

1
4

1
1
,4

1
4

△
 2

0
,9

0
2

△
 1

1
,8

6
4

△
 2

8
,4

4
0

△
 1

5
,8

2
2

△
 2

7
,4

8
0

指
数

1
0
0

9
4
0

△
 1

,7
2
2

△
 9

7
7

△
 2

,3
4
3

△
 1

,3
0
3

△
 2

,2
6
4

千
円

2
6
3

2
5
5

3
1
8

2
8
2

3
3
0

3
1
9

3
4
1

指
数

1
0
0

9
7

1
2
1

1
0
7

1
2
5

1
2
1

1
3
0

将
来

世
代

負
担

比
率

市
民

一
人

あ
た

り
負

債
額

資
金

収
支

計
算

書
に

お
け

る
基

礎
的

財
政

収
支

市
民

一
人

当
た

り
の

純
経

常
行

政
コ

ス
ト

単
位

区
分

H
2
4

市
民

一
人

当
た

り
資

産
額

歳
入

額
対

資
産

比
率

純
資

産
比

率

各
種

財
政

指
標

は
概

ね
問

題
な

い
レ

ベ
ル

で
あ

る
が

、
「
歳

入
額

対
資

産
比

率
」
が

他
の

４
市

を
上

回
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

今
後

、
資

産
の

過
半

を
占

め
る

イ
ン

フ
ラ

資
産

の
あ

り
方

等
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

事
例
２

-16-



適
切
な
資
産
管
理
（
将
来
の
施
設
更
新
必
要
額
の
推
計
）

【
事

例
】
将
来
の

施
設
更
新
必
要
額

の
推
計
（
東
京
都
稲
城
市
）

○
国

・
地

方
公

共
団

体
共

通
の

課
題

と
し

て
、

イ
ン

フ
ラ

を
含

む
公

共
施

設
等

の
老

朽
化

対
策

が
あ

る
。

○
当

該
課

題
を

数
値

と
し

て
把

握
す

る
た

め
に

、
将

来
の

施
設

更
新

必
要

額
の

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

を
す

る
こ

と
と

し
た

。

背
景
・
目

的

○
財

務
書

類
を

作
成

す
る

た
め

に
整

備
し

た
固

定
資

産
台

帳
の

デ
ー

タ
を

活
用

し
、

次
の

①
・
②

を
前

提
条

件
と

し
て

、
将

来
の

施
設

更
新

必
要

額
を

推
計

し
た

。
①

全
て

の
施

設
を

再
調

達
価

額
で

更
新

す
る

。
②

耐
用

年
数

終
了

時
に

施
設

の
更

新
を

行
う

。

○
時

期
に

よ
っ

て
施

設
更

新
必

要
額

に
バ

ラ
ツ

キ
が

あ
り

、
ま

た
、

全
体

と
し

て
施

設
更

新
に

相
当

な
コ

ス
ト

が
必

要
な

こ
と

が
判

明
し

た
。

○
施

設
の

更
新

時
期

の
平

準
化

や
総

量
抑

制
等

を
図

る
た

め
、

適
切

な
更

新
・
統

廃
合

・
長

寿
命

化
を

実
施

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。

事
例
概

要

○
公

共
施

設
等

の
老

朽
化

対
策

と
い

う
課

題
を

「
見

え
る

化
」
す

る
こ

と
に

よ
り

、
庁

内
で

問
題

意
識

を
共

有
す

る
こ

と
が

で
き

た
。

○
当

該
推

計
結

果
等

も
活

用
し

つ
つ

、
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

の
策

定
を

進
め

て
い

く
こ

と
と

し
て

い
る

。

効
果
等

将
来

の
施

設
更

新
必

要
額

（
推

計
）

事
例
３

-17-



適
切
な
資
産
管
理
（
未
収
債
権
の
徴
収
体
制
の
強
化
）

【
事
例
】
未
収
債
権
の

徴
収
体
制
の

強
化
（
千
葉
県
習
志
野
市
）

○
未

収
債

権
の

種
類

毎
に

担
当

課
が

分
か

れ
る

中
で

、
全

庁
統

一
的

な
基

準
に

よ
る

徴
収

手
続

き
が

実
施

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

。

○
貸

借
対

照
表

で
市

全
体

の
債

権
額

が
改

め
て

明
ら

か
と

な
り

、
未

収
債

権
の

徴
収

体
制

の
強

化
の

必
要

性
が

認
識

さ
れ

る
よ

う
に

な
っ

た
。

背
景
・

目
的

○
貸

借
対

照
表

で
市

全
体

の
債

権
額

が
改

め
て

明
ら

か
と

な
り

、
未

収
債

権
の

徴
収

体
制

の
強

化
が

行
わ

れ
た

。

事
例

概
要

○
貸

借
対

照
表

に
よ

っ
て

市
全

体
の

債
権

額
が

「
見

え
る

化
」
さ

れ
た

こ
と

を
契

機
と

し
て

、
未

収
債

権
の

徴
収

体
制

が
強

化
さ

れ
た

。

○
貸

倒
引

当
金

が
財

務
書

類
に

記
載

さ
れ

る
こ

と
で

、
控

除
後

の
債

権
額

が
低

徴
収

目
標

と
な

り
、

職
員

の
取

組
意

識
が

向
上

し
て

い
る

。

効
果

等

①
債

権
管

理
条

例
の

制
定

（
H

2
5
.4

.1
）


全

庁
に

お
け

る
債

権
管

理
の

適
正

化
、

統
一

的
な

徴
収

手
続

き
に

つ
い

て
規

定

全
庁

的
な

取
組

体
制

の
構

築
【
資

産
の

部
】

（
円

）

債
権

8
,2

3
2
,2

8
6,

9
9
6

税
等

未
収

金
2
,8

4
2
,6

8
4
,3

3
3

未
収

金
1
,1

0
8
,8

9
6,

5
8
4

貸
付

金
4
,5

4
4
,6

8
2,

9
1
8

そ
の

他
の

債
権

6
,6

7
5
,4

8
0

貸
倒

引
当

金
▲

2
7
0
,6

5
2
,3

1
9


貸

倒
引

当
金

を
控

除
し

て
も

債
権

が
82

億
円

余
り

も
存

在
し

て
い

る
。


そ

の
内

訳
は

、
市

税
、

介
護

保
険

料
、

市
営

住
宅

使
用

料
、

給
食

費
等

、
複

数
の

担
当

課
に

ま
た

が
っ

て
い

る
。

②
債

権
管

理
課

の
設

置
（
H

2
5
.4

.1
）

③
債

権
管

理
連

絡
会

議
の

設
置

（
H

2
6
.9

.1
）


当

該
課

に
お

い
て

徴
収

困
難

事
案

を
集

中
処

理


関

係
各

課
に

お
け

る
徴

収
の

取
組

に
つ

い
て

の
情

報
共

有
や

連
絡

体
制

の
構

築

平
成

2
4
年

度
貸

借
対

照
表

（
単

体
）

事
例
４

※
「
平

成
2
4
年

度
公

会
計

白
書

(資
料

編
) 
」
に

債
権

の
種

類
毎

の
担

当
課

作
成

資
料

を
掲

載
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○
財

務
書

類
を

活
用

し
て

中
長

期
的

な
コ

ス
ト

減
に

つ
な

が
る

事
業

に
つ

い
て

は
、

通
常

の
予

算
要

求
枠

と
は

別
途

、
知

事
特

別
枠

と
し

て
「
予

算
要

求
特

別
枠

」
を

設
定

し
た

。

○
当

該
特

別
枠

に
係

る
予

算
要

求
に

つ
い

て
は

、
審

査
資

料
と

し
て

施
設

別
の

行
政

コ
ス

ト
計

算
書

等
を

提
出

し
て

も
ら

う
こ

と
と

し
た

。

○
各

部
局

か
ら

は
、

当
該

特
別

枠
を

活
用

し
て

、
以

下
の

よ
う

な
予

算
要

求
が

行
わ

れ
た

。


老

朽
化

し
た

小
規

模
警

察
署

の
統

合
整

備
（
右

図
参

照
）


県

立
高

校
の

照
明

器
具

の
ま

る
ご

と
Ｌ

Ｅ
Ｄ

化
等

警
察

署
の

統
合

整
備

セ
グ
メ
ン
ト
分
析
（
予
算
編
成
へ
の
活
用
）

【
事

例
】
予
算
要

求
特
別
枠
の

創
設

（
想
定
事
例
）

○
公

共
施

設
等

の
老

朽
化

が
喫

緊
の

課
題

と
さ

れ
る

一
方

で
、

厳
し

い
財

政
状

況
の

下
、

予
算

要
求

枠
が

制
限

さ
れ

て
い

る
た

め
、

思
い

切
っ

た
老

朽
化

対
策

を
講

じ
る

こ
と

が
で

き
て

い
な

か
っ

た
。

○
ま

た
、

財
務

書
類

に
つ

い
て

は
、

作
成

・
公

表
す

る
だ

け
に

留
ま

っ
て

お
り

、
予

算
編

成
へ

の
活

用
が

十
分

に
図

ら
れ

て
い

な
か

っ
た

。

背
景
・
目

的

事
例
概

要

○
照

明
の

Ｌ
Ｅ

Ｄ
化

や
施

設
の

統
合

整
備

等
、

限
ら

れ
た

財
源

を
「
賢

く
使

う
こ

と
」
に

よ
り

、
中

長
期

的
な

コ
ス

ト
の

縮
減

に
つ

な
が

っ
た

。

○
予

算
要

求
特

別
枠

を
創

設
す

る
こ

と
に

よ
り

、
財

務
書

類
を

予
算

編
成

に
積

極
的

に
活

用
す

る
と

い
う

意
識

の
醸

成
が

図
ら

れ
た

。

効
果

等

現
状

の
ま

ま
（
旧

警
察

署
Ａ

・
Ｂ

）
統

合
整

備
案

（
新

警
察

署
Ｃ

）
差

額

減
価

償
却

費
0

2
0
,0

0
0

2
0
,0

0
0

維
持

修
繕

費
4
0
,0

0
0

1
0
,0

0
0

▲
3
0
,0

0
0

合
計

4
0
,0

0
0

3
0
,0

0
0

▲
1
0
,0

0
0

（
単

位
：
千

円
）

行
政

コ
ス

ト
計

算
書

を
活

用
し

て
減

価
償

却
費

の
考

え
方

を
採

り
入

れ
る

こ
と

に
よ

り
、

老
朽

化
し

た
Ａ

・
Ｂ

の
警

察
署

を
維

持
し

続
け

る
よ

り
も

、
両

者
を

統
合

し
て

機
能

強
化

さ
れ

た
新

警
察

署
を

建
設

し
た

方
が

中
長

期
的

な
コ

ス
ト

減
に

つ
な

が
る

こ
と

が
「
見

え
る

化
」
さ

れ
る

。

施
設

別
の

行
政

コ
ス

ト
計

算
書

を
用

い
た

コ
ス

ト
比

較

※
新

警
察

署
Ｃ

は
、

建
設

費
1
0
億

円
、

耐
用

年
数

5
0
年

旧
警

察
署

Ａ

旧
警

察
署

Ｂ
新

警
察

署
Ｃ

統
合

整
備

事
例
5
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セ
グ
メ
ン
ト
分
析
（
施
設
の
統
廃
合
）

【
事

例
】

セ
グ

メ
ン
ト
分

析
に
よ
る
公

民
館

の
統

廃
合

（
熊

本
県

宇
城

市
）

○
熊

本
県

宇
城

市
で

は
、

行
政

コ
ス

ト
計

算
書

の
他

団
体

比
較

で
物

件
費

等
が

多
い

こ
と

が
判

明
し

、
物

件
費

を
市

全
体

で
平

成
2
1
年

度
ま

で
に

毎
年

2
,5

0
0
万

円
削

減
す

る
目

標
を

設
定

○
平

成
1
7
年

9
月

に
、

こ
れ

を
含

む
「
宇

城
市

行
政

改
革

大
綱

」
を

策
定

し
、

市
内

に
あ

る
約

2
2
0
施

設
の

管
理

運
営

等
の

合
理

化
案

を
定

め
、

全
て

の
施

設
の

現
状

や
役

割
・
管

理
運

営
等

を
検

証
し

、
施

設
の

適
正

配
置

や
効

率
的

・
効

果
的

な
管

理
運

営
の

あ
り

方
を

検
討

背
景
・

目
的

○
平

成
2
0
年

3
月

に
「
施

設
白

書
」
を

策
定

し
、

全
て

の
施

設
に

つ
い

て
バ

ラ
ン

ス
シ

ー
ト

と
行

政
コ

ス
ト

計
算

書
（
右

表
参

照
）
を

作
成

し
、

施
設

の
現

状
把

握
と

将
来

展
望

、
施

設
群

に
よ

る
比

較
を

実
施

事
例

概
要

○
以

上
の

よ
う

な
セ

グ
メ

ン
ト

分
析

や
検

討
の

結
果

、
平

成
2
1
年

度
に

公
民

館
１

施
設

の
統

廃
合

を
実

施

○
今

後
、

中
央

公
民

館
と

各
地

域
の

分
館

方
式

で
公

民
館

事
業

を
行

い
、

施
設

管
理

の
み

を
民

間
委

託
す

る
方

向
で

も
検

討

効
果

等

【
施

設
群

名
：
公

民
館

】
施

設
別

バ
ラ

ン
ス

シ
ー

ト
（
単

位
：
千

円
）

整
理

N
o

.
1

6
‐1

1
6
‐2

1
6
‐3

1
6
‐4

1
6
‐5

施
設

名
称

○
○

公
民

館
×

×
公

民
館

△
△

公
民

館
□

□
公

民
館

●
●

公
民

館
【
資

産
】

建
物

等
4

0
1

,0
1

6
1

5
7

,4
5

6
2

1
2

,5
3

4
3

,4
2

3
2

9
,2

4
8

土
地

3
4

,8
1

4
3

6
,2

7
8

3
3

,9
1

2
5

9
,7

1
8

5
5

,0
3

5
資

産
合

計
43

5,
83
0

19
3,
73
4

24
6,
44
6

63
,1
41

84
,2
83

【
負

債
】

市
債

2
0

,6
7

3
【
純

資
産

】 純
資

産
4

1
5

,1
5

7
1

9
3

,7
3

4
2

4
6

,4
4

6
6

3
,1

4
1

8
4

,2
8

3
負

債
・
純

資
産

合
計

43
5,
83
0

19
3,
73
4

24
6,
44
6

63
,1
41

84
,2
83

施
設

別
行

政
コ

ス
ト

計
算

書
（
単

位
：
千

円
）

【
行

政
コ

ス
ト

】
人

件
費

1
8

,5
5

8
1

2
,2

3
7

1
9

,1
0

3
1

1
,6

7
5

1
0

,3
1

6
退

職
手

当
コ

ス
ト

1
,8

9
0

1
,1

7
0

1
,8

9
0

1
,0

8
0

1
,0

8
0

委
託

料
2

,3
7

3
1

,3
9

1
1

,0
5

6
6

3
6

1
,9

0
8

需
用

費
2

,7
0

5
6

3
1

5
,1

4
5

1
,4

7
7

2
,2

0
7

減
価

償
却

費
9

,5
4

8
6

,0
5

6
7

,8
5

7
4

0
7

1
,8

2
8

そ
の

他
2

9
8

1
,4

5
0

1
,4

9
5

4
,1

2
0

7
8

7
行

政
コ

ス
ト

合
計

35
,3
72

22
,9
56

36
,5
46

19
,3
95

18
,1
26

【
収

入
】

使
用

料
2

0
9

2
5

5
1

3
1

3
6

3
1

5
4

そ
の

他
3

5
3

1
1

7
7

1
4

7
2

2
8

収
入

合
計

24
4

28
6

30
8

51
0

38
2

受
益

者
負

担
割

合
0.
7%

1.
2%

0.
8%

2.
6%

2.
1%

利
用

者
一

人
当

た
り

コ
ス

ト
1,
65
6円

1,
39
8円

2,
28
9円

1,
25
8円

1,
45
9円

4

●
●

公
民

館
×

×
公

民
館

○
○

公
民

館

□
□

公
民

館

△
△

公
民

館

事
例
６
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セ
グ
メ
ン
ト
分
析
（
受
益
者
負
担
の
適
正
化
）

【
事
例
】
セ
グ

メ
ン
ト
分
析
に
よ
る
施

設
使
用
料
の

適
正
化
（
千
葉
県
浦
安

市
）

○
平

成
1
6
年

8
月

、
浦

安
市

行
政

改
革

推
進

委
員

会
よ

り
「
使

用
料

等
基

準
に

関
す

る
意

見
書

」
の

提
言

を
受

け
、

受
益

と
負

担
の

原
則

に
基

づ
き

公
正

か
つ

透
明

性
の

高
い

受
益

者
負

担
制

度
の

運
用

に
資

す
る

た
め

、
「
使

用
料

等
設

定
及

び
改

定
基

準
に

つ
い

て
（
指

針
）
」
を

策
定

背
景
・

目
的

○
施

設
別

行
政

コ
ス

ト
計

算
書

（
右

表
）
の

経
常

費
用

の
金

額
等

を
活

用
し

て
、

使
用

料
等

算
定

表
（
下

表
）
に

基
づ

き
ト

ー
タ

ル
コ

ス
ト

を
算

出

○
当

該
ト

ー
タ

ル
コ

ス
ト

に
対

し
て

施
設

類
型

毎
の

受
益

者
負

担
率

を
設

定
し

（
1
0
0
％

、
7
5
％

、
5
0
％

、
2
5
％

、
0
％

の
5
段

階
）
、

こ
れ

を
基

に
あ

る
べ

き
使

用
料

等
を

算
定

事
例
概
要

○
現

行
使

用
料

（
9
8
0
円

）
と

あ
る

べ
き

使
用

料
（
1
,1

3
7
円

）
を

比
較

し
、

改
定

率
を

1
.2

と
し

て
改

定
後

使
用

料
を

決
定

し
た

。

効
果

等

事
例
７

施
設

別
行

政
コ

ス
ト

計
算
書

（
文

化
会
館

）

H
1
7
（
改
定
前
）

【
経
常
費
用
】

１
.
 
経
常
業
務
費
用

3
5
8
,
9
8
9
 

①
人
件
費

0
 

②
物
件
費

1
2
9
,
7
9
3
 

減
価
償
却
費

1
2
8
,
4
0
9

そ
の
他

1
,
3
8
4

③
経
費

2
2
3
,
7
3
8
 

④
業
務
関
連
費
用

5
,
4
5
8
 

２
.
 
移
転
支
出

2
8
 

経
常
費
用
合
計

3
5
9
,
0
1
7
 

【
経
常
利
益
】

経
常
業
務
収
益

2
5
,
4
2
5
 

①
業
務
収
益

2
5
,
4
2
5
 

②
業
務
関
連
収
益

0
 

経
常
収
益
合
計

2
5
,
4
2
5
 

純
経
常
費
用
（
純
行
政
コ
ス
ト
）

3
3
3
,
5
9
2
 

使
用

料
等

算
定

表
（

例
）

施
設
名

文
化
会
館

（
算

式
）

＜
大

会
議

室
＞

使
用

面
積

に
対
す

る
1
時

間
当

た
り

使
用
料

＝
経

常
費

用
×

使
用
床

面
積

／
建
物

延
面

積
÷
年
間
利
用
可
能
日
数
÷
１
日
利
用
可
能
時
間

＝
3
5
9
,
01
7
千

円
×

1
7
9／

8
,
6
8
8
÷

2
71
÷

1
2

＝
2
,
2
7
5円

1
時

間
当

た
り
現

行
使

用
料

（
全

日
利
用

ベ
ー
ス
）
11
,
7
6
0
÷
1
2
＝
9
8
0
円

算
定

額
2
,
2
7
5
円

受
益
者
負
担
率

5
0
％

負
担

率
後

額
1
,
1
3
7
円

現
行
使
用
料

9
8
0
円

（
単

位
：
千

円
）
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セ
グ
メ
ン
ト
分
析
（
行
政
評
価
と
の
連
携
・
予
算
編
成
へ
の
活
用
）

【
事

例
】
セ
グ

メ
ン
ト
分
析
に
よ
る
図
書
館
の

行
政
評
価
等
（
静
岡
県
浜
松
市
）

○
施

設
別

の
行

政
コ

ス
ト

計
算

書
等

に
よ

る
行

政
評

価
は

既
に

実
施

し
て

い
た

が
、

当
該

評
価

結
果

を
活

用
し

て
具

体
的

な
予

算
編

成
に

つ
な

げ
る

こ
と

が
課

題
と

な
っ

て
い

た
。

背
景
・

目
的

事
例
概
要

○
施

設
別

の
行

政
コ

ス
ト

計
算

書
等

を
行

政
評

価
に

活
用

す
る

と
と

も
に

、
当

該
評

価
結

果
を

予
算

編
成

に
活

用
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

図
書

館
の

ア
ウ

ト
ソ

ー
シ

ン
グ

化
（
指

定
管

理
者

制
度

へ
の

移
行

）
を

行
い

、
コ

ス
ト

削
減

と
市

民
サ

ー
ビ

ス
向

上
の

両
立

を
図

る
こ

と
が

可
能

と
な

っ
た

。

効
果

等

事
例
８

行
政

評
価

に
お

け
る

活
用

予
算

編
成

に
お

け
る

活
用

○
図

書
館

開
館

直
後

の
H

1
8
と

直
近

の
H

2
5
で

比
較


貸

出
１

冊
当

た
り

コ
ス

ト
2
6
7
円

→
2
3
6
円

（
▲

3
1
円

）


貸

出
利

用
者

数
9
5
,0

3
1
人

→
 7

4
,1

3
9
人

（
▲

2
0
,8

9
2
人

）

○
貸

出
１

冊
当

た
り

の
コ

ス
ト

は
下

が
っ

て
い

る
が

、
貸

出
利

用
者

数
が

減
少

し
て

い
る

。

○
今

後
は

コ
ス

ト
削

減
が

貸
出

利
用

者
数

の
減

少
を

招
か

な
い

よ
う

な
工

夫
が

必
要

で
あ

る
。

○
予

算
編

成
に

当
た

り
、

ア
ウ

ト
ソ

ー
シ

ン
グ

化
（
指

定
管

理
者

制
度

へ
の

移
行

）
を

検
討

○
H

2
6
に

指
定

管
理

者
制

度
に

移
行

し
た

場
合

の
行

政
コ

ス
ト

計
算

書
等

を
作

成
し

て
比

較
検

討

○
H

2
6
に

指
定

管
理

者
制

度
に

移
行

す
る

こ
と

で
、

コ
ス

ト
削

減
と

市
民

サ
ー

ビ
ス

向
上

の
両

立
が

可
能

と
な

っ
た

。


コ

ス
ト

削
減

（
▲

3
,2

6
1
千

円
）


休

館
日

（
毎

週
月

曜
日

）
廃

止

行
政

コ
ス

ト
計

算
書

（
単

位
：

千
円

）
2
5
年

度
決

算
1
8
年

度
決

算
増

減
4
0
,
7
0
6

4
3
,
4
3
1

△
 
2
,
7
2
5

人
　

件
　

費
3
7
,
8
6
6

3
9
,
7
1
4

△
 
1
,
8
4
8

退
職

手
当

引
当

金
繰

入
2
,
8
4
0

3
,
7
1
7

△
 
8
7
7

5
3
,
0
9
0

7
1
,
6
5
3

△
 
1
8
,
5
6
3

物
　

件
　

費
2
4
,
7
8
4

4
3
,
9
0
8

△
 
1
9
,
1
2
4

維
 
持

 
補

 
修

 
費

8
1
1

2
5
0

5
6
1

減
 
価

 
償

 
却

 
費

2
7
,
4
9
5

2
7
,
4
9
5

0
7
,
0
0
6

1
2
,
6
5
3

△
 
5
,
6
4
7

公
 
債

 
費

 
利

 
子

7
,
0
0
6

1
2
,
6
5
3

△
 
5
,
6
4
7

1
0
0
,
8
0
2

1
2
7
,
7
3
7

△
 
2
6
,
9
3
5

貸
出

サ
ー

ビ
ス

7
1
,
5
6
9

8
9
,
4
1
6

△
 
1
7
,
8
4
7

施
設

サ
ー

ビ
ス

1
0
,
0
8
0

1
2
,
7
7
4

△
 
2
,
6
9
4

講
座

サ
ー

ビ
ス

1
9
,
1
5
3

2
5
,
5
4
7

△
 
6
,
3
9
4

利
用

状
況

等
0

貸
出

利
用

者
数

（
人

）
7
4
,
1
3
9

9
5
,
0
3
1

△
 
2
0
,
8
9
2

貸
出

冊
数

（
冊

）
3
0
3
,
2
9
2

3
3
4
,
9
4
9

△
 
3
1
,
6
5
7 0

施
設

利
用

回
数

（
回

）
7
,
2
7
5

1
0
,
0
8
6

△
 
2
,
8
1
1 0

講
座

受
講

者
数

（
人

）
2
,
1
1
1

2
,
8
6
6

△
 
7
5
5

評
価

指
標

9
6
5

9
4
1

2
4

2
3
6

2
6
7

△
 
3
1

1
,
3
8
6

1
,
2
6
7

1
1
8

9
,
0
7
3

8
,
9
1
4

1
5
9

施
設

サ
ー

ビ
ス

業
務

項
　

　
目

そ
の

他
の

コ
ス

ト

講
座

サ
ー

ビ
ス

受
講

者
１

人
当

コ
ス

ト

物
に

か
か

る
コ

ス
ト

人
に

か
か

る
コ

ス
ト

講
座

サ
ー

ビ
ス

業
務

貸
出

利
用

者
１

人
当

コ
ス

ト
貸

出
１

冊
当

コ
ス

ト
施

設
サ

ー
ビ

ス
利

用
１

回
当

コ
ス

ト

合
　

　
計

内 訳

図
書

等
貸

出
サ

ー
ビ

ス
業

務

（
単

位
：
円

）

行
政

コ
ス

ト
計

算
書

（
指

定
管

理
料

を
物

件
費

に
一

括
計

上
）

（
単

位
：

千
円

）
2
6
年

度
予

算
2
5
年

度
決

算
増

減
0

4
0
,
7
0
6

△
 
4
0
,
7
0
6

人
　

件
　

費
0

3
7
,
8
6
6

△
 
3
7
,
8
6
6

退
職

手
当

引
当

金
繰

入
0

2
,
8
4
0

△
 
2
,
8
4
0

9
1
,
5
7
4

5
3
,
0
9
0

3
8
,
4
8
4

物
　

件
　

費
6
2
,
9
7
9

2
4
,
7
8
4

3
8
,
1
9
5

維
 
持

 
補

 
修

 
費

1
,
1
0
0

8
1
1

2
8
9

減
 
価

 
償

 
却

 
費

2
7
,
4
9
5

2
7
,
4
9
5

0
5
,
9
6
7

7
,
0
0
6

△
 
1
,
0
3
9

公
 
債

 
費

 
利

 
子

5
,
9
6
7

7
,
0
0
6

△
 
1
,
0
3
9

9
7
,
5
4
1

1
0
0
,
8
0
2

△
 
3
,
2
6
1

貸
出

サ
ー

ビ
ス

6
9
,
2
5
4

7
1
,
5
6
9

△
 
2
,
3
1
5

施
設

サ
ー

ビ
ス

9
,
7
5
4

1
0
,
0
8
0

△
 
3
2
6

講
座

サ
ー

ビ
ス

1
8
,
5
3
3

1
9
,
1
5
3

△
 
6
2
1

利
用

状
況

等
2
6
年

度
は

2
5
年

度
決

算
と

同
数

と
仮

定
0

貸
出

利
用

者
数

（
人

）
7
4
,
1
3
9

7
4
,
1
3
9

0
貸

出
冊

数
（

冊
）

3
0
3
,
2
9
2

3
0
3
,
2
9
2

0 0
施

設
利

用
回

数
（

回
）

7
,
2
7
5

7
,
2
7
5

0 0
講

座
受

講
者

数
（

人
）

2
,
1
1
1

2
,
1
1
1

0

評
価

指
標

9
3
4

9
6
5

△
 
3
1

2
2
8

2
3
6

△
 
8

1
,
3
4
1

1
,
3
8
6

△
 
4
5

8
,
7
7
9

9
,
0
7
3

△
 
2
9
4

施
設

サ
ー

ビ
ス

業
務

項
　

　
目

そ
の

他
の

コ
ス

ト

講
座

サ
ー

ビ
ス

受
講

者
１

人
当

コ
ス

ト

物
に

か
か

る
コ

ス
ト

人
に

か
か

る
コ

ス
ト

講
座

サ
ー

ビ
ス

業
務

貸
出

利
用

者
１

人
当

コ
ス

ト
貸

出
１

冊
当

コ
ス

ト
施

設
サ

ー
ビ

ス
利

用
１

回
当

コ
ス

ト

合
　

　
計

内 訳

図
書

等
貸

出
サ

ー
ビ

ス
業

務

（
単

位
：
円

）
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セ
グ
メ
ン
ト
分
析
（
人
件
費
等
の
按
分
基
準
の
設
定
）

【
事

例
】

セ
グ

メ
ン
ト
分

析
の

た
め

の
人

件
費

等
の

按
分

（
大

阪
府

）

○
財

務
書

類
の

活
用

に
当

た
っ

て
は

、
事

務
事

業
別

と
い

っ
た

必
要

な
単

位
に

応
じ

た
精

緻
な

セ
グ

メ
ン

ト
分

析
が

有
効

で
あ

る
。

○
正

確
な

コ
ス

ト
を

把
握

す
る

た
め

に
は

、
事

務
事

業
費

と
は

別
立

て
で

計
上

さ
れ

て
い

る
人

件
費

等
を

各
事

務
事

業
に

適
切

に
按

分
す

る
必

要
が

あ
る

。

背
景
・

目
的

○
人

件
費

等
を

按
分

す
る

た
め

の
実

務
指

針
を

作
成

し
、

各
事

務
事

業
に

人
件

費
等

を
適

切
に

按
分

し
て

い
る

。

事
例
概

要

○
各

事
務

事
業

に
つ

い
て

、
人

件
費

等
も

含
め

た
コ

ス
ト

を
適

切
に

算
定

す
る

こ
と

で
、

よ
り

正
確

な
セ

グ
メ

ン
ト

分
析

を
実

現
し

て
お

り
、

予
算

編
成

や
政

策
評

価
等

へ
の

活
用

に
つ

な
げ

て
い

く
こ

と
と

し
て

い
る

。

効
果
等

原
則

と
し

て
以

下
の

算
式

に
基

づ
い

て
按

分

（
職

階
別

平
均

給
与

額
）
×

（
事

務
事

業
別

職
員

数
）

事
務

事
業

A

人
件

費
等

事
務

事
業

B

事
務

事
業

C

人
件

費
等

の
按

分
イ

メ
ー

ジ
人

件
費

の
按

分
の

考
え

方

実
務

指
針

に
基

づ
い

て
適

切
に

按
分

※
職

階
別

平
均

給
与

額
を

用
い

る
こ

と
で

、
事

務
事

業
側

で
は

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

で
き

な
い

要
素

（
配

置
さ

れ
た

職
員

の
年

齢
差

等
に

基
づ

く
所

与
の

単
価

差
）
を

で
き

る
だ

け
排

除

※
総

務
・
管

理
部

門
の

費
用

に
つ

い
て

は
、

関
係

す
る

事
務

事
業

す
べ

て
に

按
分

す
る

の
で

は
な

く
、

総
務

・
管

理
部

門
と

し
て

独
立

し
た

事
務

事
業

単
位

を
設

定
し

区
分

す
る

。
（
総

務
・

管
理

部
門

職
員

の
人

件
費

、
庁

舎
の

減
価

償
却

費
な

ど
）

事
例
９
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情
報
開
示
（
地
方
議
会
で
の
活
用
）

【
事

例
】

地
方

議
会

で
の

活
用

（
岐

阜
県

美
濃

加
茂

市
）

○
議

会
に

対
す

る
予

算
説

明
資

料
で

は
、

各
事

業
に

か
か

る
人

件
費

や
減

価
償

却
費

等
が

見
え

に
く
い

こ
と

か
ら

、
事

業
別

に
フ

ル
コ

ス
ト

を
表

示
し

た
ア

ニ
ュ

ア
ル

レ
ポ

ー
ト

を
作

成
し

、
議

会
に

報
告

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

背
景
・
目

的

○
財

務
書

類
や

セ
グ

メ
ン

ト
分

析
の

概
要

を
わ

か
り

や
す

く
ま

と
め

た
ア

ニ
ュ

ア
ル

レ
ポ

ー
ト

を
作

成
・
公

表
し

、
議

会
に

も
提

出
し

て
い

る
。

（
別

途
、

財
務

書
類

も
議

会
に

提
出

し
て

い
る

。
）

○
ア

ニ
ュ

ア
ル

レ
ポ

ー
ト

に
は

、
全

て
の

セ
グ

メ
ン

ト
分

析
の

結
果

を
掲

載
す

る
の

で
は

な
く
、

任
意

で
抽

出
し

た
数

事
業

を
例

示
と

し
て

掲
載

す
る

こ
と

に
よ

り
、

議
会

や
住

民
に

関
心

を
持

っ
て

も
ら

う
こ

と
に

し
て

い
る

。

○
実

際
に

議
会

で
の

質
疑

応
答

も
行

わ
れ

て
い

る
。

事
例
概

要

○
財

務
書

類
や

セ
グ

メ
ン

ト
分

析
等

の
ア

ニ
ュ

ア
ル

レ
ポ

ー
ト

に
よ

り
議

会
で

の
審

議
が

活
発

化
し

た
。

○
議

会
で

の
審

議
内

容
も

踏
ま

え
、

地
区

交
流

セ
ン

タ
ー

の
運

営
の

民
間

委
託

が
検

討
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

。

効
果
等

A
地

区
交

流
セ

ン
タ

ー
と

B
地

区
交

流
セ

ン
タ

ー
で

は
、

利
用

者
1
人

当
た

り
の

行
政

コ
ス

ト
に

２
倍

以
上

の
差

が
あ

る
。

市
民

サ
ー

ビ
ス

や
行

政
コ

ス
ト

等
の

観
点

か
ら

、
今

後
ど

の
よ

う
な

運
営

を
し

て
い

く
の

か
。

A
地

区
交

流
セ

ン
タ

ー
B

地
区

交
流

セ
ン

タ
ー

民
間

委
託

等
も

含
め

て
、

地
区

交
流

セ
ン

タ
ー

の
運

営
方

法
を

検
討

し
て

い
き

た
い

。

担 当 課

議 員

事
例

１０
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情
報
開
示
（
地
方
債
Ｉ
Ｒ
へ
の
活
用
）

【
事
例
】
地
方
債
ＩＲ
資
料
と
し
て
の

活
用
（
東
京
都
等
）

○
地

方
債

計
画

に
お

い
て

、
民

間
等

資
金

の
円

滑
な

調
達

を
図

る
た

め
、

市
場

公
募

地
方

債
等

の
発

行
が

推
進

さ
れ

て
い

る
。

○
財

政
状

況
を

投
資

家
等

の
市

場
関

係
者

に
正

確
に

理
解

し
て

も
ら

う
こ

と
で

、
市

場
公

募
地

方
債

の
安

定
し

た
消

化
に

つ
な

げ
る

。

背
景
・

目
的

○
投

資
家

等
の

市
場

関
係

者
に

馴
染

み
が

あ
っ

て
理

解
さ

れ
や

す
い

連
結

財
務

書
類

等
を

地
方

債
ＩＲ

説
明

会
の

資
料

と
し

て
活

用

○
平

成
2
6
年

度
の

第
1
3
回

市
場

公
募

地
方

債
発

行
団

体
合

同
ＩＲ

説
明

会
で

は
、

半
数

程
度

の
団

体
が

貸
借

対
照

表
等

の
財

務
書

類
を

資
料

と
し

て
活

用

事
例
概
要

○
既

存
の

予
算

・
決

算
情

報
、

健
全

化
判

断
比

率
等

に
加

え
て

、
投

資
家

等
の

市
場

関
係

者
が

理
解

し
や

す
い

連
結

財
務

書
類

等
を

地
方

債
ＩＲ

資
料

と
し

て
活

用
す

る
こ

と
で

、
財

政
状

況
の

透
明

性
を

よ
り

一
層

高
め

る
こ

と
が

で
き

て
い

る
。

効
果

等

平
成

2
6
年

度
東

京
都

IR
資

料
よ

り
全

国
型

市
場

公
募

地
方

債
の

発
行

額
は

増
加

傾
向

に
あ

る
。

事
例

１１
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情
報
開
示
（
Ｐ
Ｐ
Ｐ
／
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
提
案
募
集
）

【
事
例
】
Ｐ
Ｐ
Ｐ
／
Ｐ
Ｆ
Ｉの

民
間
提
案
制
度
（
福
岡
県
福
岡
市
）

○
公

共
サ

ー
ビ

ス
水

準
の

向
上

、
公

共
負

担
の

削
減

及
び

公
共

資
産

の
有

効
活

用
の

観
点

か
ら

、
民

間
事

業
者

の
創

意
工

夫
や

ノ
ウ

ハ
ウ

を
活

用
す

る
こ

と
が

有
効

・
有

益
で

あ
る

。

背
景
・
目

的

○
地

域
完

結
型

の
Ｐ

Ｐ
Ｐ

を
実

現
す

る
た

め
、

市
と

関
連

地
域

企
業

か
ら

な
る

「
福

岡
Ｐ

Ｐ
Ｐ

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

」
を

設
置

し
、

Ｐ
Ｐ

Ｐ
／

Ｐ
Ｆ

Ｉセ
ミ

ナ
ー

を
継

続
的

に
開

催
し

て
い

る
。

○
事

業
の

実
施

自
体

に
つ

い
て

政
策

的
な

意
思

決
定

が
な

さ
れ

て
い

る
も

の
を

対
象

と
し

て
、

民
間

事
業

者
か

ら
Ｐ

Ｐ
Ｐ

／
Ｐ

Ｆ
Ｉの

提
案

等
を

求
め

る
た

め
の

対
象

事
業

リ
ス

ト
を

毎
年

度
作

成
・
公

表
し

て
い

る
。

○
平

成
2
6
年

度
に

は
、

Ｐ
Ｐ

Ｐ
／

Ｐ
Ｆ

Ｉ民
間

提
案

等
ガ

イ
ド

ブ
ッ

ク
を

策
定

し
、

民
間

提
案

等
を

受
け

付
け

る
体

制
を

整
備

し
た

。

事
例

概
要

○
以

上
の

取
組

等
に

よ
り

、
Ｐ

Ｐ
Ｐ

／
Ｐ

Ｆ
Ｉが

積
極

的
に

推
進

さ
れ

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
が

、
今

後
、

固
定

資
産

台
帳

を
整

備
し

、
そ

の
内

容
を

公
表

し
た

場
合

、
さ

ら
に

積
極

的
か

つ
実

効
性

の
高

い
民

間
提

案
等

に
つ

な
が

る
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
。

効
果

等

参
考
事
例

福
岡

Ｐ
Ｐ

Ｐ
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
対

象
事

業
リ

ス
ト

（
平

成
2
6
年

度
公

表
分

か
ら

の
抜

粋
）

事
業

名
事

業
概

要

市
営

住
宅

の
建

替
老

朽
化

し
た

市
営

住
宅

を
計

画
的

に
建

替
え

る
こ

と
に

よ
り

、
将

来
に

わ
た

っ
て

、
安

定
的

な
供

給
を

行
う

。

老
朽

化
し

た
学

校
の

校
舎

等
の

建
替

老
朽

化
が

進
む

学
校

施
設

（
校

舎
、

講
堂

兼
体

育
館

、
プ

ー
ル

等
）
の

建
替

を
行

う
。

公
園

等
の

有
効

活
用

（
み

ど
り

活
用

推
進

事
業

）
公

園
や

緑
地

、
街

路
樹

な
ど

の
資

産
を

有
効

活
用

し
、

賑
わ

い
の

創
出

や
憩

い
の

場
の

提
供

、
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
の

場
と

し
て

の
魅

力
を

高
め

る
。
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１.全体
問番号 質問 回答 関連箇所

1
　統一的な基準とは、どのような会計基準なの
でしょうか。

　「研究会報告書」において示された統一的な地方公会計基準は、公的特性を踏ま
えた上で、
・発生主義・複式簿記の導入を前提としていること
・固定資産台帳の整備を前提としていること
・比較可能性の確保の観点から、全ての地方公共団体を対象とした統一的な財務
書類の作成基準であること
といった特徴があり、現行の官庁会計（現金主義会計）の補完として整備するもの
です。（官庁会計との関係については、本Ｑ＆Ａ集の「１.全体・問番号２」参照）

「研究会報告書」
16段落

2
　地方公共団体では、これからも現金主義の予
算・決算を行うことになるのでしょうか。

　地方公共団体における現行の予算・決算制度は、現金収支を議会の民主的統制
下に置くことで、予算の適正・確実な執行を図るという観点から、確定性、客観性、
透明性に優れた現金主義会計を採用しています。
　統一的な基準による地方公会計の整備については、上記の趣旨を踏まえ、現金
主義会計を補完するものとして整備するものであり、現行の予算・決算制度につい
ては、引き続き現金主義に基づいてなされることとなります。

「研究会報告書」
16段落
「財務書類作成要領」
１段落

3
　統一的な基準による地方公会計の整備は、
どのようなスケジュールとなっているのでしょう
か。

　「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」（平成27年1月23日付総
務大臣通知）で示しているとおり、原則として平成27年度から平成29年度までの３
年間で全ての地方公共団体において統一的な基準による財務書類等を作成するこ
ととしています。
　一方で、公共施設等のマネジメントをはじめとする諸課題に迅速に対応していくた
めには、財務書類等の早期整備が重要であることから、特に、固定資産台帳が未
整備である地方公共団体においては、平成27年度までに同台帳を整備することが
望まれます。
　なお、日々仕訳により財務書類等を作成する地方公共団体においては、システム
改修等に一定の期間を要することも想定されますが、そのような場合でも、遅くとも
平成29年度決算に係る財務書類等を作成・公表する必要があります。
　また、次年度予算編成への反映も含めた一層の活用を図るためには、財務書類
等の作成及び公表の早期化が重要であり、例えば、決算年度の翌会計年度の概
ね８月末までの作成と、その後の検証を経て、９月末までの公表といった対応が望
ましいと考えられます。

「研究会報告書」
305段落

4

　作成期間について、「統一的な基準による地
方公会計の整備促進について」（平成27年1月
23日付総務大臣通知）では、原則として平成27
年度から平成29年度までの３年間とされていま
すが、何が例外なのでしょうか。

　大規模な災害等が発生した場合など、財務書類等の作成が困難な場合を想定し
ています。
　また、地方公営企業法の財務規定等が非適用の地方公営事業会計のうち、適用
に向けた作業に着手しているもの（平成29年度までに着手かつ集中取組期間内に
法適用するものに限る）については、集中取組期間を移行期間とすることとします。
　なお、上記は、その条件に合致した地方公営事業会計のみを対象としていますの
で、法適用の公営企業会計や上記条件に合致しない法非適用の地方公営事業会
計は、本Ｑ＆Ａ集の「１.全体・問番号３」に基づき作成する必要があります。また、上
記条件に合致し、当該規定を適用する法非適用の地方公営事業会計は、当該地
方公営事業会計分のみ、一定期間連結されないこととなるため、その旨を注記する
こととしますが、注記にあたっては、当該地方公営事業会計が連結されない影響を
補完する観点から、重要性や作業負担も踏まえ、企業債残高や他会計繰入金と
いった情報もあわせて記載することが望まれます。また、連結行政コスト計算書に
おける「他会計への繰出金」等については、本来は内部取引として相殺消去される
ため表示されませんが、当該地方公営事業会計は一定期間連結されずに相殺消
去もされないことから、必要に応じて勘定科目を追加する必要があるとともに、その
旨も注記する必要があります。

－

5

　一般会計等における財務書類の作成に関し
て、統一的な基準による地方公会計は、これま
での基準モデルや総務省方式改訂モデルとは
どう異なるのでしょうか。

　別紙1-1「基準モデルからの変更点」及び別紙1-2「総務省方式改訂モデルからの
変更点」を参照ください。

－

6
　統一的な基準による地方公会計の整備に関
する支援はあるのでしょうか。

　別紙２「統一的な基準による地方公会計の整備に係る支援」を参照ください。 －

7
　作成した財務書類等は、監査委員の審議対
象や議会への報告事項となるのでしょうか。

　地方公共団体が作成する財務書類等については、監査委員による審査や議会へ
の報告が義務付けられているものではありませんが、前者は財務書類等の正確
性・信頼性の確保に資するものであり、後者は地方議会の監視機能の向上に資す
るものであるため、いずれも有意義な取組だと考えられます。

－

Ｑ＆Ａ集
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２.財務書類作成要領
問番号 質問 回答 関連箇所

1
　統一的な基準による地方公会計の報告主体
の範囲はどこまでになるのでしょうか。

　統一的な基準による地方公会計の報告主体は、都道府県、市町村（特別区を含
む）並びに地方自治法第284条第１項の一部事務組合及び広域連合としています。
（基準モデルや総務省方式改訂モデルの報告主体は、都道府県及び市町村のみ
であったことから、今後、新たに一部事務組合及び広域連合についても、報告主体
として加わることとなります。（例外については、本Ｑ＆Ａ集の「２．財務書類作成要
領・問番号２」参照））
　また、地方公共団体は、一般会計等を基礎として財務書類を作成することとして
いますが、公的資金等によって形成された資産の状況等を総合的に明らかにする
ため、一般会計等に地方公営事業会計を加えた全体財務書類、全体財務書類に
都道府県と市町村の関連団体を加えた連結財務書類をあわせて作成することとし
ています。

「財務書類作成要領」
６段落

2

　地方公営企業法を適用している一部事務組
合等についても、報告主体として統一的な基準
による財務書類等を作成する必要はあるので
しょうか。

　一部事務組合等も報告主体とされている中で、地方公営企業法を適用している一
部事務組合等の会計については、既に発生主義・複式簿記による財務書類を作成
しています。このため、当該会計における統一的な基準による財務書類について
は、公営企業会計で作成された法定決算書類を読み替えたもので対応することとし
ます。

「財務書類作成要領」
６段落

3
　作成することになる財務書類の体系はどのよ
うになるのでしょうか。

　基準モデルや総務省方式改訂モデルと同様に、貸借対照表、行政コスト計算書、
純資産変動計算書、資金収支計算書の４表としていますが、行政コスト計算書と純
資産変動計算書は、各地方公共団体の実情も踏まえ、別々の計算書としても、そ
の２つを結合した計算書としても差し支えないこととしています。

「財務書類作成要領」
10段落

4
　財務書類の表示単位は円単位としても差し支
えないでしょうか。

　原則として百万円単位、例外として千円単位も許容することとしていますが、より
細かい単位である円単位での表示を妨げるものではありません。

「財務書類作成要領」
16段落

5
　勘定科目の改廃や内訳科目の追加は可能で
しょうか。

　比較可能性を確保する観点から、原則として「研究会報告書」等で示した勘定科
目を用いることとしますが、財務上の管理の必要に応じて勘定科目を追加等するこ
とを妨げるものではありません。（例えば、財務書類の「その他」に計上されているも
ので、重要性の高い項目について、特定の勘定科目で表示することが考えられま
す。）

「財務書類作成要領」
19段落

6
　示されている資金仕訳変換表のとおりに変換
処理しなければならないのでしょうか。

　予算科目体系は、基本的に全地方公共団体で共通とはいえ、若干の相違がある
ため、示されている資金仕訳変換表を参考として各地方公共団体固有の資金仕訳
変換表を作成する必要があることにご留意ください。

「財務書類作成要領」
58段落、別表６

7
　資産項目と負債項目の流動・固定分類は原
則として１年基準とされていますが、何が例外
なのでしょうか。

　企業会計の正常営業循環基準の考え方に準じて、例えば棚卸資産（販売用土地
等）については、１年基準の例外として流動資産としています。

「財務書類作成要領」
83段落

8
　無形固定資産における仮勘定(その取得が一
会計年度を超えるもの)は、どのように計上すべ
きでしょうか。

　ソフトウェアの仮勘定であれば「ソフトウェア」、それ以外であれば無形固定資産の
「その他」に含めて計上します。

「財務書類作成要領」
100段落～102段落

9
　退職手当組合に加入している場合、退職
手当引当金はどのように計上するのでしょ
うか。

　退職手当組合に加入している地方公共団体が計上すべき退職手当引当金の
額は、当該地方公共団体の退職手当債務から、組合への加入時からの負担金
の累計額から既に職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した
額に組合における積立金額の運用益のうち当該地方公共団体へ按分される額
を加算した額を控除した額とします。なお、組合への負担金は、移転費用・
補助金等として計上し、退職手当引当金繰入額に計上しないこととします。
（退職手当引当金としては計上しません。）

「財務書類作成要領」
125段落

10
　貸借対照表における純資産の内訳（余剰分
（不足分））について、不足分とはどのような状
況であり、どのように記載するのでしょうか。

　余剰分（不足分）とは、当該地方公共団体が費消可能な資源の蓄積（原則として
金銭）をいいます。貸借対照表における余剰分（不足分）には、流動資産（短期貸付
金及び基金等を除く）から将来現金等支出が見込まれる負債を控除した額を計上し
ます。
　貸借対照表における余剰分（不足分）はマイナスとなることが多く、この場合、基
準日時点における将来の金銭必要額を示しています。

「財務書類作成要領」
143段落

11
　行政コスト計算書について、議員報酬はどの
勘定科目で処理するのでしょうか。

　次のとおり仕訳処理します。
【行政コスト計算書】その他（人件費）／【資金収支計算書】人件費支出

「財務書類作成要領」
158段落、別表６－２

12
　純資産変動計算書の「その他」には、具体的
にどのような項目の計上を想定しているでしょう
か。

　他科目で対象とならない項目を記載しますが、例えば、純資産変動計算書に係る
過年度の修正等が計上対象となります。

「財務書類作成要領」
213段落

13
　基準モデル等からの基準変更による影響額
等を注記することとされていますが、どのように
記載するのでしょうか。

　どのモデル等から変更しているのか、「台帳手引き」109段落に記載された経過措
置適用の有無を記載した上で、基準変更により金額等を変更している勘定科目ごと
に、「前会計年度の貸借対照表において、「有形固定資産」に表示していた「土地」
○○円は有形固定資産の評価基準の変更により××円減少し、「事業用資産」の
「土地」△△円、「インフラ資産」の「土地」□□円として組み替えている」といったよう
に記載します。

「財務書類作成要領」
268段落
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問番号 質問 回答 関連箇所

14
　附属明細書「３（２）財源情報の明細」は、どの
ように作成するのでしょうか。

　以下を参考に作成してください。
①当該明細の「金額」に「純資産変動計算書」の該当金額を計上
②それぞれの区分にあてた「国県等補助金」及び「地方債」を計上
　→補助金は「附属明細書３（１）財源の明細」を参考に計上
　→地方債は当年度発行した地方債の区分に基づき計上
③「その他」に減価償却費等の非資金分を計上
④ ①～③を踏まえ、「税収等」に、「金額」から「国県等補助金」、「地方債」及び
　「その他」を合算した額を控除した金額を計上

「財務書類作成要領」
【様式５】３（２）

15
　仕訳候補が複数ある予算科目は、どのように
仕訳処理するのでしょうか。

　工事請負費を例にとると、その支出内容が、資産形成（資産(土地・建物等)）にあ
たるものか、修繕（費用）にあたるものかを、工事等ごとに個別に判断し、仕訳処理
します。

「財務書類作成要領」
別表６－３、別表６－４

16
　貸借対照表に計上するリース資産やリース債
務について、具体的にどの勘定科目で処理す
ればよいのでしょうか。

　リース資産については、固定資産の性質に応じた勘定科目(建物、工作物、物品
等)に計上します（減価償却累計額も同様）。
　リース債務については、1年以内に支払期限の到来するものは流動負債の「その
他」、１年を超えて支払期限の到来するものは固定負債の「その他」に計上します。

「財務書類作成要領」
別表７－１
「台帳手引き」
29段落

17
　過年度の修正や固定資産が新たに判明した
場合は、どこに計上すればよいのでしょうか。

　以下を参考に計上してください。なお、当該内容と金額を注記することとします。
・行政コスト計算書に係る過年度の修正(各種費用や使用料等)
　→行政コスト計算書(臨時損失・臨時利益(その他)）に計上
・純資産変動計算書に係る過年度の修正(税収等や国県等補助金等)
　→純資産変動計算書(その他)に計上
・固定資産が新たに判明した場合
　→純資産変動計算書(無償所管換等)に計上

「財務書類作成要領」
別表７－５

18
　発生主義・複式簿記を導入する意義は何で
しょうか。

　発生主義の意義としては、現金主義では見えにくいコスト(減価償却費や退職手
当引当金等)の把握が可能となることにあります。
　また、複式簿記の意義としては、取引を原因と結果という２つの側面から処理する
ことにより、ストック情報とフロー情報の両面の把握が可能となることにあります。

「研究会報告書」
293段落

19
　日々仕訳と期末一括仕訳はどちらを導入す
べきでしょうか。

　仕訳の検証精度が高くなり内部統制に寄与すること、より早期に財務書類の作
成・開示が可能となること等から、「研究会報告書」297段落では日々仕訳が望まし
いとされていますが、都度の仕訳処理に係る全庁職員への事務負担や、現金支出
等とあわせた仕訳処理を可能とするためのシステム等に係る経費負担等を考慮す
る必要があります。
　このため、統一的な基準では、「研究会報告書」293段落の①（帳簿体系を維持
し、貸借対照表と固定資産台帳を相互に照合することで検証が可能となり、より正
確な財務書類の作成に寄与すること）が満たされ、②（事業別・施設別等のより細
かい単位でフルコスト情報での分析が可能となること）にも資するものであれば、期
末一括仕訳によることも差し支えないとしています。

「研究会報告書」
293段落、297段落

20
　市場公募債を発行した場合で、券面額と
差額がある場合、どのように処理するので
しょうか。

　企業会計では、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号）等
により、原則として償却原価法を適用することとされていますが、事務負担
等を踏まえ、発行年度に一括費用処理することも妨げないこととします。

－
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３.資産評価及び固定資産台帳整備の手引き
（１）評価基準
問番号 質問 回答 関連箇所

1
　有形固定資産等は、どのように評価するので
しょうか。

　原則として、取得原価が判明しているものは取得原価、取得原価が不明なものは
再調達原価（道路等の敷地は備忘価額１円）としていますが、実施可能性や比較可
能性を確保する観点から、昭和59年度以前に取得した事業用資産とインフラ資産
は、上記取扱いにかかわらず、原則として取得原価不明なものとして取り扱うことと
しています。（詳細は、別紙３「有形固定資産等の評価基準」を参照）
　なお、既に固定資産台帳を整備済又は整備中の地方公共団体においては、資産
評価に係る二重負担を回避する観点等から、一定の経過措置（既存の評価額の許
容）を設けています。

「台帳手引き」
63段落、64段落、
109段落、別紙５

2
　有形固定資産等は、再評価する必要はある
のでしょうか。

　有形固定資産等は、原則として再評価しないこととしていますが、例外として、立
木竹（６年に１回程度の再評価が適当）や棚卸資産（毎年度（低価法））があります。
　また、投資及び出資金についても、一定の条件により再評価が必要です。

「台帳手引き」
63段落、79段落、
92段落～98段落、
101段落、105段落

3
　有形固定資産の取得原価の把握のために決
算統計の数値を用いることができるのは、具体
的にどのような場合でしょうか。

　本Ｑ＆Ａ集の「３.資産評価及び固定資産台帳整備の手引き（１）・問番号１」のとお
り、取得原価が不明な有形固定資産等については、原則として再調達原価としてい
ますが、安易に取得原価が不明だと判断することのないよう留意する必要があり、
地方債発行に関連する資料など、残存する証拠書類の確認が必要です。
　それでも不明の場合、比較可能性の確保の観点から、取得原価の把握のため
に、決算統計の数値を用いることも考えられる旨が示されていますが、決算統計の
数値については、以下の点に留意する必要があります。
・決算統計の用地費は、主に土地購入費と補償費であるが、取得原価に含まれる
べき造成費等が加味されていない
・除売却分を控除する必要がある
・決算統計では、同種資産をまとめた一つの項目に計上している
・決算統計では、「道路・橋梁」など、一定のまとまった区分となっているところもあ
り、台帳上で区分するためには、一定の按分が必要となる
　このため、統一的な基準の考え方（本Ｑ＆Ａ集の「１.全体・問番号１」）を踏まえ、
決算統計の数値を用いることができる場合として、
・特定の時期の対象とならない昭和60年度以降であること
・特定の固定資産が、決算統計に係る該当項目（表行列）に計上されていることが
把握できること
といった条件を満たす必要があります。

「台帳手引き」
63段落

4

　売却可能資産や棚卸資産の評価、物品の計
上基準において、「重要な変動」や「重要性がな
いと判断される場合」といった文言が出てきま
すが、これらの重要性は、どのように判断すれ
ばよいのでしょうか。

　基本的には、各地方公共団体の実情に応じて判断することとなりますが、例えば
売却可能資産について、不動産鑑定評価により評価している場合で、公示地価と
いった他の評価方法の変動率が小さい場合は、現行の価額を変更しないといった
ことが考えられます。

「台帳手引き」
65段落、101段落、
105段落

5
　個別の資産ごとに異なる評価方法を採用して
も問題ないでしょうか。また、同一資産に対し
て、評価方法を変更しても問題ないでしょうか。

　資産の重要性等を踏まえ、個別に異なる評価方法を採用することも差し支えあり
ませんが、採用した評価方法の注記が必要です。
　また、評価方法の変更を禁止しているわけではなく、より個々の実態を反映した評
価への変更については合理性が認められますが、経年比較の観点からは安易に
評価方法を変更することは適当ではありません。

「台帳手引き」
73段落

6
　実際に保険契約の目的物とはなっていない立
木竹や建物についても、その再調達価額の算
定に保険金額を用いて構わないのでしょうか。

　地方公共団体が所有する立木竹や建物の中には、実際に保険契約の目的物と
なっていないものも存在しますが、その再調達価額の算定に保険金額の単価を用
いることとして差し支えありません。

「台帳手引き」
78段落、82段落

7

　満期保有目的以外の市場価格のない有価証
券について、実質価額が著しく低下した場合に
は相当の減額を行うこととされていますが、実
質価額はどのように計算するのでしょうか。

　実質価額については、日本公認会計士協会が公表している「金融商品会計に関
する実務指針」第92項の規定を参考に、以下の計算式（例）による算定（純資産が
マイナスの場合はゼロ）が望まれますが、作業負担を踏まえ、当該会計もしくは法
人の純資産額（資産合計額から負債合計額を控除した額）に、当該団体の出資割
合を乗じたものとすることもできることとします（純資産がマイナスの場合はゼロ）。
＜計算式（例）＞
「一株（口）あたり純資産額」＝（一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して
作成された相手先の直近の決算書の純資産額＋資産等の時価評価に基づく評価
差額＋決算日後の後発事象の重要な影響）÷（発行済株式数（出資口数））
「実質価額」＝（一株あたり純資産額）×（所有株式数）

「台帳手引き」
94段落、97段落

8
　徴収不能引当金について、不納欠損率を用
いて具体的にどのように算定するのでしょうか。

　未収金に係る徴収不能引当金については、合理的な基準により算定することとし
ている中で、不納欠損率を用いた算定方法としては、債権全体又は同種・同類の債
権ごとに、債権の状況に応じて求めた過去の徴収不能実績率（過去５年間の不納
欠損決定額／過去５年間の不納欠損決定前年度末債権残高）を乗じることが考え
られます。
　なお、上記は合理的な基準の一例であり、他の方法によることがより適当と認め
られる場合には、当該方法により算定することができることとしており、例えば長期
延滞債権に係る徴収不能引当金については、勘定科目の趣旨を踏まえ、個々の債
権の事情に応じて算定することが考えられます。

「台帳手引き」
102段落

9
　売却可能資産の範囲はなぜ地方公共団体が
任意に特定することとされているのでしょうか。

　売却可能資産については、資産・債務改革の観点から注記することとしています
が、それぞれの地方公共団体で同改革の取組状況等は異なることから、売却可能
資産の範囲を一律に特定することはせずに、地方公共団体がその実情に応じて任
意に特定することとしています。

「台帳手引き」
104段落

10
　基準モデル等を採用している地方公共団体
については、今後も引き続き基準モデル等によ
り資産を評価しても差し支えないのでしょうか。

　既に固定資産台帳が整備済又は整備中であって、基準モデル等に基づいて評価
されている資産について、合理的かつ客観的な基準によって評価されたものであれ
ば、引き続き、当該評価額によることを許容することとしています。ただし、その場合
でも、道路等の敷地については、「台帳手引き」63段落による評価額を注記すること
としていることや、開始後に取得した資産は既存の基準モデル等による評価は認め
られていないことに留意が必要です。

「台帳手引き」
63段落、109段落
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（２）その他
問番号 質問 回答 関連箇所

1
　固定資産台帳を整備する意義は何でしょう
か。

　固定資産台帳は、所有する全ての固定資産について、取得価額や耐用年数等の
データを網羅的に記載したものです。
　固定資産台帳は、地方公会計の基礎資料となるだけでなく、その整備により、公
共施設等の維持管理・修繕・更新等に係る中長期的な経費の見込みを算出するこ
とや、公共施設等総合管理計画を充実・精緻化することに活用することも可能とな
ります。さらに、固定資産台帳を公表することで、民間企業からＰＰＰ／ＰＦＩに関する
積極的な提案がなされることも期待されます。

「台帳手引き」
２段落～６段落

2

　固定資産台帳は公表を前提とすることとされ
ていますが、個人情報など法令により公表でき
ない情報があった場合、どのように対処すれば
よいのでしょうか。

　個人情報保護法等の観点から公表できない情報については、当該法令等の趣旨
を踏まえた対応が必要となりますが、例えば、「民間企業」、「個人」といった記載、こ
のような対応ができない場合は、「不開示」といった記載が考えられます。

「台帳手引き」
５段落

3
　固定資産台帳の記載項目が例示されていま
すが、同項目のとおりに固定資産台帳を整備し
なければならないのでしょうか。

　同例示（「台帳手引き」別紙２）の「①基本項目」は、原則として記載する必要があ
ります。
　また、「②追加項目」は、各地方公共団体の判断による任意の記載としています
が、活用の幅を広げるためにも記載することが適当です。
　なお、同例示は記載例とされている中で、特に「②追加項目」については、各地方
公共団体の実情に応じて追加等することが適当です。

「台帳手引き」
13段落、14段落、
別紙２

4
　固定資産台帳の追加記載項目とされている
長寿命化履歴には、具体的にどのような内容を
記載すればよいのでしょうか。

　公共施設等のマネジメントのためには、「①基本項目」のような基本情報を管理す
ることはもとより、施設の実態に即した情報を管理することも重要です。
　上記観点から「②追加項目」で明示されている「長寿命化履歴」については、長寿
命化工事の有無、実施時期、関連する台帳番号等を記載することが考えられます。

「台帳手引き」
14段落、別紙２

5

　管理者と所有者が異なる指定区間外の国道
（３桁国道）や指定区間の一級河川等は、資産
として計上しないものの、注記が望まれるとさ
れていますが、注記する場合、どのような評価
基準でどのように記載すべきでしょうか。

　所有する固定資産に準じて固定資産台帳に記載・管理し、勘定科目別に取得価
額等と減価償却累計額を記載することとします。

「台帳手引き」
21段落

6

　重要性の乏しい所有権移転ファイナンス・リー
ス取引の対象について、重要性が乏しい償却
資産、当該地方公共団体の活動において重要
性の乏しいものといった記載がなされています
が、「重要性の乏しい」とは、どのような場合が
該当するのでしょうか。

　基本的には、各地方公共団体の実情に応じて判断することとなりますが、以下の
基準等により判断することとします。
①購入時に費用処理するもの、②リース期間が１年以内であるもの、
③１契約あたりのリース料総額が300万円以下のもの

「台帳手引き」
27段落

7
　ＰＦＩ事業に関して、所有権がない資産は、ど
のように処理するのでしょうか。

　PFI事業に係る資産については、所有権がない資産であっても、契約上のリスク配
分状況の検討を行い、リース会計基準に準じた会計処理を行うこととします。
　会計処理にあたっては、ＰＦＩ事業費の内訳内容に応じて、例えば利息相当額や維
持管理・運営費は、原則として支払総額から控除してリース資産・リース債務の計
上を行う必要があります。（仕訳例は、以下のとおり）
【貸借対照表】該当固定資産科目／【貸借対照表】固定負債・流動負債（その他）
　なお、PFI事業に係る資産の金額について、注記することとします。

「台帳手引き」
31段落

8

　例えば耐震工事で耐久性が増す場合は固定
資産として計上することが考えられますが、こ
の場合、どのように減価償却の計算をするので
しょうか。

　当該耐震工事は、基本的に資本的支出に該当し、原則として当該資本的支出の
金額を固有の取得価額として、その資本的支出を行った減価償却資産本体と種類
及び耐用年数を同じくする新たな減価償却資産を取得したものとして、その種類と
耐用年数に応じて償却を行うこととなります。
　なお、資本的支出を行った減価償却資産本体については、この資本的支出を行っ
た後においても、現に採用されている償却方法による償却を継続して行うこととなり
ます。

「台帳手引き」
41段落

9

　別途規定するものについては、「減価償却資
産の耐用年数等に関する省令」（耐用年数省
令）よりも長い期間の耐用年数を設定すること
もできるとされていますが、どのような資産が該
当するのでしょうか。

　耐用年数を長くすることは、単年度の減価償却費の低減につながるため、保守主
義の観点から、厳密に取り扱う必要があります。
　このような中で、合理性・客観性があるものとしては、法適用の地方公営企業で使
用されている法令年数が該当します。

「台帳手引き」
47段落

10
　固定資産台帳の整備の流れは、どのようなも
のになるのでしょうか。

　別紙４「固定資産台帳整備の流れの例」を参照ください。
「台帳手引き」
118段落、別紙９

11
　固定資産の棚卸（現物確認）は、どのような点
に注意すべきでしょうか。

　計上されている固定資産が確かに存在して当該地方公共団体の所有であること
や、関連台帳との整合を確認することが重要です。
　また、新規に取得又は異動した資産以外についても、年１回を基本として現物確
認とともに、期末に固定資産台帳と貸借対照表の資産残高が一致しているか確認
することとしていることに留意が必要です。

「台帳手引き」
124段落、125段落

12
　基金や有価証券、徴収不能引当金等も固定
資産台帳で管理する必要はあるのでしょうか。

　固定資産台帳での管理を妨げるものではありませんが、その性質や地方公共団
体の実情に応じて別途管理することもできることとします。

－
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４.連結財務書類作成の手引き
問番号 質問 回答 関連箇所

1
　連結財務書類の対象範囲について、全部連
結のほかに比例連結が採り入れられています
が、持分法は採用しないのでしょうか。

　企業会計で採用されている持分法については、連結対象団体（会計）の純資産や
利益に着目し、それらについての持分のみを連結財務書類に反映することになり、
一般に利益の追求を目的としない地方公共団体にはなじまないため、同手法は採
用しないこととします。

「連結手引き」
６段落

2
　法非適用の地方公営事業会計や一部事務組
合等についても、固定資産台帳の整備が求め
られるのでしょうか。

　法非適用の地方公営事業会計や官庁会計により会計処理を行っている一部事務
組合等は、一般会計等と同様の会計処理である中で、発生主義に基づく会計基準
により財務書類を作成していないため、統一的な基準による財務書類等を作成す
る必要があります。従って、固定資産台帳の整備が求められることとなります。（一
部事務組合等は報告主体となっていることにも留意（本Ｑ＆Ａ集の「２.財務書類作
成要領・問番号１」参照））
　なお、法非適用の地方公営事業会計については、特例措置が講じられていること
に留意が必要です。（本Ｑ＆Ａ集の「１.全体・問番号４」参照）

「連結手引き」
７段落、55段落

3
　一部事務組合等について、前会計年度に比
例連結の際に利用した比率が変わった場合
は、どうするのでしょうか。

　利用した比率に変更があった場合は、変更後の比率に応じて比例連結することと
していますが、直近の複数年度において大幅な経費負担割合の変動があった場合
や当該年度の経費負担がない場合など、当該年度の経費負担割合によることが合
理的でない場合は、一定期間の経費負担割合の平均を用いるなど、構成団体が協
議して合理的な割合を決定することができることとします。また、各構成団体で修正
の作業負担がかかることを踏まえ、負担割合の変動率が小さい場合など、財務書
類等に重要な変動が生じない場合には、現行の比例連結割合を変更しないことが
できることとします。
　なお、比例連結割合が変更された場合、当会計年度の期首の純資産残高及び資
金残高が前会計年度末の金額と整合しなくなりますが、この場合、連結純資産変動
計算書では「比例連結割合の変更に伴う差額」を科目として設けて純資産残高の
差額を計上し調整します。また、連結資金収支計算書でも「比例連結割合変更に伴
う差額」の欄を設け、資金残高の差額を計上して調整します。（いずれの場合にお
いても、構成団体の連結割合の合計が100％となるよう処理する必要があります。）

「連結手引き」
9段落、12段落

4

　消費税の取扱いについて、一般会計等は税
込処理とされていますが、法適用の地方公営
企業や第三セクター等は税抜処理としている場
合が多い中、連結時に統一する必要はあるの
でしょうか。

　原則として一般会計等と同様に税込処理とすることが望ましいですが、税込処理
に修正しないことも許容することとします。なお、採用した消費税等の会計処理につ
いては、注記するものとします。

「連結手引き」
62段落

5
　連結対象団体（会計）との間で相殺消去をす
る場合には、具体的にはどのような作業となる
のでしょうか。

　具体的には「連結手引き」によりますが、相殺消去の例示として、別紙５「連結に
おける相殺消去の例」を参照ください。

「連結手引き」
79段落

6
　連結対象団体（会計）を連結する場合には、
具体的にはどのような作業となるのでしょうか。

　具体的には「連結手引き」によりますが、土地開発公社の場合の例示として、別紙
６「土地開発公社を連結するにあたっての作業フロー」を参照ください。

－

　　＜用語＞
・研究会報告書 ：「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書」（平成26年4月30日公表）
・台帳手引き ：「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」
・連結手引き ：「連結財務書類作成の手引き」

　　※ 本Ｑ＆Ａ集は、新たな質疑や他の会計基準の改正等を踏まえて、改訂していく予定です。
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項目 主な変更点

報告主体 ○一部事務組合及び広域連合も対象に追加

財務書類
の体系

○４表と３表の選択制に
・貸借対照表
・行政コスト計算書
・純資産変動計算書
・資金収支計算書

※行政コスト計算書及び純資産変動計算書は、別々の計算書としても、結合した計算書としても差
し支えないことに

貸借対照表

○報告式から勘定式に
○流動性配列法から固定性配列法に
○金融資産・非金融資産から固定資産・流動資産の区分に
○流動負債・非流動負債から固定負債・流動負債の区分に
○勘定科目の見直し（繰延資産の廃止、投資損失引当金の新設、インフラ資産の内訳や公債の名称
変更等）

○純資産の部の内訳について、財源・調達源泉別の資産形成充当財源・その他の純資産の区分から、
固定資産等形成分・余剰分（不足分）の区分に簡略化

○償却資産について、その表示を直接法から間接法に（減価償却累計額の明示）

行政コスト計算書 ○経常費用・経常収益の区分に、臨時損失・臨時利益の区分を追加

純資産変動計算書 ○内訳の簡略化（固定資産台帳の財源情報が任意に）

資金収支計算書
○業務活動収支・投資活動収支・財務活動収支に区分の名称変更
○固定資産等形成に係る国県等補助金収入を投資活動に
○支払利息の計上箇所を財務的収支から業務活動収支に

その他の様式 ○注記事項、附属明細書の充実

有形固定資産の
評価基準

○これまで原則として再調達原価で評価し、事業用資産の土地は再評価を行うこととしていたが、原則
として取得原価で評価し、再評価は行わないことに

○基準モデル等により評価している資産については、これまでの評価額を許容するが、新たに取得し
た資産については取得原価により評価

資産関係の
会計処理

○事業用資産とインフラ資産の区分について再整理
○繰延資産について、勘定科目として計上しないことに

負債関係の
会計処理

○連結対象団体及び会計の投資及び出資金は減損方式から投資損失引当金として引当金計上方式
に

○貸倒引当金から徴収不能引当金に名称変更
○賞与等引当金として、法定福利費も含めることに

費用・収益関係
○インフラ資産の減価償却費・直接資本減耗相当は減価償却費として行政コスト計算書に計上するこ
とに

○使用の当月または翌月からの償却を可能に

耐用年数
○その取扱いに合理性・客観性があるものについては、耐用年数省令よりも長い期間の耐用年数を設
定することも可能に

取替法・減損処理
○その有用性等を検証する観点から、適用している地方公共団体が今後も取扱いを継続することが可
能に

基準モデルからの変更点 別紙1‐1
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項目 主な変更点

報告主体 ○一部事務組合及び広域連合も対象に追加

財務書類
の体系

○４表と３表の選択制に
・貸借対照表
・行政コスト計算書
・純資産変動計算書
・資金収支計算書

※行政コスト計算書及び純資産変動計算書は、別々の計算書としても、結合した計算書としても差
し支えないことに

○固定資産台帳の整備と複式簿記の導入が前提

貸借対照表

○公共資産・投資等・流動資産から固定資産・流動資産の区分に
○勘定科目の見直し（有形固定資産について行政目的別（生活インフラ・国土保全、教育等）から性質
別（土地、建物等）の表示に変更等）

○純資産の部の内訳について、公共資産等整備国県補助金等・公共資産等整備一般財源等・その
他一般財源等・資産評価差額から、固定資産等形成分・余剰分（不足分）の区分に簡略化

○償却資産について、その表示を直接法から間接法に（減価償却累計額の明示）

行政コスト計算書
○経常行政コスト・経常収益の区分から経常費用・経常収益・臨時損失・臨時利益の区分に
○性質別・目的別分類の表示から性質別分類のみの表示に（目的別分類は附属明細書で表示）

純資産変動計算書 ○内訳の簡略化（財源情報の省略）

資金収支計算書
○業務活動収支・投資活動収支・財務活動収支に区分の名称変更
○区分ごとの支出と財源の対応関係の表示から活動区分別の表示に（地方債発行の例：改訂モデル
ではその性質に応じた区分に計上していたが、統一的な基準では財務活動収支に計上）

その他の様式 ○注記事項、附属明細書の充実

有形固定資産の
評価基準

○これまで決算統計データから取得原価を推計（売却可能資産は時価）することとしていたが、原則と
して取得原価で評価することに

資産関係の
会計処理

○有形固定資産等の分類について、有形固定資産・売却可能資産から事業用資産・インフラ資産・物
品の区分に（売却可能資産は注記対応）

負債関係の
会計処理

○回収不能見込額から徴収不能引当金に名称変更
○賞与等引当金として、法定福利費も含めることに

費用・収益関係 ○使用の当月または翌月からの償却を可能に

耐用年数

○決算統計の区分に応じた耐用年数から、原則として耐用年数省令の種類の区分に基づく耐用年数
に変更

○その取扱いに合理性・客観性があるものについては、耐用年数省令よりも長い期間の耐用年数を
設定することも可能に

総務省方式改訂モデルからの変更点 別紙1‐2
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有
形
固
定
資
産
等
の
評
価
基
準

開
始
時

開
始
後

再
評
価

昭
和

5
9
年

度
以

前
取

得
分

昭
和

6
0
年

度
以

後
取

得
分

非
償

却
資
産

再
調
達
原
価

取
得
原
価

［
再
調
達
原
価

］
取
得
原
価

立
木

竹
の

み
６
年

に
１回

程
度

道
路
、
河

川
及

び
水

路
の

敷
地

備
忘

価
額

１円
取
得
原
価

［
備

忘
価

額
１円

］
取
得
原
価

―

償
却

資
産

再
調
達
原
価

取
得
原
価

［
再
調
達
原
価

］
取
得
原
価

―

棚
卸

資
産

低
価
法

低
価
法

低
価
法

原
則
と
し
て
毎
年
度

［
］
内
は

取
得
原
価
が

不
明
な

場
合

備
考
１

適
正
な
対
価

を
支

払
わ

ず
に
取

得
し
た
も
の
は
原
則
と
し
て
再
調
達
原
価
（
た
だ
し
、
無
償
で
移
管

を
受

け
た
道

路
、
河

川
及

び
水

路
の

敷
地

は
原

則
と
し
て

備
忘

価
額

１
円

）

備
考
２

既
に
固
定
資
産
台
帳
が
整
備
済
ま
た
は
整
備
中
で
あ
っ
て
、
基
準
モ
デ
ル
等
に
基
づ
い
て
評
価
さ
れ
て
い
る
資
産
に
つ
い
て
、
合
理
的
か
つ
客
観
的
な
基

準
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
引
き
続
き
、
当
該
評
価
額
に
よ
る
こ
と
を
許
容
（
そ
の
場
合
、
道
路
、
河
川
及
び
水
路
の
敷
地
に
つ
い
て
は
、
上
表

に
よ
る
評
価
額
を
注
記
）

備
考
３

売
却
可
能
資
産
に
つ
い
て
は
、
売
却
可
能
価
額
を
注
記
し
、
当
該
価
額
は
原
則
と
し
て
毎
年
度
再
評
価

※
棚

卸
資

産
を
除

く

※
棚

卸
資

産
を
除

く

別紙３
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①
計
画
・
準
備

整
備

推
進

担
当

課
（
ま
た
は

Ｗ
Ｇ
等

）
及

び
資

産
を
保

有
し
て
い
る
関

連
部

署
合

同
で
、
打

ち
合

わ
せ

を
実

施
し
、

現
在
の
資
産
の
管
理
状
況
等
を
把
握
し
、
台
帳
整
備
の
方
針
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
を
策
定
し
ま
す
。

②
様

式
の

作
成

現
在

の
台

帳
整

備
状

況
を
踏

ま
え
、
固

定
資

産
台

帳
に
記

載
す
べ

き
事

項
を
決

定
し
、
あ
わ

せ
て
、
各

部
署

に
て

調
査

を
実

施
す
る
た
め
の

調
査

様
式

（
シ
ー
ト
）
を
作

成
し
ま
す
。
こ
の

際
、
一

か
ら
固

定
資

産
台

帳
を
作

成
す
る
の

で
は

な
く
、
現

在
保

有
し
て
い
る
公

有
財

産
台

帳
な
ど
、
既

存
デ
ー
タ
を
基

礎
に
し
て
必

要
な
デ
ー
タ
を
追

加
し
て
作

成
す
る
こ
と
が

近
道

で
す
。
た
だ
し
、
各

台
帳

が
部

門
毎

に
個

別
に
管

理
さ
れ

、
現

在
の

状
況

を
正

し
く
反

映
し
て
い

る
と
は
限
り
ま
せ
ん
の
で
、
台
帳
の
統
合
等
を
行
う
際
は
、
台
帳
同
士
の
照
合
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
す
。

③
資

産
の

棚
卸

各
主

管
部

署
に
お
い
て
、
公

有
財

産
台

帳
を
基

礎
と
し
て
、
そ
の

他
庁

内
各

部
門

で
独

自
に
管

理
し
て
い
る
台

帳
等

と
照
合
し
ま
す
。
こ
の

際
、
固

定
資

産
の
実

地
調

査
を
行

う
こ
と
で
、
現

物
の

棚
卸
と
台
帳

上
の
記

録
の

整
合
性

を
図
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

④
デ
ー

タ
作

成
各
主
管
部
署
に
お
い
て
、
作
成
し
た
調
査
様
式
に
基
づ
き
資
産
デ
ー
タ
を
作
成
（
入
力
）
し
ま
す
。

⑤
デ
ー

タ
統

合
各
主
管
部
署
で
作
成
し
た
調
査
様
式
を
回
収
し
、
資
産
区
分
毎
に
１
つ
の
台
帳
デ
ー
タ
に
統
合
し
ま
す
。

⑥
開
始
時
簿
価
の

算
定

統
合
し
た
台
帳
デ
ー
タ
を
基
に
開
始
時
簿
価
を
算
定
し
ま
す
。

⑦
固
定
資
産

台
帳

の
作

成

庁
内

の
体

制
整

備
＜
全
庁
的
な
推
進
体
制
の
確
立
が
重
要
＞

庁
内

の
体

制
整

備
は

、
各

部
署

で
管

理
し
て
い
る
資

産
デ
ー
タ
を
公

会
計

で
採

用
す
る
台

帳
（
固

定
資

産
台

帳
）

形
式
に
一
元
的
に
取
り
ま
と
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
各
部
署
の
固
定
資
産
管
理
の
状
態
を
把
握
し
た
う
え
で
、
現
実

的
な
一
元
管
理
の
方
法
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
必
須
と
言
え
ま
す
。

庁
内

の
体

制
整

備
で
は

、
ま
ず
作

業
の

事
前

段
階

に
、
全

体
の

と
り
ま
と
め
を
担

当
す
る
財

政
課

等
を
は

じ
め
、

デ
ー
タ
の

管
理

･評
価

を
担
当

す
る
管

財
課

等
、
公

有
地

評
価

に
関

連
す
る
各

部
署

の
担

当
者

、
及

び
実

際
に
施

設
を
管

理
す
る
部

署
等

が
参

画
し
、
財

産
整

備
の

状
況

・
評

価
の

現
状

を
確

認
す
る
と
と
も
に
意

見
交
換

を
行

う
こ
と
が

重
要

で
す
。
ま
た
、
庁

内
に
委

員
会

・
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル

ー
プ
（
Ｗ
Ｇ
）
等

を
設

置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
有

効
に
各

部
署
間
の
連
携
を
図
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
固
定
資
産
台
帳
の
管
理
の
手
順
と
し
て
は
、
新
規
取
得
・
異
動
が
あ
っ
た
資
産
に
つ
い
て
、
③
～
⑦
の
流
れ
を
行
う
こ
と
が
基
本
と
な
る
。

３
ヶ

月
～

６
ヶ

月

３
ヶ

月
～

６
ヶ

月

６
ヶ

月
～

１
年

整
備

期
間

１
～

２
年

間

整 備 期 間 が １ 年 を 超 え る 場 合 で あ っ て も ③ ～ ⑦ の

流 れ は １ 年 間 以 内 （ 年 度 内 ） に 行 う こ と が 適 当 。

固
定
資
産
台
帳
整
備
の
流
れ
の
例

固
定
資
産
の
実
地
調
査
を
固
定
資
産
台
帳
に
反
映
さ
せ
固
定
資
産
台
帳
を
完
成
さ
せ
ま
す
。

別紙４
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１ 法定決算書類の取寄せまたは個別財務書類作成 

土地開発公社においては、経理基準要綱に基づき、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・

フロー計算書が作成されていますので、手許に準備します。 

 

２ 法定決算書類の読替え 

連結科目対応表を参照しながら科目読替を行い、連結貸借対照表内訳表の土地開発公社の

列に記入します。 

 

３ 法定決算書類の連結修正その１（資産、負債等の修正） 

「連結財務書類作成の手引き」61段落において、法定決算書類の計上基準が統一的な基

準と異なる場合は、統一的な基準で求められている基準で算定した金額に修正することが望

ましいとされていますが、同修正を実施する場合は、連結修正が必要な項目について再評価

等を行い、評価差額を連結精算表の（連結修正等）の列に記入します。 

 

※  貸借対照表だけでなく、行政コスト計算書、

資金収支計算書についても読替えを行います。 

※ 純資産変動計算書については、「連結科目対

応表」に記載した手順で作成し、読替えの際は

その数値を転記します。 

  土地開発公社を連結するにあたっての作業フロー 
別紙６ 
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連結貸借対照表内訳表 （単位：千円）

一般会計 ・・・ 土地開発公社 連結修正等 相殺消去 純計

資産合計 2,064,926

　固定資産 5,072 400,728

　　有形固定資産 72 400,728

　　　事業用資産 231,489

　　　　土地 231,489

　　　インフラ資産 169,239

　　　　土地 169,239

　　　物品 100

　　　物品減価償却累計額 △ 28

投資その他の資産 5,000

　　　その他 5,000

　流動資産 2,059,854

　　現金預金 385,253

　　未収金 22,848

　　棚卸資産 1,651,160 △ 400,728

　　その他 593

負債・純資産合計 2,064,926

　負債合計 1,576,393

　　固定負債 1,552,698

　　　地方債等 1,552,698

　　流動負債 23,695

　　　未払金 23,695

　純資産合計 488,533

　　固定資産等形成分 5,072 400,728

　　余剰分（不足分） 483,461 △ 400,728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

４ 法定決算書類の連結修正その２（出納整理期間中の現金の受払等の調整） 

平成２６年度に帰属する取引について、出納整理期間中に資金の授受がある場合に、年

度内に支出したものとして調整します。 

使途に応じて振分け

 

棚卸資産として読み替える公有用地、代行用地、市街地開発用地、観光施設用地については、

その使途が明確なものはその使途に応じて「事業用資産」あるいは「インフラ資産」に連結修

正します。特定土地については、「事業用資産」に連結修正します。 
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（内部取引調査票） 

                            会計名：一般会計 

         相手先 連結財務書類 

 勘定科目   土地開発公社 ・・・ 

貸借対照表   

 土地  ８００   

行政コスト計算書   

補助金等 １００  

資金収支計算書   

 補助金等支出 １００  

公共施設等整備費支出 ８００  

 

                          会計名：土地開発公社 

         相手先 一般会計等財務書類 

 勘定科目   一般会計 ・・・ 

貸借対照表   

 未収金 ８００  

行政コスト計算書   

 経常費用   

物件費等   

  その他 ８００  

経常収益   

 その他 ８００  

純資産変動計算書   

 国県等補助金 １００  

資金収支計算書   

 業務収入   

国県等補助金収入 １００  

 

内部取引調査票を確認し、土地開発公社の貸借対照表に未収金８００が計上されてい

ますが、出納整理期間中（４月３０日）に一般会計から支払いがなされ、精算されてい

るため、年度内に受払いがされたものとして調整し、その調整による計上数値の異動を

連結精算表のうち該当する表の連結修正等の列に記入します。また、同様の調整を内部

取引調査表にも行っておきます。 
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出納整理期間中の取引の有無は、一般会計側の執行データ等により漏れがないか確認

します。 

（注：土地開発公社の行政コスト計算書では、売却した土地の帳簿価額が事業原価として

「物件費等」の「その他」に計上されています。しかしながら、土地開発公社から一般会

計への土地売却は内部取引のため、連結財務書類上は土地売却が無かったものとみなし、

土地開発公社の事業収益と事業原価をいずれも取り消すことになります。このため、「物

件費等」の「その他」８００を内部取引に係る相殺消去の対象として内部取引調査票に記

入しています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一般会計が買い戻した土地代金として出納整理期間中に土地開発公社に支払われた場合】 

一般会計側     既に支払が済んだものとして計上されており、調整は不要 

土地開発公社側   貸借対照表の未収金を減額し（△800）、現金預金を増額（＋800） 

※ 資金収支計算書において、一般会計側の公共施設等整備費支出に対応する収入は、土

地開発公社に４月３０日に支払われており、土地開発公社のキャッシュ・フロー計算書

（法定決算書類）に計上されていないため、連結精算表の資金収支計算書の土地開発公

社の列の「業務収入」の「その他の収入」に８００を一旦計上します。資金移動の相殺

は「５ 純計処理」で行います。 
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連結貸借対照表内訳表 （単位：千円）

一般会計 ・・・ 土地開発公社 連結修正等 相殺消去 純計

資産合計 2,064,926

　固定資産 5,072 400,728

　　有形固定資産 72 400,728

　　　事業用資産 231,489

　　　　土地 231,489

　　　インフラ資産 169,239

　　　　土地 169,239

　　　物品 100

　　　物品減価償却累計額 △ 28

投資その他の資産 5,000

　　　その他 5,000

　流動資産 2,059,854

　　現金預金 385,253 800

　　未収金 22,848 △ 800

　　棚卸資産 1,651,160 △ 400,728

　　その他 593

負債・純資産合計 2,064,926

　負債合計 1,576,393

　　固定負債 1,552,698

　　　地方債等 1,552,698

　　流動負債 23,695

　　　未払金 23,695

　純資産合計 488,533

　　固定資産等形成分 5,072 400,728

　　余剰分（不足分） 483,461 △ 400,728  

連結資金収支計算書内訳表 （単位：千円）

一般会計 ・・・ 土地開発公社 連結修正等 相殺消去 純計

　業務収入

　　国県等補助金収入 ○○○

　　その他の収入 ○○○ 800

 

 

 

 

 

一般会計及び土地開発公社が記入した内部取引調査票を照合して、相殺消去の対象とな

る取引を確定させ、取引ごとに相殺消去の対象となる連結財務書類の科目と減額する数値

を確定させます。 

 

 

５ 純計処理（単純合計と内部取引の相殺消去等） 

一般会計と土地開発公社間の取引を確定させ、相殺消去を行います。 
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 ここでは一般会計と土地開発公社の連結を例としていますので、以下のように相殺消去

する科目と金額について、直ちに連結精算表の相殺消去欄に記載していますが、連結対象

団体（会計）が複数ある場合は、個別の連結対象団体（会計）に係る相殺消去額を「連結

財務書類作成の手引き」様式第７号「相殺消去集計表」において集計し、同手引き様式第

５号５「連結精算表」の各内訳表の「相殺消去」の列に転記します。 

 

確定した内部取引 

【取引Ａ】一般会計が補助金 100 を土地開発公社に交付した。 

【取引Ｂ－①】一般会計が土地開発公社から土地 800 を買い戻した。 

【取引Ｂ－②】一般会計から土地の代金 800 が支払われた。 

相殺消去作業の具体化 

【取引Ａ】 

一般会計側 

行政コスト計算書 「補助金等」を減額（△100） 

資金収支計算書  「補助金等支出」を減額（△100） 

土地開発公社側 

純資産変動計算書 「国県等補助金」を減額（△100） 

資金収支計算書  「業務収入」の「国県等補助金収入」を減額（△100） 

【取引Ｂ－①・②】 

一般会計側 

資金収支計算書  「公共施設等整備費支出」を減額（△800） 

土地開発公社側 

行政コスト計算書 「経常費用」の「物件費等」の「その他」を減額（△800） 

         「経常収益」の「その他」を減額（△800） 

資金収支計算書  「業務収入」の「その他の収入」を減額（△800） 

 

※ 取引された土地については、土地開発公社の貸借対照表から除かれる一方、一般会計

に計上されているため相殺消去は不要です。 

※ 資産売却損益が発生する場合には、購入側（一般会計）の貸借対照表の「固定資産」

に資産売却損益相当額を加算または減額する必要がありますが、上記例は簿価で買い戻

しており資産売却損益は生じていないため、調整は不要です。 
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連結行政コスト計算書内訳表 （単位：千円）

一般会計 ・・・ 土地開発公社 連結修正等 相殺消去 純計

　経常費用 ××× ○○○ △ 900

　　物件費等 ××× ○○○ △ 800

　　　その他 ××× ○○○ △ 800

　　移転費用 ××× ○○○ △ 100

　　　補助金等 ××× ○○○ △ 100

　経常収益 ××× ○○○ △ 800

　　その他 ××× ○○○ △ 800  

 

連結純資産変動計算書内訳表 （単位：千円）

一般会計 ・・・ 土地開発公社 連結修正等 相殺消去 純計

　国県等補助金 ××× ○○○ △ 100  

 

連結資金収支計算書内訳表 （単位：千円）

一般会計 ・・・ 土地開発公社 連結修正等 相殺消去 純計

業務活動収支 ××× ○○○ △ 800

　業務支出 ××× ○○○ △ 100

　　移転費用支出 ××× ○○○ △ 100

　　　補助金等支出 ××× ○○○ △ 100

　業務収入 ××× ○○○ △ 900

　　国県等補助金収入 ××× ○○○ △ 100

　　その他の収入 ××× ○○○ 800 △ 800

投資活動収支 ××× ○○○ △ 800

　投資活動支出 ××× ○○○ △ 800

　　公共施設等整備費支出 ××× ○○○ △ 800  

 
科目ごとに合算し連結 
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